
品川区立学校教育要領の概要 

社会に開かれた教育課程の実現

 家庭や地域の協力を得ながら、教育課程の改善・実施を

図り、児童・生徒の健やかな成長を目指す。 

１ カリキュラム・マネジメントの中に、校区教育協働委

員会が行う学校関係者評価を位置付け、社会に開かれた

教育課程を実現する。 

２ 教育課程の実施に当たっては、学校支援地域本部を活

用し、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係

団体等の各種団体との連携等を行い、効果的かつ持続可

能な学校運営体制を整える。 

各教科等の特徴 

教科等 ●主な特徴〔 〕内は学年 ■独自教材等  

国語 
● 漢字指導の改善 ● 語感を磨き語彙を豊かにする指導の充実 
■ 言葉の特徴や使い方に関する事項および我が国の言語文化に関する事項に係る教材 

社会 
● ファイナンスパーク（市民科）との関連を図った指導〔8〕 ● 卒業論文〔9〕
■ 第 3～6学年用教材（地図の見方など） ■ 卒業論文作成に向けた教材 

算数／数学 
● 4位数の加法・減法〔2〕 ● 角錐や円錐〔5〕 ● 正負の数〔6〕 
■ 追加した学習内容についてのプリント教材 

理科 
●「金属の性質と種類」〔3〕 ●「空気の重さ」〔6〕 
■ 追加した学習内容の他、学年間のつながりを意識したプリント教材 

生活 ● 第 3学年の社会、理科との関連について明記 

音楽 
● 和楽器を含む我が国や郷土の音楽の学習を充実
● 筝の実技指導〔5, 7〕 

図画工作／美術 ●「造形遊びをする活動」〔7, 8, 9〕 

家庭／技術・家庭 ● プログラミング学習や情報セキュリティについて市民科と関連付けて指導 

体育／保健体育
● 品川スポーツトライアル、ワンミニッツエクササイズの取組による体力向上 
● オリンピック・パラリンピックの意義や価値等の学習 

英語 
● 第 1学年からの英語科を継続 ● 9年間を通したリタラシーの学習 
■ 指導者用の手引き 

市民科 
● 国際理解、生命尊重、自然愛護（環境）などの教育課題を追加 ● 一貫プランの設定
● 第 5,6 学年に武道を体験として位置付ける。 ■ 教科書・指導の手引きの改訂

特別支援学級・
特別支援教室 ●「各教科・市民科」、「自立活動」、「各教科等を合わせた指導」の内容を改訂 

三校種体制での

特色ある教育活動の展開 

学校の主体性を高め地域との協働により特色づくりを行う 

品川コミュニティ・スクールの推進 

次代を生き抜く児童・生徒を育成する

品川区立学校教育要領の策定 

品川教育ルネサンスの三つの柱 次代を担う子どもたちのために、これまでの教育改革で培った成果を生かしながら、制度の見直しや施策の再構築を図り、新たな「品川教育」を創生する。

三校種体制の中で地域の特性やこれまでの

品川教育の方向性を踏まえた重点の設定 

１ 「知・徳・体」をバランスよく 

兼ね備えること。 

２  困難に負けず生き抜く力をもつこと。

３ 地域に愛着をもち，地域の一員として

社会に貢献すること。 

４  伝統と文化を尊重するとともに 

国際的な視野をもつこと。 

一貫教育の理念の継承
 品川区小中一貫教育要領を踏まえた、これまでの実践の成果を生かし、義務

教育９年間を一貫した学びとして捉える理念を継承する。 

 また、第１学年からの英語科および市民科は、内容の改善を図り、継続実施

する。さらに、市民科では、各中学校区や各学校が目指す児童・生徒像の実現

に向けた「一貫プラン」の時間を設定する。 

各教科の標準授業時数
品川区立学校教育要領 と 新学習指導要領 の標準授業時数比較 

品川区立学校教育要領施行のスケジュール 

平成 29 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

告示 移行措置期間（概ね国に準じる）

英語（第5,6 学年：年 50時間）

第１～６学年全面実施

市民科（全学年全面実施）

第７～９学年全面実施

平成 30・31 年度

校種
学年 1 2 3 4 5 6 小計 7 8 9 小計 合計

国語 315 315 245 245 175 175 1470 140 140 105 385 1855
新学習指導要領 306 315 245 245 175 175 1461 140 140 105 385 1846

社会 - - 70 90 100 105 365 105 105 140 350 715
新学習指導要領 - - 70 90 100 105 365 105 105 140 350 715

算数/数学 140 175 175 175 175 175 1015 140 105 140 385 1400
新学習指導要領 136 175 175 175 175 175 1011 140 105 140 385 1396

理科 - - 90 105 105 105 405 105 140 140 385 790
新学習指導要領 - - 90 105 105 105 405 105 140 140 385 790

生活 105 105 - - - - 210 - - - - 210
新学習指導要領 102 105 - - - - 207 - - - - 207

音楽 70 70 60 60 50 50 360 45 35 35 115 475
新学習指導要領 68 70 60 60 50 50 358 45 35 35 115 473

図画工作/美術 70 70 60 60 50 50 360 45 35 35 115 475
新学習指導要領 68 70 60 60 50 50 358 45 35 35 115 473

家庭/技術・家庭 - - - - 60 55 115 70 70 35 175 290
新学習指導要領 - - - - 60 55 115 70 70 35 175 290

体育/保健体育 105 105 105 105 90 90 600 105 105 105 315 915
新学習指導要領 102 105 105 105 90 90 597 105 105 105 315 912

英語 35 35 35 35 70 70 280 140 140 140 420 700
新学習指導要領 - - 35 35 70 70 210 140 140 140 420 630

市民科 85 85 140 140 140 140 730 120 140 140 400 1130
新学習指導要領 68 70 140 140 140 140 698 120 140 140 400 1098
├特別の教科　道徳 34 35 35 35 35 35 209 35 35 35 105 314
├総合的な学習の時間 - - 70 70 70 70 280 50 70 70 190 470
└特別活動 34 35 35 35 35 35 209 35 35 35 105 314

総授業時数 925 960 980 1015 1015 1015 5910 1015 1015 1015 3045 8955
週コマ数 26 3/7 27 3/7 28 29 29 29 29 29 29

新学習指導要領 850 910 980 1015 1015 1015 5785 1015 1015 1015 3045 8830

小学校・義務教育学校(前期課程) 中学校・義務教育学校(後期課程)

平 成 3 0 年 ４ 月 1 6 日

文 教 委 員 会 資 料

指 導 課
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教育基本法

 我々日本国民は，たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに，世界の平和

と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 

 我々は，この理想を実現するため，個人の尊厳を重んじ，真理と正義を希求し，公共の精神を尊び，豊かな人間性

と創造性を備えた人間の育成を期するとともに，伝統を継承し，新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 

 ここに，我々は，日本国憲法の精神にのっとり，我が国の未来を切り拓
ひら

く教育の基本を確立し，その振興を図るた

め，この法律を制定する。 

第一章 教育の目的及び理念 

 （教育の目的） 

第一条 教育は，人格の完成を目指し，平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに

健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

 （教育の目標） 

第二条 教育は，その目的を実現するため，学問の自由を尊重しつつ，次に掲げる目標を達成するよう行われるもの

とする。 

一 幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養い，豊かな情操と道徳心を培うとともに，健やかな身体

を養うこと。 

二 個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を培い，自主及び自律の精神を養うとともに，職業及び生

活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。 

三 正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずるとともに，公共の精神に基づき，主体的に社会の形成

に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。 

四 生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重し，国際社会の平

和と発展に寄与する態度を養うこと。 

 （生涯学習の理念） 

第三条 国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることができるよう，その生涯にわたって，あらゆる

機会に，あらゆる場所において学習することができ，その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られな

ければならない。 

 （教育の機会均等） 

第四条 すべて国民は，ひとしく，その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず，人種，信条，性

別，社会的身分，経済的地位又は門地によって，教育上差別されない。 

２ 国及び地方公共団体は，障害のある者が，その障害の状態に応じ，十分な教育を受けられるよう，教育上必要な

支援を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は，能力があるにもかかわらず，経済的理由によって修学が困難な者に対して，奨学の措置

を講じなければならない。 

平成十八年十二月二十二日法律第百二十号
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教育基本法 
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第二章 教育の実施に関する基本 

 （義務教育） 

第五条 国民は，その保護する子に，別に法律で定めるところにより，普通教育を受けさせる義務を負う。 

２ 義務教育として行われる普通教育は，各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い，

また，国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は，義務教育の機会を保障し，その水準を確保するため，適切な役割分担及び相互の協力の

下，その実施に責任を負う。 

４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については，授業料を徴収しない。 

 （学校教育） 

第六条 法律に定める学校は，公の性質を有するものであって，国，地方公共団体及び法律に定める法人のみが，こ

れを設置することができる。 

２ 前項の学校においては，教育の目標が達成されるよう，教育を受ける者の心身の発達に応じて，体系的な教育が

組織的に行われなければならない。この場合において，教育を受ける者が，学校生活を営む上で必要な規律を重ん

ずるとともに，自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 

 （大学） 

第七条 大学は，学術の中心として，高い教養と専門的能力を培うとともに，深く真理を探究して新たな知見を創造

し，これらの成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するものとする。 

２ 大学については，自主性，自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。 

 （私立学校） 

第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ，国及び地方公共団体は，そ

の自主性を尊重しつつ，助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。 

 （教員） 

第九条 法律に定める学校の教員は，自己の崇高な使命を深く自覚し，絶えず研究と修養に励み，その職責の遂行に

努めなければならない。 

２ 前項の教員については，その使命と職責の重要性にかんがみ，その身分は尊重され，待遇の適正が期せられると

ともに，養成と研修の充実が図られなければならない。 

 （家庭教育） 

第十条 父母その他の保護者は，子の教育について第一義的責任を有するものであって，生活のために必要な習慣を

身に付けさせるとともに，自立心を育成し，心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は，家庭教育の自主性を尊重しつつ，保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家

庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 （幼児期の教育） 

第十一条 幼児期の教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ，国及び地方公共

団体は，幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって，その振興に努めなければなら

ない。 

 （社会教育） 

第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ，社会において行われる教育は，国及び地方公共団体によって奨励され

なければならない。 
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２ 国及び地方公共団体は，図書館，博物館，公民館その他の社会教育施設の設置，学校の施設の利用，学習の機会

及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。 

 （学校，家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 

第十三条 学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに，相

互の連携及び協力に努めるものとする。 

 （政治教育） 

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は，教育上尊重されなければならない。 

２ 法律に定める学校は，特定の政党を支持し，又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはなら

ない。 

 （宗教教育） 

第十五条 宗教に関する寛容の態度，宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は，教育上尊重さ

れなければならない。 

２ 国及び地方公共団体が設置する学校は，特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 

第三章 教育行政 

 （教育行政） 

第十六条 教育は，不当な支配に服することなく，この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもので

あり，教育行政は，国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下，公正かつ適正に行われなければな

らない。 

２ 国は，全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため，教育に関する施策を総合的に策定し，実施し

なければならない。 

３ 地方公共団体は，その地域における教育の振興を図るため，その実情に応じた教育に関する施策を策定し，実施

しなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は，教育が円滑かつ継続的に実施されるよう，必要な財政上の措置を講じなければならない。 

 （教育振興基本計画） 

第十七条 政府は，教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，教育の振興に関する施策につい

ての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について，基本的な計画を定め，これを国会に報告するとと

もに，公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は，前項の計画を参酌し，その地域の実情に応じ，当該地方公共団体における教育の振興のための

施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

第四章 法令の制定 

第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため，必要な法令が制定されなければならない。
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学校教育法（抄）

第二章 義務教育 

第二十一条 義務教育として行われる普通教育は，教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第五条第二項に規定す

る目的を実現するため，次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 

一 学校内外における社会的活動を促進し，自主，自律及び協同の精神，規範意識，公正な判断力並びに公共の精神

に基づき主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。 

二 学校内外における自然体験活動を促進し，生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養う

こと。 

三 我が国と郷土の現状と歴史について，正しい理解に導き，伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国

と郷土を愛する態度を養うとともに，進んで外国の文化の理解を通じて，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に

寄与する態度を養うこと。 

四 家族と家庭の役割，生活に必要な衣，食，住，情報，産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。 

五 読書に親しませ，生活に必要な国語を正しく理解し，使用する基礎的な能力を養うこと。 

六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し，処理する基礎的な能力を養うこと。 

七 生活にかかわる自然現象について，観察及び実験を通じて，科学的に理解し，処理する基礎的な能力を養うこと。 

八 健康，安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに，運動を通じて体力を養い，心身の調和的発達を図

ること。 

九 生活を明るく豊かにする音楽，美術，文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。 

十 職業についての基礎的な知識と技能，勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこ

と。 

第四章 小学校 

第三十条 小学校における教育は，前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げ

る目標を達成するよう行われるものとする。 

② 前項の場合においては，生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させるととも

に，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，主体的に学

習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない。 

第三十一条 小学校においては，前条第一項の規定による目標の達成に資するよう，教育指導を行うに当たり，児童

の体験的な学習活動，特にボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の体験活動の充実に努め

るものとする。この場合において，社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなけれ

ばならない。 

第五章 中学校 

第四十五条 中学校は，小学校における教育の基礎の上に，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育

を施すことを目的とする。 

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号 

一部改正：平成二十九年五月三十一日法律第四十一号
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第四十六条 中学校における教育は，前条に規定する目的を実現するため，第二十一条各号に掲げる目標を達成する

よう行われるものとする。 

第四十七条 中学校の修業年限は，三年とする。 

第四十八条 中学校の教育課程に関する事項は，第四十五条及び第四十六条の規定並びに次条において読み替えて準

用する第三十条第二項の規定に従い，文部科学大臣が定める。 

第四十九条 第三十条第二項，第三十一条，第三十四条，第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は，

中学校に準用する。この場合において，第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と，第三十一条中「前

条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。 

第五章の二 義務教育学校 

第四十九条の二 義務教育学校は，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫

して施すことを目的とする。 

第四十九条の三 義務教育学校における教育は，前条に規定する目的を実現するため，第二十一条各号に掲げる目標

を達成するよう行われるものとする。 

第四十九条の四 義務教育学校の修業年限は，九年とする。 

第四十九条の五 義務教育学校の課程は，これを前期六年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。 

第四十九条の六 義務教育学校の前期課程における教育は，第四十九条の二に規定する目的のうち，心身の発達に応

じて，義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを実現するために必要な程度において第二

十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 

② 義務教育学校の後期課程における教育は，第四十九条の二に規定する目的のうち，前期課程における教育の基礎

の上に，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため，第二十一条各号に掲

げる目標を達成するよう行われるものとする。 

第四十九条の七 義務教育学校の前期課程及び後期課程の教育課程に関する事項は，第四十九条の二，第四十九条の

三及び前条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い，文部科学大臣が定める。 

第四十九条の八 第三十条第二項，第三十一条，第三十四条から第三十七条まで及び第四十二条から第四十四条まで

の規定は，義務教育学校に準用する。この場合において，第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十九条の三」

と，第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十九条の三」と読み替えるものとする。 

第八章 特別支援教育 

第八十一条 幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校及び中等教育学校においては，次項各号のいずれか

に該当する幼児，児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に対し，文部科学大臣の

定めるところにより，障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。 

② 小学校，中学校，義務教育学校，高等学校及び中等教育学校には，次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒

のために，特別支援学級を置くことができる。 

一 知的障害者 

二 肢体不自由者 

三 身体虚弱者 

6



学校教育法（抄） 

7

四 弱視者 

五 難聴者 

六 その他障害のある者で，特別支援学級において教育を行うことが適当なもの 

③ 前項に規定する学校においては，疾病により療養中の児童及び生徒に対して，特別支援学級を設け，又は教員を

派遣して，教育を行うことができる。

7
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学校教育法施行規則（抄）

第四章 小学校 

第二節 教育課程 

第五十条 小学校の教育課程は，国語，社会，算数，理科，生活，音楽，図画工作，家庭及び体育の各教科（以下こ

の節において「各教科」という。），道徳，外国語活動，総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するもの

とする。 

２ 私立の小学校の教育課程を編成する場合は，前項の規定にかかわらず，宗教を加えることができる。この場合に

おいては，宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。 

第五十一条 小学校（第五十二条の二第二項に規定する中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する中

学校併設型小学校を除く。）の各学年における各教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動のそれ

ぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表第一に定める授業時数を標準とする。 

第五十二条 小学校の教育課程については，この節に定めるもののほか，教育課程の基準として文部科学大臣が別に

公示する小学校学習指導要領によるものとする。 

第五十二条の二 小学校（第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。）においては，中学校におけ

る教育との一貫性に配慮した教育を施すため，当該小学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定める

ところにより，教育課程を編成することができる。 

２ 前項の規定により教育課程を編成する小学校（以下「中学校連携型小学校」という。）は，第七十四条の二第一項

の規定により教育課程を編成する中学校と連携し，その教育課程を実施するものとする。 

第五十二条の三 中学校連携型小学校の各学年における各教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活

動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表第二の二に定める授業時数を標準とす

る。 

第五十二条の四 中学校連携型小学校の教育課程については，この章に定めるもののほか，教育課程の基準の特例と

して文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

第五十三条 小学校においては，必要がある場合には，一部の各教科について，これらを合わせて授業を行うことが

できる。 

第五十四条 児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は，その児童の心身の状況に適合するように課

さなければならない。 

第五十五条 小学校の教育課程に関し，その改善に資する研究を行うため特に必要があり，かつ，児童の教育上適切

な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては，文部科学大臣が別に定めるところにより，第五十

条第一項，第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項に規定する中学校

併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条の規定によら

ないことができる。 

第五十五条の二 文部科学大臣が，小学校において，当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照ら

し，より効果的な教育を実施するため，当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育

を実施する必要があり，かつ，当該特別の教育課程について，教育基本法（平成十八年法律第百二十号）及び学校

教育法第三十条第一項の規定等に照らして適切であり，児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科

学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては，文部科学大臣が別に定めるところにより，第五十条

昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号 

一部改正：平成二十九年三月三十一日文部科学省令第二十四号
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第一項，第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項に規定する中学校併

設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条の規定の全部又

は一部によらないことができる。 

第五十六条 小学校において，学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認

められる児童を対象として，その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学

大臣が認める場合においては，文部科学大臣が別に定めるところにより，第五十条第一項，第五十一条（中学校連

携型小学校にあつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九

条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条の規定によらないことができる。 

第五章 中学校 

第七十二条 中学校の教育課程は，国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，技術・家庭及び外国語の各教

科（以下本章及び第七章中「各教科」という。），道徳，総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するもの

とする。 

第七十三条 中学校（併設型中学校，第七十四条の二第二項に規定する小学校連携型中学校，第七十五条第二項に規

定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。）の各学年における各教科，

道徳，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表

第二に定める授業時数を標準とする。 

第七十四条 中学校の教育課程については，この章に定めるもののほか，教育課程の基準として文部科学大臣が別に

公示する中学校学習指導要領によるものとする。 

第七十四条の二 中学校（併設型中学校，第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規

定する小学校併設型中学校を除く。）においては，小学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため，当該

中学校の設置者が当該小学校の設置者との協議に基づき定めるところにより，教育課程を編成することができる。 

２ 前項の規定により教育課程を編成する中学校（以下「小学校連携型中学校」という。）は，中学校連携型小学校と

連携し，その教育課程を実施するものとする。 

第七十四条の三 小学校連携型中学校の各学年における各教科，道徳，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれ

の授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表第二の三に定める授業時数を標準とする。 

第七十四条の四 小学校連携型中学校の教育課程については，この章に定めるもののほか，教育課程の基準の特例と

して文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

第七十五条 中学校（併設型中学校，小学校連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校

を除く。）においては，高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため，当該中学校の設置者が当該高

等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより，教育課程を編成することができる。 

２ 前項の規定により教育課程を編成する中学校（以下「連携型中学校」という。）は，第八十七条第一項の規定によ

り教育課程を編成する高等学校と連携し，その教育課程を実施するものとする。 

第七十六条 連携型中学校の各学年における各教科，道徳，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数

並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表第四に定める授業時数を標準とする。 

第七十七条 連携型中学校の教育課程については，この章に定めるもののほか，教育課程の基準の特例として文部科

学大臣が別に定めるところによるものとする。 

第七十八条 校長は，中学校卒業後，高等学校，高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には，

9
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調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。ただし，第九十条

第三項（第百三十五条第五項において準用する場合を含む。）及び同条第四項の規定に基づき，調査書を入学者の選

抜のための資料としない場合は，調査書の送付を要しない。 

第七十八条の二 部活動指導員は，中学校におけるスポーツ，文化，科学等に関する教育活動（中学校の教育課程と

して行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従事する。 

第七十九条 第四十一条から第四十九条まで，第五十条第二項，第五十四条から第六十八条までの規定は，中学校に

準用する。この場合において，第四十二条中「五学級」とあるのは「二学級」と，第五十五条から第五十六条の二

まで及び第五十六条の四の規定中「第五十条第一項」とあるのは「第七十二条」と，「第五十一条（中学校連携型小

学校にあつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十

二において準用する第七十九条の五第一項）」とあるのは「第七十三条（併設型中学校にあつては第百十七条におい

て準用する第百七条，小学校連携型中学校にあつては第七十四条の三，連携型中学校にあつては第七十六条，第七

十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第

二項）」と，「第五十二条」とあるのは「第七十四条」と，第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四

十六条」と，第五十六条の三中「他の小学校，義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他

の中学校，義務教育学校の後期課程，中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとす

る。 

第五章の二 義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校 

第一節 義務教育学校 

第七十九条の二 義務教育学校の前期課程の設備，編制その他設置に関する事項については，小学校設置基準の規定

を準用する。 

２ 義務教育学校の後期課程の設備，編制その他設置に関する事項については，中学校設置基準の規定を準用する。 

第七十九条の三 義務教育学校の学級数は，十八学級以上二十七学級以下を標準とする。ただし，地域の実態その他

により特別の事情のあるときは，この限りでない。 

第七十九条の四 義務教育学校の分校の学級数は，特別の事情のある場合を除き，八学級以下とし，前条の学級数に

算入しないものとする。 

第七十九条の五 次条第一項において準用する第五十条第一項に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における

各教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれら

の総授業時数は，別表第二の二に定める授業時数を標準とする。 

２ 次条第二項において準用する第七十二条に規定する義務教育学校の後期課程の各学年における各教科，道徳，総

合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，別表第二の三

に定める授業時数を標準とする。 

第七十九条の六 義務教育学校の前期課程の教育課程については，第五十条，第五十二条の規定に基づき文部科学大

臣が公示する小学校学習指導要領及び第五十五条から第五十六条の四までの規定を準用する。この場合において，

第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項，第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二

条の三，第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七

十九条の五第一項）又は第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第一項又は第七十九条の六第一項において準用

する第五十条第一項若しくは第五十二条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と，第五十

10
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五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十九条の六第一項」と，第五十六条の二及び第五十六条の四中「第

五十条第一項，第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項に規定する中

学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）及び第五十二条」とある

のは「第七十九条の五第一項並びに第七十九条の六第一項において準用する第五十条第一項及び第五十二条の規定

に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と読み替えるものとする。 

２ 義務教育学校の後期課程の教育課程については，第五十条第二項，第五十五条から第五十六条の四まで及び第七

十二条の規定並びに第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。こ

の場合において，第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項，第五十一条（中学校連携型小学校に

あつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二にお

いて準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第二項又は第七十九条の六第

二項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」

と，第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十九条の六第二項」と，第五十六条の二及び第五十六

条の四中「第五十条第一項，第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三，第七十九条の九第二項

に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）及び第五十

二条」とあるのは「第七十九条の五第二項並びに第七十九条の六第二項において準用する第七十二条及び第七十四

条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と，第五十六条の四中「他の小学校，義務教育学

校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校，義務教育学校の後期課程，中等教育学校の前

期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。 

第七十九条の七 義務教育学校の教育課程については，この章に定めるもののほか，教育課程の基準の特例として文

部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

第七十九条の八 第四十三条から第四十九条まで，第五十三条，第五十四条，第五十七条から第七十一条まで（第六

十九条を除く。）及び第七十八条の規定は，義務教育学校に準用する。 

２ 第七十八条の二の規定は，義務教育学校の後期課程に準用する。 

第二節 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校 

第七十九条の九 同一の設置者が設置する小学校（中学校連携型小学校を除く。）及び中学校（併設型中学校，小学校

連携型中学校及び連携型中学校を除く。）においては，義務教育学校に準じて，小学校における教育と中学校におけ

る教育を一貫して施すことができる。 

２ 前項の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す小学校（以下「中学校併設型小学校」という。）及び

同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校（以下「小学校併設型中学校」という。）におい

ては，小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すためにふさわしい運営の仕組みを整えるものとす

る。 

第七十九条の十 中学校併設型小学校の教育課程については，第四章に定めるもののほか，教育課程の基準の特例と

して文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

２ 小学校併設型中学校の教育課程については，第五章に定めるもののほか，教育課程の基準の特例として文部科学

大臣が別に定めるところによるものとする。 

第七十九条の十一 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校においては，小学校における教育と中学校における

教育を一貫して施すため，設置者の定めるところにより，教育課程を編成するものとする。 

第七十九条の十二 第七十九条の五第一項の規定は中学校併設型小学校に，同条第二項の規定は小学校併設型中学校
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に準用する。 

第八章 特別支援教育 

第百三十八条 小学校，中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育

課程については，特に必要がある場合は，第五十条第一項（第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。），

第五十一条，第五十二条（第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。），第五十二条の三，第七十二条（第

七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。），第七十三条，第七十四条（第七十九条の

六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。），第七十四条の三，第七十六条，第七十九条の五（第

七十九条の十二において準用する場合を含む。）及び第百七条（第百十七条において準用する場合を含む。）の規定

にかかわらず，特別の教育課程によることができる。 

第百三十九条 前条の規定により特別の教育課程による特別支援学級においては，文部科学大臣の検定を経た教科用

図書を使用することが適当でない場合には，当該特別支援学級を置く学校の設置者の定めるところにより，他の適

切な教科用図書を使用することができる。 

第百四十条 小学校，中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において，次の各号のいずれかに該

当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要がある

ものを教育する場合には，文部科学大臣が別に定めるところにより，第五十条第一項（第七十九条の六第一項にお

いて準用する場合を含む。），第五十一条，第五十二条（第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。），第

五十二条の三，第七十二条（第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。），第七十三

条，第七十四条（第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。），第七十四条の三，第

七十六条，第七十九条の五（第七十九条の十二において準用する場合を含む。）及び第百七条（第百十七条において

準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，特別の教育課程によることができる。 

一 言語障害者 

二 自閉症者 

三 情緒障害者 

四 弱視者 

五 難聴者 

六 学習障害者 

七 注意欠陥多動性障害者 

八 その他障害のある者で，この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの 

第百四十一条 前条の規定により特別の教育課程による場合においては，校長は，児童又は生徒が，当該小学校，中

学校，義務教育学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校，中学校，義務教育学校，中等教

育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を，当該小学校，中学校若しくは

義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。 
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1

○平成三十年三月十六日 教育委員会決定 

 学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第五十五条の二及び第七十九条

並びに第七十九条の七に定める規定に基づき，品川区立学校の教育課程の編成における基

準「品川区小中一貫教育要領」（平成二十二年四月二十八日教育委員会決定）の全部を次の

ように改正し，新たに「品川区立学校教育要領」（平成三十年三月十六日教育委員会決定）

として，平成三十二年四月一日から施行する。ただし，第七学年以降の教育課程について

は，平成三十三年四月一日から施行する。平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十

一日までの間における「品川区立学校教育要領」の必要な特例については，別に定める。 

  平成三十年三月十六日 

     品川区教育委員会教育長 中島 豊 

品川区立学校教育要領 

目次 
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第１章 総則 

第２章 各教科 

第１節 国語 
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第３節 算数／数学 

第４節 理科 

第５節 生活 

第６節 音楽 

第７節 図画工作／美術

第８節 家庭／技術・家庭 

第９節 体育／保健体育 

第１０節 英語 

第３章 市民科 

第４章 特別支援学級・特別支援教室 

 第１節 各教科・市民科 

 第２節 自立活動 

 第３節 各教科等を合わせた指導 
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 教育は，教育基本法第１条に定めるとおり，人格の完成を目指し，平和で民主的な国家

及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すという目

的のもと，同法第２条に掲げる次の目標を達成するよう行われなければならない。 

１ 幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養い，豊かな情操と道徳心を培う

とともに，健やかな身体を養うこと。 

２ 個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を培い，自主及び自律の精神を養

うとともに，職業及び生活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。 

３ 正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずるとともに，公共の精神に基づ

き，主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。 

４ 生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

５ 伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに，他国

を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

 これからの学校には，こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ，一人一人の児

童・生徒が，自分のよさや可能性を認識するとともに，あらゆる他者を価値のある存在と

して尊重し，多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え，豊かな人生を切り

拓き，持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。このた

めに必要な教育の在り方を具体化するのが，各学校において教育の内容等を組織的かつ計

画的に組み立てた教育課程である。 

 教育課程を通して，これからの時代に求められる教育を実現していくためには，よりよ

い学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し，それぞれの

学校において，必要な学習内容をどのように学び，どのような資質・能力を身に付けられ

るようにするのかを教育課程において明確にしながら，社会との連携及び協働によりその

実現を図っていくという，社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。 

 こうした理念を実質的に実現するためには，地域の特色に応じた教育を実施できるよう

にするとともに，義務教育９年間を一貫として捉える視点を欠かすことはできない。 

 そこで，本区では，学習指導要領に則りながら，一貫した教育課程を編成するための基

準となる品川区立学校教育要領を定めるものとする。 

 なお，本教育要領では，地域の特性やこれまで独自に行ってきた教育の方向性を踏まえ，

次のことを重点とする。 

１ 「知・徳・体」をバランスよく兼ね備えること。 

２  困難に負けず生き抜く力をもつこと。 

３ 地域に愛着をもち，地域の一員として社会に貢献すること。 

４  伝統と文化を尊重するとともに国際的な視野をもつこと。 

 また，各学校がその特色を生かして創意工夫を重ね，長年にわたり積み重ねられてきた

教育実践や学術研究の蓄積を生かしながら，児童・生徒や地域の現状や課題を捉え，家庭

や地域社会と協力して教育要領を踏まえた教育活動の更なる充実を図っていくことも重要

である。 

児童・生徒が学ぶことの意義を実感できる環境を整え，一人一人の資質・能力を伸ばせ

るようにしていくことは，教職員をはじめとする学校関係者はもとより，家庭や地域の人々

も含め，様々な立場から児童・生徒や学校に関わる全ての大人に期待される役割である。
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3

幼児期の教育の基礎の上に，高等学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通

しながら，児童・生徒の学習の在り方を展望していくために広く活用されるものとなるこ

とを期待して，ここに品川区立学校教育要領を定める。  
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第１章 総則

第１ 義務教育における教育の基本と教育課程の役割 

１ 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示

すところに従い，児童・生徒の人間として調和のとれた育成を目指し，児童・生徒の

心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して，適切な教育課程を編

成するものとし，これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。 

２ 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，第３の１に示す主体的・

対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して，創意工夫を生かした特色ある教

育活動を展開する中で，次の(1)から(3)までに掲げる事項の実現を図り，児童・生徒

に生きる力を育むことを目指すものとする。 

(1) 基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解決

するために必要な思考力，判断力，表現力等を育むとともに，主体的に学習に取り

組む態度を養い，個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努めること。

その際，児童・生徒の発達の段階を考慮して，生徒の言語活動など，学習の基盤を

つくる活動を充実するとともに，家庭との連携を図りながら，児童・生徒の学習習

慣が確立するよう配慮すること。 

(2) 道徳教育や体験活動，多様な表現や鑑賞の活動等を通して，豊かな心や創造性の

涵養を目指した教育の充実に努めること。 

本区の学校における道徳教育は，市民科学習を要として学校の教育活動全体を通

じて行うものであり，市民科学習はもとより，各教科の特質に応じて，児童・生徒

の発達の段階を考慮して，適切な指導を行うこと。 

 道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき，

自己の生き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立した人間として他者と共に

よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。 

 道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，

学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文

化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな文化の創造を図

るとともに，平和で民主的な国家及び社会の形成者として，公共の精神を尊び，社

会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保全に貢

献し未来を拓く主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意するこ

と。 

 また，その指導に当たっては，社会の構成員としての役割を遂行し，確固たる自

分をもち，自らを社会的に有為な存在として意識しながら生きていくことを目標と

した実学的な学習を通して行うこと。 

(3) 学校における体育・健康に関する指導を，児童・生徒の発達の段階を考慮して，

学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなス

ポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育
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の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増

進に関する指導については，体育／保健体育科，家庭／技術・家庭科及び市民科の

時間はもとより，各教科においてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努める

こと。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常

生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安

全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。 

３ ２の(1)から(3)までに掲げる事項の実現を図り，豊かな創造性を備え持続可能な社

会の創り手となることが期待される児童・生徒に，生きる力を育むことを目指すに当

たっては，学校教育全体並びに各教科及び市民科の指導を通してどのような資質・能

力の育成を目指すのかを明確にしながら，教育活動の充実を図るものとする。その際，

児童・生徒の発達の段階や特性等を踏まえつつ，次に掲げることが偏りなく実現でき

るようにするものとする。 

(1) 知識及び技能が習得されるようにすること。 

(2) 思考力，判断力，表現力等を育成すること。 

(3) 学びに向かう力，人間性等を涵養すること。 

４ 各学校においては，児童・生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や

目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育

課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，教育課程の実施に必要な人的

又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して，教育課

程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下

「カリキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。 

第２ 教育課程の編成 

１ 各学校の教育目標と教育課程の編成 

 教育課程の編成に当たっては，学校教育全体や各教科等における指導を通して育成

を目指す資質・能力を踏まえつつ，各学校の教育目標を明確にするとともに，教育課

程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるものとする。

その際，第３章市民科の目標との関連を図るものとする。 

２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成 

(1) 各学校においては，児童・生徒の発達の段階を考慮し，言語能力，情報活用能力

（情報モラルを含む。），問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育

成していくことができるよう，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な視点から

教育課程の編成を図るものとする。 

(2) 各学校においては，児童・生徒や学校，地域の実態及び児童・生徒の発達の段階

を考慮し，豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向

けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を，教科等横断的な視点で育

成していくことができるよう，各学校の特色を生かした教育課程の編成を図るもの

とする。 

３ 教育課程の編成における共通的事項 
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(1) 内容等の取扱い 

ア 第２章に示す各教科及び第３章市民科の内容に関する事項は，特に示す場合を

除き，いずれの学校においても取り扱わなければならない。 

イ 学校において特に必要がある場合には，第２章及び第３章に示していない内容

を加えて指導することができる。また，第２章及び第３章に示す内容の取扱いの

うち内容の範囲や程度等を示す事項は，全ての児童・生徒に対して指導するもの

とする内容の範囲や程度等を示したものであり，学校において特に必要がある場

合には，この事項にかかわらず加えて指導することができる。ただし，これらの

場合には，第２章に示す各教科及び第３章市民科の目標や内容の趣旨を逸脱した

り，児童・生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。 

ウ 第２章に示す各教科及び第３章市民科の内容に掲げる事項の順序は，特に示す

場合を除き，指導の順序を示すものではないので，学校においては，その取扱い

について適切な工夫を加えるものとする。 

エ 第１学年から第６学年において，学年の内容を２学年まとめて示した教科の内

容は，２学年間かけて指導する事項を示したものである。各学校においては，こ

れらの事項を児童や学校，地域の実態に応じ，２学年間を見通して計画的に指導

することとし，特に示す場合を除き，いずれかの学年に分けて，又はいずれの学

年においても指導するものとする。 

オ 学校において２以上の学年の児童・生徒で編制する学級について特に必要があ

る場合には，各教科の目標の達成に支障のない範囲内で，各教科の目標及び内容

について学年別の順序によらないことができる。 

カ 各学校においては，生徒や学校，地域の実態を考慮して，生徒の特性等に応じ

た多様な学習活動が行えるよう，第２章に示す各教科や，特に必要な教科を，第

７学年から第９学年に選択教科として開設し生徒に履修させることができる。そ

の場合にあっては，全ての生徒に指導すべき内容との関連を図りつつ，選択教科

の授業時数及び内容を適切に定め選択教科の指導計画を作成し，生徒の負担加重

となることのないようにしなければならない。また，特に必要な教科の名称，目

標，内容などについては，各学校が適切に定めるものとする。 

キ 市民科学習を要として学校の教育活動全体を通じて行う本区の道徳教育の内容

は，第３章市民科に示す内容とし，その実施に当たっては，第６に示す市民科に

おける道徳教育に関する配慮事項を踏まえるものとする。なお，市民科学習は学

習指導要領に示されている「特別の教科 道徳」を包括して扱うものとする。

(2) 授業時数等の取扱い 

ア 各教科等の授業は，年間 35 週以上にわたって行うよう計画し，週当たりの授業

時数が児童・生徒の負担過重にならないようにするものとする。ただし，各教科

等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には，夏季，冬季，学年末等の休業日の

期間に授業日を設定する場合を含め，これらの授業を特定の期間に行うことがで

きる。 

イ 市民科の授業のうち，児童会・生徒会活動及び学校行事については，それらの
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内容に応じ，年間，学期ごと，月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。 

ウ 各学校の時間割については，次の事項を踏まえ適切に編成するものとする。 

(ｱ) 各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は，各学校において，各教科等の年

間授業時数を確保しつつ，児童・生徒の発達の段階及び各教科等や学習活動の

特質を考慮して適切に定めること。 

(ｲ) 各教科等の特質に応じ，10 分から 15 分程度の短い時間を活用して特定の教

科等の指導を行う場合において，当該教科等を担当する教師が，単元や題材な

ど内容や時間のまとまりを見通した中で，その指導内容の決定や指導の成果の

把握と活用等を責任を持って行う体制が整備されているときは，その時間を当

該教科等の年間授業時数に含めることができること。 

(ｳ) 給食，休憩などの時間については，各学校において工夫を加え，適切に定め

ること。 

(ｴ) 各学校において，児童・生徒や学校，地域の実態，各教科等や学習活動の特

質等に応じて，創意工夫を生かした時間割を弾力的に編成できること。 

エ 市民科学習における学習活動により，市民科の学校行事に掲げる各行事の実施

と同様の成果が期待できる場合においては，市民科学習における学習活動をもっ

て相当する市民科の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。 

オ 各教科等の授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は，学校教育法

施行規則に規定されている時数を踏まえ，別表に定める授業時数を標準とする。 

(3) 指導計画の作成等に当たっての配慮事項 

 各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生かし，全体と

して，調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。 

ア 各教科等の指導内容については，(1)のアを踏まえつつ，単元や題材など内容や

時間のまとまりを見通しながら，そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加

え，第３の１に示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して

資質・能力を育む効果的な指導ができるようにすること。 

イ 各教科等及び各学年相互間の関連を図り，系統的，発展的な指導ができるよう

にすること。 

ウ 第１学年から第６学年において，学年の内容を２学年まとめて示した教科につ

いては，当該学年間を見通して，児童や学校，地域の実態に応じ，児童の発達の

段階を考慮しつつ，効果的，段階的に指導するようにすること。 

エ 第１学年から第６学年において，児童の実態等を考慮し，指導の効果を高める

ため，児童の発達の段階や指導内容の関連性等を踏まえつつ，合科的・関連的な

指導を進めること。 

４ 学校段階間の接続 

 教育課程の編成に当たっては，次の事項に配慮しながら，学校段階間の接続を図る

ものとする。 

(1) 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫することにより，幼

稚園教育要領等に基づく幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育
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活動を実施し，児童が主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことが可能となる

ようにすること。 

 また，第１学年及び第２学年における教育全体において，例えば生活科において

育成する自立し生活を豊かにしていくための資質・能力が，他教科等の学習におい

ても生かされるようにするなど，教科等間の関連を積極的に図り，幼児期の教育及

び第３学年以降の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。特に，第１学

年当初においては，幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてき

たことが，各教科等における学習に円滑に接続されるよう，生活科を中心に，合科

的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など，指導の工夫や指導計画の作成を行

うこと。 

(2) 小学校，中学校及び義務教育学校の各校種の特色を生かしながらも，義務教育９

年間を一貫として捉え，成果を円滑に接続し，義務教育段階の終わりまでに育成す

ることを目指す資質・能力を，児童・生徒が確実に身に付けることができるよう工

夫すること。また，高等学校学習指導要領を踏まえ，高等学校教育及びその後の教

育との円滑な接続が可能となるよう工夫すること。 

第３ 教育課程の実施と学習評価 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

 各教科等の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 第１の３の(1)から(3)までに示すことが偏りなく実現されるよう，単元や題材な

ど内容や時間のまとまりを見通しながら，児童・生徒の主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた授業改善を行うこと。 

  特に，各教科等において身に付けた知識及び技能を活用したり，思考力，判断力，

表現力等や学びに向かう力，人間性等を発揮させたりして，学習の対象となる物事

を捉え思考することにより，各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方（以

下「見方・考え方」という。）が鍛えられていくことに留意し，児童・生徒が各教科

等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら，知識を相互に関連付けてより深く

理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題を見いだして解決策を考えた

り，思いや考えを基に創造したりすることに向かう過程を重視した学習の充実を図

ること。 

(2) 第２の２の(1)に示す言語能力の育成を図るため，各学校において必要な言語環境

を整えるとともに，国語科を要としつつ各教科等の特質に応じて，児童・生徒の言

語活動を充実すること。あわせて，(7)に示すとおり読書活動を充実すること。 

(3) 第２の２の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため，各学校において，コンピュ

ータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え，

これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また，各種の統計資料や新聞，

視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。あわせて，第１

学年から第６学年においては，各教科等の特質に応じて，次の学習活動を計画的に

実施すること。 
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ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報

手段の基本的な操作を習得するための学習活動 

イ 児童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせ

るために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動 

(4) 児童・生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を，

計画的に取り入れるように工夫すること。 

(5) 児童・生徒が生命の有限性や自然の大切さ，主体的に挑戦してみることや多様な

他者と協働することの重要性などを実感しながら理解することができるよう，各教

科等の特質に応じた体験活動を重視し，家庭や地域社会と連携しつつ体系的・継続

的に実施できるよう工夫すること。 

(6) 児童・生徒が自ら学習課題や学習活動を選択する機会を設けるなど，生徒の興味・

関心を生かした自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。 

(7) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，児童・生徒の主体的・対話

的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに，児童・生徒の自主的，自

発的な学習活動や読書活動を充実すること。また，地域の図書館や博物館，美術館，

劇場，音楽堂等の施設の活用を積極的に図り，資料を活用した情報の収集や鑑賞等

の学習活動を充実すること。 

２ 学習評価の充実 

 学習評価の実施に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 児童・生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し，学習したことの意義や

価値を実感できるようにすること。また，各教科等の目標の実現に向けた学習状況

を把握する観点から，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の

場面や方法を工夫して，学習の過程や成果を評価し，指導の改善や学習意欲の向上

を図り，資質・能力の育成に生かすようにすること。 

(2) 創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう，組織的かつ計画的

な取組を推進するとともに，学年や学校段階を越えて児童・生徒の学習の成果が円

滑に接続されるように工夫すること。 

第４ 児童・生徒の発達の支援 

１ 児童・生徒の発達を支える指導の充実 

 教育課程の編成及び実施に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 学習や生活の基盤として，教師と児童・生徒との信頼関係及び児童・生徒相互の

よりよい人間関係を育てるため，日頃から学級経営の充実を図ること。また，主に

集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと，個々の児童・生徒の多様な実

態を踏まえ，一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの

双方により，児童・生徒の発達を支援すること。あわせて，学年の時期の特長を生

かした指導の工夫を行うこと。 

(2) 児童・生徒が，自己の存在感を実感しながら，よりよい人間関係を形成し，有意

義で充実した学校生活を送る中で，現在及び将来における自己実現を図っていくこ
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とができるよう，児童・生徒理解を深め，学習指導と関連付けながら，生活指導の

充実を図ること。 

(3) 児童・生徒が，学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職

業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう，

市民科学習を中心としつつ各教科等の特質に応じて，キャリア教育の充実を図るこ

と。その中で，生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよ

う，学校の教育活動全体を通じ，組織的かつ計画的な進路指導を行うこと。 

(4) 児童・生徒が，基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め，学習内容を確実に

身に付けることができるよう，児童・生徒や学校の実態に応じ，個別学習やグルー

プ別学習，繰り返し学習，学習内容の習熟の程度に応じた学習，児童・生徒の興味・

関心等に応じた課題学習，補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れ

ることや，教師間の協力による指導体制を確保することなど，指導方法や指導体制

の工夫改善により，個に応じた指導の充実を図ること。その際，第３の１の(3)に示

す情報手段や教材・教具の活用を図ること。 

２ 特別な配慮を必要とする児童・生徒への指導 

(1) 障害のある児童・生徒などへの指導 

ア 障害のある児童・生徒などについては，特別支援学校等の助言又は援助を活用

しつつ，個々の児童・生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を

組織的かつ計画的に行うものとする。 

イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については，次のとおり編成す

るものとする。 

(ｱ) 障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため，特別支援学校

小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活動を取り入れること。 

(ｲ) 児童・生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上，各教科の目標や内容を

下学年の教科の目標や内容に替えたり，各教科を，知的障害者である児童・生

徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりするなどして，実態に

応じた教育課程を編成すること。 

ウ 障害のある児童・生徒に対して，通級による指導を行い，特別の教育課程を編

成する場合には，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活

動の内容を参考とし，具体的な目標や内容を定め，指導を行うものとする。その

際，効果的な指導が行われるよう，各教科等と通級による指導との関連を図るな

ど，教師間の連携に努めるものとする。 

エ 障害のある児童・生徒などについては，家庭，地域及び医療や福祉，保健，労

働等の業務を行う関係機関との連携を図り，長期的な視点で児童・生徒への教育

的支援を行うために，学校生活支援シートを作成し活用することに努めるととも

に，各教科等の指導に当たって，個々の児童・生徒の実態を的確に把握し，個別

指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に，特別支援学級に在籍

する児童・生徒や通級による指導を受ける児童・生徒については，個々の児童・

生徒の実態を的確に把握し，学校生活支援シートや個別指導計画を作成し，効果
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的に活用するものとする。 

(2) 海外から帰国した児童・生徒などの学校生活への適応や，日本語の習得に困難の

ある生徒に対する日本語指導 

ア 海外から帰国した児童・生徒などについては，学校生活への適応を図るととも

に，外国における生活経験を生かすなどの適切な指導を行うものとする。 

イ 日本語の習得に困難のある児童・生徒については，個々の児童・生徒の実態に

応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。特に，

通級による日本語指導については，教師間の連携に努め，指導についての計画を

個別に作成することなどにより，効果的な指導に努めるものとする。 

(3) 不登校児童・生徒への配慮 

ア 不登校児童・生徒については，保護者や関係機関と連携を図り，心理や福祉の

専門家の助言又は援助を得ながら，社会的自立を目指す観点から，個々の児童・

生徒の実態に応じた情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

イ 相当の期間学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童・生徒を対象とし

て，文部科学大臣が認める特別の教育課程を編成する場合には，児童・生徒の実

態に配慮した教育課程を編成するとともに，個別学習やグループ別学習など指導

方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。 

第５ 学校運営上の留意事項 

１ 教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等 

ア 各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員が適切に役割を

分担しつつ，相互に連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジ

メントを行うよう努めるものとする。また，各学校が行う学校評価については，教

育課程の編成，実施，改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえつつ，

カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。

その際，各学校の校区教育協働委員会が行う学校関係者評価も関連付け，社会に開

かれた教育課程の実現に努めるものとする。なお，教育課程の実施に当たっては，

学校支援地域本部を活用し，地域の人々の協力，社会教育施設や社会教育関係団体

等の各種団体との連携等を行い，効果的かつ持続可能な学校運営体制が整えられる

ようにするものとする。

イ 教育課程の編成及び実施に当たっては，学校保健計画，学校安全計画，食に関す

る指導の全体計画，いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針など，各分

野における学校の全体計画等と関連付けながら，効果的な指導が行われるように留

意するものとする。 

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとす

る。特に，児童・生徒の自主的，自発的な参加により行われる部活動等については，

スポーツや文化，科学等に親しませ，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等，

学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり，学校教育の一環として，

教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際，学校支援地域本部を活用

するなど，持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。 
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２ 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携 

 教育課程の編成及び実施に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

ア 学校がその目的を達成するため，学校や地域の実態等に応じ，教育活動の実施に

必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど，家庭

や地域社会との連携及び協働を深めること。また，高齢者や異年齢の子供など，地

域における世代を越えた交流の機会を設けること。 

イ 他の小学校，中学校，義務教育学校や，幼稚園，認定こども園，保育所，高等学

校，特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに，障害のある幼児・児童・

生徒との交流及び共同学習の機会を設け，共に尊重し合いながら協働して生活して

いく態度を育むよう努めること。 

第６ 道徳教育に関する配慮事項 

 道徳教育を進めるに当たっては，道徳教育の特質を踏まえ，前項までに示す事項に

加え，次の事項に配慮するものとする。 

１ 各学校においては，第１の２の(2)に示す道徳教育及び第３章市民科の目標を踏まえ，

実学的な指導も含めた道徳教育の全体計画（以下、「市民科全体計画」とする。）を作

成し，校長の方針の下に，市民科の推進を主に担当する教師（以下「市民科推進教師」

という。）を中心に，全教師が協力して実学的な指導を含めた道徳教育を展開すること。

なお，市民科全体計画の作成に当たっては，児童・生徒や学校，地域の実態を考慮し

て，学校の市民科の重点目標を設定するとともに，市民科学習の指導方針，第３章市

民科に示す内容との関連を踏まえた各教科における指導の内容及び時期並びに家庭や

地域社会との連携の方法を示すこと。 

２ 各学校においては，児童・生徒の発達の段階や特性等を踏まえ，指導内容の重点化

を図ること。その際，自立心や自律性を高め，規律ある生活をすること，生命を尊重

する心や自らの弱さを克服して気高く生きようとする心を育てること，法やきまりの

意義に関する理解を深めること，自らの将来の生き方を考え主体的に社会の形成に参

画する意欲と態度を養うこと，伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷

土を愛するとともに，他国を尊重すること，国際社会に生きる日本人としての自覚を

身に付けることに留意すること。また，各学年段階においては，次の事項に留意する

こと。 

(1) 第１学年及び第２学年においては，挨拶などの基本的な生活習慣を身に付けるこ

と，善悪を判断し，してはならないことをしないこと，社会生活上のきまりを守る

こと。 

(2) 第３学年及び第４学年においては，善悪を判断し，正しいと判断したことを行う

こと，身近な人々と協力し助け合うこと，集団や社会のきまりを守ること。 

(3) 第５学年及び第６学年においては，相手の考え方や立場を理解して支え合うこと，

法やきまりの意義を理解して進んで守ること，集団生活の充実に努めること，伝統

と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重

すること。 
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(4) 第７学年から第９学年においては，第６学年までの指導内容を更に発展させ，自

立心や自律性を高め，規律ある生活をすること，生命を尊重する心や自らの弱さを

克服して気高く生きようとする心を育てること，法やきまりの意義に関する理解を

深めること，自らの将来の生き方を考え主体的に社会の形成に参画する意欲と態度

を養うこと，伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛するとと

もに，他国を尊重すること，国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けるこ

と。 

３ 学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，職場体験活動やボランティア活

動，自然体験活動，地域の行事への参加などの豊かな体験を充実すること。また，道

徳教育の指導内容が，生徒の日常生活に生かされるようにすること。その際，いじめ

の防止や安全の確保等にも資することとなるよう留意すること。 

４ 学校の市民科全体計画や市民科に関する諸活動などの情報を積極的に公表したり，

道徳教育の充実のために家庭や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど，

家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図ること。 

25



品川区立学校教育要領 

14

別表 品川区立学校における標準授業時数 

第
１
学
年

第
２
学
年

第
３
学
年

第
４
学
年

第
５
学
年

第
６
学
年

計

第
７
学
年

第
８
学
年

第
９
学
年

計

国 語 315 315 245 245 175 175 1470 140 140 105 385 

社 会 - - 70 90 100 105 365 105 105 140 350 

算数／数学 140 175 175 175 175 175 1015 140 105 140 385 

理 科 - - 90 105 105 105 405 105 140 140 385 

生 活 105 105 - - - - 210 - - - - 

音 楽 70 70 60 60 50 50 360 45 35 35 115 

図画工作／美術 70 70 60 60 50 50 360 45 35 35 115 

家庭／技術・家庭 - - - - 60 55 115 70 70 35 175 

体育／保健体育 105 105 105 105 90 90 600 105 105 105 315 

英 語 35 35 35 35 70 70 350 140 140 140 420 

市民科 85 85 140 140 140 140 660 120 140 140 400 

総授業時数 925 960 980 1015 1015 1015 5910 1015 1015 1015 3045 

備考 

一 この表の授業時数は，第 1学年を含めすべての学年において年間 35週以上にわたって計画する。 

二 この表の授業時数の一単位時間は，第 1学年から第 6学年までについては四十五分，第 7学年から第 9学年までにつ

いては五十分とする。 

三 市民科の授業時数は，品川区立学校教育要領で定める「市民科学習」及び「一貫プラン」に充てるものとし，児童会・

生徒会活動，クラブ活動及び学校行事の時数は，標準授業時数には含めない。 
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第２章 各教科

第１節 国 語

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

○ 各種学力調査の結果によると，例年，「国語の勉強が好きである。」と回答した児童・

生徒は共に全国や都の回答率を上回っている一方，「国語の授業で学習したことは，将来，

社会に出たときに役に立つと思う。」と回答した割合は全国や都を下回ることがある。

○ 〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の課題

・ 漢字については，音読みは身に付いているが，訓読みが定着していない傾向がある。

また第６学年までに学習した漢字を日常生活で適切に使いこなすことに課題が見られ

る。

・ 書写については行書の特徴を理解したり，楷書との違いを理解したりすることに課

題がある。

○ 「話すこと・聞くこと」の課題

・ 相手の反応を見ながら話すことや，相手に応じた分かりやすい語句を選択して話す

ことに課題がある。

○ 「書くこと」の課題

・ 各種学力調査の結果によると，全国や都に比べ, 「必要な情報を読み取り，根拠を

明確にして自分の考えを書く」問題の無解答率が高く,学年が上がるにつれ,その傾向が

顕著に見られる。また例年,「表現の仕方について捉え，自分の考えを書く」問題の正

答率が低く，根拠を明確にして感じたことや考えたことを具体的に記述することに課

題が見られる。

○ 「読むこと」の課題

・ 説明的な文章においては，目的に応じて資料を選び，比較して読むこと，必要な情

報を正確に取り出すことに課題がある。また，文学的な文章においては，場面の展開

や登場人物などの描写に注意しながら読むことに課題が見られる。

・ 読書については，読書指導における学習過程の工夫や，学校図書館や地域図書館を

利用し，様々な知識や情報を得られるような機会の充実が必要である。

２ 課題を克服するための視点 

〔知識及び技能の育成〕

○ 「言葉の特徴や使い方に関する事項」について  

・ 漢字の指導の改善・充実

漢字に興味をもち主体的に学び，日常生活で適切に使うことができるよう，漢字学

習の工夫をすることが重要である。また将来の社会生活に生かせるよう，国語科はも

とより他教科の学習との関連を図るなど，学校生活の様々な機会を捉えて指導するこ
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とが大切である。 

・ 語彙を豊かにする指導の充実

辞書を活用して語句の意味を正しく理解することはもとより，文脈の中で用いられ

ている語句の意味を適切につかむ力を育てることが大切である。また話や文章の中で

使う語彙の量を増やすとともに，豊かな語感を育てるなど，学年の発達段階に応じて

量と質の両面から学習を充実させることが必要である。

○ 「情報の扱い方に関する事項」について  

・ 複数の情報の比較や関連付けを意識した指導の工夫

  本や文章，図表やグラフなどから必要な情報を関連付けて読み，考えを広め，深め

る学習を通して，根拠を明確にして伝える力を高める。

○ 「我が国の言語文化に関する事項」について  

・ 毛筆の指導の工夫

   毛筆の指導を通して，楷書と行書の基礎的な書き方を理解させ，文字文化の豊かさ

に触れさせることが大切である。

・ 読書指導の改善・充実

 生涯にわたる読書生活につながるよう，計画的，系統的に指導することが大切であ

る。その際，本を読むときには，知らない言葉を辞書で調べたり，百科事典や図鑑を

活用したりして内容理解を深めるとともに，読書の幅を広げるようにする。

・ 学校図書館や地域図書館の活用

学校図書館や地域図書館を利用する機会を計画的に設定し，効果的な図書館の活用

の仕方を学ぶことで，主体的に読書に親しんだり，様々な知識や情報を得たりできる

ようにする。

〔思考力・判断力・表現力等の育成〕

○ 「話すこと・聞くこと」について 

・ 相手の立場や場，置かれた状況に応じた話し方の工夫

自分の考えを的確に伝えるためには，話の内容や構成を意識することはもとより，

相手の立場や状況等を考え，話す速度や間，声量等を工夫し，適切な言葉遣いで話す

ことが必要である。またその前提として，相手への気遣いが大切であることに気付か

せることが大切である。

○ 「書くこと」について 

・ 論理的な文章を書く力の育成を目指した授業の展開 

目的や意図に応じた材料を収集・整理し，その中から根拠となる内容を適切に選ん

で，それを踏まえて自分の考えを具体的に書く学習を充実させることが重要である。

そのためには，複数の情報を関連付けて読み取り, 共通点と相違点を見出し，自分の

考えの根拠となる部分を見付ける力を付けることが大切である。

○ 「読むこと」について 

・ 読む目的を明確にした授業の展開

 筆者の主張を知るために読む，考えを広げたり深めたりするために読む，知的欲求

を満たすために読むなどといった，読む目的を明確にした授業を展開することが重要
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である。

 ・ 登場人物の言動や描写に着目した授業の展開

   登場人物の言動を叙述に即して捉えたり，描写に込められた意味を考えたりして，

  自分の経験と結び付けながら，読みを深める授業をすることが必要である。

３ 具体的な手だて

〔知識及び技能〕 

○ 「言葉の特徴や使い方に関する事項」の指導に当たって 

・ 漢字の指導においては，知っている漢字をできるだけ使おうとする意欲や習慣を身

に付けさせる。そのためには，発達段階を考慮しながら，国語辞典や漢和辞典の活用

を図り，自らすすんで漢字の意味や用例，部首を調べることができるような学習活動

を取り入れる。

また，漢字を確実に定着させるためには学び直しの時間を確保することが必要であ

る。例えば，当該学年で学習する漢字指導は 2 学期に全て終了し，3 学期は学び直し

の時間となるように年間計画を立てることも考えられる。学年が上がるにつれ個人差

が大きくなることが予想されるので，一人一人に応じた指導を工夫するとともに，漢

字検定を活用するなど個々の目標を設定し，児童・生徒が意欲的に取り組めるように

する。

・ 語彙を増やすためには，新しく覚えた語句を別の語句に言い換えたり，類義語・対

義語を調べて例文を作らせたりするなど,多角的な視点で学習に取り組ませる。また，

本や新聞，広告など，様々なジャンルの文章を読むことを通して，新たな言葉に触れ

る機会を増やし，楽しみながら語彙を増やしていくとともに，言葉に対する感性を磨

く場を意図的に設ける。

○ 「情報の扱い方に関する事項」の指導に当たって  

・ これからの情報社会を生き抜くために身に付けておかなければならない事項である。

情報の信頼性をどのように確かめるか，何を根拠に正しい情報と判断するかなど，具

体的な事例を用いて話し合う学習活動を取り入れる。情報モラルの視点から，社会科

や市民科など他教科と関連付けた指導を行う。 

・ ポスターやパンフレット，グラフや図表など，それぞれの資料の特徴を理解した上

で，その中に示された情報や効果を読み取ったり，複数の情報を関連付けたりして，

必要な情報を取捨選択する学習活動を取り入れる。 

○ 「我が国の言語文化に関する事項」について  

・ 書写の指導においては，字形や文字の大きさ，配列などの評価の観点を示した上で,
互いの作品を鑑賞し合う学習活動を設ける。また，教科書で学んだ俳句や短歌，漢詩，

小倉百人一首などを，実際に毛筆で書くことを通して，楷書と行書の特色について実

感させる。

・ 学校図書館や地域図書館を主体的に利用できるよう，図書館司書等との連携を図り，

本の探し方や配架のシステム，貸出の方法などについて指導する。

〔思考力・表現力・判断力等〕
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○ 「話すこと・聞くこと」の指導に当たって

・ 相手の反応を見ながら話したり，分かりやすい言葉を選択して話したりするなど，

相手の立場や場の状況を意識して，適切な言葉遣いで話す活動を取り入れる。また，

話し手が伝えかった内容と聞き手が受け取った内容とを比較し,相手に的確に伝える
ための話し方や話の構成について考える言語活動を取り入れる。

○ 「書くこと」の指導に当たって

・ 学習活動の導入に際し，この単元では，「書くこと」の一連の学習過程の中のどの指

導事項に重点を置いているかを明確に示すようにする。また，実際に文章を書く活動

では,「書く題材を決めることができたか。」，「集めた材料を整理できているか。」，「文
章の構成や展開を考えられたか。」など，個人カルテやワークシートを用いて，適時，

児童・生徒一人一人の学習状況を見取り，個に応じた指導を適切に行う。

・ 伝えたい事柄の中心は何か，その根拠となる事実は何かをカードやワークシートに

まとめさせ，その上で，適切な接続語の選択や段落構成を考えさせるなど,論理的な文
章を書くための準備段階の視点をもたせる。

○ 「読むこと」の指導に当たって

・ 読む目的を明確にもたせることで，主体的に学習に取り組めるよう，単元全体の計

画を立てる。その際，単元全体を通して身に付けさせたい力を明確にし，単元のねら

いに沿った言語活動を設定する。また，一単位時間の中で「なぜ」「どうして」などの

問いをもたせる工夫を行うことで課題解決型の授業を展開する。

・ 「読むこと」の指導を通して，児童・生徒の読書意欲を高め，日常生活における読

書活動につなげるように留意する。また，読書活動を動機付けたり，読書の幅を広げ

たりする学習を年間指導計画の中に位置付ける。

 第１ 目標 

 言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現

する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 社会生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるように

する。

(2) 社会生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養う。

(3) 言葉がもつ価値を認識するとともに，言語感覚を豊かにし，我が国の言語文化に関

わり，国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養う。
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 第２ 各学年の目標及び内容 

１ 目 標 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

目

標

言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現す

る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

「知識及び技能」 
(1) 日常生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うこ

とができるようにする。 

「思考力，判断力， 

表現力等」

(2) 日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力

や想像力を養う。 

「学びに向かう力，

人間性等」

(3) 言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大

切さを自覚し，国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養う。 

各
学
年
の
目
標

(1)
「
知
識
及
び

技
能
」

(1) 日常生活に必要な国語の
知識や技能を身に付けると
ともに，我が国の言語文化に
親しんだり理解したりする
ことができるようにする。

(1) 日常生活に必要な国語の
知識や技能を身に付けると
ともに，我が国の言語文化に
親しんだり理解したりする
ことができるようにする。 

(1) 日常生活に必要な国語の
知識や技能を身に付けると
ともに，我が国の言語文化に
親しんだり理解したりする
ことができるようにする。 

(2)
「
思
考
力
，
判

断
力
，
表
現
力
等
」

(2) 順序立てて考える力や感
じたり想像したりする力を
養い，日常生活における人
との関わりの中で伝え合う
力を高め，自分の思いや考
えをもつことができるよう
にする。

(2) 筋道立てて考える力や豊
かに感じたり想像したりす
る力を養い，日常生活におけ
る人との関わりの中で伝え
合う力を高め，自分の思いや
考えをまとめることができ
るようにする。

(2) 筋道立てて考える力や豊
かに感じたり想像したりす
る力を養い，日常生活におけ
る人との関わりの中で伝え
合う力を高め，自分の思いや
考えを広げることができる
ようにする。

(3)
「
学
び
に
向
か
う
力
，

人
間
性
等
」

(3) 言葉がもつよさを感じる
とともに，楽しんで読書を
し，国語を大切にして，思い
や考えを伝え合おうとする
態度を養う。 

(3) 言葉がもつよさに気付く
とともに，幅広く読書をし，
国語を大切にして，思いや考
えを伝え合おうとする態度
を養う。

(3) 言葉がもつよさを認識す
るとともに，進んで読書を
し，国語の大切さを自覚し
て，思いや考えを伝え合おう
とする態度を養う。
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第７学年 第８学年 第９学年

言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を

次のとおり育成することを目指す。

「知識及び技能」 
(1) 社会生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるよう

にする。 

「思考力，判断力， 

表現力等」

(2) 社会生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養う。 

「学びに向かう

力，人間性等」

(3) 言葉がもつ価値を認識するとともに，言語感覚を豊かにし，我が国の言語文化に

関わり，国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養う。 

(1) 社会生活に必要な国語の知識や
技能を身に付けるとともに，我が
国の言語文化に親しんだり理解し
たりすることができるようにす
る。

(1) 社会生活に必要な国語の知識
や技能を身に付けるとともに，
我が国の言語文化に親しんだり
理解したりすることができるよ
うにする。 

(1) 社会生活に必要な国語の知識
や技能を身に付けるとともに，我
が国の言語文化に親しんだり理
解したりすることができるよう
にする。 

(2) 筋道立てて考える力や豊かに感
じたり想像したりする力を養い，
日常生活における人との関わりの
中で伝え合う力を高め，自分の思
いや考えを確かなものにすること
ができるようにする。

(2) 論理的に考える力や共感した
り想像したりする力を養い，社
会生活における人との関わりの
中で伝え合う力を高め，自分の
思いや考えを広げたり深めたり
することができるようにする。

(2) 論理的に考える力や深く共感
したり豊かに想像したりする力
を養い，社会生活における人との
関わりの中で伝え合う力を高め，
自分の思いや考えを広げたり深
めたりすることができるように
する。

(3) 言葉がもつ価値に気付くととも
に，進んで読書をし，我が国の言
語文化を大切にして，思いや考え
を伝え合おうとする態度を養う。 

(3) 言葉がもつ価値を認識すると
ともに，読書を生活に役立て，
我が国の言語文化を大切にし
て，思いや考えを伝え合おうと
する態度を養う。

(3) 言葉がもつ価値を認識すると
ともに，読書を通して自己を向上
させ，我が国の言語文化に関わ
り，思いや考えを伝え合おうとす
る態度を養う。
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２ 内 容 

〔知識及び技能〕 

(1) 言葉の特徴や使い方に関する事項 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 
(1) 言葉の特徴や使い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

言葉の
働き 

ア 言葉には，事物の内容を表す
働きや，経験したことを伝える
働きがあることに気付くこと。

ア 言葉には，考えたことや
思ったことを表す働きがある
ことに気付くこと。 

ア 言葉には，相手とのつなが
りをつくる働きがあること
に気付くこと。 

話し言
葉と書
き言葉

イ 音節と文字との関係，アクセ
ントによる語の意味の違いなど
に気付くとともに，姿勢や口形，
発声や発音に注意して話すこ
と。

ウ 長音，拗
よう

音，促音，撥
はつ

音など
の表記，助詞の「は」，「ヘ」及
び「を」の使い方，句読点の打
ち方，かぎ（「」）の使い方を理
解して文や文章の中で使うこ
と。また，平仮名及び片仮名を
読み，書くとともに，片仮名で
書く語の種類を知り，文や文章
の中で使うこと。

イ 相手を見て話したり聞いた
りするとともに，言葉の抑揚
や強弱，間の取り方などに注
意して話すこと。 

ウ 漢字と仮名を用いた表記，
送り仮名の付け方，改行の仕
方を理解して文や文章の中で
使うとともに，句読点を適切
に打つこと。また，第 3 学年
においては，日常使われてい
る簡単な単語について，ロー
マ字で表記されたものを読
み，ローマ字で書くこと。 

イ 話し言葉と書き言葉との
違いに気付くこと。 

ウ 文や文章の中で漢字と仮
名を適切に使い分けるとと
もに，送り仮名や仮名遣いに
注意して正しく書くこと。 

漢字 

エ 第 1学年においては，別表の
学年別漢字配当表（以下「学年
別漢字配当表」という。）の第 1
学年に配当されている漢字を
読み，漸次書き，文や文章の中
で使うこと。第 2学年において
は，学年別漢字配当表の第 2学
年までに配当されている漢字
を読むこと。また，第 1学年に
配当されている漢字を書き，文
や文章の中で使うとともに，第
2学年に配当されている漢字を
漸次書き，文や文章の中で使う
こと。

エ 第 3 学年及び第 4 学年の
各学年においては，学年別漢
字配当表の当該学年までに配
当されている漢字を読むこ
と。また，当該学年の前の学
年までに配当されている漢字
を書き，文や文章の中で使う
とともに，当該学年に配当さ
れている漢字を漸次書き，文
や文章の中で使うこと。

エ 第 5 学年及び第 6 学年の
各学年においては，学年別漢
字配当表の当該学年までに
配当されている漢字を読む
こと。また，当該学年の前の
学年までに配当されている
漢字を書き，文や文章の中で
使うとともに，当該学年に配
当されている漢字を漸次書
き，文や文章の中で使うこ
と。

語彙 

オ 身近なことを表す語句の量を
増し，話や文章の中で使うとと
もに，言葉には意味による語句
のまとまりがあることに気付
き，語彙を豊かにすること。

オ 様子や行動，気持ちや性
格を表す語句の量を増し，話
や文章の中で使うとともに，
言葉には性質や役割による語
句のまとまりがあることを理
解し，語彙を豊かにすること。

オ 思考に関わる語句の量を
増し，話や文章の中で使うと
ともに，語句と語句との関
係，語句の構成や変化につい
て理解し，語彙を豊かにする
こと。また，語感や言葉の使
い方に対する感覚を意識し
て，語や語句を使うこと。

文や 
文章 

力 文の中における主語と述語と
の関係に気付くこと。 

力 主語と述語との関係，修
飾と被修飾との関係，指示す
る語句と接続する語句の役
割，段落の役割について理解
すること。 

力 文の中での語句の係り方
や語順，文と文との接続の関
係，話や文章の構成や展開，
話や文章の種類とその特徴
について理解すること。 

言葉遣
い 

キ 丁寧な言葉と普通の言葉との
違いに気を付けて使うととも
に，敬体で書かれた文章に慣れ
ること。 

キ 丁寧な言葉を使うととも
に，敬体と常体との違いに注
意しながら書くこと。 

キ 日常よく使われる敬語を
理解し使い慣れること。 

表現の
技法 

ク 比喩や反復などの表現の
工夫に気付くこと。 

音読，
朗読 

ク 語のまとまりや言葉の響きな
どに気を付けて音読すること。

ク 文章全体の構成や内容の大
体を意識しながら音読するこ
と。 

ケ 文章を音読したり朗読し
たりすること。 
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第７学年 第８学年 第９学年

(1) 言葉の特徴や使い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 言葉には，相手の行動を促す働
きがあることに気付くこと。 

ア 音声の働きや仕組みについて，
理解を深めること。

イ 話し言葉と書き言葉の特徴に
ついて理解すること。 

イ 学年別漢字配当表に示されて
いる漢字に加え，その他の常用
漢字のうち 300 字程度から 400
字程度までの漢字を読むこと。
また，学年別漢字配当表の漢字
のうち900字程度の漢字を書き，
文や文章の中で使うこと。

ウ 第 7 学年までに学習した常用
漢字に加え，その他の常用漢字の
うち 350 字程度から 450 字程度
までの漢字を読むこと。また，学
年別漢字配当表に示されている
漢字を書き，文や文章の中で使う
こと。

ア 第 8 学年までに学習した常用
漢字に加え，その他の常用漢字の
大体を読むこと。また，学年別漢
字配当表に示されている漢字に
ついて，文や文章の中で使い慣れ
ること。

ウ 事象や行為，心情を表す語句の
量を増すとともに，語句の辞書的
な意味と文脈上の意味との関係
に注意して話や文章の中で使う
ことを通して，語感を磨き語彙
を豊かにすること。

エ 抽象的な概念を表す語句の量
を増すとともに，類義語と対義
語，同音異義語や多義的な意味を
表す語句などについて理解し，話
や文章の中で使うことを通して，
語感を磨き語彙を豊かにするこ
と。

イ 理解したり表現したりするた
めに必要な語句の量を増し，慣用
句や四字熟語などについて理解
を深め，話や文章の中で使うとと
もに，和語，漢語，外来語などを
使い分けることを通して，語感を
磨き語彙を豊かにすること。

エ 単語の類別について理解する
とともに，指示する語句と接続す
る語句の役割について理解を深
めること。 

オ 単語の活用，助詞や助動詞など
の働き，文の成分の順序や照応な
ど文の構成について理解すると
ともに，話や文章の構成や展開に
ついて理解を深めること。 

ウ 話や文章の種類とその特徴に
ついて理解を深めること。 

カ 敬語の働きについて理解し，話
や文章の中で使うこと。 

エ 敬語などの相手や場に応じた
言葉遣いを理解し，適切に使うこ
と。 

オ 比喩，反復，倒置，体言止めな
どの表現の技法を理解し使うこ
と。 
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(2) 情報の扱い方に関する事項 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

(2) 話や文章に含まれている情報の扱い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指導

する。

情報と

情報と

の関係 

ア 共通，相違，事柄の順序な
ど情報と情報との関係につい
て理解すること。

ア 考えとそれを支える理由や事
例，全体と中心など情報と情報
との関係について理解するこ
と。 

ア 原因と結果など情報と情
報との関係について理解す
ること。 

情報の

整理 

イ 比較や分類の仕方，必要な語
句などの書き留め方，引用の仕
方や出典の示し方，辞書や事典
の使い方を理解し使うこと。 

イ 情報と情報との関係付け
の仕方，図などによる語句と
語句との関係の表し方を理
解し使うこと。 

(3) 我が国の言語文化に関する事項 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

(3) 我が国の言語文化に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

伝統的

な言語

文化 

ア 昔話や神話・伝承などの読
み聞かせを聞くなどして，我
が国の伝統的な言語文化に親
しむこと。

イ 長く親しまれている言葉遊
びを通して，言葉の豊かさに
気付くこと。

ア 易しい文語調の短歌や俳句を
音読したり暗唱したりするなど
して，言葉の響きやリズムに親
しむこと。 

イ 長い間使われてきたことわざ
や慣用句，故事成語などの意味
を知り，使うこと。 

ア 親しみやすい古文や漢
文，近代以降の文語調の文章
を音読するなどして，言葉の
響きやリズムに親しむこと。

イ 古典について解説した文
章を読んだり作品の内容の
大体を知ったりすることを
通して，昔の人のものの見方
や感じ方を知ること。 

言葉の

由来や

変化 

ウ 漢字が,へんやつくりなどか
ら構成されていることについて
理解すること。 

ウ 語句の由来などに関心を
もつとともに，時間の経過に
よる言葉の変化や世代によ
る言葉の違いに気付き，共通
語と方言との違いを理解す
ること。また，仮名及び漢字
の由来，特質などについて理
解すること。 

書写 

ウ 書写に関する次の事項を理
解し使うこと。

(ｱ) 姿勢や筆記具の持ち方を正
しくして書くこと。 

(ｲ) 点画の書き方や文字の形に
注意しながら，筆順に従って
丁寧に書くこと。 

(ｳ) 点画相互の接し方や交わり
方，長短や方向などに注意し
て，文字を正しく書くこと。

エ 書写に関する次の事項を理解
し使うこと。 

(ｱ) 文字の組立て方を理解し，形
を整えて書くこと。 

(ｲ) 漢字や仮名の大きさ，配列に
注意して書くこと。 

(ｳ) 毛筆を使用して点画の書き方
への理解を深め，筆圧などに注
意して書くこと。 

エ 書写に関する次の事項を
理解し使うこと。 

(ｱ) 用紙全体との関係に注意
して，文字の大きさや配列な
どを決めるとともに，書く速
さを意識して書くこと。 

(ｲ) 毛筆を使用して，穂先の動
きと点画のつながりを意識
して書くこと。 

(ｳ) 目的に応じて使用する筆
記具を選び，その特徴を生か
して書くこと。 

読書 

エ 読書に親しみ，いろいろな
本があることを知ること。 

オ 幅広く読書に親しみ，読書が，
必要な知識や情報を得ることに
役立つことに気付くこと。 

オ 日常的に読書に親しみ，読
書が，自分の考えを広げるこ
とに役立つことに気付くこ
と。 
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第７学年 第８学年 第９学年

(2) 話や文章に含まれている情報の扱い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 原因と結果，意見と根拠など情
報と情報との関係について理解
すること。

ア 意見と根拠，具体と抽象など情
報と情報との関係について理解
すること。 

ア 具体と抽象など情報と情報と
の関係について理解を深めるこ
と。 

イ 比較や分類，関係付けなどの情
報の整理の仕方，引用の仕方や出
典の示し方について理解を深め，
それらを使うこと。

イ 情報と情報との関係の様々な
表し方を理解し使うこと。 

イ 情報の信頼性の確かめ方を理
解し使うこと。 

第７学年 第８学年 第９学年

(3) 我が国の言語文化に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 音読に必要な文語のきまりや
訓読の仕方を知り，古文や漢文を
音読し，古典特有のリズムを通し
て，古典の世界に親しむこと。

イ 古典には様々な種類の作品が
あることを知ること。

ア 作品の特徴を生かして朗読す
るなどして，古典の世界に親しむ
こと。 

イ 現代語訳や語注などを手掛か
りに作品を読むことを通して，古
典に表れたものの見方や考え方
を知ること。 

ア 歴史的背景などに注意して古
典を読むことを通して，その世界
に親しむこと。 

イ 長く親しまれている言葉や古
典の一節を引用するなどして使
うこと。 

ウ 共通語と方言の果たす役割に
ついて理解すること。

ウ 時間の経過による言葉の変化
や世代による言葉の違いについ
て理解すること。 

ウ 書写に関する次の事項を理解
し使うこと。 

(ｱ) 字形を整え，文字の大きさ，配
列などについて理解して，楷書で
書くこと。 

(ｲ) 漢字の行書の基礎的な書き方
を理解して，身近な文字を行書で
書くこと。 

エ 書写に関する次の事項を理解
し使うこと。 

(ｱ) 漢字の行書とそれに調和した
仮名の書き方を理解して，読みや
すく速く書くこと。 

(ｲ) 目的や必要に応じて，楷書又は
行書を選んで書くこと。 

エ 書写に関する次の事項を理解
し使うこと。 

(ｱ) 身の回りの多様な表現を通し
て文字文化の豊かさに触れ，効果
的に文字を書くこと。 

エ 読書が，知識や情報を得たり,
自分の考えを広げたりすること
に役立つことを理解すること。 

オ 本や文章などには，様々な立場
や考え方が書かれていることを
知り,自分の考えを広げたり深め
たりする読書に生かすこと。 

オ 自分の生き方や社会との関わ
り方を支える読書の意義と効用
について理解すること。 
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〔思考力，判断力，表現力等〕 

Ａ 話すこと・聞くこと 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

(1) 話すこと・聞くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

話
す
こ
と

話題の設定 ア 身近なことや経験したこ
となどから話題を決め，伝え
合うために必要な事柄を選
ぶこと。

ア 目的を意識して，日常生
活の中から話題を決め，集
めた材料を比較したり分類
したりして，伝え合うため
に必要な事柄を選ぶこと。 

ア 目的や意図に応じて，日
常生活の中から話題を決め，
集めた材料を分類したり関
係付けたりして，伝え合う内
容を検討すること。 

情報の収集 

内容の検討 

構成の検討 イ 相手に伝わるように，行
動したことや経験したこと
に基づいて，話す事柄の順
序を考えること。

イ 相手に伝わるように，理
由や事例などを挙げなが
ら，話の中心が明確になる
よう話の構成を考えるこ
と。

イ 話の内容が明確になるよ
うに，事実と感想，意見とを
区別するなど，話の構成を考
えること。

考えの形成 

表現 ウ 伝えたい事柄や相手に応
じて，声の大きさや速さな
どを工夫すること。

ウ 話の中心や話す場面を意
識して，言葉の抑揚や強弱，
間の取り方などを工夫する
こと。

ウ 資料を活用するなどし
て，自分の考えが伝わるよ
うに表現を工夫すること。共有 

聞
く
こ
と

話題の設定 【再掲】
ア 身近なことや経験したこ
となどから話題を決め，伝え
合うために必要な事柄を選
ぶこと。

【再掲】
ア 目的を意識して，日常生
活の中から話題を決め，集め
た材料を比較したり分類し
たりして，伝え合うために必
要な事柄を選ぶこと。 

【再掲】
ア 目的や意図に応じて，日
常生活の中から話題を決め，
集めた材料を分類したり関
係付けたりして，伝え合う内
容を検討すること。 

情報の収集 

内容の検討 エ 話し手が知らせたいこと
や自分が聞きたいことを落
とさないように集中して聞
き，話の内容を捉えて感想を
もつこと。

エ 必要なことを記録したり
質問したりしながら聞き，話
し手が伝えたいことや自分
が聞きたいことの中心を捉
え，自分の考えをもつこと。

エ 話し手の目的や自分が聞
こうとする意図に応じて，話
の内容を捉え，話し手の考え
と比較しながら，自分の考え
をまとめること。 

構成の検討 

考えの形成 

表現 

話
し
合
う
こ
と

話題の設定 【再掲】
ア 身近なことや経験したこ
となどから話題を決め，伝え
合うために必要な事柄を選
ぶこと。

【再掲】
ア 目的を意識して，日常生
活の中から話題を決め，集め
た材料を比較したり分類し
たりして，伝え合うために必
要な事柄を選ぶこと。 

【再掲】
ア 目的や意図に応じて，日
常生活の中から話題を決め，
集めた材料を分類したり関
係付けたりして，伝え合う内
容を検討すること。 

情報の収集 

内容の検討 

話合いの進

め方の検討 

オ 互いの話に関心をもち，
相手の発言を受けて話をつ
なぐこと。

オ 目的や進め方を確認し，
司会などの役割を果たしな
がら話し合い，互いの意見
の共通点や相違点に着目し
て，考えをまとめること。

オ 互いの立場や意図を明確
にしながら計画的に話し合
い，考えを広げたりまとめ
たりすること。

考えの形成 

共有 

言語活動例 (2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。 

ア 紹介や説明，報告など伝
えたいことを話したり，そ
れらを聞いて声に出して確
かめたり感想を述べたりす
る活動。

イ 尋ねたり応答したりする
などして，少人数で話し合
う活動。

ア 説明や報告など調べたこ
とを話したり,それらを聞
いたりする活動。 

イ 質問するなどして情報を
集めたり，それらを発表し
たりする活動。 

ウ 互いの考えを伝えるなど
して，グループや学級全体
で話し合う活動。 

ア 意見や提案など自分の考
えを話したり，それらを聞
いたりする活動。 

イ インタビューなどをして
必要な情報を集めたり，そ
れらを発表したりする活
動。 

ウ それぞれの立場から考え
を伝えるなどして話し合う
活動。 
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第７学年 第８学年 第９学年 

(1) 話すこと・聞くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 目的や場面に応じて，日常生
活の中から話題を決め，集めた
材料を整理し，伝え合う内客を
検討すること。

ア 目的や場面に応じて，社会生活
の中から話題を決め，異なる立場
や考えを想定しながら集めた材
料を整理し，伝え合う内容を検討
すること。 

ア 目的や場面に応じて，社会生活
の中から話題を決め，多様な考え
を想定しながら材料を整理し，伝
え合う内容を検討すること。 

イ 自分の考えや根拠が明確にな
るように，話の中心的な部分と
付加的な部分，事実と意見との
関係などに注意して，話の構成
を考えること。

イ 自分の立場や考えが明確にな
るように，根拠の適切さや論理の
展開などに注意して，話の構成を
工夫すること。

イ 自分の立場や考えを明確にし，
相手を説得できるように論理の
展開などを考えて，話の構成を工
夫すること。

ウ 相手の反応を踏まえながら，
自分の考えが分かりやすく伝わ
るように表現を工夫すること。

ウ 資料や機器を用いるなどして，
自分の考えが分かりやすく伝わ
るように表現を工夫すること。

ウ 場の状況に応じて言葉を選ぶ
など，自分の考えが分かりやすく
伝わるように表現を工夫するこ
と。

【再掲】
ア 目的や場面に応じて，日常生活
の中から話題を決め，集めた材料
を整理し，伝え合う内容を検討す
ること。

【再掲】
ア 目的や場面に応じて，社会生活
の中から話題を決め，異なる立場
や考えを想定しながら集めた材
料を整理し，伝え合う内容を検討
すること。 

【再掲】
ア 目的や場面に応じて，社会生活
の中から話題を決め，多様な考え
を想定しながら材料を整理し，伝
え合う内容を検討すること。 

エ 必要に応じて記録したり質問
したりしながら話の内容を捉
え，共通点や相違点などを踏ま
えて，自分の考えをまとめるこ
と。

エ 論理の展開などに注意して聞
き，話し手の考えと比較しなが
ら，自分の考えをまとめること。

エ 話の展開を予測しながら聞き，
聞き取った内容や表現の仕方を
評価して，自分の考えを広げたり
深めたりすること。 

【再掲】
ア 目的や場面に応じて，日常生活
の中から話題を決め，集めた材料
を整理し，伝え合う内容を検討す
ること。

【再掲】
ア 目的や場面に応じて，社会生活
の中から話題を決め，異なる立場
や考えを想定しながら集めた材
料を整理し，伝え合う内容を検討
すること。 

【再掲】
ア 目的や場面に応じて，社会生活
の中から話題を決め，多様な考え
を想定しなから材料を整理し，伝
え合う内容を検討すること。 

オ 話題や展開を捉えながら話し
合い，互いの発言を結び付けて
考えをまとめること。

オ 互いの立場や考えを尊重しな
がら話し合い，結論を導くために
考えをまとめること。

オ 進行の仕方を工夫したり互い
の発言を生かしたりしながら話
し合い，合意形成に向けて考えを
広げたり深めたりすること。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。 

ア 紹介や報告など伝えたいこと

を話したり,それらを聞いて質問
したり意見などを述べたりする

活動。

イ 互いの考えを伝えるなどし

て，少人数で話し合う活動。

ア 説明や提案など伝えたいこと

を話したり,それらを聞いて質問

や助言などをしたりする活動。 

イ それぞれの立場から考えを伝

えるなどして，議論や討論をする

活動。 

ア 提案や主張など自分の考えを

話したり，それらを聞いて質問し

たり評価などを述べたりする活

動。 

イ 互いの考えを生かしながら議

論や討論をする活動。 
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Ｂ 書くこと 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

(1) 書くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

題材の設定 ア 経験したことや想像したこ
となどから書くことを見付け，
必要な事柄を集めたり確かめ
たりして，伝えたいことを明確
にすること。

ア 相手や目的を意識して，経
験したことや想像したことな
どから書くことを選び，集め
た材料を比較したり分類した
りして，文章の構成を考える
こと。 

ア 目的や意図に応じて，感
じたことや考えたことなど
から書くことを選び，集め
た材科を分類したり関係付
けたりして，伝えたいこと
を明確にすること。 

情報の収集 

内容の検討 

構成の検討 イ 自分の思いや考えが明確に
なるように，事柄の順序に沿っ
て簡単な構成を考えること。

イ 書く内容の中心を明確に
し，内容のまとまりで段落を
つくったり，段落相互の関係
に注意したりして，文章の構
成を考えること。

イ 筋道の通った文章となる
ように，文章全体の構成や
展開を考えること。

考えの形成 ウ 語と語や文と文との続き
方に注意しながら，内容のまと
まりが分かるように書き表し
方を工夫すること。 

ウ 自分の考えとそれを支える
理由や事例との関係を明確に
して，書き表し方を工夫する
こと。 

ウ 目的や意図に応じて簡単
に書いたり詳しく書いたり
するとともに，事実と感想，
意見とを区別して書いたり
するなど，自分の考えが伝
わるように書き表し方を工
夫すること。 

エ 引用したり,図表やグラ
フなどを用いたりして，自
分の考えが伝わるように書
き表し方を工夫すること。 

記述 

推敲 エ 文章を読み返す習慣を付ける
とともに，間違いを正したり，
語と語や文と文との続き方を確
かめたりすること。 

エ 間違いを正したり，相手や
目的を意識した表現になって
いるかを確かめたりして，文
や文章を整えること。 

オ 文章全体の構成や書き表
し方などに着目して，文や
文章を整えること。 

共有 オ 文章に対する感想を伝え合
い自分の文章の内容や表現の
よいところを見付けること。 

オ 書こうとしたことが明確に
なっているかなど，文章に対
する感想や意見を伝え合い，
自分の文章のよいところを見
付けること。 

カ 文章全体の構成や展開が
明確になっているかなど，
文章に対する感想や意見を
伝え合い，自分の文章のよ
いところを見付けること。 

言語活動例 (2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。 

ア 身近なことや経験したこと
を報告したり，観察したことを
記録したりするなど，見聞きし
たことを書く活動。

イ 日記や手紙を書くなど，思っ
たことや伝えたいことを書く
活動。

ウ 簡単な物語をつくるなど，感
じたことや想像したことを書
く活動。

ア 調べたことをまとめて報告
するなど，事実やそれを基に
考えたことを書く活動。 

イ 行事の案内やお礼の文章を
書くなど，伝えたいことを手
紙に書く活動。 

ウ 詩や物語をつくるなど，感
じたことや想像したことを書
く活動。 

ア 事象を説明したり意見を
述べたりするなど，考えた
ことや伝えたいことを書く
活動。 

イ 短歌や俳句をつくるな
ど，感じたことや想像した
ことを書く活動。 

ウ 事実や経験を基に，感じ
たり考えたりしたことや自
分にとっての意味について
文章に書く活動。 

40



第１節 国語 

15

第７学年 第８学年 第９学年 

(1) 書くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 目的や意図に応じて，日常生活
の中から題材を決め，集めた材料
を整理し，伝えたいことを明確に
すること。

ア 目的や意図に応じて，社会生
活の中から題材を決め，多様な
方法で集めた材料を整理し，伝
えたいことを明確にすること。

ア 目的や意図に応じて，社会生活
の中から題材を決め，集めた材料
の客観性や信頼性を確認し，伝え
たいことを明確にすること。 

イ 書く内容の中心が明確になるよ
うに，段落の役割などを意識して
文章の構成や展開を考えること。

イ 伝えたいことが分かりやす
く伝わるように，段落相互の関
係などを明確にし，文章の構成
や展開を工夫すること。

イ 文章の種類を選択し，多様な読
み手を説得できるように論理の
展開などを考えて，文章の構成を
工夫すること。

ウ 根拠を明確にしながら，自分の
考えが伝わる文章になるように工
夫すること。 

ウ 根拠の適切さを考えて説明
や具体例を加えたり，表現の効
果を考えて描写したりするな
ど，自分の考えが伝わる文章に
なるように工夫すること。 

ウ 表現の仕方を考えたり資料を
適切に引用したりするなど，自分
の考えが分かりやすく伝わる文
章になるように工夫すること。 

エ 読み手の立場に立って，表記や
語句の用法，叙述の仕方などを確
かめて，文章を整えること。 

エ 読み手の立場に立って，表現
の効果などを確かめて，文章を
整えること。 

エ 目的や意図に応じた表現に
なっているかなどを確かめて，文
章全体を整えること。 

オ 根拠の明確さなどについて，読
み手からの助言などを踏まえ，自
分の文章のよい点や改善点を見い
だすこと。 

オ 表現の工夫とその効果など
について，読み手からの助言な
どを踏まえ，自分の文章のよい
点や改善点を見いだすこと。 

オ 論理の展開などについて，読み
手からの助言などを踏まえ，自分
の文章のよい点や改善点を見い
だすこと。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。 

ア 本や資料から文章や図表などを
引用して説明したり記録したりす
るなど，事実やそれを基に考えた
ことを書く活動。

イ 行事の案内や報告の文章を書く
など，伝えるべきことを整理して
書く活動。

ウ 詩を創作したり随筆を書いたり
するなど，感じたことや考えたこ
とを書く活動。

ア 多様な考えができる事柄に
ついて意見を述べるなど，自分
の考えを書く活動。 

イ 社会生活に必要な手紙や電
子メールを書くなど，伝えたい
ことを相手や媒体を考慮して
書く活動。 

ウ 短歌や俳句，物語を創作する
など，感じたことや想像したこ
とを書く活動。 

ア 関心のある事柄について批評
するなど，自分の考えを書く活
動。 

イ 情報を編集して文章にまとめ
るなど，伝えたいことを整理して
書く活動。 
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Ｃ 読むこと 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

(1) 読むことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

構造と内容

の把握 

ア 時間的な順序や事柄の順序
などを考えながら，内容の大体
を捉えること。

イ 場面の様子や登場人物の行
動など，内容の大体を捉えるこ
と。

ア 段落相互の関係に着目しな
がら，考えとそれを支える理
由や事例との関係などについ
て，叙述を基に捉えること。

イ 登場人物の行動や気持ちな
どについて，叙述を基に捉え
ること。 

ア 事実と感想，意見などと
の関係を叙述を基に押さ
え，文章全体の構成を捉え
て要旨を把握すること。 

イ 登場人物の相互関係や心
情などについて，描写を基
に捉えること。 

精査・解釈 ウ 文章の中の重要な語や文を
考えて選び出すこと。

エ 場面の様子に着目して，登場
人物の行動を具体的に想像す
ること。

ウ 目的を意識して，中心とな
る語や文を見付けて要約する
こと。

エ 登場人物の気持ちの変化や
性格，情景について，場面の
移り変わりと結び付けて具体
的に想像すること。

ウ 目的に応じて，文章と図
表などを結び付けるなどし
て必要な情報を見付けた
り，論の進め方について考
えたりすること。

エ 人物像や物語などの全体
像を具体的に想像したり,表
現の効果を考えたりするこ
と。

考えの形成 オ 文章の内容と自分の体験と
を結び付けて，感想をもつこ
と。 

オ 文章を読んで理解したこと
に基づいて，感想や考えをも
つこと。 

オ 文章を読んで理解したこ
とに基づいて，自分の考え
をまとめること。 

共有 カ 文章を読んで感じたことや分
かったことを共有すること。 

カ 文章を読んで感じたことや
考えたことを共有し，一人一
人の感じ方などに違いがある
ことに気付くこと。 

カ 文章を読んでまとめた意
見や感想を共有し，自分の
考えを広げること。 

言語活動例 (2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。 

ア 事物の仕組みを説明した文
章などを読み，分かったことや
考えたことを述べる活動。

イ 読み聞かせを聞いたり物語
などを読んだりして，内容や感
想などを伝え合ったり,演じた
りする活動。

ウ 学校図書館などを利用し，図
鑑や科学的なことについて書
いた本などを読み，分かったこ
となどを説明する活動。

ア 記録や報告などの文章を読
み，文章の一部を引用して，
分かったことや考えたことを
説明したり,意見を述べたり
する活動。 

イ 詩や物語などを読み，内容
を説明したり,考えたことな
どを伝え合ったりする活動。

ウ 学校図書館などを利用し，
事典や図鑑などから情報を得
て，分かったことなどをまと
めて説明する活動。 

ア 説明や解説などの文章を
比較するなどして読み，分
かったことや考えたこと
を，話し合ったり文章にま
とめたりする活動。 

イ 詩や物語，伝記などを読
み，内容を説明したり,自分
の生き方などについて考え
たことを伝え合ったりする
活動。 

ウ 学校図書館などを利用
し，複数の本や新聞などを
活用して，調べたり考えた
りしたことを報告する活
動。 
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第７学年 第８学年 第９学年 

(1) 読むことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 文章の中心的な部分と付加的
な部分，事実と意見との関係な
どについて叙述を基に捉え，要
旨を把握すること。

イ 場面の展開や登場人物の相互
関係，心情の変化などについて，
描写を基に捉えること。

ア 文章全体と部分との関係に注
意しながら，主張と例示との関
係や登場人物の設定の仕方など
を捉えること。 

ア 文章の種類を踏まえて，論理
や物語の展開の仕方などを捉え
ること。 

ウ 目的に応じて必要な情報に着
目して要約したり，場面と場面，
場面と描写などを結び付けたり
して，内容を解釈すること。

エ 文章の構成や展開，表現の効
果について，根拠を明確にして
考えること。

イ 目的に応じて複数の情報を整
理しながら適切な情報を得た
り，登場人物の言動の意味など
について考えたりして，内容を
解釈すること。

ウ 文章と図表などを結び付け，
その関係を踏まえて内容を解釈
すること。

エ 観点を明確にして文章を比較
するなどし，文章の構成や論理
の展開，表現の効果について考
えること。

イ 文章を批判的に読みながら，
文章に表れているものの見方や
考え方について考えること。

ウ 文章の構成や論理の展開，表
現の仕方について評価するこ
と。

オ 文章を読んで理解したことに
基づいて，自分の考えを確かな
ものにすること。 

オ 文章を読んで理解したことや
考えたことを知識や経験と結び
付け，自分の考えを広げたり深
めたりすること。 

エ 文章を読んで考えを広げたり
深めたりして，人間，社会，自
然などについて，自分の意見を
もつこと。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。 

ア 説明や記録などの文章を読
み，理解したことや考えたこと
を報告したり文章にまとめたり
する活動。

イ 小説や随筆などを読み，考え
たことなどを記録したり伝え
合ったりする活動。

ウ 学校図書館などを利用し，多
様な情報を得て，考えたことな
どを報告したり資料にまとめた
りする活動。

ア 報告や解説などの文章を読
み，理解したことや考えたこと
を説明したり文章にまとめたり
する活動。 

イ 詩歌や小説などを読み，引用
して解説したり，考えたことな
どを伝え合ったりする活動。 

ウ 本や新聞，インターネットな
どから集めた情報を活用し，出
典を明らかにしながら，考えた
ことなどを説明したり提案した
りする活動。 

ア 論説や報道などの文章を比較
するなどして読み，理解したこ
とや考えたことについて討論し
たり文章にまとめたりする活
動。 

イ 詩歌や小説などを読み，批評
したり，考えたことなどを伝え
合ったりする活動。 

ウ 実用的な文章を読み，実生活
への生かし方を考える活動。 
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第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

〔第１学年から第６学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，言葉に

よる見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，言葉の特徴や使い方などを理解し自

分の思いや考えを深める学習の充実を図ること。 

(2) 第２の各学年の内容の指導については，必要に応じて当該学年より前の学年におい

て初歩的な形で取り上げたり，その後の学年で程度を高めて取り上げたりするなどし

て，弾力的に指導すること。 

(3) 第２の各学年の内容の〔知識及び技能〕に示す事項については，〔思考力，判断力，

表現力等〕に示す事項の指導を通して指導することを基本とし，必要に応じて，特定

の事項だけを取り上げて指導したり，それらをまとめて指導したりするなど，指導の

効果を高めるよう工夫すること。 

(4) 第２の各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ａ話すこと・聞くこと」

に関する指導については，意図的，計画的に指導する機会が得られるように，第１学

年及び第２学年では年間 35 単位時間程度，第３学年及び第４学年では年間 30 単位時

間程度，第５学年及び第６学年では年間 25 単位時間程度を配当すること。その際，

音声言語のための教材を活用するなどして指導の効果を高めるよう工夫すること。 

(5) 第２の各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｂ書くこと」に関する指

導については，第１学年及び第２学年では年間 100 単位時間程度，第３学年及び第４

学年では年間 85 単位時間程度，第５学年及び第６学年では年間 55 単位時間程度を配

当すること。その際，実際に文章を書く活動をなるべく多くすること。 

(6) 第２の第１学年及び第２学年の内容の〔知識及び技能〕の(3)のエ，第３学年及び第

４学年，第５学年及び第６学年の内容の〔知識及び技能〕の(3)のオ及び各学年の内容

の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｃ読むこと」に関する指導については，読書意

欲を高め，日常生活において読書活動を活発に行うようにするとともに，他教科等の

学習における読書の指導や学校図書館における指導との関連を考えて行うこと。 

(7) 低学年においては，他教科等との関連を積極的に図り，指導の効果を高めるように

するとともに，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関

連を考慮すること。特に，小学校及び義務教育学校入学当初においては，生活科を中

心とした合科的・関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫をするこ

と。 

(8) 言語能力の向上を図る観点から，英語科など他教科等との関連を積極的に図り，指

導の効果を高めるようにすること。 

(9) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(10）第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連

を考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，国語科の特質に応じて適
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切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 〔知識及び技能〕に示す事項については，次のとおり取り扱うこと。 

ア 日常の言語活動を振り返ることなどを通して，児童が，実際に話したり聞いたり

書いたり読んだりする場面を意識できるよう指導を工夫すること。 

イ 理解したり表現したりするために必要な文字や語句については，辞書や事典を利

用して調べる活動を取り入れるなど，調べる習慣が身に付くようにすること。 

ウ 第３学年におけるローマ字の指導に当たっては，コンピュータで文字を入力する

などの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得し，児童が情報

や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮することとの関連が図られるよう

にすること。 

エ 漢字の指導については，第５の内容に定めるほか，次のとおり取り扱うこと。 

(ｱ) 学年ごとに配当されている漢字は，児童の学習負担に配慮しつつ，必要に応じ

て，当該学年以前の学年又は当該学年以降の学年において指導することもできる

こと。 

(ｲ) 当該学年より後の学年に配当されている漢字及びそれ以外の漢字については，

振り仮名を付けるなど，児童の学習負担に配慮しつつ提示することができること。 

(ｳ) 他教科等の学習において必要となる漢字については，当該教科等と関連付けて

指導するなど，その確実な定着が図られるよう指導を工夫すること。 

(ｴ) 漢字の指導においては，学年別漢字配当表に示す漢字の字体を標準とすること。 

オ 各学年の(3)のア及びイに関する指導については，各学年で行い，古典に親しめる

よう配慮すること。 

カ 書写の指導については，第２の内容に定めるほか，次のとおり取り扱うこと。 

(ｱ) 文字を正しく整えて書くことができるようにするとともに，書写の能力を学習

や生活に役立てる態度を育てるよう配慮すること。 

(ｲ) 硬筆を使用する書写の指導は各学年で行うこと。 

(ｳ) 毛筆を使用する書写の指導は第３学年以上の各学年で行い，各学年年間 30 単位

時間程度を配当するとともに，毛筆を使用する書写の指導は硬筆による書写の能

力の基礎を養うよう指導すること。 

(ｴ) 第１学年及び第２学年の(3)のウの(ｲ)の指導については，適切に運筆する能力

の向上につながるよう，指導を工夫すること。 

(2) 第２の内容の指導に当たっては，児童がコンピュータや情報通信ネットワークを積

極的に活用する機会を設けるなどして，指導の効果を高めるよう工夫すること。 

(3) 第２の内容の指導に当たっては，学校図書館などを目的をもって計画的に利用しそ

の機能の活用を図るようにすること。その際，本などの種類や配置，探し方について

指導するなど，児童が必要な本などを選ぶことができるよう配慮すること。なお，児

童が読む図書については，人間形成のため偏りがないよう配慮して選定すること。 

３ 教材については，次の事項に留意するものとする。 
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(1) 教材は，第２の各学年の目標及び内容に示す資質・能力を偏りなく養うことや読書

に親しむ態度の育成を通して読書習慣を形成することをねらいとし，児童の発達の段

階に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取り上げること。また，第５の各学

年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」

及び「Ｃ読むこと」のそれぞれの(2)に掲げる言語活動が十分行われるよう教材を選定

すること。 

(2) 教材は，次のような観点に配慮して取り上げること。 

ア 国語に対する関心を高め，国語を尊重する態度を育てるのに役立つこと。 

イ 伝え合う力，思考力や想像力及び言語感覚を養うのに役立つこと。 

ウ 公正かつ適切に判断する能力や態度を育てるのに役立つこと。 

エ 科学的，論理的に物事を捉え考察し，視野を広げるのに役立つこと。 

オ 生活を明るくし，強く正しく生きる意志を育てるのに役立つこと。 

カ 生命を尊重し，他人を思いやる心を育てるのに役立つこと。 

キ 自然を愛し，美しいものに感動する心を育てるのに役立つこと。 

ク 我が国の伝統と文化に対する理解と愛情を育てるのに役立つこと。 

ケ 日本人としての自覚をもって国を愛し，国家，社会の発展を願う態度を育てるの

に役立つこと。 

コ 世界の風土や文化などを理解し，国際協調の精神を養うのに役立つこと。 

(3) 第２の各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｃ読むこと」の教材につ

いては，各学年で説明的な文章や文学的な文章などの文章形態を調和的に取り扱うこ

と。また，説明的な文章については，適宜，図表や写真などを含むものを取り上げる

こと。 

〔第７学年から第９学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，言葉に

よる見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，言葉の特徴や使い方などを理解し自

分の思いや考えを深める学習の充実を図ること。 

(2) 第２の各学年の内容の指導については，必要に応じて当該学年の前後の学年で取り

上げることもできること。 

(3) 第２の各学年の内容の〔知識及び技能〕に示す事項については，〔思考力，判断力，

表現力等〕に示す事項の指導を通して指導することを基本とし，必要に応じて，特定

の事項だけを取り上げて指導したり，それらをまとめて指導したりするなど，指導の

効果を高めるよう工夫すること。 

(4) 第２の各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ａ話すこと・聞くこと」

に関する指導については，第７学年及び第８学年では年間 15～25 単位時間程度，第９

学年では年間 10～20 単位時間程度を配当すること。その際，音声言語のための教材を

積極的に活用するなどして，指導の効果を高めるよう工夫すること。 
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(5) 第２の各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｂ書くこと」に関する指

導については，第７学年及び第８学年では年間 30～40 単位時間程度，第９学年では年

間 20～30 単位時間程度を配当すること。その際，実際に文章を書く活動を重視するこ

と。 

(6) 第２の第７学年及び第９学年の内容の〔知識及び技能〕の(3)のオ，第８学年の内容

の〔知識及び技能〕の(3)のエ，各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｃ

読むこと」に関する指導については，様々な文章を読んで，自分の表現に役立てられ

るようにするとともに，他教科等における読書の指導や学校図書館における指導との

関連を考えて行うこと。 

(7) 言語能力の向上を図る観点から，英語科など他教科等との関連を積極的に図り，指

導の効果を高めるようにすること。 

(8) 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(9) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，国語科の特質に応じて適切

な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 〔知識及び技能〕に示す事項については，次のとおり取り扱うこと。 

ア 日常の言語活動を振り返ることなどを通して，生徒が，実際に話したり聞いたり

書いたり読んだりする場面を意識できるよう指導を工夫すること。 

イ 漢字の指導については，第２の内容に定めるほか，次のとおり扱うこと。 

(ｱ) 他教科等の学習において必要となる漢字については，当該教科等と関連付けて

指導するなど，その確実な定着が図られるよう工夫すること。 

ウ 書写の指導については，第２の内容に定めるほか，次のとおり取り扱うこと。 

(ｱ) 文字を正しく整えて速く書くことができるようにするとともに，書写の能力を

学習や生活に役立てる態度を育てるよう配慮すること。 

(ｲ) 硬筆を使用する書写の指導は各学年で行うこと。 

(ｳ) 毛筆を使用する書写の指導は各学年で行い，硬筆による書写の能力の基礎を養

うよう指導すること。 

(ｴ) 書写の指導に配当する授業時数は，第７学年及び第８学年では年間 20 単位時間

程度，第９学年では年間 10 単位時間程度とすること。 

３ 教材については，次の事項に留意するものとする。 

(1) 教材は，第２の各学年の目標及び内容に示す資質・能力を偏りなく養うことや読書

に親しむ態度を育成することをねらいとし，生徒の発達の段階に即して適切な話題や

題材を精選して調和的に取り上げること。また，第２の各学年の内容の〔思考力，判

断力，表現力等〕の 「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」の

それぞれの(2)に掲げる言語活動が十分行われるよう教材を選定すること。 

(2) 教材は，次のような観点に配慮して取り上げること。

ア 国語に対する認識を深め，国語を尊重する態度を育てるのに役立つこと。
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イ 伝え合う力，思考力や想像力を養い言語感覚を豊かにするのに役立つこと。

ウ 公正かつ適切に判断する能力や創造的精神を養うのに役立つこと。

エ 科学的，論理的に物事を捉え考察し，視野を広げるのに役立つこと。

オ 人生について考えを深め，豊かな人間性を養い，たくましく生きる意志を育てる

のに役立つこと。

カ 人間，社会，自然などについての考えを深めるのに役立つこと。

キ 我が国の伝統と文化に対する関心や理解を深め，それらを尊重する態度を育てる

のに役立つこと。

ク 広い視野から国際理解を深め，日本人としての自覚をもち，国際協調の精神を養

うのに役立つこと。

 (3) 第２の各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｃ読むこと」の教材につ

いては，各学年で説明的な文章や文学的な文章などの文章形態を調和的に取り扱うこ

と。また，説明的な文章については，適宜，図表や写真などを含むものを取り上げる

こと。

 (4) 我が国の言語文化に親しむことができるよう，近代以降の代表的な作家の作品を，

いずれかの学年で取り上げること。

 (5) 古典に関する教材については，古典の原文に加え，古典の現代語訳，古典について

解説した文章などを取り上げること。

＜別 表＞

 学年別漢字配当表（第１～６学年 １０２６字）

第
一
学
年

一 右 雨 円 王 音 下 火 花 貝 学 気 九 休 玉 金 空 月 犬 見 五 口 

校 左 三 山 子 四 糸 字 耳 七 車 手 十 出 女 小 上 森 人 水 正 生 

青 夕 石 赤 千 川 先 早 草 足 村 大 男 竹 中 虫 町 天 田 土 二 日 

入 年 白 八 百 文 木 本 名 目 立 力 林 六 品（第三学年より移行）

（８１字）

第
二
学
年

引 羽 雲 園 遠 何 科 夏 家 歌 画 回 会 海 絵 外 角 楽 活 間 丸 岩

顔 汽 記 帰 弓 牛 魚 京 強 教 近 兄 形 計 元 言 原 戸 古 午 後 語

工 公 広 交 光 考 行 高 黄 合 谷 国 黒 今 才 細 作 算 止 市 矢 姉

思 紙 寺 自 時 室 社 弱 首 秋 週 春 書 少 場 色 食 心 新 親 図 数

西 声 星 晴 切 雪 船 線 前 組 走 多 太 体 台 地 池 知 茶 昼 長 鳥

朝 直 通 弟 店 点 電 刀 冬 当 東 答 頭 同 道 読 内 南 肉 馬 売 買

麦 半 番 父 風 分 聞 米 歩 母 方 北 毎 妹 万 明 鳴 毛 門 夜 野 友

用 曜 来 里 理 話

（１６０字）
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第
三
学
年

悪 安 暗 医 委 意 育 員 院 飲 運 泳 駅 央 横 屋 温 化 荷 界 開 階

寒 感 漢 館 岸 起 期 客 究 急 級 宮 球 去 橋 業 曲 局 銀 区 苦 具

君 係 軽 血 決 研 県 庫 湖 向 幸 港 号 根 祭 皿 仕 死 使 始 指 歯

詩 次 事 持 式 実 写 者 主 守 取 酒 受 州 拾 終 習 集 住 重 宿 所

暑 助 昭 消 商 章 勝 乗 植 申 身 神 真 深 進 世 整 昔 全 相 送 想

息 速 族 他 打 対 待 代 第 題 炭 短 談 着 注 柱 丁 帳 調 追 定 庭

笛 鉄 転 都 度 投 豆 島 湯 登 等 動 童 農 波 配 倍 箱 畑 発 反 坂

板 皮 悲 美 鼻 筆 氷 表 秒 病 負 部 服 福 物 平 返 勉 放 味 命 面

問 役 薬 由 油 有 遊 予 羊 洋 葉 陽 様 落 流 旅 両 緑 礼 列 練 路

和 （「品」は第一学年に移行）

（１９９字）

第
四
学
年

愛 案 以 衣 位 茨 印 英 栄 媛 塩 岡 億 加 果 貨 課 芽 賀 改 械 害

街 各 覚 潟 完 官 管 関 観 願 岐 希 季 旗 器 機 議 求 泣 給 挙 漁

共 協 鏡 競 極 熊 訓 軍 郡 群 径 景 芸 欠 結 建 健 験 固 功 好 香

候 康 佐 差 菜 最 埼 材 崎 昨 札 刷 察 参 産 散 残 氏 司 試 児 治

滋 辞 鹿 失 借 種 周 祝 順 初 松 笑 唱 焼 照 城 縄 臣 信 井 成 省

清 静 席 積 折 節 説 浅 戦 選 然 争 倉 巣 束 側 続 卒 孫 帯 隊 達

単 置 仲 沖 兆 低 底 的 典 伝 徒 努 灯 働 特 徳 栃 奈 梨 熱 念 敗

梅 博 阪 飯 飛 必 票 標 不 夫 付 府 阜 富 副 兵 別 辺 変 便 包 法

望 牧 末 満 未 民 無 約 勇 要 養 浴 利 陸 良 料 量 輪 類 令 冷 例

連 老 労 録

（２０２字）

第
五
学
年

圧 囲 移 因 永 営 衛 易 益 液 演 応 往 桜 可 仮 価 河 過 快 解 格

確 額 刊 幹 慣 眼 紀 基 寄 規 喜 技 義 逆 久 旧 救 居 許 境 均 禁

句 型 経 潔 件 険 検 限 現 減 故 個 護 効 厚 耕 航 鉱 構 興 講 告

混 査 再 災 妻 採 際 在 財 罪 殺 雑 酸 賛 士 支 史 志 枝 師 資 飼

示 似 識 質 舎 謝 授 修 述 術 準 序 招 証 象 賞 条 状 常 情 織 職

制 性 政 勢 精 製 税 責 績 接 設 絶 祖 素 総 造 像 増 則 測 属 率

損 貸 態 団 断 築 貯 張 停 提 程 適 統 堂 銅 導 得 毒 独 任 燃 能

破 犯 判 版 比 肥 非 費 備 評 貧 布 婦 武 復 複 仏 粉 編 弁 保 墓

報 豊 防 貿 暴 脈 務 夢 迷 綿 輸 余 容 略 留 領 歴

（１９３字）

第
六
学
年

胃 異 遺 域 宇 映 延 沿 恩 我 灰 拡 革 閣 割 株 干 巻 看 簡 危 机

揮 貴 疑 吸 供 胸 郷 勤 筋 系 敬 警 劇 激 穴 券 絹 権 憲 源 厳 己

呼 誤 后 孝 皇 紅 降 鋼 刻 穀 骨 困 砂 座 済 裁 策 冊 蚕 至 私 姿

視 詞 誌 磁 射 捨 尺 若 樹 収 宗 就 衆 従 縦 縮 熟 純 処 署 諸 除

承 将 傷 障 蒸 針 仁 垂 推 寸 盛 聖 誠 舌 宣 専 泉 洗 染 銭 善 奏

窓 創 装 層 操 蔵 臓 存 尊 退 宅 担 探 誕 段 暖 値 宙 忠 著 庁 頂

腸 潮 賃 痛 敵 展 討 党 糖 届 難 乳 認 納 脳 派 拝 背 肺 俳 班 晩

否 批 秘 俵 腹 奮 並 陛 閉 片 補 暮 宝 訪 亡 忘 棒 枚 幕 密 盟 模

訳 郵 優 預 幼 欲 翌 乱 卵 覧 裏 律 臨 朗 論

（１９１字）

 ※第７学年～第９学年については，上記に加え，その他の常用漢字を学習する。
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第２節 社 会

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

 各種学力調査の結果を分析すると，主に以下の 3 点が本区の児童・生徒の課題として浮

き彫りとなった。この原因をこれまでの社会科における指導内容・方法上の主な課題と併

せて考えると次のようになる。

○ 基礎的な知識

 地理的分野では，都道府県名の名称と位置や世界の主な大陸や海洋の名称，東京の中

での品川区の位置などの知識の定着に課題があった。これは，特に小学校・義務教育学

校（前期課程）の社会科の授業における地図の活用が不十分であることが，原因の一つ

であると考えられる。

 歴史的分野では，小学校・義務教育学校（前期課程）において，時代の流れの把握や

中世・近代の知識の定着に課題が見られた。これは，社会科の授業で，考える指導と身

に付ける指導が徹底できていないことに原因があると考えられる。

 公民的分野では，特に７年生での公民の学習内容の定着に課題があった。これは，7
年生としては内容的に難しい言葉も多く含まれており，ベースとなる一般的な知識がき

ちんと身についていない中で，世の中での出来事（政治や経済）に関する関心を高めさ

せることが難しく，単元を前倒ししたことに原因があると考えられる。

○ 資料を読み解く力

 複数の資料を読み取る問題に課題があった。これは，資料の読み取りに関する基礎的

な技能を身に付けさせる指導が，3 年生から 9 年生の 7 年間を通して意図的になされて

いないことが原因の一つだと考えられる。

○ 論理的な思考力・表現力

 記述式の問題の無解答率が高い傾向があり，論理的に話したり，記述したりすること

を苦手としている児童・生徒が多いと考えられる。これは，指導する時間数の制約もあ

り，特に中学校・義務教育学校（後期課程）においては様々な事象について，自分の考

えをまとめたり，話し合ったりする活動が十分に行われていないことが一因として挙げ

られる。

２ 課題を克服するための視点

 前回の教育要領において，社会科では，品川区独自に「私たちの生活環境」・「私たちの

歴史と発展」・「私たちと現代の社会」の 3 つの枠組みで学習内容の整理・系統化を図り，

問題解決的な学習を柱に据えるとともに，単元を入れ替えることで効率よく学習できるよ

うにした。

しかし，それらの考え方や授業方法が徹底できていなかったこともあり，十分な成果が

得られたとは言いがたく，上記のような課題を残す結果となった。  

 そこで，今回の改訂においては，継続して問題解決的な学習を指導の柱とする一方で，

単元の系統性については，7 年間で定着させるべき知識や技能を繰り返し指導するよう，

学習指導要領の単元構成にしたがって指導していく。問題解決を図っていくために，「主体

的な学び」・「対話的な学び」・「深い学び」の三つの柱を重視した手だてを講じていく。
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３ 具体的な手だて

○ 「主体的な学び」を実現するための手だて

・ 多様な「問い」が生まれる学習材・学習活動の工夫

 問題解決型な学習過程において，もっとも重要な要素は，「問い」をもつことである。

一人一人が，「自分にとっての問い」をもつことが，主体的な学びを生む。

・ 学習過程に見通しをもたせる

 主体的な学習を継続させるには，学習の過程に見通しをもつことが必要となる。「問

い」を解決するための手順や方法を考えさせ，解決までの見通しをもたせる。

○ 「対話的な学び」を実現するための手だて

・ 他者との対話や体験の場を設定する。

 他者と課題について話し合ったり，共通の体験をしたりすることは，「問い」を共有

し，その「問い」を吟味することにつながる。また，学習対象である歴史上の人物と

の仮想対話をする活動により，「なぜ，（歴史上の人物が）そのような行動をとったの

か」などを推察するきっかけともなる。そのほか，複数の資料を比較し，自分の考え

を伝え合う学習活動を意図的・計画的に取り入れることも必要である。

○ 「深い学び」を実現するための手だて

・ 情報を再構築する場を設定する。

 収集した情報をそのまま写すのではなく，「社会的な見方・考え方」を働かせ，情報

を再構築し，自分の考えを形成させることが，より「深い学び」となる。

・ 振り返りの場を設ける。

 児童・生徒が学習を振り返って，学んだことの価値付けをすることが，重要である。

自分が学んだことが，現実の社会とどう結びついているかをしっかりと考えさせるこ

とも必要である。

 第１ 目標 

 社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，広い

視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の

形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す。

(1) 我が国の国土と歴史，現代の政治，経済，国際関係等に関して理解するとともに，

調査や諸資料から様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。 

(2) 社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を多面的・多角的に考察したり，社会

に見られる課題の解決に向けて選択・判断したりする力，思考・判断したことを説明

したり，それらを基に議論したりする力を養う。 

(3) 社会的事象について，よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとす

る態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される我が国

の国土や歴史に対する愛情，国民主権を担う公民として，自国を愛し，その平和と繁

栄を図ることや，他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深

める。
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 第２ 各学年・各分野の目標及び内容 

１ 目 標 

 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

目

標

社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，グローバル化する国

際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を

次のとおり育成することを目指す。 

(1) 地域や我が国の国土の地理的環境，現代社会の仕組みや働き，地域や我が国の歴史や伝統と文化を通

して社会生活について理解するとともに，様々な資料や調査活動を通して情報を適切に調べまとめる技

能を身に付けるようにする。 

(2) 社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に考えたり，社会に見られる課題を把握して，その解

決に向けて社会への関わり方を選択・判断したりする力，考えたことや選択・判断したことを適切に表

現する力を養う。 

(3) 社会的事象について，よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとする態度を養うとともに，多角

的な思考や理解を通して，地域社会に対する誇りと愛情，地域社会の一員としての自覚，我が国の国土

と歴史に対する愛情，我が国の将来を担う国民としての自覚，世界の国々の人々と共に生きていくこと

の大切さについての自覚などを養う。

各
学
年
の
目
標

(1)
知
識
及
び
技
能

〇身近な地域や市区町

村の地理的環境，地域

の安全を守るための

諸活動や地域の産業

と消費生活の様子，地

域の様子の移り変わ

りについて，人々の生

活との関連を踏まえ

て理解する。

〇自分たちの都道府県の
地理的環境の特色，地域
の人々の健康と生活環
境を支える働きや自然
災害から地域の安全を
守るための諸活動，地域
の伝統と文化や地域の
発展に尽くした先人の
働きなどについて，人々
の生活との関連を踏ま
えて理解する。

〇我が国の国土の地理的
環境の特色や産業の現
状，社会の情報化と産業
の関わりについて，国民
生活との関連を踏まえ
て理解する。

〇我が国の政治の考え方
と仕組みや働き，国家及
び社会の発展に大きな
働きをした先人の業績
や優れた文化遺産，我が
国と関係の深い国の生
活やグローバル化する
国際社会における我が
国の役割について理解
する。

〇調査活動，地図帳や各種の具体的資料を通して，必
要な情報を調べまとめる技能を身に付けるように
する。

〇地図帳や地球儀，統計な
どの各種の基礎的資料
を通して，情報を適切に
調べまとめる技能を身
に付けるようにする。

〇地図帳や地球儀，統計や
年表などの各種の基礎
的資料を通して，情報を
適切に調べまとめる技
能を身に付けるように
する。

(2)

思
考
力
，
判
断

力
，
表
現
力
等

〇社会的事象の特色や相互の関連，意味を考える力，
社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて
社会への関わり方を選択・判断する力，考えたこと
や選択・判断したことを表現する力を養う。

〇社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に考
える力，社会に見られる課題を把握して，その解決
に向けて社会への関わり方を選択・判断する力，考
えたことや選択・判断したことを説明したり，それ
らを基に議論したりする力を養う。

(3)
学
び
に
向
か
う
力
，
人
間
性
等

〇社会的事象について，主体的に学習の問題を解決し
ようとする態度や，よりよい社会を考え学習したこ
とを社会生活に生かそうとする態度を養う。
〇思考や理解を通して，地域社会に対する誇りと愛
情，地域社会の一員としての自覚を養う。

〇社会的事象について，主
体的に学習の問題を解
決しようとする態度や，
よりよい社会を考え学
習したことを社会生活
に生かそうとする態度
を養う。
〇多角的な思考や理解を
通して，我が国の国土に
対する愛情，我が国の産
業の発展を願い我が国
の将来を担う国民とし
ての自覚を養う。

〇社会的事象について，主
体的に学習の問題を解
決しようとする態度や，
よりよい社会を考え学
習したことを社会生活
に生かそうとする態度
を養う。
〇多角的な思考や理解を
通して，我が国の歴史や
伝統を大切にして国を
愛する心情，我が国の将
来を担う国民としての
自覚や平和を願う日本
人として世界の国々の
人々と共に生きること
の大切さについての自
覚を養う。
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 第７学年 第８学年 第９学年 

目

標

社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，広い視野に立ち，グロー

バル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能

力の基礎を次のとおり育成することを目指す。 

(1) 我が国の国土と歴史，現代の政治，経済，国際関係等に関して理解するとともに，調査や諸資料から様々

な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。 

(2) 社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を多面的・多角的に考察したり，社会に見られる課題の解

決に向けて選択・判断したりする力，思考・判断したことを説明したり，それらを基に議論したりする力

を養う。 

(3) 社会的事象について，よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度を養うととも

に，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される我が国の国土や歴史に対する愛情，国民主権を

担う公民として，自国を愛し，その平和と繁栄を図ることや，他国や他国の文化を尊重することの大切さ

についての自覚などを深める。

各
分
野
の
目
標

地
理
的
分
野

社会的事象の地理的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，広い視野

に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民と

しての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す。

(1) 我が国の国土及び世界の諸地域に関して，地域の諸事象や地域的特色を理解するとともに，調査や諸資

料から地理に関する様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

(2) 地理に関わる事象の意味や意義，特色や相互の関連を，位置や分布，場所，人間と自然との相互依存関

係，空間的相互依存作用，地域などに着目して，多面的・多角的に考察したり，地理的な課題の解決に向

けて公正に選択・判断したりする力，思考・判断したことを説明したり，それらを基に議論したりする力

を養う。

(3) 日本や世界の地域に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的

に追究，解決しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される我

が国の国土に対する愛情，世界の諸地域の多様な生活文化を尊重しようとすることの大切さについての自

覚などを深める。 

歴
史
的
分
野

社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，広い視野

に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民と

しての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す。

(1) 我が国の歴史の大きな流れを，世界の歴史を背景に，各時代の特色を踏まえて理解するとともに，諸資

料から歴史に関する様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。 

(2) 歴史に関わる事象の意味や意義，伝統と文化の特色などを，時期や年代，推移，比較，相互の関連や現

在とのつながりなどに着目して多面的・多角的に考察したり，歴史に見られる課題を把握し複数の立場や

意見を踏まえて公正に選択・判断したりする力，思考・判断したことを説明したり，それらを基に議論し

たりする力を養う。 

(3) 歴史に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追究，解決

しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される我が国の歴史に

対する愛情，国民としての自覚，国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の

人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようとすることの大切さについての自覚などを深め，国際協調の精

神を養う。 

公
民
的
分
野

現代社会の見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，広い視野に立ち，グ

ローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資

質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す。

(1) 個人の尊厳と人権の尊重の意義，特に自由・権利と責任・義務との関係を広い視野から正しく認識し，

民主主義，民主政治の意義，国民の生活の向上と経済活動との関わり，現代の社会生活及び国際関係など

について，個人と社会との関わりを中心に理解を深めるとともに，諸資料から現代の社会的事象に関する

情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

(2) 社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を現代の社会生活と関連付けて多面的・多角的に考察した

り，現代社会に見られる課題について公正に判断したりする力，思考・判断したことを説明したり，それ

らを基に議論したりする力を養う。

(3) 現代の社会的事象について，現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとする態

度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される，国民主権を担う公民として，

自国を愛し，その平和と繁栄を図ることや，各国が相互に主権を尊重し，各国民が協力し合うことの大切

さについての自覚などを深める。
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２ 内 容 

「地理的環境と人々の生活」に区分される内容 

 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

内

容

＜地域＞ 
(1) 身近な地域や品川区

の様子 
ア(ｱ) 身近な地域や品川
区の様子を大まかに理

解すること。 
(ｲ) 観察・調査したり地図
などの資料で調べたり

して，白地図などにまと
めること。 

イ(ｱ) 東京都内における

品川区の位置，区の地
形や土地利用，交通の
広がり，区役所など主な

公共施設の場所と働
き，古くから残る建造物
の分布などに着目し

て，身近な地域や区の
様子を捉え，場所によ
る違いを考え，表現す

ること。 

＜地域＞ 
(1) 東京都の様子

ア(ｱ) 東京都の地理的環境
の概要を理解すること。ま
た，47 都道府県の名称と

位置を理解すること。 
(ｲ) 地図帳や各種の資料で
調べ，白地図などにまと

めること。 
イ(ｱ) 我が国における東京
都の位置，東京都全体の

地形や主な産業の分布，
交通網や主な都市の位
置などに着目して，東京

都の様子を捉え，地理的
環境の特色を考え，表現
すること。 

＜地域＞ 
(5) 東京都内の特色ある地

域の様子 
ア(ｱ) 都内の特色ある地域
では，人々が協力し，特

色あるまちづくりや観光な
どの産業の発展に努めて
いることを理解すること。 

(ｲ) 地図帳や各種の資料で
調べ，白地図などにまと
めること。 

イ(ｱ) 特色ある地域の位置
や自然環境，人々の活動
や産業の歴史的背景，

人々の協力関係などに着
目して，地域の様子を捉
え，それらの特色を考え，

表現すること。 

＜日本＞ 
(1) 我が国の国土の様子と国民生活 

ア(ｱ) 世界における我が国の国土の位置，国土
の構成，領土の範囲などを大まかに理解するこ
と。 

(ｲ) 我が国の国土の地形や気候の概要を理解す
るとともに，人々は自然環境に適応して生活し
ていることを理解すること。 

(ｳ) 地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめ
ること。 
イ(ｱ) 世界の大陸と主な海洋，主な国の位置，海

洋に囲まれ多数の島からなる国土の構成など
に着目して，我が国の国土の様子を捉え，その
特色を考え，表現すること。 

(ｲ) 地形や気候などに着目して，国土の自然など
の様子や自然条件から見て特色ある地域の
人々の生活を捉え，国土の自然環境の特色や

それらと国民生活との関連を考え，表現するこ
と。 

＜日本＞ 
(5) 我が国の国土の自然環境と国民生活との関
連 

ア(ｱ) 自然災害は国土の自然条件などと関連し
て発生していることや，自然災害から国土を保
全し国民生活を守るために国や県などが様々

な対策や事業を進めていることを理解すること。 
(ｲ) 森林は，その育成や保護に従事している人々
の様々な工夫と努力により国土の保全など重要

な役割を果たしていることを理解すること。 
(ｳ) 関係機関や地域の人々の様々な努力により
公害の防止や生活環境の改善が図られてきた

ことを理解するとともに，公害から国土の環境や
国民の健康な生活を守ることの大切さを理解す
ること。 

(ｴ) 地図帳や各種の資料で調べ，まとめること。 
イ(ｱ) 災害の種類や発生の位置や時期，防災対
策などに着目して，国土の自然災害の状況を

捉え，自然条件との関連を考え，表現すること。 
(ｲ) 森林資源の分布や働きなどに着目して，国土
の環境を捉え，森林資源が果たす役割を考え，

表現すること。 
(ｳ) 公害の発生時期や経過，人々の協力や努力
などに着目して，公害防止の取組を捉え，その

働きを考え，表現すること。 

関
連

＜地域＞ 
(2)のイの(ｱ)「仕事の種類
や産地の分布」 

＜日本＞ 
(1)のアの(ｱ)「47 都道府県
の名称と位置」 

＜世界＞ 
(1)のイの(ｱ)「世界の大陸と主な海洋，世界の主
な国々」 

＜日本＞ 
(2)のイの(ｱ)「生産物の種類や分布」 
(3)のイの(ｱ)「工業の盛んな地域の分布」 

＜世界＞ 
(3)のイの(ｱ)「外国の人々の
生活の様子」 
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〔地理的分野〕 

第７学年及び第８学年 
Ａ 世界と日本の地域構成 
(1) 地域構成 
 次の①と②の地域構成を取り上げ，位置や分布な
どに着目して，課題を追究したり解決したりする活
動を通して，以下のア及びイの事項を身に付けるこ
とができるよう指導する。 
＜世界＞ 
① 世界の地域構成   
ア(ｱ) 緯度と経度，大陸と海洋の分布，主な国々の
名称と位置などを基に，世界の地域構成を大観
し理解すること。 
イ(ｱ) 世界の地域構成の特色を，大陸と海洋の分
布や主な国の位置，緯度や経度などに着目して
多面的・多角的に考察し，表現すること。 
＜日本＞ 
② 日本の地域構成 
ア(ｲ) 我が国の国土の位置，世界各地との時差，
領域の範囲や変化とその特色などを基に，日本
の地域構成を大観し理解すること。 
イ(ｲ) 日本の地域構成の特色を，周辺の海洋の広
がりや国土を構成する島々の位置などに着目し
て多面的・多角的に考察し，表現すること。 
Ｂ 世界の様々な地域 
＜世界＞ 
(1) 世界各地の人々の生活と環境 
 場所や人間と自然環境との相互依存関係などに
着目して，課題を追究したり解決したりする活動を
通して，次の事項を身に付けることができるよう指導
する。 
ア(ｱ) 人々の生活は，その生活が営まれる場所の
自然及び社会的条件から影響を受けたり，その
場所の自然及び社会的条件に影響を与えたりす
ることを理解すること。 
(ｲ) 世界各地における人々の生活やその変容を基
に，世界の人々の生活や環境の多様性を理解す
ること。その際，世界の主な宗教の分布について
も理解すること。 
イ(ｱ) 世界各地における人々の生活の特色やその
変容の理由を，その生活が営まれる場所の自然
及び社会的条件などに着目して多面的・多角的
に考察し，表現すること。 
＜世界＞ 
(2) 世界の諸地域 
 次の①から⑥までの各州を取り上げ，空間的相互
依存作用や地域などに着目して，主題を設けて課
題を追究したり解決したりする活動を通して，以下
のア及びイの事項を身に付けることができるよう指
導する。 
① アジア② ヨーロッパ③ アフリカ 
④ 北アメリカ⑤ 南アメリカ⑥ オセアニア 
ア(ｱ) 世界各地で顕在化している地球的課題は，
それが見られる地域の地域的特色の影響を受け
て，現れ方が異なることを理解すること。 
(ｲ) ①から⑥までの世界の各州に暮らす人々の生
活を基に，各州の地域的特色を大観し理解する
こと。 
イ(ｱ) ①から⑥までの世界の各州において，地域で
見られる地球的課題の要因や影響を，州という地
域の広がりや地域内の結び付きなどに着目して，
それらの地域的特色と関連付けて多面的・多角
的に考察し，表現すること。

Ｃ 日本の様々な地域 
＜地域＞ 
(1) 地域調査の手法 
 場所などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付け
ることができるよう指導する。 
ア(ｱ) 観察や野外調査，文献調査を行う際の視点や方法，地理的なまとめ方の基礎を理解
すること。 

(ｲ) 地形図や主題図の読図，目的や用途に適した地図の作成などの地理的な技能を身に付
けること。 

イ(ｱ) 地域調査において，対象となる場所の特徴などに着目して，適切な主題や調査，まと
めとなるように，調査の手法やその結果を多面的・多角的に考察し，表現すること。 

＜日本＞ 
(2) 日本の地域的特色と地域区分 
 次の①から④までの項目を取り上げ，分布や地域などに着目して，課題を追究したり解決し
たりする活動を通して，以下のア及びイの事項を身に付けることができるよう指導する。 
 ① 自然環境  ② 人口  ③ 資源・エネルギーと産業  ④ 交通・通信 
ア(ｱ) 日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本の国土の特色，自然災害と防災への
取組などを基に，日本の自然環境に関する特色を理解すること。 

(ｲ) 少子高齢化の課題，国内の人口分布や過疎・過密問題などを基に，日本の人口に関す
る特色を理解すること。 

(ｳ) 日本の資源・エネルギー利用の現状，国内の産業の動向，環境やエネルギーに関する
課題などを基に，日本の資源・エネルギーと産業に関する特色を理解すること。 

(ｴ) 国内や日本と世界との交通・通信網の整備状況，これを活用した陸上，海上輸送などの
物流や人の往来などを基に，国内各地の結び付きや日本と世界との結び付きの特色を理
解すること。 

(ｵ) ①から④までの項目に基づく地域区分を踏まえ，我が国の国土の特色を大観し理解する
こと。 

(ｶ) 日本や国内地域に関する各種の主題図や資料を基に，地域区分をする技能を身に付け
ること。 

イ(ｱ) ①から④までの項目について，それぞれの地域区分を，地域の共通点や差異，分布な
どに着目して，多面的・多角的に考察し，表現すること。 

(ｲ) 日本の地域的特色を，①から④までの項目に基づく地域区分などに着目して，それらを
関連付けて多面的・多角的に考察し，表現すること。 

＜世界＞ 
(3) 日本の諸地域 
 次の①から⑤までの考察の仕方を基にして，空間的相互依存作用や地域などに着目して，
主題を設けて課題を追究したり解決したりする活動を通して，以下のア及びイの事項を身に
付けることができるよう指導する。 
① 自然環境を中核とした考察の仕方 
② 人口や都市・村落を中核とした考察の仕方 
③ 産業を中核とした考察の仕方 
④ 交通や通信を中核とした考察の仕方 
⑤ その他の事象を中核とした考察の仕方 
ア(ｱ) 幾つかに区分した日本のそれぞれの地域について，その地域的特色や地域の課題を
理解すること。 

(ｲ) ①から⑤までの考察の仕方で取り上げた特色ある事象と，それに関連する他の事象や，
そこで生ずる課題を理解すること。 

イ(ｱ) 日本の諸地域において，それぞれ①から⑤までで扱う中核となる事象の成立条件を，
地域の広がりや地域内の結び付き，人々の対応などに着目して，他の事象やそこで生ずる
課題と有機的に関連付けて多面的・多角的に考察し，表現すること。 

＜地域＞ 
(4) 地域の在り方 
 空間的相互依存作用や地域などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通し
て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 
ア(ｱ) 地域の実態や課題解決のための取組を理解すること。 
(ｲ) 地域的な課題の解決に向けて考察，構想したことを適切に説明，議論しまとめる手法に
ついて理解すること。 

イ(ｱ) 地域の在り方を，地域の結び付きや地域の変容，持続可能性などに着目し，そこで見
られる地理的な課題について多面的・多角的に考察，構想し，表現すること。 

〔公民的分野〕 
＜日本＞Ａ(1)私たちが生きる現代社会と文化の特色「少子高齢化」 

＜世界＞Ａ(１)私たちが生きる現代社会と文化の特色「情報化，グローバル化」 
＜地域・日本・世界＞Ｄ(2)よりよい社会を目指して 
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「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」に区分される内容 

 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

内

容

＜経済・産業＞ 
(2) 地域に見られる生産
や販売の仕事 
ア(ｱ) 生産の仕事は，地
域の人々の生活と密接
な関わりをもって行われ
ていることを理解するこ
と。 
(ｲ) 販売の仕事は，消費
者の多様な願いを踏ま
え売り上げを高めるよ
う，工夫して行われてい
ることを理解すること。 
(ｳ) 見学・調査したり地
図などの資料で調べた
りして，白地図などにま
とめること。 
イ(ｱ) 仕事の種類や産
地の分布，仕事の工程
などに着目して，生産
に携わっている人々の
仕事の様子を捉え，地
域の人々の生活との関
連を考え，表現するこ
と。 
(ｲ) 消費者の願い，販売
の仕方，他地域や外国
との関わりなどに着目し
て，販売に携わってい
る人々の仕事の様子を
捉え，それらの仕事に
見られる工夫を考え，
表現すること。 
＜政治＞ 
(3) 地域の安全を守る
働き 
ア(ｱ) 消防署や警察署
などの関係機関は，地
域の安全を守るため
に，相互に連携して緊
急時に対処する体制を
とっていることや，関係
機関が地域の人々と協
力して火災や事故など
の防止に努めているこ
とを理解すること。 
(ｲ) 見学・調査したり地
図などの資料で調べた
りして，まとめること。 
イ(ｱ) 施設・設備などの
配置，緊急時への備え
や対応などに着目し
て，関係機関や地域の
人々の諸活動を捉え，
相互の関連や従事する
人々の働きを考え，表
現すること。 

＜経済・産業，政治＞ 
(2) 人々の健康や生活環
境を支える事業 
ア(ｱ) 飲料水，電気，ガス
を供給する事業は，安
全で安定的に供給でき
るよう進められていること
や，地域の人々の健康
な生活の維持と向上に
役立っていることを理解
すること。 
(ｲ) 廃棄物を処理する事
業は，衛生的な処理や
資源の有効利用ができ
るよう進められていること
や，生活環境の維持と
向上に役立っていること
を理解すること。 
(ｳ) 見学・調査したり地図
などの資料で調べたりし
て，まとめること。 
イ(ｱ) 供給の仕組みや経
路，県内外の人々の協
力などに着目して，飲料
水，電気，ガスの供給の
ための事業の様子を捉
え，それらの事業が果た
す役割を考え，表現す
ること。 
(ｲ) 処理の仕組みや再利
用，県内外の人々の協
力などに着目して，廃棄
物の処理のための事業
の様子を捉え，その事
業が果たす役割を考
え，表現すること。 
＜政治＞ 
(3) 自然災害から人々を
守る活動 
ア(ｱ) 地域の関係機関や
人々は，自然災害に対
し，様々な協力をして対
処してきたことや，今後
想定される災害に対し，
様々な備えをしているこ
とを理解すること。 
(ｲ) 聞き取り調査をしたり
地図や年表などの資料
で調べたりして，まとめる
こと。 
イ(ｱ) 過去に発生した地
域の自然災害，関係機
関の協力などに着目し
て，災害から人々を守る
活動を捉え，その働きを
考え，表現すること。 

＜経済・産業＞ 
(2) 我が国の農業や水産業における食料生産 
ア(ｱ) 我が国の食料生産は，自然条件を生かして営
まれていることや，国民の食料を確保する重要な役
割を果たしていることを理解すること。 
(ｲ) 食料生産に関わる人々は，生産性や品質を高め
るよう努力したり輸送方法や販売方法を工夫したりし
て，良質な食料を消費地に届けるなど，食料生産を
支えていることを理解すること。 
(ｳ) 地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめるこ
と。 
イ(ｱ) 生産物の種類や分布，生産量の変化，輸入な
ど外国との関わりなどに着目して，食料生産の概要
を捉え，食料生産が国民生活に果たす役割を考
え，表現すること。 
(ｲ) 生産の工程，人々の協力関係，技術の向上，輸
送，価格や費用などに着目して，食料生産に関わる
人々の工夫や努力を捉え，その働きを考え，表現す
ること。 
＜経済・産業＞ 
(3) 我が国の工業生産 
ア(ｱ) 我が国では様々な工業生産が行われているこ
とや，国土には工業の盛んな地域が広がっているこ
と及び工業製品は国民生活の向上に重要な役割を
果たしていることを理解すること。 
(ｲ) 工業生産に関わる人々は，消費者の需要や社会
の変化に対応し，優れた製品を生産するよう様々な
工夫や努力をして，工業生産を支えていることを理
解すること。 
(ｳ) 貿易や運輸は，原材料の確保や製品の販売など
において，工業生産を支える重要な役割を果たして
いることを理解すること。 
(ｴ) 地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめるこ
と。 
イ(ｱ) 工業の種類，工業の盛んな地域の分布，工業
製品の改良などに着目して，工業生産の概要を捉
え，工業生産が国民生活に果たす役割を考え，表
現すること。 
(ｲ) 製造の工程，工場相互の協力関係，優れた技術
などに着目して，工業生産に関わる人々の工夫や
努力を捉え，その働きを考え，表現すること。 
(ｳ) 交通網の広がり，外国との関わりなどに着目し
て，貿易や運輸の様子を捉え，それらの役割を考
え，表現すること。 
＜経済・産業＞ 
(4) 我が国の産業と情報との関わり 
ア(ｱ) 放送，新聞などの産業は，国民生活に大きな
影響を及ぼしていることを理解すること。 
(ｲ) 大量の情報や情報通信技術の活用は，様々な
産業を発展させ，国民生活を向上させていることを
理解すること。 
(ｳ) 聞き取り調査をしたり映像や新聞などの各種資
料で調べたりして，まとめること。 
イ(ｱ) 情報を集め発信するまでの工夫や努力などに
着目して，放送，新聞などの産業の様子を捉え，そ
れらの産業が国民生活に果たす役割を考え，表現
すること。 
(ｲ) 情報の種類，情報の活用の仕方などに着目し
て，産業における情報活用の現状を捉え，情報を生
かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考
え，表現すること。 

＜政治＞ 
(1) 我が国の政治の働き 
ア(ｱ) 日本国憲法は国家の理
想，天皇の地位，国民としての
権利及び義務など国家や国民
生活の基本を定めていることや，
現在の我が国の民主政治は日
本国憲法の基本的な考え方に
基づいていることを理解するとと
もに，立法，行政，司法の三権が
それぞれの役割を果たしている
ことを理解すること。 
(ｲ ) 国や地方公共団体の政治
は，国民主権の考え方の下，国
民生活の安定と向上を図る大切
な働きをしていることを理解する
こと。 
(ｳ) 見学・調査したり各種の資料
で調べたりして，まとめること。 
イ(ｱ) 日本国憲法の基本的な考
え方に着目して，我が国の民主
政治を捉え，日本国憲法が国民
生活に果たす役割や，国会，内
閣，裁判所と国民との関わりを考
え，表現すること。 
(ｲ) 政策の内容や計画から実施
までの過程，法令や予算との関
わりなどに着目して，国や地方
公共団体の政治の取組を捉え，
国民生活における政治の働きを
考え，表現すること。 
＜国際関係＞ 
(3) グローバル化する世界と日本
の役割 
ア(ｱ) 我が国と経済や文化などの
面でつながりが深い国の人々の
生活は，多様であることを理解す
るとともに，スポーツや文化など
を通して他国と交流し，異なる文
化や習慣を尊重し合うことが大
切であることを理解すること。 
(ｲ) 我が国は，平和な世界の実
現のために国際連合の一員とし
て重要な役割を果たしたり，諸外
国の発展のために援助や協力を
行ったりしていることを理解する
こと。 
(ｳ) 地図帳や地球儀，各種の資
料で調べ，まとめること。 
イ(ｱ) 外国の人々の生活の様子
などに着目して，日本の文化や
習慣との違いを捉え，国際交流
の果たす役割を考え，表現する
こと。 
(ｲ) 地球規模で発生している課題
の解決に向けた連携・協力など
に着目して，国際連合の働きや
我が国の国際協力の様子を捉
え，国際社会において我が国が
果たしている役割を考え，表現
すること。 

関
連

＜政治＞ 
(1)のイの(ｱ)「市役所な
どの公共施設の場所と
働き」 
＜国際関係＞ 
(2)のイの(ｲ)「外国との
関わり」 
(4)のウ「国際科」 

＜経済・産業＞ 
(3)のイ「開発，産業など
の事例（選択）」 
＜国際関係＞ 
(4)のア「国際交流に取り
組む地域」 

＜経済・産業＞ 
(1)のアの(ｲ)「自然環境に適応して生活していること」 
＜国際関係＞ 
(2)のイの(ｱ)「輸入など外国との関わり」 
(3)のイの(ｳ)「貿易と運輸」 
＜政治＞ 
(5)のアの(ｲ)「森林の育成や保護」 
(5)のイの(ｱ)「防災対策」 
(5)のイの(ｳ)「公害防止」 

＜政治＞ 
(3)のイの(ｲ)「我が国の国際協
力」 
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〔公民的分野〕 

第９学年 
＜経済・産業，政治，国際関係＞ 
Ａ 私たちと現代社会 
(1) 私たちが生きる現代社会と文化の特色 
 位置や空間的な広がり，推移や変化などに着目して，課題を追究した
り解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう
指導する。 
ア(ｱ) 現代日本の特色として少子高齢化，情報化，グローバル化など
が見られることについて理解すること。 
(ｲ) 現代社会における文化の意義や影響について理解すること。 
イ(ｱ) 少子高齢化，情報化，グローバル化などが現在と将来の政治，
経済，国際関係に与える影響について多面的・多角的に考察し，表
現すること。 
(ｲ) 文化の継承と創造の意義について多面的・多角的に考察し，表現
すること。 
(2) 現代社会を捉える枠組み 
 対立と合意，効率と公正などに着目して，課題を追究したり解決したり
する活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 
ア(ｱ) 現代社会の見方・考え方の基礎となる枠組みとして，対立と合
意，効率と公正などについて理解すること。 
(ｲ) 人間は本来社会的存在であることを基に，個人の尊厳と両性の本
質的平等，契約の重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任に
ついて理解すること。 
イ(ｱ) 社会生活における物事の決定の仕方，契約を通した個人と社会
との関係，きまりの役割について多面的・多角的に考察し，表現する
こと。 
＜経済・産業＞ 
Ｂ 私たちと経済 
(1) 市場の働きと経済 
 対立と合意，効率と公正，分業と交換，希少性などに着目して，課題
を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。 
ア(ｱ) 身近な消費生活を中心に経済活動の意義について理解するこ
と。 

国民生活と経済（第８学年） 
ファイナンスパークの事前学習を市民科と関連付けて，身近な消
費生活を中心に経済活動の意義を考えさせる。

(ｲ) 市場経済の基本的な考え方について理解すること。その際，市場
における価格の決まり方や資源の配分について理解すること。 
(ｳ) 現代の生産や金融などの仕組みや働きを理解すること。 
(ｴ) 勤労の権利と義務，労働組合の意義及び労働基準法の精神につ
いて理解すること。 
イ(ｱ) 個人や企業の経済活動における役割と責任について多面的・多
角的に考察し，表現すること。 
(ｲ) 社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善
について多面的・多角的に考察し，表現すること。 
(2) 国民の生活と政府の役割 
 対立と合意，効率と公正，分業と交換，希少性などに着目して，課題
を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。 
ア(ｱ) 社会資本の整備，公害の防止など環境の保全，少子高齢社会
における社会保障の充実・安定化，消費者の保護について，それら
の意義を理解すること。 
(ｲ) 財政及び租税の意義，国民の納税の義務について理解すること。 
イ 国民の生活と福祉の向上を図ることに向けて，次のような思考力，
判断力，表現力等を身に付けること。 
(ｱ) 市場の働きに委ねることが難しい諸問題に関して，国や地方公共
団体が果たす役割について多面的・多角的に考察，構想し，表現す
ること。 
(ｲ) 財政及び租税の役割について多面的・多角的に考察し，表現する
こと。 

＜政治＞ 
Ｃ 私たちと政治 
(1) 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則 
 対立と合意，効率と公正，個人の尊重と法の支配，民主主義などに着
目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身
に付けることができるよう指導する。 
ア(ｱ) 人間の尊重についての考え方を，基本的人権を中心に深め，法
の意義を理解すること。 
(ｲ) 民主的な社会生活を営むためには，法に基づく政治が大切である
ことを理解すること。 
(ｳ) 日本国憲法が基本的人権の尊重，国民主権及び平和主義を基本
的原則としていることについて理解すること。 
(ｴ) 日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国
事に関する行為について理解すること。 
イ(ｱ) 我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義
について多面的・多角的に考察し，表現すること。 
(2) 民主政治と政治参加 
 対立と合意，効率と公正，個人の尊重と法の支配，民主主義などに着
目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身
に付けることができるよう指導する。 
ア(ｱ) 国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党
の役割を理解すること。 
(ｲ) 議会制民主主義の意義，多数決の原理とその運用の在り方につい
て理解すること。 
(ｳ) 国民の権利を守り，社会の秩序を維持するために，法に基づく公
正な裁判の保障があることについて理解すること。 
(ｴ) 地方自治の基本的な考え方について理解すること。その際，地方
公共団体の政治の仕組み，住民の権利や義務について理解するこ
と。 
イ 地方自治や我が国の民主政治の発展に寄与しようとする自覚や住
民としての自治意識の基礎を育成することに向けて，次のような思
考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

(ｱ) 民主政治の推進と，公正な世論の形成や選挙など国民の政治参
加との関連について多面的・多角的に考察，構想し，表現すること。 
Ｄ 私たちと国際社会の諸課題 
＜国際関係＞ 
(1) 世界平和と人類の福祉の増大 
 対立と合意，効率と公正，協調，持続可能性などに着目して，課題を
追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることがで
きるよう指導する。 
ア(ｱ) 世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国際協調の
観点から，国家間の相互の主権の尊重と協力，各国民の相互理解と
協力及び国際連合をはじめとする国際機構などの役割が大切である
ことを理解すること。その際，領土(領海，領空を含む。)，国家主権，
国際連合の働きなど基本的な事項について理解すること。 
(ｲ) 地球環境，資源・エネルギー，貧困などの課題の解決のために経
済的，技術的な協力などが大切であることを理解すること。 
イ(ｱ) 日本国憲法の平和主義を基に，我が国の安全と防衛，国際貢献
を含む国際社会における我が国の役割について多面的・多角的に
考察，構想し，表現すること。 
＜経済・産業，＞ 
(2) よりよい社会を目指して 
 持続可能な社会を形成することに向けて，社会的な見方・考え方を働
かせ，課題を探究する活動を通して，次の事項を身に付けることができ
るよう指導する。 
ア 私たちがよりよい社会を築いていくために解決すべき課題を多面
的・多角的に考察，構想し，自分の考えを説明，論述すること。 
卒業論文の作成（第９学年）  
・「地理的環境と人々の生活」，「現代社会の仕組みや働きと人々
の生活」，「歴史と人々の生活」それぞれの領域で，私たちの生活
と関連させて行われてきた学習を総合し，実社会における自分の
生き方を考える学習として，卒業論文を作成すること。 
・卒業論文は課題テーマと自由テーマの 2 回に分けて作成し，課
題テーマでは論文の書き方の基本についても学ぶこと。

〔地理的分野〕 
＜国際関係＞B(2)「州という地域の広がりや地域内の結び付き」 

＜経済・産業＞C(2)③「資源・エネルギーと産業」 
＜国際関係＞C(2)④「交通・通信」 
＜経済・産業＞C(3)③「産業を中核とした考察の仕方」 

〔歴史的分野〕 
＜政治＞B(1)「ギリシャ・ローマの文明」 

C(1)「市民革命」，「立憲国家の成立と議会政治」，「国民の政治的自覚
の高まり」 
C(2)「我が国の民主化と再建の過程」 
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「歴史と人々の生活」に区分される内容 

 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

内

容

＜地域＞ 

(4) 品川区の様子の移り

変わり 

ア(ｱ) 品川区や人々の生

活の様子は，時間の経

過に伴い，移り変わって

きたことを理解すること。 

(ｲ) 聞き取り調査をしたり

地図などの資料で調べ

たりして，年表などにまと

めること。 

イ(ｱ) 交通や公共施設，

土地利用や人口，生活

の道具などの時期による

違いに着目して，市や

人々の生活の様子を捉

え，それらの変化を考

え，表現すること。 

＜地域＞ 

(4) 県内の伝統や文化，

先人の働き 

ア(ｱ) 県内の文化財や年

中行事は，地域の人々

が受け継いできたこと

や，それらには地域の発

展など人々の様々な願

いが込められていること

を理解すること。 

(ｲ) 地域の発展に尽くした

先人は，様々な苦心や

努力により当時の生活の

向上に貢献したことを理

解すること。 

(ｳ) 見学・調査したり地図

などの資料で調べたりし

て，年表などにまとめるこ

と。 

イ(ｱ) 歴史的背景や現在

に至る経過，保存や継承

のための取組などに着

目して，県内の文化財や

年中行事の様子を捉え，

人々の願いや努力を考

え，表現すること。 

(ｲ) 当時の世の中の課題

や人々の願いなどに着

目して，地域の発展に尽

くした先人の具体的事例

を捉え，先人の働きを考

え，表現すること。 

＜日本＞ 

(2) 我が国の歴史上の主な事象 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。そ

の際，我が国の歴史上の主な事象を手掛かり

に，大まかな歴史を理解するとともに，関連する

先人の業績，優れた文化遺産を理解すること。 

(ｱ) 狩猟・採集や農耕の生活，古墳，大和朝廷

（大和政権）による統一の様子を手掛かりに，むら

からくにへと変化したことを理解すること。その

際，神話・伝承を手掛かりに，国の形成に関する

考え方などに関心をもつこと。 

(ｲ) 大陸文化の摂取，大化の改新，大仏造営の

様子を手掛かりに，天皇を中心とした政治が確立

されたことを理解すること。 

(ｳ) 貴族の生活や文化を手掛かりに，日本風の文

化が生まれたことを理解すること。 

(ｴ) 源平の戦い，鎌倉幕府の始まり，元との戦いを

手掛かりに，武士による政治が始まったことを理

解すること。 

(ｵ) 京都の室町に幕府が置かれた頃の代表的な

建造物や絵画を手掛かりに，今日の生活文化に

つながる室町文化が生まれたことを理解するこ

と。 

(ｶ) キリスト教の伝来，織田・豊臣の天下統一を手

掛かりに，戦国の世が統一されたことを理解する

こと。 

(ｷ) 江戸幕府の始まり，参勤交代や鎖国などの幕

府の政策，身分制を手掛かりに，武士による政治

が安定したことを理解すること。 

(ｸ) 歌舞伎や浮世絵，国学や蘭学を手掛かりに，

町人の文化が栄え新しい学問がおこったことを理

解すること。 

(ｹ) 黒船の来航，廃藩置県や四民平等などの改

革，文明開化などを手掛かりに，我が国が明治

維新を機に欧米の文化を取り入れつつ近代化を

進めたことを理解すること。 

(ｺ) 大日本帝国憲法の発布，日清・日露の戦争，

条約改正，科学の発展などを手掛かりに，我が

国の国力が充実し国際的地位が向上したことを

理解すること。 

(ｻ) 日中戦争や我が国に関わる第二次世界大

戦，日本国憲法の制定，オリンピック・パラリンピッ

クの開催などを手掛かりに，戦後我が国は民主

的な国家として出発し，国民生活が向上し，国際

社会の中で重要な役割を果たしてきたことを理解

すること。 

(ｼ) 遺跡や文化財，地図や年表などの資料で調

べ，まとめること。 

イ(ｱ) 世の中の様子，人物の働きや代表的な文化

遺産などに着目して，我が国の歴史上の主な事

象を捉え，我が国の歴史の展開を考えるととも

に，歴史を学ぶ意味を考え，表現すること。 

関
連

 ＜地域＞ 
内容の取扱い(1)のイ「公衆
衛生の向上」 
(3)のイの(ｱ)「過去に発生し
た地域の自然災害」 
(5)のアの(ｱ)「47 都道府県
の名称と位置」 

＜日本＞ 
(2)のイの(ｱ)「生産性の変
化」 
(2)のイの(ｲ)「技術の向上」 
内容の取扱い(4)のア「地場
産業，伝統的な文化」（選
択） 
(3)のイの(ｱ)「工業製品の
改良」 
(4)のイの(ｲ)「情報を生かし
て発展する産業」 

＜世界＞ 
(2)のアの(ｻ)「国際社会での重要な役割」 
内容の取扱いの(2)のオ「当時の世界との関わり」 
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〔歴史的分野〕 

第７学年，第８学年及び第９学年 
＜地域・日本＞ 
Ａ 歴史との対話
(1) 私たちと歴史 
ア(ｱ) 年代の表し方や時代区分の意味や意義についての基本的
な内容を理解すること。 
(ｲ) 資料から歴史に関わる情報を読み取ったり，年表などにまと
めたりするなどの技能を身に付けること。 
イ(ｱ) 時期や年代，推移，現在の私たちとのつながりなどに着目
して，小学校での学習を踏まえて歴史上の人物や文化財，出来
事などから適切なものを取り上げ，時代区分との関わりなどにつ
いて考察し表現すること。 
(2) 身近な地域の歴史 
ア(ｱ) 自らが生活する地域や受け継がれてきた伝統や文化への
関心をもって，具体的な事柄との関わりの中で，地域の歴史に
ついて調べたり，収集した情報を年表などにまとめたりするなど
の技能を身に付けること。 
イ(ｱ) 比較や関連，時代的な背景や地域的な環境，歴史と私た
ちとのつながりなどに着目して，地域に残る文化財や諸資料を
活用して，身近な地域の歴史的な特徴を多面的・多角的に考察
し，表現すること。 

＜日本＞ 
Ｂ 近世までの日本とアジア 
(1) 古代までの日本 
ア(ｱ) 世界の古代文明や宗教のおこり世界の古代文明や宗教の
おこりを基に，世界の各地で文明が築かれたことを理解するこ
と。 
(ｲ) 日本列島における国家形成 
 日本列島における農耕の広まりと生活の変化や当時の人々の
信仰，大和朝廷（大和政権）による統一の様子と東アジアとの関
わりなどを基に，東アジアの文明の影響を受けながら我が国で国
家が形成されていったことを理解すること。 
(ｳ) 律令国家の形成 
 律令国家の確立に至るまでの過程，摂関政治などを基に，東ア
ジアの文物や制度を積極的に取り入れながら国家の仕組みが整
えられ，その後，天皇や貴族による政治が展開したことを理解する
こと。 
(ｴ) 古代の文化と東アジアとの関わり 
 仏教の伝来とその影響，仮名文字の成立などを基に，国際的な
要素をもった文化が栄え，それらを基礎としながら文化の国風化
が進んだことを理解すること。 
イ(ｱ) 古代文明や宗教が起こった場所や環境，農耕の広まりや生
産技術の発展，東アジアとの接触や交流と政治や文化の変化な
どに着目して，事象を相互に関連付けるなどして，アの(ｱ)から
(ｴ)までについて古代の社会の変化の様子を多面的・多角的に
考察し，表現すること。 
(ｲ) 古代までの日本を大観して，時代の特色を多面的・多角的に
考察し，表現すること。 
(2) 中世の日本 
ア(ｱ) 武家政治の成立とユーラシアの交流
 鎌倉幕府の成立，元寇（モンゴル帝国の襲来）などを基に，武士
が台頭して主従の結び付きや武力を背景とした武家政権が成立
し，その支配が広まったこと，元寇がユーラシアの変化の中で起
こったことを理解すること。 
(ｲ) 武家政治の展開と東アジアの動き 
 南北朝の争乱と室町幕府，日明貿易， 琉球の国際的な役割な
どを基に，武家政治の展開とともに，東アジア世界との密接な関
わりが見られたことを理解すること。 
(ｳ) 民衆の成長と新たな文化の形成 
 農業など諸産業の発達，畿内を中心とした都市や農村における
自治的な仕組みの成立，武士や民衆などの多様な文化の形成，
応仁の乱後の社会的な変動などを基に，民衆の成長を背景とし
た社会や文化が生まれたことを理解すること。 
イ(ｱ) 武士の政治への進出と展開，東アジアにおける交流，農業
や商工業の発達などに着目して，事象を相互に関連付けるなど
して，アの(ｱ)から(ｳ)までについて中世の社会の変化の様子を多
面的・多角的に考察し，表現すること。 
(ｲ) 中世の日本を大観して，時代の特色を多面的・多角的に考察
し，表現すること。 

(3) 近世の日本 
ア(ｱ) 世界の動きと統一事業
 ヨーロッパ人来航の背景とその影響，織田・豊臣による統一
事業とその当時の対外関係，武将や豪商などの生活文化の
展開などを基に，近世社会の基礎がつくられたことを理解す
ること。 
(ｲ) 江戸幕府の成立と対外関係
 江戸幕府の成立と大名統制，身分制と農村の様子，鎖国な
どの幕府の対外政策と対外関係などを基に，幕府と藩による
支配が確立したことを理解すること。 
(ｳ) 産業の発達と町人文化 
 産業や交通の発達，教育の普及と文化の広がりなどを基
に，町人文化が都市を中心に形成されたことや，各地方の生
活文化が生まれたことを理解すること。 
(ｴ) 幕府の政治の展開 
 社会の変動や欧米諸国の接近，幕府の政治改革，新しい
学問・思想の動きなどを基に，幕府の政治が次第に行き詰ま
りをみせたことを理解すること。 
イ(ｱ) 交易の広がりとその影響，統一政権の諸政策の目的，
産業の発達と文化の担い手の変化，社会の変化と幕府の
政策の変化などに着目して，事象を相互に関連付けるなど
して，アの(ｱ)から(ｴ)までについて近世の社会の変化の様
子を多面的・多角的に考察し，表現すること。 
(ｲ) 近世の日本を大観して，時代の特色を多面的・多角的に
考察し，表現すること。 

＜日本＞ 
Ｃ 近現代の日本と世界 
(1) 近代の日本と世界 
ア(ｱ) 欧米における近代社会の成立とアジア諸国の動き
 欧米諸国における産業革命や市民革命，アジア諸国の動
きなどを基に，欧米諸国が近代社会を成立させてアジアへ進
出したことを理解すること。 
(ｲ) 明治維新と近代国家の形成 
 開国とその影響，富国強兵・殖産興業政策，文明開化の風
潮などを基に，明治維新によって近代国家の基礎が整えら
れて，人々の生活が大きく変化したことを理解すること。 
(ｳ) 議会政治の始まりと国際社会との関わり 
 自由民権運動，大日本帝国憲法の制定，日清・日露戦争，
条約改正などを基に，立憲制の国家が成立して議会政治が
始まるとともに，我が国の国際的な地位が向上したことを理解
すること。 
(ｴ) 近代産業の発展と近代文化の形成 
 我が国の産業革命，この時期の国民生活の変化，学問・教
育・科学・芸術の発展などを基に，我が国で近代産業が発展
し，近代文化が形成されたことを理解すること。 
(ｵ) 第一次世界大戦前後の国際情勢と大衆の出現 
 第一次世界大戦の背景とその影響，民族運動の高まりと国
際協調の動き，我が国の国民の政治的自覚の高まりと文化
の大衆化などを基に，第一次世界大戦前後の国際情勢及び
我が国の動きと，大戦後に国際平和への努力がなされたこと
を理解すること。 
(ｶ) 第二次世界大戦と人類への惨禍 
 経済の世界的な混乱と社会問題の発生，昭和初期から第
二次世界大戦の終結までの我が国の政治・外交の動き，中
国などアジア諸国との関係，欧米諸国の動き，戦時下の国民
の生活などを基に，軍部の台頭から戦争までの経過と，大戦
が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解すること。 
イ(ｱ) 工業化の進展と政治や社会の変化，明治政府の諸改
革の目的，議会政治や外交の展開，近代化がもたらした文
化への影響，経済の変化の政治への影響，戦争に向かう時
期の社会や生活の変化，世界の動きと我が国との関連など
に着目して，事象を相互に関連付けるなどして，アの(ｱ)から
(ｶ)までについて近代の社会の変化の様子を多面的・多角
的に考察し，表現すること。 
(ｲ) 近代の日本と世界を大観して，時代の特色を多面的・多
角的に考察し，表現すること。 

(2) 現代の日本と世界 
ア(ｱ) 日本の民主化と冷
戦下の国際社会 
 冷戦，我が国の民主化
と再建の過程，国際社会
への復帰などを基に，第
二次世界大戦後の諸改
革の特色や世界の動きの
中で新しい日本の建設が
進められたことを理解す
ること。 
(ｲ) 日本の経済の発展と
グローバル化する世界 
 高度経済成長，国際社
会との関わり，冷戦の終
結などを基に，我が国の
経済や科学技術の発展
によって国民の生活が向
上し，国際社会において
我が国の役割が大きく
なってきたことを理解する
こと。 
イ(ｱ) 諸改革の展開と国
際社会の変化，政治の
展開と国民生活の変化
などに着目して，事象を
相互に関連付けるなどし
て，アの(ｱ)及び(ｲ)につ
いて現代の社会の変化
の様子を多面的・多角
的に考察し，表現するこ
と。 
(ｲ) 現代の日本と世界を
大観して，時代の特色を
多面的・多角的に考察
し，表現すること。 
(ｳ) これまでの学習を踏
まえ，歴史と私たちとの
つながり，現在と未来の
日本や世界の在り方に
ついて，課題意識をもっ
て多面的・多角的に考
察，構想し，表現するこ
と。 

〔地理的分野〕 
＜日本＞C(3)「地域の伝統や歴史的な背景を踏まえた視点」 

＜地域＞C(4)「地域の変容」 

〔公民的分野〕 
＜地域＞A(1)「文化の継承と創造の意義」 
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３ 内容の取扱い 

〔第３学年〕 

(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア 学年の導入で扱うこととし，アの(ｱ)については，「自分たちの市」に重点を置く

よう配慮すること。 

イ アの(ｲ)については，「白地図などにまとめる」際に，教科用図書「地図」(以下第

２章第２節において「地図帳」という。)を参照し，方位や主な地図記号について扱

うこと。 

(2) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)及びイの(ｱ)については，事例として農家，工場などの中から選択して取

り上げるようにすること。 

イ アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，商店を取り上げ，「他地域や外国との関わり」を

扱う際には，地図帳などを使用して都道府県や国の名称と位置などを調べるように

すること。 

ウ イの(ｲ)については，我が国や外国には国旗があることを理解し，それを尊重する

態度を養うよう配慮すること。 

(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)の「緊急時に対処する体制をとっていること」と「防止に努めていること」

については，火災と事故はいずれも取り上げること。その際，どちらかに重点を置

くなど効果的な指導を工夫をすること。 

イ イの(ｱ)については，社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱うとともに，

地域や自分自身の安全を守るために自分たちにできることなどを考えたり選択・判

断したりできるよう配慮すること。 

(4) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｲ)の「年表などにまとめる」際には，時期の区分について，昭和，平成など

元号を用いた言い表し方などがあることを取り上げること。 

イ イの(ｱ)の「公共施設」については，市が公共施設の整備を進めてきたことを取り

上げること。その際，租税の役割に触れること。 

ウ イの(ｱ)の「人口」を取り上げる際には，少子高齢化，国際化などに触れ，これか

らの市の発展について考えることができるよう配慮すること。 

〔第４学年〕 

(1) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)及び(ｲ)については，現在に至るまでに仕組みが計画的に改善され公衆衛

生が向上してきたことに触れること。 

イ アの(ｱ)及びイの(ｱ)については，飲料水，電気，ガスの中から選択して取り上げ

ること。 

ウ アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，ごみ，下水のいずれかを選択して取り上げるこ
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と。 

エ イの(ｱ)については，節水や節電など自分たちにできることを考えたり選択・判断

したりできるよう配慮すること。 

オ イの(ｲ)については，社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱うとともに，

ごみの減量や水を汚さない工夫など，自分たちにできることを考えたり選択・判断

したりできるよう配慮すること。 

(2) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)については，地震災害，津波災害，風水害，火山災害，雪害などの中から，

過去に県内で発生したものを選択して取り上げること。 

イ アの(ｱ)及びイの(ｱ)の「関係機関」については，県庁や市役所の働きなどを中心

に取り上げ，防災情報の発信，避難体制の確保などの働き，自衛隊など国の機関と

の関わりを取り上げること。 

ウ イの(ｱ)については，地域で起こり得る災害を想定し，日頃から必要な備えをする

など，自分たちにできることなどを考えたり選択・判断したりできるよう配慮する

こと。 

(3) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)については，県内の主な文化財や年中行事が大まかに分かるようにすると

ともに，イの(ｱ)については，それらの中から具体的事例を取り上げること。 

イ アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，開発，教育，医療，文化，産業などの地域の発

展に尽くした先人の中から選択して取り上げること。 

ウ イの(ｱ)については，地域の伝統や文化の保存や継承に関わって，自分たちにでき

ることなどを考えたり選択・判断したりできるよう配慮すること。 

(4) 内容の(5)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア 県内の特色ある地域が大まかに分かるようにするとともに，伝統的な技術を生か

した地場産業が盛んな地域，国際交流に取り組んでいる地域及び地域の資源を保

護・活用している地域を取り上げること。その際，地域の資源を保護・活用してい

る地域については，自然環境，伝統的な文化のいずれかを選択して取り上げること。 

イ 国際交流に取り組んでいる地域を取り上げる際には，我が国や外国には国旗があ

ることを理解し，それを尊重する態度を養うよう配慮すること。 

〔第５学年〕 

(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)の「領土の範囲」については，竹島や北方領土，尖閣諸島が我が国の固有

の領土であることに触れること。 

イ アの(ｳ)については，地図帳や地球儀を用いて，方位，緯度や経度などによる位置

の表し方について取り扱うこと。 

ウ イの(ｱ)の「主な国」については，名称についても扱うようにし，近隣の諸国を含

めて取り上げること。その際，我が国や諸外国には国旗があることを理解し，それ

を尊重する態度を養うよう配慮すること。 
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エ イの(ｲ)の「自然条件から見て特色ある地域」については，地形条件や気候条件か

ら見て特色ある地域を取り上げること。 

(2) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，食料生産の盛んな地域の具体的事例を通して調

べることとし，稲作のほか，野菜，果物，畜産物，水産物などの中から一つを取り

上げること。 

イ イの(ｱ)及び(ｲ)については，消費者や生産者の立場などから多角的に考えて，こ

れからの農業などの発展について，自分の考えをまとめることができるよう配慮す

ること。 

(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，工業の盛んな地域の具体的事例を通して調べる

こととし，金属工業，機械工業，化学工業，食料品工業などの中から一つを取り上

げること。 

イ イの(ｱ)及び(ｲ)については，消費者や生産者の立場などから多角的に考えて，こ

れからの工業の発展について，自分の考えをまとめることができるよう配慮するこ

と。 

(4) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)の「放送，新聞などの産業」については，それらの中から選択して取り上

げること。その際，情報を有効に活用することについて，情報の送り手と受け手の

立場から多角的に考え，受け手として正しく判断することや送り手として責任をも

つことが大切であることに気付くようにすること。 

イ アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，情報や情報技術を活用して発展している販売，

運輸，観光，医療，福祉などに関わる産業の中から選択して取り上げること。その

際，産業と国民の立場から多角的に考えて，情報化の進展に伴う産業の発展や国民

生活の向上について，自分の考えをまとめることができるよう配慮すること。 

(5) 内容の(5)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)については，地震災害，津波災害，風水害，火山災害，雪害などを取り上

げること。 

イ アの(ｳ)及びイの(ｳ)については，大気の汚染，水質の汚濁などの中から具体的事

例を選択して取り上げること。 

ウ イの(ｲ)及び(ｳ)については，国土の環境保全について，自分たちにできることな

どを考えたり選択・判断したりできるよう配慮すること。 

〔第６学年〕 

(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)については，国会などの議会政治や選挙の意味，国会と内閣と裁判所の三

権相互の関連，裁判員制度や租税の役割などについて扱うこと。その際，イの(ｱ)

に関わって，国民としての政治への関わり方について多角的に考えて，自分の考え

をまとめることができるよう配慮すること。 
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イ アの(ｱ)の「天皇の地位」については，日本国憲法に定める天皇の国事に関する行

為など児童に理解しやすい事項を取り上げ，歴史に関する学習との関連も図りなが

ら，天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また，「国民としての

権利及び義務」については，参政権，納税の義務などを取り上げること。 

ウ アの(ｲ)の「国や地方公共団体の政治」については，社会保障，自然災害からの復

旧や復興，地域の開発や活性化などの取組の中から選択して取り上げること。 

エ イの(ｱ)の「国会」について，国民との関わりを指導する際には，各々の国民の祝

日に関心をもち，我が国の社会や文化における意義を考えることができるよう配慮

すること。 

(2) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの(ｱ)から(ｻ)までについては，児童の興味・関心を重視し，取り上げる人物や

文化遺産の重点の置き方に工夫を加えるなど，精選して具体的に理解できるように

すること。その際，アの(ｻ)の指導に当たっては，児童の発達の段階を考慮すること。 

イ アの(ｱ)から(ｻ)までについては，例えば，国宝，重要文化財に指定されているも

のや，世界文化遺産に登録されているものなどを取り上げ，我が国の代表的な文化

遺産を通して学習できるように配慮すること。 

ウ アの(ｱ)から(ｺ)までについては，例えば，次に掲げる人物を取り上げ，人物の働

きを通して学習できるよう指導すること。 
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エ アの(ｱ)の「神話・伝承」については，古事記，日本書紀，風土記などの中から適

切なものを取り上げること。 

オ アの(ｲ)から(ｻ)までについては，当時の世界との関わりにも目を向け，我が国の

歴史を広い視野から捉えられるよう配慮すること。 

カ アの(ｼ)については，年表や絵画など資料の特性に留意した読み取り方についても

指導すること。 

キ イの(ｱ)については，歴史学習全体を通して，我が国は長い歴史をもち伝統や文化

を育んできたこと，我が国の歴史は政治の中心地や世の中の様子などによって幾つ

かの時期に分けられることに気付くようにするとともに，現在の自分たちの生活と

過去の出来事との関わりを考えたり，過去の出来事を基に現在及び将来の発展を考

えたりするなど，歴史を学ぶ意味を考えるようにすること。 

(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，我が国の国旗と国歌の意義を理解し，これを尊重する態度を養う

とともに，諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を養うよう配慮すること。 
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イ アの(ｱ)については，我が国とつながりが深い国から数か国を取り上げること。そ

の際，児童が１か国を選択して調べるよう配慮すること。 

ウ アの(ｱ)については，我が国や諸外国の伝統や文化を尊重しようとする態度を養う

よう配慮すること。 

エ イについては，世界の人々と共に生きていくために大切なことや，今後，我が国

が国際社会において果たすべき役割などを多角的に考えたり選択・判断したりでき

るよう配慮すること。 

オ イの(ｲ)については，網羅的，抽象的な扱いを避けるため，「国際連合の働き」に

ついては，ユニセフやユネスコの身近な活動を取り上げること。また，「我が国の国

際協力の様子」については，教育，医療，農業などの分野で世界に貢献している事

例の中から選択して取り上げること。 

〔地理的分野〕 

(1) 内容のＡ，Ｂ及びＣについては，この順序で取り扱うものとし，既習の学習成果を

生かすこと。 

(2) 内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

ア 世界や日本の場所や地域の特色には，一般的共通性と地方的特殊性があり，また，

地域に見られる諸事象は，その地域の規模の違いによって現れ方が異なることに留

意すること。 

イ 地図の読図や作図，景観写真の読み取り，地域に関する情報の収集や処理などの

地理的技能を身に付けるに当たっては，系統性に留意して計画的に指導すること。

その際，教科用図書「地図」を十分に活用すること。 

ウ 学習で取り上げる地域や国については，各項目間の調整を図り，一部の地域に偏

ることのないようにすること。 

エ 地域の特色や変化を捉えるに当たっては，歴史的分野との連携を踏まえ，歴史的

背景に留意して地域的特色を追究するよう工夫するとともに，公民的分野との関連

にも配慮すること。 

オ 地域的特色を追究する過程で生物や地学的な事象などを取り上げる際には，地域

的特色を捉える上で必要な範囲にとどめること。 

(3) 内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 日本の地域構成を扱う際には，都道府県の名称と位置のほかに都道府県庁所在

地名も取り上げること。 

(ｲ) 「領域の範囲や変化とその特色」については，我が国の海洋国家としての特色

を取り上げるとともに，竹島や北方領土が我が国の固有の領土であることなど，

我が国の領域をめぐる問題も取り上げるようにすること。その際，尖閣諸島につ

いては我が国の固有の領土であり，領土問題は存在しないことも扱うこと。 

(ｳ) 地球儀や地図を積極的に活用し，学習全体を通して，大まかに世界地図や日本

地図を描けるようにすること。 
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(4) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，世界各地の人々の生活の特色やその変容の理由と，その生活が営

まれる場所の自然及び社会的条件との関係を考察するに当たって，衣食住の特色や，

生活と宗教との関わりなどを取り上げるようにすること。 

イ (2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 州ごとに設ける主題については，各州に暮らす人々の生活の様子を的確に把握

できる事象を取り上げるとともに，そこで特徴的に見られる地球的課題と関連付

けて取り上げること。 

(ｲ) 取り上げる地球的課題については，地域間の共通性に気付き，我が国の国土の

認識を深め，持続可能な社会づくりを考える上で効果的であるという観点から設

定すること。また，州ごとに異なるものとなるようにすること。 

(5) 内容のＣについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 地域調査に当たっては，対象地域は学校周辺とし，主題は学校所在地の事情を

踏まえて，防災，人口の偏在，産業の変容，交通の発達などの事象から適切に設

定し，観察や調査を指導計画に位置付けて実施すること。なお，学習の効果を高

めることができる場合には，内容のＣの(3)の中の学校所在地を含む地域の学習や，

Ｃの(4)と結び付けて扱うことができること。 

(ｲ) 様々な資料を的確に読み取ったり，地図を有効に活用して事象を説明したりす

るなどの作業的な学習活動を取り入れること。また，課題の追究に当たり，例え

ば，防災に関わり危険を予測したり，人口の偏在に関わり人口動態を推測したり

する際には，縮尺の大きな地図や統計その他の資料を含む地理空間情報を適切に

取り扱い，その活用の技能を高めるようにすること。 

イ (2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) ①から④までで示した日本の地域的特色については，系統的に理解を深めるた

めの基本的な事柄で構成すること。 

(ｲ) 地域区分に際しては，日本の地域的特色を見いだしやすくなるようにそれぞれ

適切な数で区分すること。 

ウ (3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 日本の諸地域については，国内を幾つかの地域に区分して取り上げることとし，

その地域区分は，指導の観点や学校所在地の事情などを考慮して適切に決めるこ

と。 

(ｲ) 学習する地域ごとに①から⑤までの考察の仕方を一つ選択することとし，①か

ら④までの考察の仕方は，少なくとも一度は取り扱うこと。また，⑤の考察の仕

方は，様々な事象や事柄の中から，取り上げる地域に応じた適切なものを適宜設

定すること。 

(ｳ) 地域の考察に当たっては，そこに暮らす人々の生活・文化，地域の伝統や歴史

的な背景，地域の持続可能な社会づくりを踏まえた視点に留意すること。 

エ (4)については，次のとおり取り扱うものとする。 
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(ｱ) 取り上げる地域や課題については，各学校において具体的に地域の在り方を考

察できるような，適切な規模の地域や適切な課題を取り上げること。 

(ｲ) 学習の効果を高めることができる場合には，内容のＣの(1)の学習や，Ｃの(3)

の中の学校所在地を含む地域の学習と結び付けて扱うことができること。 

(ｳ) 考察，構想，表現する際には，学習対象の地域と類似の課題が見られる他の地

域と比較したり，関連付けたりするなど，具体的に学習を進めること。 

(ｴ) 観察や調査の結果をまとめる際には，地図や諸資料を有効に活用して事象を説

明したり，自分の解釈を加えて論述したり，意見交換したりするなどの学習活動

を充実させること。 

〔歴史的分野〕 

(1) 内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

ア 生徒の発達の段階を考慮して，各時代の特色や時代の転換に関係する基礎的・基

本的な歴史に関わる事象を重点的に選んで指導内容を構成すること。 

イ 調査や諸資料から歴史に関わる事象についての様々な情報を効果的に収集し，読

み取り，まとめる技能を身に付ける学習を重視すること。その際，年表を活用した

読み取りやまとめ，文献，図版などの多様な資料，地図などの活用を十分に行うこ

と。 

ウ 歴史に関わる事象の意味・意義や特色，事象間の関連を説明したり，課題を設け

て追究したり，意見交換したりするなどの学習を重視して，思考力，判断力，表現

力等を養うとともに，学習内容の確かな理解と定着を図ること。 

エ 各時代の文化については，代表的な事例を取り上げてその特色を考察させるよう

にすること。 

オ 歴史に見られる国際関係や文化交流のあらましを理解させ，我が国と諸外国の歴

史や文化が相互に深く関わっていることを考察させるようにすること。その際，歴

史に見られる文化や生活の多様性に気付かせること。 

カ 国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の人物と現

在に伝わる文化遺産について，生徒の興味・関心を育てる指導に努めるとともに，

それらの時代的背景や地域性などと関連付けて考察させるようにすること。その際，

身近な地域の歴史上の人物と文化遺産を取り上げることにも留意すること。 

キ 歴史に関わる事象の指導に当たっては，地理的分野との連携を踏まえ，地理的条

件にも着目して取り扱うよう工夫するとともに，公民的分野との関連にも配慮する

こと。 

ク 日本人の生活や生活に根ざした文化については，政治の動き，社会の動き，各地

域の地理的条件，身近な地域の歴史とも関連付けて指導したり，民俗学や考古学な

どの成果の活用や博物館，郷土資料館などの施設を見学・調査したりするなど具体

的に学ぶことを通して理解させるように工夫すること。 

(2) 内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，中学校の歴史学習の導入として実施することを原則とすること。
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小学校での学習を踏まえ，扱う内容や活動を工夫すること。「課題を追究したり解決

したりする活動」については，内容のＢ以下の学習と関わらせて，歴史を追究する

ために，課題意識をもって学ぶことを促す適切な学習活動を設けるような工夫をす

ること。(1)のアの(ｱ)の「年代の表し方や時代区分」の学習については，導入にお

ける学習内容を基盤にし，内容のＢ以下の学習と関わらせて継続的・計画的に進め

ること。また，(1)のイの(ｱ)の「時期や年代，推移，現在の私たちとのつながり」

については，内容のＢ以下の学習と関わらせて，事象相互の関連などにも留意し，

それぞれの時代でこれらに着目して考察することが大切であることに気付かせるこ

と。 

イ (2)については，内容のＢ以下の学習と関わらせて計画的に実施し，地域の特性に

応じた時代を取り上げるようにするとともに，人々の生活や生活に根ざした伝統や

文化に着目した取扱いを工夫すること。その際，博物館，郷土資料館などの地域の

施設の活用や地域の人々の協力も考慮すること。 

(3) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)のアの(ｱ)の「世界の古代文明」については，人類の出現にも触れ，中国の文

明をはじめとして諸文明の特徴を取り扱い，生活技術の発達，文字の使用，国家の

おこりと発展などの共通する特徴に気付かせるようにすること。また，ギリシャ・

ローマの文明について，政治制度など民主政治の来歴の観点から取り扱うこと。「宗

教のおこり」については，仏教，キリスト教，イスラム教などを取り上げ，古代の

文明とともに大きく捉えさせるようにすること。(1)のアの(ｲ)の「日本列島におけ

る国家形成」については，狩猟・採集を行っていた人々の生活が農耕の広まりとと

もに変化していったことに気付かせるようにすること。また，考古学などの成果を

活用するとともに，古事記，日本書紀，風土記などにまとめられた神話・伝承など

の学習を通して，当時の人々の信仰やものの見方などに気付かせるよう留意するこ

と。「大和朝廷（大和政権）による統一の様子と東アジアとの関わり」については，

古墳の広まりにも触れるとともに，大陸から移住してきた人々の我が国の社会や文

化に果たした役割にも気付かせるようにすること。(1)のアの(ｳ)の「律令国家の確

立に至るまでの過程」については， 聖徳太子の政治，大化の改新から律令国家の確

立に至るまでの過程を，小学校での学習内容を活用して大きく捉えさせるようにす

ること。なお，「聖徳太子の政治」を取り上げる際には，聖徳太子が古事記や日本書

紀においては「厩戸皇子」などと表記され，後に「聖徳太子」と称されるようになっ

たことに触れること。 

イ (2)のアの(ｱ)の「ユーラシアの変化」については，モンゴル帝国の拡大によるユー

ラシアの結び付きについて気付かせること。(2)のアの(ｲ)の「琉球の国際的な役割」

については， 琉球の文化についても触れること。(2)のアの(ｳ)の「武士や民衆など

の多様な文化の形成」については，代表的な事例を取り上げてその特色を捉えさせ

るようにすること。その際，この時代の文化の中に現在に結び付くものが見られる

ことに気付かせるようにすること。また，禅宗の文化的な影響についても触れるこ

と。「応仁の乱後の社会的な変動」については，戦国の動乱も取り扱うようにするこ
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と。 

ウ (3)のアの(ｱ)の「ヨーロッパ人来航の背景」については，新航路の開拓を中心に

取り扱い，その背景となるアジアの交易の状況やムスリム商人などの役割と世界の

結び付きに気付かせること。また，宗教改革についても触れること。「織田・豊臣に

よる統一事業」については，検地・刀狩などの政策を取り扱うようにすること。(3)

のアの(ｲ)の「鎖国などの幕府の対外政策と対外関係」については，オランダ，中国

との交易のほか，朝鮮との交流や琉球の役割，北方との交易をしていたアイヌにつ

いて取り扱うようにすること。その際，アイヌの文化についても触れること。「幕府

と藩による支配」については，その支配の下に大きな戦乱のない時期を迎えたこと

などに気付かせること。(3)のアの(ｳ)の「産業や交通の発達」については，身近な

地域の特徴を生かすようにすること。「各地方の生活文化」については，身近な地域

の事例を取り上げるように配慮し，藩校や寺子屋などによる「教育の普及」や社会

的な「文化の広がり」と関連させて，現在との結び付きに気付かせるようにするこ

と。(3)のアの(ｴ)の「幕府の政治改革」については，百姓一揆などに結び付く農村

の変化や商業の発達などへの対応という観点から，代表的な事例を取り上げるよう

にすること。 

(4) 内容のＣについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)のアの(ｱ)の「市民革命」については，政治体制の変化や人権思想の発達や広

がり，現代の政治とのつながりなどと関連付けて，アメリカの独立，フランス革命

などを扱うこと。「アジア諸国の動き」については，欧米諸国の進出に対するアジア

諸国の対応と変容という観点から，代表的な事例を取り上げるようにすること。(1)

のアの(ｲ)の「開国とその影響」については，(1)のアの(ｱ)の欧米諸国のアジア進出

と関連付けて取り扱うようにすること。「富国強兵・殖産興業政策」については，こ

の政策の下に新政府が行った，廃藩置県，学制・兵制・税制の改革，身分制度の廃

止，領土の画定などを取り扱うようにすること。その際，北方領土に触れるととも

に，竹島，尖閣諸島の編入についても触れること。「明治維新」については，複雑な

国際情勢の中で独立を保ち，近代国家を形成していった政府や人々の努力に気付か

せるようにすること。(1)のアの(ｳ)の「日清・日露戦争」については，この頃の大

陸との関係を踏まえて取り扱うようにすること。「条約改正」については，当時の国

内の社会状況や国際情勢との関わりを踏まえて，欧米諸国と対等な外交関係を樹立

する過程の中から代表的な事例を取り上げるようにすること。「立憲制の国家が成立

して議会政治が始まる」については，その歴史上の意義や現代の政治とのつながり

に気付かせるようにすること。(1)のアの(ｴ)の「近代文化」については，伝統的な

文化の上に欧米文化を受容して形成されたものであることに気付かせるようにする

こと。(1)のアの(ｵ)の「第一次世界大戦」については，世界に戦禍が広がった背景

や，日本の参戦，ロシア革命なども取り上げて，世界の動きと我が国との関連を踏

まえて取り扱うようにすること。「我が国の国民の政治的自覚の高まり」については，

大正デモクラシーの時期の政党政治の発達，民主主義的な思想の普及，社会運動の

展開を取り扱うようにすること。(1)のアの(ｶ)については，国際協調と国際平和の
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実現に努めることが大切であることに気付かせるようにすること。 

イ (2)のアの(ｱ)の「我が国の民主化と再建の過程」については，国民が苦難を乗り

越えて新しい日本の建設に努力したことに気付かせるようにすること。その際，男

女普通選挙の確立，日本国憲法の制定などを取り扱うこと。(2)のアの(ｲ)について

は，沖縄返還，日中国交正常化，石油危機などの節目となる歴史に関わる事象を取

り扱うようにすること。また，民族や宗教をめぐる対立や地球環境問題への対応な

どを取り扱い，これまでの学習と関わらせて考察，構想させるようにすること。 

〔公民的分野〕 

(1) 内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

ア 地理的分野及び歴史的分野の学習の成果を活用するとともに，これらの分野で育

成された資質・能力が，更に高まり発展するようにすること。また，社会的事象は

相互に関連し合っていることに留意し，特定の内容に偏ることなく，分野全体とし

て見通しをもったまとまりのある学習が展開できるようにすること。 

イ 生徒が内容の基本的な意味を理解できるように配慮し，現代社会の見方・考え方

を働かせ，日常の社会生活と関連付けながら具体的事例を通して，政治や経済など

に関わる制度や仕組みの意義や働きについて理解を深め，多面的・多角的に考察，

構想し，表現できるようにすること。 

ウ 分野全体を通して，課題の解決に向けて習得した知識を活用して，事実を基に多

面的・多角的に考察，構想したことを説明したり，論拠を基に自分の意見を説明，

論述させたりすることにより，思考力，判断力，表現力等を養うこと。また，考察，

構想させる場合には，資料を読み取らせて解釈させたり，議論などを行って考えを

深めさせたりするなどの工夫をすること。 

エ 合意形成や社会参画を視野に入れながら，取り上げた課題について構想したこと

を，妥当性や効果，実現可能性などを踏まえて表現できるよう指導すること。 

オ 分野の内容に関係する専門家や関係諸機関などと円滑な連携・協働を図り，社会

との関わりを意識した課題を追究したり解決したりする活動を充実させること。 

(2) 内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 「情報化」については，人工知能の急速な進化などによる産業や社会の構造的

な変化などと関連付けたり，災害時における防災情報の発信・活用などの具体的

事例を取り上げたりすること。アの(ｲ)の「現代社会における文化の意義と影響」

については，科学，芸術，宗教などを取り上げ，社会生活との関わりなどについ

て学習できるように工夫すること。 

(ｲ) イの(ｲ)の「文化の継承と創造の意義」については，我が国の伝統と文化などを

取り扱うこと。 

イ (1)及び(2)については公民的分野の導入部として位置付け，(1)，(2)の順で行う

ものとし，適切かつ十分な授業時数を配当すること。 

(3) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。 
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ア (1)については，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) アの(ｲ)の「市場における価格の決まり方や資源の配分」については，個人や企業

の経済活動が様々な条件の中での選択を通して行われていることや，市場における

取引が貨幣を通して行われていることなどを取り上げること。 

(ｲ) イの(ｱ)の「個人や企業の経済活動における役割と責任」については，起業につい

て触れるとともに，経済活動や起業などを支える金融などの働きについて取り扱う

こと。イの(ｲ)の「社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善」

については，仕事と生活の調和という観点から労働保護立法についても触れること。 

イ (2)については，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) アの(ｱ)の「消費者の保護」については，消費者の自立の支援なども含めた消費

者行政を取り扱うこと。 

(ｲ) イの(ｲ)の「財政及び租税の役割」については，財源の確保と配分という観点か

ら，財政の現状や少子高齢社会など現代社会の特色を踏まえて財政の持続可能性

と関連付けて考察し，表現させること。 

(4) 内容のＣについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (2)のアの(ｳ)の「法に基づく公正な裁判の保障」に関連させて，裁判員制度につ

いても触れること。 

(5) 内容のＤについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) アの(ｱ)の「国家間の相互の主権の尊重と協力」との関連で，国旗及び国歌の意

義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることの理解を通して，

それらを尊重する態度を養うように配慮すること。また，「領土（領海，領空を含

む。），国家主権」については関連させて取り扱い，我が国が，固有の領土である

竹島や北方領土に関し残されている問題の平和的な手段による解決に向けて努力

していることや，尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存在していないこ

となどを取り上げること。「国際連合をはじめとする国際機構などの役割」につい

ては，国際連合における持続可能な開発のための取組についても触れること。 

(ｲ) イの(ｱ)の「国際社会における我が国の役割」に関連させて，核兵器などの脅威

に触れ，戦争を防止し，世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育成する

ように配慮すること。また，国際社会における文化や宗教の多様性について取り

上げること。 

イ (2)については，身近な地域や我が国の取組との関連性に着目させ，世界的な視野

と地域的な視点に立って探究させること。また，社会科のまとめとして位置付け，

適切かつ十分な授業時数を配当すること。 
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 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

〔第３学年から第６学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，問題解

決への見通しをもつこと，社会的事象の見方・考え方を働かせ，事象の特色や意味な

どを考え概念などに関する知識を獲得すること，学習の過程や成果を振り返り学んだ

ことを活用することなど，学習の問題を追究・解決する活動の充実を図ること。 

(2) 各学年の目標や内容を踏まえて，事例の取り上げ方を工夫して，内容の配列や授業

時数の配分などに留意して効果的な年間指導計画を作成すること。 

(3) 我が国の47都道府県の名称と位置，世界の大陸と主な海洋の名称と位置については，

学習内容と関連付けながら，その都度，地図帳や地球儀などを使って確認するなどし

て，第６学年修了時までに身に付け活用できるように工夫して指導すること。 

(4) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(5) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，社会科の特質に応じて適切

な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 各学校においては，地域の実態を生かし，児童が興味・関心をもって学習に取り組

めるようにするとともに，観察や見学，聞き取りなどの調査活動を含む具体的な体験

を伴う学習やそれに基づく表現活動の一層の充実を図ること。また，社会的事象の特

色や意味，社会に見られる課題などについて，多角的に考えたことや選択・判断した

ことを論理的に説明したり，立場や根拠を明確にして議論したりするなど言語活動に

関わる学習を一層重視すること。 

(2) 学校図書館や公共図書館，コンピュータなどを活用して，情報の収集やまとめなど

を行うようにすること。また，全ての学年において，地図帳を活用すること。 

(3) 博物館や資料館などの施設の活用を図るとともに，身近な地域及び国土の遺跡や文

化財などについての調査活動を取り入れるようにすること。また，内容に関わる専門

家や関係者，関係の諸機関との連携を図るようにすること。 

(4) 児童の発達の段階を考慮し，社会的事象については，児童の考えが深まるよう様々

な見解を提示するよう配慮し，多様な見解のある事柄，未確定な事柄を取り上げる場

合には，有益適切な教材に基づいて指導するとともに，特定の事柄を強調し過ぎたり，

一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなどの偏った取扱いにより，児童が

多角的に考えたり，事実を客観的に捉え，公正に判断したりすることを妨げることの

ないよう留意すること。 

(5) 知識や技能を定着させるために，各学年で定着させるべき知識と技能を挙げ，それ

を意識しながら７年間を通して繰り返し指導すること。指導内容や指導方法の工夫を

計画的，組織的に行い，そこで出された工夫は全社会科担当で共有すること。 
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〔第７学年から第９学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，分野の

特質に応じた見方・考え方を働かせ，社会的事象の意味や意義などを考察し，概念な

どに関する知識を獲得したり，社会との関わりを意識した課題を追究したり解決した

りする活動の充実を図ること。また，知識に偏り過ぎた指導にならないようにするた

め，基本的な事柄を厳選して指導内容を構成するとともに，各分野において，第２の

内容の範囲や程度に十分配慮しつつ事柄を再構成するなどの工夫をして，基本的な内

容が確実に身に付くよう指導すること。 

 (2) 第６学年までの社会科の内容との関連及び各分野相互の有機的な関連を図るととも

に，地理的分野及び歴史的分野の基礎の上に公民的分野の学習を展開するこの教科の

基本的な構造に留意して，全体として教科の目標が達成できるようにする必要がある

こと。 

(3) 各分野の履修については，第７，第８学年を通じて地理的分野及び歴史的分野を並

行して学習させることを原則とし，第９学年において歴史的分野及び公民的分野を学

習させること。各分野に配当する授業時数は，地理的分野115単位時間，歴史的分野135

単位時間，公民的分野100単位時間とすること。これらの点に留意し，各学校で創意工

夫して適切な指導計画を作成すること。 

(4) 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(5) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，社会科の特質に応じて適切

な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

  (1) 社会的な見方・考え方を働かせることをより一層重視する観点に立って，社会的事

象の意味や意義，事象の特色や事象間の関連，社会に見られる課題などについて，考

察したことや選択・判断したことを論理的に説明したり，立場や根拠を明確にして議

論したりするなどの言語活動に関わる学習を一層重視すること。 

(2) 情報の収集，処理や発表などに当たっては，学校図書館や地域の公共施設などを活

用するとともに，コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活

用し，指導に生かすことで，生徒が主体的に調べ分かろうとして学習に取り組めるよ

うにすること。その際，課題の追究や解決の見通しをもって生徒が主体的に情報手段

を活用できるようにするとともに，情報モラルの指導にも留意すること。 

(3) 調査や諸資料から，社会的事象に関する様々な情報を効果的に収集し，読み取り，

まとめる技能を身に付ける学習活動を重視するとともに，作業的で具体的な体験を伴

う学習の充実を図るようにすること。その際，地図や年表を読んだり作成したり，現

代社会の諸課題を捉え，多面的・多角的に考察，構想するに当たっては，関連する新

聞，読み物，統計その他の資料に平素から親しみ適切に活用したり，観察や調査など

の過程と結果を整理し報告書にまとめ，発表したりするなどの活動を取り入れるよう

にすること。 

(4) 社会的事象については，生徒の考えが深まるよう様々な見解を提示するよう配慮し，

多様な見解のある事柄，未確定な事柄を取り上げる場合には，有益適切な教材に基づ

いて指導するとともに，特定の事柄を強調し過ぎたり，一面的な見解を十分な配慮な

く取り上げたりするなどの偏った取扱いにより，生徒が多面的・多角的に考察したり，

事実を客観的に捉え，公正に判断したりすることを妨げることのないよう留意するこ

と。 
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(5) 知識や技能を定着させるために，各学年で定着させるべき知識と技能を挙げ，それ

を意識しながら７年間を通して繰り返し指導すること。指導内容や指導方法の工夫を

計画的，組織的に行い，そこで出された工夫は全社会科担当で共有すること。 

３ 第２の内容の指導に当たっては，教育基本法第14条及び第15条の規定に基づき，適切

に行うよう特に慎重に配慮して，政治及び宗教に関する教育を行うものとする。 
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第３節 算数 / 数学

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

これまで「品川区小中一貫教育要領」に基づいた指導が行われてきているが，授業の実

態から，指導内容・方法の改善として次の点があげられる。

○ 学習に関する意識調査から，学年が上がるにしたがって，算数・数学が「好きだ」・「大

切だ」と思っている児童・生徒が減少する傾向にあり，数学を学ぶ楽しさや，実社会と

の関連に対して肯定的な回答をする割合が低いなど学習意欲面での課題がある。 

○ 算数・数学の勉強に対する意識にギャップがあり，小学校・義務教育学校（前期課程）

から中学校・義務教育学校（後期課程）に移行すると，数学の学習に対し肯定的な回答

をする生徒の割合が低下する傾向にある。 

○ 習熟度別少人数指導の充実など，個に応じた指導の充実を図っているものの，9 年間
の指導の一貫性・統一性，指導形態面での整合や連続性について，さらなる指導方法の

工夫改善が必要である。 

○ 各種学力調査の結果からは，小学校・義務教育学校（前期課程）では，「基準量，比較

量，割合の関係を正しく捉えること」や「事柄が成り立つことを図形の性質に関連付け

ること」，「数と計算の理解」，中学校・義務教育学校（後期課程）では，「数学的な表現

を用いた理由の説明」と「数と計算の理解」に課題がある。 

○ 工夫した計算の仕方や，数の変化の特徴をとらえる力を身に付けられるよう，「数と計

算」や「数量関係」の指導の在り方をより一層改善する必要がある。 

２ 課題を克服するための視点 

 これらの課題を克服するためには，教員の指導観や学習観を共通のものにし，9 年間の
学習内容や指導方法に系統性をもたせる必要がある。また，学年間で学力定着度を確認し

合うことで，一層の定着が図れるよう連携した指導を行い，その上で，自ら問題を発見し

解決していく学習を展開していくことが強く求められる。これらの課題に対し，適切に対

応できるよう改善を図り，次の点を重視していく。

○ 算数科／数学科においては，幼児期に育まれた数量・図形への関心・感覚等の基礎の

上に，小・中・高等学校教育を通じて育成を目指す資質・能力を，「知識・技能」，「思考

力・判断力・表現力等」，「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱に沿って明確化し，

実社会との関わりを意識した数学的活動の充実等を図り，深い学びにつなげる指導をす

る。 

○ 算数科／数学科の学習においては，「数学的な見方・考え方」を働かせながら，知識・

技能を習得したり，習得した知識及び技能を活用して探究したりすることによって，生

きて働く知識となり，技能の習熟・熟達にもつながるとともに，より広い領域や複雑な

事象を基に思考・判断・表現できる力が育成される。このような学習を通じて，「数学的

な見方・考え方」を更に豊かで確かなものにしていく。 

○ また，算数科／数学科において育成を目指す「学びに向かう力・人間性等」について
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も，「数学的な見方・考え方」を通して社会や世界にどのように関わっていくかが大きく

作用しており，「数学的な見方・考え方」は資質・能力の三つの柱である「知識及び技能」，

「思考力，判断力，表現力」，「学びに向かう力，人間性等」の全てに働くものであり，

かつ全てを通じて育成する。 

○ 「数学的な見方・考え方」のうち，「数学的な見方」については，事象を数量や図形及

びそれらの関係について概念等に着目してその特徴や本質を捉えることである。また，

「数学的な考え方」については，目的に応じて数・式，図，表，グラフ等を活用し，論

理的に考え，問題解決の過程を振り返るなどして，既習の知識・技能等を関連付けなが

ら統合的・発展的に考えることである。これらのことから，「数学的な見方・考え方」と

は，「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，根拠を基に筋道を立てて

考え，統合的・発展的に考えること」と整理することができる。 

○ 資質・能力を育成していくためには，学習過程の果たす役割が重要である。算数科／

数学科においては，「事象を数理的に捉え，数学の問題を見出し，問題を自立的，協働的

に解決し，解決過程を振り返って概念を形成したり体系化したりする過程」といった，

数学的に問題解決する過程を大切にする。 

○ 数学的に問題解決する過程では，一方では日常生活や社会の事象を数理的に捉え，数

学的に表現・処理し，問題を解決し，解決の過程を振り返り，得られた結果の意味を考

察する。また，もう一方では，数学の事象について統合的・発展的に捉えて新たな問題

を設定し，数学的に処理し，問題を解決し，概念を形成したり体系化したりする。

 この二つの問題解決の過程が相互に関わり合って指導することが大切である。その際，

これらの各場面で言語活動を充実し，それぞれの過程を振り返り，評価・改善すること

ができるようにする。さらに，これらの過程については，自立的・協働的に行い，それ

ぞれに主体的に取り組めるようにする。

・これらの問題解決の過程において，よりよい解法に洗練されていくための意見の交流

や議論など対話的な学びを適宜取り入れていくことが必要であるが，その際にはあら

かじめ自己の考えをもち，それを意識した上で，主体的に取り組むようにし，深い学

びを実現する。 

・算数・数学を学ぶ楽しさや意義等の実感を基に，児童・生徒の発達段階に配慮し，数

学と人間との関わりや数学の社会的有用性についての認識が高まるよう，十分に配慮

して指導する。

３ 具体的な手だて

指導に当たっては，まず知識及び技能だけでなく，それぞれの学習で身に付けるべき思

考力，判断力，表現力を明確にする。その上で，数学的活動を通して，育むべき資質・能

力を明らかにした指導を展開する。各学年においてそのような指導を積み重ねることによ

り，論理的思考力や表現力をはじめとする問題解決能力を高め，生涯にわたって新しい知

識を自ら獲得していこうとする態度について，9年間を通して統合的・発展的に育成する。
○ 児童・生徒自らが，問題の解決に向けて見通しをもち，粘り強く取り組み，問題解決

の過程を振り返り，よりよく解決したり，新たな問いを見いだしたりするなどの「主体
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的な学び」を実現する。 

○ 事象を数学的な表現を用いて論理的に説明したり，よりよい考えや事柄の本質につい

て話し合い，よりよい考えに高めたり事柄の本質を明らかにしたりするなどの「対話的

な学び」を実現する。 

○ 既習の数学に関わる事象や日常生活及び社会に関わる事象について，「数学的な見方・

考え方」を働かせ，数学的活動を通して，新たな概念を形成したり，よりよい方法を見

いだしたりするなど，新たな知識・技能を身に付け，知識の構造や思考，態度が変容す

る「深い学び」を実現する。 

○ 「主体的・対話的で深い学び」では，「～法」，「～型」といった特定の学習活動や学習

スタイルの固定化や普及を求めているのではなく，画一的な指導にならないよう留意す

る。そして，教員の深い教材研究に基づいて，指導内容や児童・生徒の実態に応じた指

導方法の不断の見直しと指導の改善を図る。 

○ 資質・能力の育成に向けて，数学的活動を重視し，日常生活や社会の事象を数理的に

捉え，数学的に表現・処理し，問題を解決しようとするなど，数学を利用することへの

関心を高め，問題解決の過程を振り返り，得られた結果の意味を考察する力を身に付け

られるような指導を展開する。 

○ 数と式や図形，関数，データの活用に関する法則や特徴などについての理解を深める

ことを通して，数学的な見方や考え方，処理能力を身に付けさせる。 

○ 数の範囲を拡張し，数の性質や計算について考察するとともに，目的に応じて計算し

たり変形したりする能力を伸ばす。また，いろいろな事象を調べ，関数関係を見いだし

思考力，判断力，表現力を伸長する。 

○ 知識や技能の習得のためには，問題解決のための多様な方法やそれに伴うスキルを系

統的かつスパイラル的に指導する。 

○ 社会生活の様々な場面において，必要なデータを収集して分析し，その傾向を踏まえ

て課題を解決し，意思決定をすることが求められており，そのような能力を育成するた

め，９年間を通じて統計的な指導内容等の工夫を図る。 

・ 小学校・義務教育学校（前期課程）においては，統計的な問題解決の充実を図る。

具体的には，グラフを作成したのち，考察し，さらに新たな疑問を基にグラフを作り

替え，目的に応じたグラフを作成し考察を深める。また，ある目的に応じて示された

グラフを多面的に吟味する。また，棒グラフや折れ線グラフ，ヒストグラムに関して，

複数系列のグラフなどを扱ったり，平均値以外の代表値を扱ったりする。さらに，季

節の移り変わりと折れ線グラフなど，他教科等との内容の関連を留意する。

・ 中学校・義務教育学校（後期課程）においては，日常生活や社会などにかかわる疑

問をきっかけにして問題を設定し，それを解決するために必要なデータを集めて表

現・処理し，統計量を求めることで，分布の傾向を把握したり，二つ以上の集団を比

較したりするなどして問題の解決に向けた活動を充実する。また，統計的な表現につ

いて，小学校・義務教育学校（前期過程）での学習内容や他教科等での学習内容との

関連等に留意する。さらに，統計の内容を充実させ，様々な場面で「使える統計」と

なるよう指導の改善を図る。数学で学習した統計の基本的な知識や技能等を基盤とし
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つつ，統計を活用して問題解決する力を育むなど，指導の充実を図る。

○ 算数科／数学科の内容は，児童・生徒にとって時に抽象的で分かりにくさが伴う。児

童・生徒の苦手意識や発達の段階を考慮し，おはじきや計算ブロックなどの具体物を用

いた活動を行うなど，個に応じた教材・教具の工夫を行う。 

○ 学習の過程で，大型モニタやタブレット型コンピュータなどのＩＣＴを効果的に活用

する。

 第１ 目標 

数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を次

のとおり育成することを目指す。

(1) 数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質・原理・法則などを理解す

るとともに，日常の事象を数理的に処理したり，数学的に解釈したり，数学的に表現・

処理したりする技能を身に付けるようにする。 

(2) 日常の事象を数理的に捉え，見通しをもち筋道を立てて考察する力，数学を活用し

て事象を論理的に考察する力，数量や図形などの性質を見いだし統合的・発展的に考

察する力，数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現したり目的に応じて

柔軟に表したりする力を養う。 

(3) 数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き，実感して粘り強く考え，学習を振り返っ

てよりよく問題解決しようとする態度，数学を生活や学習に生かそうとする態度，問

題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度を養う。
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 第２ 各学年の目標及び内容 

１ 目 標 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 

(1) 数の概念とその表し方及び

計算の意味を理解し，量，図形

及び数量の関係についての理

解の基礎となる経験を重ね，数

量や図形についての感覚を豊

かにするとともに，加法及び減

法の計算をしたり，形を構成し

たり，身の回りにある量の大き

さを比べたり，簡単な絵や図な

どに表したりすることなどに

ついての技能を身に付けるよ

うにする。 

(1) 数の概念についての理解を

深め，計算の意味と性質，基本

的な図形の概念，量の概念，簡

単な表とグラフなどについて

理解し，数量や図形についての

感覚を豊かにするとともに，加

法，減法及び乗法の計算をした

り，図形を構成したり，長さや

かさなどを測定したり，表やグ

ラフに表したりすることなど

についての技能を身に付ける

ようにする。 

(1) 数の表し方，整数の計算の意

味と性質，小数及び分数の意味

と表し方，基本的な図形の概

念，量の概念，棒グラフなどに

ついて理解し，数量や図形につ

いての感覚を豊かにするとと

もに，整数などの計算をした

り，図形を構成したり，長さや

重さなどを測定したり，表やグ

ラフに表したりすることなど

についての技能を身に付ける

ようにする。 

(1) 小数及び分数の意味と表し

方，四則の関係，平面図形と立

体図形，面積，角の大きさ，折

れ線グラフなどについて理解

するとともに，整数，小数及び

分数の計算をしたり，図形を構

成したり，図形の面積や角の大

きさを求めたり，表やグラフに

表したりすることなどについ

ての技能を身に付けるように

する。 

(2) ものの数に着目し，具体物や

図などを用いて数の数え方や

計算の仕方を考える力，ものの

形に着目して特徴を捉えたり，

具体的な操作を通して形の構

成について考えたりする力，身

の回りにあるものの特徴を量

に着目して捉え，量の大きさの

比べ方を考える力，データの個

数に着目して身の回りの事象

の特徴を捉える力などを養う。

(2) 数とその表現や数量の関係

に着目し，必要に応じて具体物

や図などを用いて数の表し方

や計算の仕方などを考察する

力，平面図形の特徴を図形を構

成する要素に着目して捉えた

り，身の回りの事象を図形の性

質から考察したりする力，身の

回りにあるものの特徴を量に

着目して捉え，量の単位を用い

て的確に表現する力，身の回り

の事象をデータの特徴に着目

して捉え，簡潔に表現したり考

察したりする力などを養う。 

(2) 数とその表現や数量の関係

に着目し，必要に応じて具体物

や図などを用いて数の表し方

や計算の仕方などを考察する

力，平面図形の特徴を図形を構

成する要素に着目して捉えた

り，身の回りの事象を図形の性

質から考察したりする力，身の

回りにあるものの特徴を量に

着目して捉え，量の単位を用い

て的確に表現する力，身の回り

の事象をデータの特徴に着目

して捉え，簡潔に表現したり適

切に判断したりする力などを

養う。 

(2) 数とその表現や数量の関係

に着目し，目的に合った表現方

法を用いて計算の仕方などを

考察する力，図形を構成する要

素及びそれらの位置関係に着

目し，図形の性質や図形の計量

について考察する力，伴って変

わる二つの数量やそれらの関

係に着目し，変化や対応の特徴

を見いだして，二つの数量の関

係を表や式を用いて考察する

力，目的に応じてデータを収集

し，データの特徴や傾向に着目

して表やグラフに的確に表現

し，それらを用いて問題解決し

たり，解決の過程や結果を多面

的に捉え考察したりする力な

どを養う。 

(3) 数量や図形に親しみ，算数で

学んだことのよさや楽しさを

感じながら学ぶ態度を養う。 

(3) 数量や図形に進んで関わり，

数学的に表現・処理したことを

振り返り，数理的な処理のよさ

に気付き生活や学習に活用し

ようとする態度を養う。 

(3) 数量や図形に進んで関わり，

数学的に表現・処理したことを

振り返り，数理的な処理のよさ

に気付き生活や学習に活用し

ようとする態度を養う。 

(3) 数学的に表現・処理したこと

を振り返り，多面的に捉え検討

してよりよいものを求めて粘

り強く考える態度，数学のよさ

に気付き学習したことを生活

や学習に活用しようとする態

度を養う。 
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第５学年 第６学年 第７学年 第８学年 第９学年 

(1) 整数の性質，分数の

意味，小数と分数の計

算の意味，面積の公式，

図形の意味と性質，図

形の体積，速さ，割合，

帯グラフなどについて

理解するとともに，小

数や分数の計算をした

り，図形の性質を調べ

たり，図形の面積や体

積を求めたり，表やグ

ラフに表したりするこ

となどについての技能

を身に付けるようにす

る。 

(1) 分数の計算の意味，

文字を用いた式，図形

の意味，図形の体積，

比例，度数分布を表す

表などについて理解す

るとともに，分数の計

算をしたり，図形を構

成したり，図形の面積

や体積を求めたり，表

やグラフに表したりす

ることなどについての

技能を身に付けるよう

にする。 

(1) 正の数と負の数，文字

を用いた式と一元一次

方程式，平面図形と空間

図形，比例と反比例，

データの分布と確率な

どについての基礎的な

概念や原理・法則などを

理解するとともに，事象

を数理的に捉えたり，数

学的に解釈したり，数学

的に表現・処理したりす

る技能を身に付けるよ

うにする。 

(1) 文字を用いた式と連

立二元一次方程式，平面

図形と数学的な推論，一

次関数，データの分布と

確率などについての基

礎的な概念や原理・法則

などを理解するととも

に，事象を数学化した

り，数学的に解釈した

り，数学的に表現・処理

したりする技能を身に

付けるようにする。 

(1) 数の平方根，多項式と

二次方程式，図形の相

似，円周角と中心角の関

係，三平方の定理，関数

y ＝ ax2，標本調査など

についての基礎的な概

念や原理・法則などを理

解するとともに，事象を

数学化したり，数学的に

解釈したり，数学的に表

現・処理したりする技能

を身に付けるようにす

る。 

(2) 数とその表現や計算

の意味に着目し，目的

に合った表現方法を用

いて数の性質や計算の

仕方などを考察する

力，図形を構成する要

素や図形間の関係など

に着目し，図形の性質

や図形の計量について

考察する力，伴って変

わる二つの数量やそれ

らの関係に着目し，変

化や対応の特徴を見い

だして，二つの数量の

関係を表や式を用いて

考察する力，目的に応

じてデータを収集し，

データの特徴や傾向に

着目して表やグラフに

的確に表現し，それら

を用いて問題解決した

り，解決の過程や結果

を多面的に捉え考察し

たりする力などを養

う。 

(2) 数とその表現や計算

の意味に着目し，発展

的に考察して問題を見

いだすとともに，目的

に応じて多様な表現方

法を用いながら数の表

し方や計算の仕方など

を考察する力，図形を

構成する要素や図形間

の関係などに着目し，

図形の性質や図形の計

量について考察する

力，伴って変わる二つ

の数量やそれらの関係

に着目し，変化や対応

の特徴を見いだして，

二つの数量の関係を表

や式，グラフを用いて

考察する力，身の回り

の事象から設定した問

題について，目的に応

じてデータを収集し，

データの特徴や傾向に

着目して適切な手法を

選択して分析を行い，

それらを用いて問題解

決したり，解決の過程

や結果を批判的に考察

したりする力などを養

う。 

(2) 数の範囲を拡張し，数

の性質や計算について

考察したり，文字を用い

て数量の関係や法則な

どを考察したりする力，

図形の構成要素や構成

の仕方に着目し，図形の

性質や関係を直観的に

捉え論理的に考察する

力，数量の変化や対応に

着目して関数関係を見

いだし，その特徴を表，

式，グラフなどで考察す

る力，データの分布に着

目し，その傾向を読み取

り批判的に考察して判

断したり，不確定な事象

の起こりやすさについ

て考察したりする力を

養う。 

(2) 文字を用いて数量の

関係や法則などを考察

する力，数学的な推論の

過程に着目し，図形の性

質や関係を論理的に考

察し表現する力，関数関

係に着目し，その特徴を

表，式，グラフを相互に

関連付けて考察する力，

複数の集団のデータの

分布に着目し，その傾向

を比較して読み取り批

判的に考察して判断し

たり，不確定な事象の起

こりやすさについて考

察したりする力を養う。 

(2) 数の範囲に着目し，数

の性質や計算について

考察したり，文字を用い

て数量の関係や法則な

どを考察したりする力，

図形の構成要素の関係

に着目し，図形の性質や

計量について論理的に

考察し表現する力，関数

関係に着目し，その特徴

を表，式，グラフを相互

に関連付けて考察する

力，標本と母集団の関係

に着目し，母集団の傾向

を推定し判断したり，調

査の方法や結果を批判

的に考察したりする力

を養う。 

(3) 数学的に表現・処理

したことを振り返り，

多面的に捉え検討して

よりよいものを求めて

粘り強く考える態度，

数学のよさに気付き学

習したことを生活や学

習に活用しようとする

態度を養う。 

(3) 数学的に表現・処理

したことを振り返り，

多面的に捉え検討して

よりよいものを求めて

粘り強く考える態度，

数学のよさに気付き学

習したことを生活や学

習に活用しようとする

態度を養う。 

(3) 数学的活動の楽しさ

や数学のよさに気付い

て粘り強く考え，数学を

生活や学習に生かそう

とする態度，問題解決の

過程を振り返って検討

しようとする態度，多面

的に捉え考えようとす

る態度を養う。 

(3) 数学的活動の楽しさ

や数学のよさを実感し

て粘り強く考え，数学を

生活や学習に生かそう

とする態度，問題解決の

過程を振り返って評

価・改善しようとする態

度，多様な考えを認め，

よりよく問題解決しよ

うとする態度を養う。 

(3) 数学的活動の楽しさ

や数学のよさを実感し

て粘り強く考え，数学を

生活や学習に生かそう

とする態度，問題解決の

過程を振り返って評

価・改善しようとする態

度，多様な考えを認め，

よりよく問題解決しよ

うとする態度を養う。 
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２ 内 容 

Ａ 数と計算 / 数と式 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 
(1) 数の構成と表し方 
ア
(ｱ) 個数を比べること。 
(ｲ) 個数や順番を数え
ること。 
(ｳ) 数の大小，順序と
数直線 
(ｴ) 一つの数を，ほか
の数と関係付けてみ
ること 
(ｵ) ２位数の表し方 
(ｶ) 簡単な場合の３位
数の表し方 
(ｷ) 十を単位とした数
の見方 
(ｸ) まとめて数えたり等
分したりすること 
イ
(ｱ) 数のまとまりに着目
し，数の大きさの比
べ方や数え方を考
え，それらを日常生
活に生かすこと。 

(2) 加法及び減法 
ア
(ｱ) 加法及び減法が用
いられる場合とそれ
らの意味 
(ｲ) 加法及び減法の式 
(ｳ) １位数の加法とそ
の逆の減法の計算 
(ｴ) 簡単な場合の２位
数などの加法，減法 
イ
(ｱ) 数量の関係に着目
し，計算の意味や計
算の仕方を考えた
り，日常生活に生か
したりすること。 

(1) 数の構成と表し方 
ア
(ｱ) まとめて数えたり，
分類して数えたりする
こと 
(ｲ) 十進位取り記数法 
(ｳ) 数の相対的な大き
さ 
(ｴ) 一つの数をほかの
数の積としてみること 
(ｵ) 和による分類整理 
(ｶ) 1/2，1/3 など簡単な
分数 

イ
(ｱ) 数のまとまりに着目
し，大きな数の大きさ
の比べ方や数え方を
考え，日常生活に生
かすこと。 

(2) 加法及び減法 
ア
(ｱ) ２位数の加法及び
その逆の減法 
(ｲ) 簡単な場合の４位
数などの加法及び減
法 
(ｳ) 加法及び減法に関
して成り立つ性質 
(ｴ) 加法と減法との相
互関係 

イ
(ｱ) 数量の関係に着目
し，計算の仕方を考
えたり計算に関して
成り立つ性質を見い
だしたりするとともに，
その性質を活用し
て，計算を工夫したり
計算の確かめをしたり
すること。 

(3) 乗法 
ア
(ｱ) 乗法が用いられる
場合とその意味 
(ｲ) 乗法の式 
(ｳ) 乗法に関して成り立
つ性質 
(ｴ) 乗法九九 
(ｵ) 簡単な場合の２位
数と１位数との乗法 

イ
(ｱ) 数量の関係に着目
し，計算の意味や計
算の仕方を考えたり
計算に関して成り立
つ性質を見いだした
りするとともに，その
性質を活用して，計
算を工夫したり計算
の確かめをしたりする
こと。 

(1) 整数の表し方 
ア(ｱ) 万の単位 
(ｲ) 10 倍，100 倍，1000 倍，1/10 の大きさ 
(ｳ) 数の相対的な大きさ 
イ(ｱ) 数のまとまりに着目し，大きな数の大きさの
比べ方や表し方を考え，日常生活に生かすこ
と。 

(2) 加法及び減法 
ア(ｱ) ３位数や４位数の加法及び減法の計算の
仕方 
(ｲ) 加法及び減法の計算が確実な習得 
イ(ｱ) 数量の関係に着目し，計算の仕方を考えた
り計算に関して成り立つ性質を見いだしたりす
るとともに，その性質を活用して，計算を工夫し
たり計算の確かめをしたりすること。 

(3) 乗法 
ア(ｱ) ２位数や３位数に１位数や２位数をかける乗
法の計算 
(ｲ) 乗法の計算が確実にでき，それを適切に用い
ること。 
(ｳ) 乗法に関して成り立つ性質 
イ(ｱ) 数量の関係に着目し，計算の仕方を考えた
り計算に関して成り立つ性質を見いだしたりす
るとともに，その性質を活用して，計算を工夫し
たり計算の確かめをしたりすること。 

(4) 除法 
ア(ｱ) 除法が用いられる場合とその意味 
(ｲ) 除法の式 
(ｳ) 除法と乗法，減法の関係 
(ｴ) 除数と商が１位数の場合の除法の計算 
(ｵ) 簡単な場合について，除数が１位数で商が２
位数の除法 

イ(ｱ) 数量の関係に着目し，計算の意味や計算
の仕方を考えたり，計算に関して成り立つ性質
を見いだしたりするとともに，その性質を活用し
て，計算を工夫したり計算の確かめをしたりする
こと。 
(ｲ) 数量の関係に着目し，計算を日常生活に生
かすこと。 

(5) 小数とその表し方 
ア(ｱ)小数の意味と表し方 
(ｲ)小数の加法，減法 
イ(ｱ) 数のまとまりに着目し，小数でも数の大きさ
を比べたり計算したりできるかどうかを考えるとと
もに，小数を日常生活に生かすこと。 

(6) 分数とその表し方 
ア(ｱ) 分数の意味と表し方 
(ｲ) 単位分数の幾つ分 
(ｳ) 簡単な場合の分数の加法，減法 
イ(ｱ) 数のまとまりに着目し，分数でも数の大きさ
を比べたり計算したりできるかどうかを考えるとと
もに，分数を日常生活に生かすこと。 

(7) 数量の関係を表す式 
ア(ｱ) □を用いた式 
イ(ｱ) 数量の関係に着目し，数量の関係を図や
式を用いて簡潔に表したり，式と図を関連付け
て式を読んだりすること。 

(8) そろばんを用いた数の表し方と計算 
ア(ｱ) そろばんによる数の表し方 
(ｲ) 簡単な加法，減法の計算の仕方 
イ(ｱ) そろばんの仕組みに着目し，大きな数や小
数の計算の仕方を考えること。 

(1) 整数の表し方 
ア(ｱ) 億，兆の単位 
イ(ｱ) 数のまとまりに着目し，大きな数の大
きさの比べ方や表し方を統合的に捉える
とともに，それらを日常生活に生かすこ
と。 

(2) 概数 
ア(ｱ) 概数が用いられる場合 
(ｲ) 四捨五入 
(ｳ) 四則演算の結果の見積り 
イ(ｱ) 日常の事象における場面に着目し，
目的に合った数の処理の仕方を考えると
ともに，それを日常生活に生かすこと。 

(3) 整数の除法 
ア(ｱ) 除数の計算の仕方 
(ｲ) 除法の計算を用いること 
(ｳ) 被除数，除数，商及び余りの間の関係 
(ｴ) 除法に関して成り立つ性質 
イ(ｱ) 数量の関係に着目し，計算の仕方を
考えたり計算に関して成り立つ性質を見
いだしたりするとともに，その性質を活用
して，計算を工夫したり計算の確かめを
したりすること。 

(4) 小数とその計算 
ア(ｱ) 小数を用いた倍 
(ｲ) 小数と数の相対的な大きさ 
(ｳ) 小数の加法及び減法 
(ｴ) 乗数や除数が整数である場合の小数
の乗法及び除法の計算ができること 

イ(ｱ) 数の表し方の仕組みや数を構成する
単位に着目し，計算の仕方を考えるとと
もに，それを日常生活に生かすこと。 

(5) 分数とその加法及び減法 
ア(ｱ) 大きさの等しい分数 
(ｲ) 同分母の分数の加法及び減法 
イ(ｱ) 数を構成する単位に着目し，大きさ
の等しい分数を探したり，計算の仕方を
考えたりするとともに，それを日常生活に
生かすこと。 

(6) 数量の関係を表す式 
ア(ｱ) 四則の混合した式や（ ）を用いた式 
(ｲ) 公式 
(ｳ) □，△などを用いた式 
イ(ｱ) 問題場面の数量の関係に着目し，数
量の関係を簡潔に，また一般的に表現し
たり，式の意味を読み取ったりすること。 

(7) 計算に関して成り立つ性質 
ア(ｱ) 四則に関して成り立つ性質 
イ(ｱ) 数量の関係に着目し，計算に関して
成り立つ性質を用いて計算の仕方を考
えること。 

(8) そろばんを用いた数の表し方と計算 
ア(ｱ) 加法及び減法の計算 
イ(ｱ) そろばんの仕組みに着目し，大きな
数や小数の計算の仕方を考えること。 

用語・記号
一の位 十の位 
＋ － ＝ 

× ＞ ＜ 等号 不等号 小数点 1/10 の位 
数直線 分母 分子 ÷ 

和 差 積 商 以上 以下 未満  
真分数 仮分数 帯分数 
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第５学年 第６学年 第７学年 第８学年 第９学年 
(1) 整数の性質及び整数の構成 
ア(ｱ) 偶数，奇数 
(ｲ) 約数，倍数 

イ(ｱ) 乗法及び除法に着目し，観点
を決めて整数を類別する仕方を
考えたり，数の構成について考察

したりするとともに，日常生活に生
かすこと。 

(2) 整数及び小数の表し方 

ア(ｱ) 10 倍，100 倍，1000 倍 1/10，
1/100，1/1000 などの大きさ 
イ(ｱ) 数の表し方の仕組みに着目

し，数の相対的な大きさを考察し，
計算などに有効に生かすこと。 

(3) 小数の乗法，除法 

ア(ｱ) 小数の乗法，除法の意味 
(ｲ) 小数の乗法，除法の計算 
(ｳ) 計算に関して成り立つ性質の小

数への適用 
イ(ｱ) 乗法及び除法の意味に着目
し，乗数や除数が小数である場合

まで数の範囲を広げて乗法及び
除法の意味を捉え直すとともに，
それらの計算の仕方を考えたり，

それらを日常生活に生かしたりす
ること。 

(4) 分数の意味と表し方 

ア(ｱ) 整数及び小数を分数の形に
直したり，分数を小数に直したりす
ること 

(ｲ) 除法の結果と分数 
(ｳ) 同じ大きさを表す分数 
(ｴ) 分数の相等と大小 

イ(ｱ) 数を構成する単位に着目し，
数の相等及び大小関係について
考察すること。 

(ｲ) 分数の表現に着目し，除法の結
果の表し方を振り返り，分数の意
味をまとめること。 

(5) 分数の加法，減法 
ア(ｱ) 異分母の分数の加法，減法 
イ(ｱ) 分数の意味や表現に着目し，

計算の仕方を考えること。 

(6) 数量の関係を表す式 
ア(ｱ) 数量の関係を表す式 

イ(ｱ) 二つの数量の対応や変わり方
に着目し，簡単な式で表されてい
る関係について考察すること。 

(1) 分数の乗法，除法 
ア(ｱ) 分数の乗法及び除
法の意味 

(ｲ) 分数の乗法及び除法
の計算 
(ｳ) 計算に関して成り立

つ性質の分数への適
用（分数×整数，分数
÷整数） 

イ(ｱ) 数の意味と表現，
計算について成り立つ
性質に着目し，計算の

仕方を多面的に捉え考
えること。 

(2) 数量の関係を表す式 
ア(ｱ) 文字を用いた式 
イ(ｱ) 問題場面の数量の

関係に着目し，数量の
関係を簡潔かつ一般
的に表現したり，式の

意味を読み取ったりす
ること。 

(3) 正の数・負の数 
ア(ｱ)正の数と負の数の
意味 

(ｲ)正の数と負の数の簡
単な加法・減法 

(1) 正の数・負の数 
ア(ｱ)正の数と負の数の必
要性と意味 

(ｲ) 正の数と負の数の四
則 
計算 

(ｳ) 正の数と負の数を用
いて表すこと 

イ(ｱ) 算数で学習した数

の四則計算と関連付け
て，正の数と負の数の
四則計算の方法を考

察し表現すること。 
(ｲ) 正の数と負の数を具
体的な場面で活用する

こと。 

(2) 文字を用いた式 

ア(ｱ)文字を用いることの
必要性と意味 
(ｲ) 文字を用いた式にお

ける乗法と除法の表し
方を知ること 
(ｳ) 一次式の加法と減法 

(ｴ) 式を用いて表したり
読み取ったりすること 
イ(ｱ) 具体的な場面と関

連付けて，一次式の加
法と減法の計算の方法
を考察し表現すること。 

(3) 一元一次方程式 
ア(ｱ) 方程式の必要性と

意味及び方程式の中
の文字や解の意味 
(ｲ) 一元一次方程式を解

くこと 
イ(ｱ) 等式の性質を基に
して，一元一次方程式

を解く方法を考察し表
現すること。 
(ｲ) 一元一次方程式を具

体的な場面で活用する
こと。一元一次方程式
を具体的な場面で活用

すること 

(1) 文字を用いた式 
ア(ｱ) 簡単な整式の加法
と減法及び単項式の乗

除の計算 
(ｲ) 文字を用いた式で表
したり読み取ったりする

こと 
(ｳ) 文字を用いた式で数
量及び数量の関係を

捉え説明できること 
(ｴ) 目的に応じた式の変
形 

イ(ｱ) 具体的な数の計算
や既に学習した計算の
方法と関連付けて，整

式の加法と減法及び単
項式の乗法と除法の計
算の方法を考察し表現

すること。 
(ｲ) 文字を用いた式を具
体的な場面で活用する

こと。文字を用いた式を
具体的な場面で活用
すること 

(2) 連立二元一次方程式 
ア(ｱ) 二元一次方程式と

その解の意味 
(ｲ) 連立二元一次方程式
の必要性と意味及びそ

の解の意味 
(ｳ) 簡単な連立二元一次
方程式を解くこと 

イ(ｱ) 一元一次方程式と
関連付けて，連立二元
一次方程式を解く方法

を考察し表現すること。 
(ｲ) 連立二元一次方程式
を具体的な場面で活用

すること。 

(1) 正の数の平方根 
ア(ｱ) 数の平方根の必要
性と意味 

(ｲ) 数の平方根を含む簡
単な式の計算 
(ｳ) 具体的な場面で数の

平方根を用いて表した
り処理したりすること。 

イ(ｱ) 既に学習した計算

の方法と関連付けて，
数の平方根を含む式
の計算の方法を考察し

表現すること。 
(ｲ) 数の平方根を具体的
な場面で活用するこ

と。 

(2) 簡単な多項式 

ア(ｱ) 単項式と多項式の
乗法と除法の計算 
(ｲ) 簡単な式の展開や因

数分解 
(a+b)2=a2+2ab+b2

(a－b)2=a2
－2ab+b2

(a+b)(a－b)= a2
－b2

(x+a)(x+b)=x2+(a+b)x+ab
イ(ｱ) 既に学習した計算

の方法と関連付けて，
式の展開や因数分解
をする方法を考察し表

現すること。 
(ｲ) 文字を用いた式で数
量及び数量の関係を

捉え説明すること。 

(3) 二次方程式 

ア(ｱ) 二次方程式の必要
性と意味及びその解の
意味 

(ｲ) 因数分解や平方完成
して二次方程式を解く
こと 

(ｳ) 解の公式を用いて二
次方程式を解くこと 

イ(ｱ) 因数分解や平方根

の考えを基にして，二
次方程式を解く方法を
考察し表現すること。 

(ｲ) 二次方程式を具体的
な場面で活用するこ
と。 

最大公約数 最小公倍数 通分 
約分 

 自然数 素数 符号 
絶対値 項 係数 
移行 ≦ ≧ 

同類項 混合 有理数 無理数 
因数 √ 
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Ｂ 図形 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 
(1) 身の回りにあるものの形

（図形についての理解の

基礎） 

ア

(ｱ) ものの形を認め，形の特

徴を知ること。 

(ｲ ) 具体物を用いて形を

作ったり分解したりするこ

と。 

(ｳ) 前後，左右，上下など方

向や位置についての言葉

を用いて，ものの位置を表

すこと。 

イ

(ｱ) ものの形に着目し，身の

回りにあるものの特徴を捉

えたり，具体的な操作を通

して形の構成について考

えたりすること。 

(1) 図形（三角形や四角形な

どの図形） 

ア

(ｱ) 三角形，四角形につい

て知ること。 

(ｲ) 正方形，長方形，直角三

角形について知ること。 

(ｳ) 正方形や長方形の面で

構成される箱の形をしたも

のについて理解し，それら

を構成したり分解したりす

ること。 

イ

(ｱ) 図形を構成する要素に

着目し，構成の仕方を考

えるとともに，身の回りのも

のの形を図形として捉える

こと。 

(1) 図形（二等辺三角形，正

三角形などの図形） 

ア

(ｱ) 二等辺三角形，正三角

形などについて知り，作図

などを通してそれらの関係

に次第に着目すること。 

(ｲ) 基本的な図形と関連して

角について知ること。 

(ｳ) 円について，中心，半

径，直径を知ること。また，

円に関連して，球につい

ても直径などを知ること。 

イ

(ｱ) 図形を構成する要素に

着目し，構成の仕方を考

えるとともに，図形の性質

を見いだし，身の回りのも

のの形を図形として捉える

こと。 

(1) 平面図形 

ア(ｱ) 直線の平行や垂直の関係について理解するこ

と。 

(ｲ) 平行四辺形，ひし形，台形について知ること。 

イ(ｱ) 図形を構成する要素及びそれらの位置関係に

着目し，構成の仕方を考察し図形の性質を見いだ

すとともに，その性質を基に既習の図形を捉え直す

こと。 

(2) 立体図形 

ア(ｱ) 立方体，直方体について知ること。 

(ｲ) 直方体に関連して，直線や平面の平行や垂直の

関係について理解すること。 

イ(ｱ) 図形を構成する要素及びそれらの位置関係に

着目し，立体図形の平面上での表現や構成の仕方

を考察し図形の性質を見いだすとともに，日常の事

象を図形の性質から捉え直すこと。 

(3) ものの位置 

ア(ｱ) ものの位置の表し方について理解すること。 

イ(ｱ) 平面や空間における位置を決める要素に着目

し，その位置を数を用いて表現する方法を考察する

こと。 

(4) 平面図形の面積 

ア(ｱ) 面積の単位（平方センチメートル（cm2），平方

メートル（m2），平方キロメートル（km2）について知る

こと。） 

(ｲ) 正方形及び長方形の面積の計算による求め方に

ついて理解すること。 

イ(ｱ) 面積の単位や図形を構成する要素に着目し，

図形の面積の求め方を考えるとともに，面積の単位

とこれまでに学習した単位との関係を考察すること。 

(5) 角の大きさ 

ア(ｱ) 角の大きさを回転の大きさとして捉えること。 

(ｲ) 角の大きさの単位（度（ °））について知り，角の

大きさを測定すること。 

イ(ｱ) 図形の角の大きさに着目し，角の大きさを柔軟

に表現したり，図形の考察に生かしたりすること。 

用語・記号 

 直線 直角 頂点 辺 

面  

 平行 垂直 対角線 平面 
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第５学年 第６学年 第７学年 第８学年 第９学年 

(1) 平面図形 

ア(ｱ) 図形の形や大きさが決ま
る要素について理解するとと
もに，図形の合同について理

解すること。 
(ｲ) 三角形や四角形など多角形
についての簡単な性質を理

解すること。 
(ｳ) 円と関連させて正多角形の
基本的な性質を知ること。 

(ｴ) 円周率の意味について理解
し，それを用いること。 
イ(ｱ) 図形を構成する要素及び

図形間の関係に着目し，構成
の仕方を考察したり，図形の
性質を見いだし，その性質を

筋道を立てて考え説明したり
すること。 

(2) 立体図形 
ア(ｱ) 基本的な角柱や円柱及
び角錐や円錐について知るこ

と。 
イ(ｱ) 図形を構成する要素に着
目し，図形の性質を見いだす

とともに，その性質を基に既習
の図形を捉え直すこと。 

(3) 平面図形 
ア(ｱ) 三角形，平行四辺形，ひ
し形，台形の面積の計算によ

る求め方について理解するこ
と。 
イ(ｱ) 図形を構成する要素など

に着目して，基本図形の面積
の求め方を見いだすとともに，
その表現を振り返り，簡潔か

つ的確な表現に高め，公式と
して導くこと。 

(4) 立体図形の体積 
ア(ｱ) 体積の単位（立方センチ
メートル（cm3） ，立方メートル

（m3））について知ること。 
(ｲ) 立方体及び直方体の体積
の計算による求め方について

理解すること。 
イ(ｱ) 体積の単位や図形を構成
する要素に着目し，図形の体

積の求め方を考えるとともに，
体積の単位とこれまでに学習
した単位との関係を考察する

こと。 

(1) 平面図形 

ア
(ｱ) 縮図や拡大図について理
解すること。 

(ｲ) 対称な図形について理解す
ること。 
イ

(ｱ) 図形を構成する要素及び図
形間の関係に着目し，構成の
仕方を考察したり図形の性質

を見いだしたりするとともに，
その性質を基に既習の図形
を捉え直したり日常生活に生

かしたりすること。 

(2) 身の回りにある形の概形や

およその面積など 
ア
(ｱ) 身の回りにある形について，

その概形を捉え，およその面
積などを求めること。 
イ

(ｱ) 図形を構成する要素や性質
に着目し，筋道を立てて面積
などの求め方を考え，それを

日常生活に生かすこと。 

(3) 平面図形の面積 

ア
(ｱ) 円の面積の計算による求め
方について理解すること。 

イ
(ｱ) 図形を構成する要素などに
着目し，基本図形の面積の求

め方を見いだすとともに，その
表現を振り返り，簡潔かつ的
確な表現に高め，公式として

導くこと。 

(4) 立体図形の体積 

ア
(ｱ) 基本的な角柱及び円柱の
体積の計算による求め方につ

いて理解すること。 
イ
(ｱ) 図形を構成する要素に着目

し，基本図形の体積の求め方
を見いだすとともに，その表現
を振り返り，簡潔かつ的確な

表現に高め，公式として導くこ
と。 

(1) 平面図形 

ア
(ｱ) 角の二等分線，線分
の垂直二等分線，垂線

などの基本的な作図の
方法を理解すること。 
(ｲ) 平行移動，対称移動

及び回転移動につい
て理解すること。 
イ

(ｱ ) 図形の性質に着目
し，基本的な作図の方
法を考察し表現するこ

と。 
(ｲ ) 図形の移動に着目
し，二つの図形の関係

について考察し表現す
ること。 
(ｳ ) 基本的な作図や図

形の移動を具体的な
場面で活用すること。 

(2) 空間図形 
ア
(ｱ) 空間における直線や

平面の位置関係を知る
こと。 
(ｲ) 扇形の弧の長さと面

積，基本的な柱体や錐
体，球の表面積と体積
をすい求めること。 

イ
(ｱ) 空間図形を直線や平
面図形の運動によって

構成されるものと捉え
たり，空間図形を平面
上に表現して平面上の

表現から空間図形の
性質を見いだしたりす
ること。 

(ｲ ) 立体図形の表面積
や体積の求め方を考
察し表現すること。 

(1) 基本的な平面図形の

性質 
ア
(ｱ) 平行線や角の性質を

理解すること。 
(ｲ) 多角形の角について
の性質が見いだせるこ

とを知ること。 
イ
(ｱ) 基本的な平面図形の

性質を見いだし，平行
線や角の性質を基にし
てそれらを確かめ説明

すること。 

(2) 図形の合同 

ア
(ｱ ) 平面図形の合同の
意味及び三角形の合

同条件について理解
すること。 
(ｲ) 証明の必要性と意味

及びその方法につい
て理解すること。 

イ

(ｱ) 三角形の合同条件な
どを基にして三角形や
平行四辺形の基本的

な性質を論理的に確
かめたり，証明を読ん
で新たな性質を見いだ

したりすること。 
(ｲ) 三角形や平行四辺
形の基本的な性質など

を具体的な場面で活
用すること。 

(1) 図形の相似 

ア
(ｱ) 平面図形の相似の意
味及び三角形の相似

条件について理解する
こと。 
(ｲ) 基本的な立体の相似

の意味及び相似な図
形の相似比と面積比
や体積 

比との関係について理解
すること。 
イ

(ｱ) 三角形の相似条件な
どを基にして図形の基
本的な性質を論理的

に確 
かめること。 
(ｲ) 平行線と線分の比に

ついての性質を見いだ
し，それらを確かめるこ 
と。 

(ｳ) 相似な図形の性質を
具体的な場面で活用
すること。 

(2) 円周角と中心角の関
係

ア
(ｱ) 円周角と中心角の関
係の意味を理解し，そ

れが証明できることを
知ること。 
イ

(ｱ) 円周角と中心角の関
係を見いだすこと。 
(ｲ) 円周角と中心角の関

係を具体的な場面で
活用すること。 

(3) 三平方の定理 
ア
(ｱ) 三平方の定理の意味

を理解し，それが証明
できることを知ること。 
イ

(ｱ) 三平方の定理を見い
だすこと。 
(ｲ) 三平方の定理を具体

的な場面で活用するこ
と。 

底面 側面 線対称 点対称 対象の軸 
対象の中心 

弧 弦 回転体 
ねじれの位置 π 
 ⊥ ∠ △ 

対頂角 内角 外角 
定義 証明 逆 反例 
≡ 

∽ 
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Ｃ 測定 / 変化と関係 / 関数
測定 変化と関係 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 
(1) 身の回りのものの大きさ 
ア
(ｱ) 長さ，広さ，かさなどの量を，具

体的な操作によって直接比べた
り，他のものを用いて比べたりす
ること。 

(ｲ) 身の回りにあるものの大きさを
単位として，その幾つ分かで大き
さを比べること。 

イ
(ｱ) 身の回りのものの特徴に着目
し，量の大きさの比べ方を見い

だすこと。 

(2) 時刻 

ア
(ｱ) 日常生活の中で時刻を読むこ
と。 

イ
(ｱ) 時刻の読み方を用いて，時刻
と日常生活を関連付けること。 

(1) 量の単位と測定 
ア
(ｱ) 長さの単位（ミリメートル（mm），

センチメートル（cm），メートル
（m））及びかさの単位（ミリリットル
（mL），デシリットル（dL），リットル

（L））について知り，測定の意味
を理解すること。 
(ｲ) 長さ及びかさについて，およそ

の見当を付け，単位を適切に選
択して測定すること。 

イ

(ｱ) 身の回りのものの特徴に着目
し，目的に応じた単位で量の大
きさを的確に表現したり，比べた

りすること。 

(2) 時刻と時間 

ア
(ｱ) 日，時，分について知り，それ
らの関係を理解すること。 

イ
(ｱ) 時間の単位に着目し，時刻や
時間を日常生活に生かすこと。 

(1) 量の単位と測定 
ア
(ｱ) 長さの単位（キロメートル（km））

及び重さの単位（グラム（g），キロ
グラム（kg））について知り，測定
の意味を理解すること。 

(ｲ) 長さや重さについて，適切な単
位で表したり，およその見当を付
け計器を適切に選んで測定した

りすること。 
イ
(ｱ) 身の回りのものの特徴に着目

し，単位の関係を統合的に考察
すること。 

(2) 時刻と時間 
ア
(ｱ) 秒について知ること。 

(ｲ) 日常生活に必要な時刻や時間
を求めること。 
イ

(ｱ) 時間の単位に着目し，時刻や
時間の求め方について考察し，
日常生活に生かすこと。 

(1) 伴って変わる二つの数量 
ア
(ｱ) 変化の様子を表や式，折れ線

グラフを用いて表したり，変化の
特徴を読み取ったりすること。 

イ

(ｱ) 伴って変わる二つの数量を見
いだして，それらの関係に着目
し，表や式を用いて変化や対応

の特徴を考察すること。 

(2) 二つの数量の関係 

ア
(ｱ) 簡単な場合について，ある二
つの数量の関係と別の二つの数

量の関係とを比べる場合に割合
を用いる場合があることを知るこ
と。 

イ
(ｱ) 日常の事象における数量の関
係に着目し，図や式などを用い

て，ある二つの数量の関係と別
の二つの数量の関係との比べ方
を考察すること。 

用語・記号 

 単位   
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変化と関係 関数 

第５学年 第６学年 第７学年 第８学年 第９学年 
(1) 伴って変わる二つの数量 
ア
(ｱ) 簡単な場合について，比例の関係があることを
知ること。 
イ
(ｱ) 伴って変わる二つの数量を見いだして，それら
の関係に着目し，表や式を用いて変化や対応の
特徴を考察すること。 

(2) 異種の二つの量の割合として捉えられる数量 
ア
(ｱ) 速さなど単位量当たりの大きさの意味及び表し
方について理解し，それを求めること。 
イ
(ｱ) 異種の二つの量の割合として捉えられる数量
の関係に着目し，目的に応じて大きさを比べたり
表現したりする方法を考察し，それらを日常生活
に生かすこと。 

(3) 二つの数量の関係 
ア
(ｱ) ある二つの数量の関係と別の二つの数量の関
係とを比べる場合に割合を用いる場合があること
を理解すること。 
(ｲ) 百分率を用いた表し方を理解し，割合などを求
めること。 
イ
(ｱ) 日常の事象における数量の関係に着目し，図
や式などを用いて，ある二つの数量の関係と別
の二つの数量の関係との比べ方を考察し，それ
を日常生活に生かすこと。 

(1) 伴って変わる二つの数量 
ア
(ｱ) 比例の関係の意味や性質
を理解すること。 
(ｲ) 比例の関係を用いた問題
解決の方法について知るこ
と。 
(ｳ) 反比例の関係について知
ること。 

イ
(ｱ) 伴って変わる二つの数量
を見いだして，それらの関
係に着目し，目的に応じて
表や式，グラフを用いてそ
れらの関係を表現して，変
化や対応の特徴を見いだ
すとともに，それらを日常生
活に生かすこと。 

(2) 二つの数量の関係 
ア
(ｱ) 比の意味や表し方を理解
し，数量の関係を比で表し
たり，等しい比をつくったり
すること。 

イ
(ｱ) 日常の事象における数量
の関係に着目し，図や式な
どを用いて数量の関係の比
べ方を考察し，それを日常
生活に生かすこと。 

(1) 比例，反比例 
ア
(ｱ) 関数関係の意
味を理解するこ
と。 
(ｲ ) 比例，反比例
について理解す
ること。 
(ｳ) 座標の意味を
理解すること。 
(ｴ ) 比例，反比例
を表，式，グラフ
などに表すこと。 
イ
(ｱ) 比例，反比例と
して捉えられる二
つの数量につい
て，表，式，グラ
フなどを用いて
調べ，それらの
変化や対応の特
徴を見いだすこ
と。 
(ｲ ) 比例，反比例
を用いて具体的
な事象を捉え考
察し表現するこ
と。 

(1) 一次関数 
ア
(ｱ) 一次関数につ
いて理解するこ
と。 
(ｲ) 事象の中には
一次関数として
捉えられるものが
あることを知るこ
と。 
(ｳ) 二元一次方程
式を関数を表す
式とみること。 

イ
(ｱ) 一次関数として
捉えられる二つ
の数量につい
て，変化や対応
の特徴を見いだ
し，表，式，グラ
フを相互に関連
付けて考察し表
現すること。 
(ｲ) 一次関数を用
いて具体的な事
象を捉え考察し
表現すること。 

(1) 関数 y＝ax２
ア
(ｱ) 関数 y＝ax２に
ついて理解する
こと。 
(ｲ) 事象の中には
関数 y＝ax２とし
て捉えられるもの
があることを知る
こと。 
(ｳ ) いろいろな事
象の中に，関数
関係があることを
理解すること。 
イ
(ｱ) 関数 y＝ax２とし
て捉えられる二
つの数量につい
て，変化や対応
の特徴を見いだ
し，表，式，グラ
フを相互に関連
付けて考察し表
現すること。 
(ｲ) 関数 y＝ax２を
用いて具体的な
事象を捉え考察
し表現すること。 

比例 ％ 比の値 ： 関数 変数 変域 変化の割合 傾き
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Ｄ データの活用 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 

(1) 数量の整理 

ア

(ｱ) ものの個数について，簡単な

絵や図などに表したり，それらを

読み取ったりすること。 

イ

(ｱ) データの個数に着目し，身の

回りの事象の特徴を捉えること。 

(1) データの分析 

ア

(ｱ) 身の回りにある数量を分類整

理し，簡単な表やグラフを用いて

表したり読み取ったりすること。 

イ

(ｱ) データを整理する観点に着目

し，身の回りの事象について表

やグラフを用いて考察すること。 

(1) データの分析 

ア

(ｱ) 日時の観点や場所の観点など

からデータを分類整理し，表に

表したり読んだりすること。 

(ｲ) 棒グラフの特徴やその用い方

を理解すること。 

イ

(ｱ) データを整理する観点に着目

し，身の回りの事象について表

やグラフを用いて考察して，見い

だしたことを表現すること。 

(1) データの収集とその分析 

ア

(ｱ) データを二つの観点から分類

整理する方法を知ること。 

(ｲ) 折れ線グラフの特徴とその用い

方を理解すること。 

イ

(ｱ) 目的に応じてデータを集めて

分類整理し，データの特徴や傾

向に着目し，問題を解決するた

めに適切なグラフを選択して判

断し，その結論について考察す

ること。 

用語・記号 
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第５学年 第６学年 第７学年 第８学年 第９学年 
(1) データの収集とその分析 
ア
(ｱ) 円グラフや帯グラフの特
徴とそれらの用い方を理
解すること。 
(ｲ) データの収集や適切な
手法の選択など統計的な
問題解決の方法を知るこ
と。 
イ
(ｱ) 目的に応じてデータを
集めて分類整理し，デー
タの特徴や傾向に着目
し，問題を解決するため
に適切なグラフを選択し
て判断し，その結論につ
いて多面的に捉え考察す
ること。 

(2) 測定した結果を平均す
る方法 

ア
(ｱ) 平均の意味について理
解すること。 
イ
(ｱ) 概括的に捉えることに
着目し，測定した結果を
平均する方法について考
察し，それを学習や日常
生活に生かすこと。 

(1) データの収集とその分析 
ア
(ｱ) 代表値の意味や求め方を
理解すること。 
(ｲ) 度数分布を表す表やグラフ
の特徴及びそれらの用い方を
理解すること。 
(ｳ) 目的に応じてデータを収集
したり適切な手法を選択したり
するなど，統計的な問題解決
の方法を知ること。 

イ
(ｱ) 目的に応じてデータを集め
て分類整理し，データの特徴
や傾向に着目し，代表値など
を用いて問題の結論につい
て判断するとともに，その妥当
性について批判的に考察す
ること。 

(2) 起こり得る場合 
ア
(ｱ) 起こり得る場合を順序よく整
理するための図や表などの用
い方を知ること。 

イ
(ｱ) 事象の特徴に着目し，順序
よく整理する観点を決めて，
落ちや重なりなく調べる方法
を考察すること。 

(1) データの分布の傾向 
ア
(ｱ) ヒストグラムや相対度数
などの必要性と意味を理
解すること。 
(ｲ) コンピュータなどの情報
手段を用いるなどして
データを表やグラフに整
理すること。 

イ
(ｱ) 目的に応じてデータを
収集して分析し，その
データの分布の傾向を読
み取り，批判的に考察し
判断すること。 

(2) 不確定な事象の起こり
やすさ 

ア
(ｱ) 多数の観察や多数回の
試行によって得られる確
率の必要性と意味を理解
すること。 

イ
(ｱ) 多数の観察や多数回の
試行の結果を基にして，
不確定な事象の起こりや
すさの傾向を読み取り表
現すること。 

(1) データの分布の比較 
ア
(ｱ) 四分位範囲や箱ひげ図の
必要性と意味を理解すること。 
(ｲ) コンピュータなどの情報手段
を用いるなどしてデータを整
理し箱ひげ図で表すこと。 
イ
(ｱ) 四分位範囲や箱ひげ図を用
いてデータの分布の傾向を比
較して読み取り，批判的に考
察し判断すること。 

(2) 不確定な事象の起こりやす
さ 

ア
(ｱ) 多数回の試行によって得ら
れる確率と関連付けて，場合
の数を基にして得られる確率
の必要性と意味を理解するこ
と。 
(ｲ) 簡単な場合について確率を
求めること。 
イ
(ｱ) 同様に確からしいことに着目
し，場合の数を基にして得ら
れる確率の求め方を考察し表
現すること。 
(ｲ) 確率を用いて不確定な事象
を捉え考察し表現すること。 

(1) 標本調査 
ア
(ｱ) 標本調査の必
要性と意味を理
解すること。 
(ｲ) コンピュータな
どの情報手段を
用いるなどして
無作為に標本を
取り出し，整理
すること。 
イ
(ｱ) 標本調査の方
法や結果を批判
的に考察し表現
すること。 
(ｲ) 簡単な場合に
ついて標本調査
を行い，母集団
の傾向を推定し
判断すること。 

 ドットプロット 平均値 

中央地 最頻値 階級  

範囲 累積度数 四分位範囲 四分位数 

箱ひげ図

全数調査 
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〔数学的活動〕 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図

形」，「Ｃ測定」及び「Ｄデータの

活用」に示す学習については，

次のような数学的活動に取り組

むものとする。 

ア 身の回りの事象を観察したり，

具体物を操作したりして，数量や

形を見いだす活動 

イ 日常生活の問題を具体物など

を用いて解決したり結果を確か

めたりする活動 

ウ 算数の問題を具体物などを用

いて解決したり結果を確かめたり

する活動 

エ 問題解決の過程や結果を，具

体物や図などを用いて表現する

活動 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図

形」，「Ｃ測定」及び「Ｄデータの

活用」に示す学習については，

次のような数学的活動に取り組

むものとする。 

ア 身の回りの事象を観察したり，

具体物を操作したりして，数量や

図形に進んで関わる活動 

イ 日常の事象から見いだした算

数の問題を，具体物，図，数，式

などを用いて解決し，結果を確

かめる活動 

ウ 算数の学習場面から見いだし

た算数の問題を，具体物，図，

数，式などを用いて解決し，結果

を確かめる活動 

エ 問題解決の過程や結果を，具

体物，図，数，式などを用いて表

現し伝え合う活動 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図

形」，「Ｃ測定」及び「Ｄデータの

活用」に示す学習については，

次のような数学的活動に取り組

むものとする。 

ア 身の回りの事象を観察したり，

具体物を操作したりして，数量や

図形に進んで関わる活動 

イ 日常の事象から見いだした算

数の問題を，具体物，図，数，式

などを用いて解決し，結果を確

かめる活動 

ウ 算数の学習場面から見いだし

た算数の問題を，具体物，図，

数，式などを用いて解決し，結果

を確かめる活動 

エ 問題解決の過程や結果を，具

体物，図，数，式などを用いて表

現し伝え合う活動 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図

形」，「Ｃ変化と関係」及び「Ｄ

データの活用」に示す学習につ

いては，次のような数学的活動

に取り組むものとする。 

ア 日常の事象から算数の問題を

見いだして解決し，結果を確か

めたり，日常生活等に生かしたり

する活動 

イ 算数の学習場面から算数の問

題を見いだして解決し，結果を

確かめたり，発展的に考察したり

する活動 

ウ 問題解決の過程や結果を，図

や式などを用いて数学的に表現

し伝え合う活動 
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第５学年 第６学年 第７学年 第８学年 第９学年 
(1) 内容の「Ａ数と計算」，

「Ｂ図形」，「Ｃ変化と関

係」及び「Ｄデータの活

用」に示す学習について

は，次のような数学的活

動に取り組むものとする。 

ア 日常の事象から算数の

問題を見いだして解決

し，結果を確かめたり，日

常生活等に生かしたりす

る活動 

イ 算数の学習場面から算

数の問題を見いだして解

決し，結果を確かめたり，

発展的に考察したりする

活動 

ウ 問題解決の過程や結果

を，図や式などを用いて

数学的に表現し伝え合う

活動 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，

「Ｂ図形」，「Ｃ変化と関

係」及び「Ｄデータの活

用」に示す学習について

は，次のような数学的活

動に取り組むものとする。 

ア 日常の事象を数理的に

捉え問題を見いだして解

決し，解決過程を振り返

り，結果や方法を改善し

たり，日常生活等に生か

したりする活動 

イ 算数の学習場面から算

数の問題を見いだして解

決し，解決過程を振り返り

統合的・発展的に考察す

る活動 

ウ 問題解決の過程や結果

を，目的に応じて図や式

などを用いて数学的に表

現し伝え合う活動 

(1) 「Ａ数と式」，「Ｂ図形」，

「Ｃ関数」及び「Ｄデータ

の活用」の学習やそれら

を相互に関連付けた学

習において，次のような

数学的活動に取り組むも

のとする。 

ア 日常の事象を数理的に

捉え，数学的に表現・処

理し，問題を解決したり，

解決の過程や結果を振り

返って考察したりする活

動 

イ 数学の事象から問題を

見いだし解決したり，解

決の過程や結果を振り

返って統合的・発展的に

考察したりする活動 

ウ 数学的な表現を用いて

筋道立てて説明し伝え合

う活動 

(1) 「Ａ数と式」，「Ｂ図形」，

「Ｃ関数」及び「Ｄデータの

活用」の学習やそれらを相

互に関連付けた学習にお

いて，次のような数学的活

動に取り組むものとする。 

ア 日常の事象や社会の事

象を数理的に捉え，数学

的に表現・処理し，問題を

解決したり，解決の過程や

結果を振り返って考察した

りする活動 

イ 数学の事象から見通し

をもって問題を見いだし解

決したり，解決の過程や結

果を振り返って統合的・発

展的に考察したりする活

動 

ウ 数学的な表現を用いて

論理的に説明し伝え合う

活動 

(1) 「Ａ数と式」，「Ｂ図形」，

「Ｃ関数」及び「Ｄデータの

活用」の学習やそれらを相

互に関連付けた学習にお

いて，次のような数学的活

動に取り組むものとする。 

ア 日常の事象や社会の事

象を数理的に捉え，数学

的に表現・処理し，問題を

解決したり，解決の過程や

結果を振り返って考察した

りする活動 

イ 数学の事象から見通し

をもって問題を見いだし解

決したり，解決の過程や結

果を振り返って統合的・発

展的に考察したりする活

動 

ウ 数学的な表現を用いて

論理的に説明し伝え合う

活動 
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３ 内容の取扱い 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 
(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)につ

いては，１万についても取り扱うも

のとする。 

(2) 内容の「Ａ数と計算」の(2)につ

いては，必要な場合には，（ ）や

□などを用いることができる。ま

た，計算の結果の見積りについ

て配慮するものとする。 

(3) 内容の「Ａ数と計算」の(2)のア

の(ｳ)については，交換法則や結

合法則を取り扱うものとする。 

(4) 内容の「Ａ数と計算」の(3)のア

の(ｳ)については，主に乗数が１

ずつ増えるときの積の増え方や

交換法則を取り扱うものとする。 

(5) 内容の「Ｂ図形」の(1)のアの(ｲ)

に関連して，正方形，長方形が

身の回りで多く使われていること

が分かるようにするとともに，敷き

詰めるなどの操作的な活動を通

して，平面の広がりについての基

礎となる経験を豊かにするよう配

慮するものとする。 

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)につ

いては，１億についても取り扱うも

のとする。 

(2) 内容の「Ａ数と計算」の(2)及び

(3)については，簡単な計算は暗

算でできるよう配慮するものとす

る。また，計算の結果の見積りに

ついても触れるものとする。 

(3) 内容の「Ａ数と計算」の(3)につ

いては，乗数又は被乗数が０の

場合の計算についても取り扱うも

のとする。 

(4) 内容の「Ａ数と計算」の(3)のア

の(ｳ)については，交換法則，結

合法則，分配法則を取り扱うもの

とする。 

(5) 内容の「Ａ数と計算」の(5)及び

(6)については，小数の0.1と分数

の 1/10 などを数直線を用いて関

連付けて取り扱うものとする。 

(6) 内容の「Ｂ図形」の(1)の基本的

な図形については，定規，コンパ

スなどを用いて，図形をかいたり

確かめたりする活動を重視すると

ともに，三角形や円などを基にし

て模様をかくなどの具体的な活

動を通して，図形のもつ美しさに

関心をもたせるよう配慮するもの

とする。 

(7) 内容の「Ｃ測定」の(1)について

は，重さの単位のトン(t)について

触れるとともに，接頭語（キロ（k）

やミリ（m））についても触れるもの

とする。 

(8) 内容の「Ｄデータの活用」の(1)

のアの(ｲ)については，最小目盛

りが２，５又は20，50などの棒グラ

フや，複数の棒グラフを組み合わ

せたグラフなどにも触れるものと

する。 

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1) につ

いては，大きな数を表す際に，３

桁ごとに区切りを用いる場合があ

ることに触れるものとする。 

(2) 内容の「Ａ数と計算」の(2)のア

の(ｳ)及び(3)については，簡単な

計算は暗算でできるよう配慮する

ものとする。また，暗算を筆算や

見積りに生かすよう配慮するもの

とする。 

(3) 内容の「Ａ数と計算」の(3)につ

いては，第１学年から第４学年ま

でに示す整数の計算の能力を定

着させ，それを用いる能力を伸ば

すことに配慮するものとする。 

(4) 内容の「Ａ数と計算」の(3)のア

の(ｴ)については，除数及び被除

数に同じ数をかけても，同じ数で

割っても商は変わらないという性

質などを取り扱うものとする。 

(5) 内容の「Ａ数と計算」の(4)のア

の(ｴ)については，整数を整数で

割って商が小数になる場合も含

めるものとする。 

(6) 内容の「Ａ数と計算」の(7)のア

の(ｱ)については，交換法則，結

合法則，分配法則を扱うものとす

る。 

(7) 内容の「Ｂ図形」の(1)について

は，平行四辺形，ひし形，台形で

平面を敷き詰めるなどの操作的

な活動を重視するよう配慮するも

のとする。 

(8) 内容の「Ｂ図形」の(4)のアの(ｱ)

については，アール（a），ヘク

タール（ha）の単位についても触

れるものとする。 

(9) 内容の「Ｄデータの活用」の(1)

のアの(ｱ)については，資料を調

べるときに，落ちや重なりがない

ようにすることを取り扱うものとす

る。 

(10) 内容の「Ｄデータの活用」の(1)

のアの(ｲ)については，複数系列

のグラフや組み合わせたグラフに

も触れるものとする。 
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第５学年 第６学年 第７学年 第８学年 第９学年 
(1) 内容の「Ａ数と計算」の

(1)のアの(ｲ)については，

最大公約数や最小公倍

数を形式的に求めること

に偏ることなく，具体的な

場面に即して取り扱うもの

とする。 

(2) 内容の「Ｂ図形」の(1)に

ついては，平面を合同な

図形で敷き詰めるなどの

操作的な活動を重視する

よう配慮するものとする。 

(3) 内容の「Ｂ図形」の(1)の

アの(ｴ)については，円周

率は 3.14 を用いるものと

する。 

(4) 内容の「Ｃ変化と関係」

の(3)のアの(ｲ)について

は，歩合の表し方につい

て触れるものとする。 

(5) 内容の「Ｄデータの活

用」の(1)については，複

数の帯グラフを比べること

にも触れるものとする。 

(1) 内容の「Ａ数と計算」の

(1)については，逆数を用

いて除法を乗法の計算と

してみることや，整数や小

数の乗法や除法を分数

の場合の計算にまとめる

ことも取り扱うものとする。 

(2) 内容の「Ａ数と計算」の

(1)については，第３学年

から第６学年までに示す

小数や分数の計算の能

力を定着させ，それらを

用いる能力を伸ばすこと

に配慮するものとする。 

(3) 内容の「Ｂ図形」の(3)の

アの(ｱ)については，円周

率は 3.14 を用いるものと

する。 

(1) 内容の「Ａ数と式」の(1)

に関連して，自然数を素

数の積として表すことを取

り扱うものとする。 

(2) 内容の「Ａ数と式」の(1)

のアとイの(ｱ)に関連し

て，数の集合と四則計算

の可能性を取り扱うものと

する。 

(3) 内容の「Ａ数と式」の(2)

のアの(ｴ)に関連して，大

小関係を不等式を用いて

表すことを取り扱うものと

する。 

(4) 内容の「Ａ数と式」の(3)

のアの(ｲ)とイの(ｲ)に関連

して，簡単な比例式を解

くことを取り扱うものとす

る。 

(5) 内容の「Ｂ図形」の(1)の

イの(ｳ)に関連して，円の

接線はその接点を通る半

径に垂直であることを取り

扱うものとする。 

(6) 内容の「Ｂ図形」の(2)の

イの(ｱ)については，見取

図や展開図，投影図を取

り扱うものとする。 

(1) 内容の「Ｂ図形」の(2)の

イの(ｱ)に関連して，正方

形，ひし形及び長方形が

平行四辺形の特別な形

であることを取り扱うものと

する。 

(1) 内容の「Ａ数と式」の(1)

などに関連して，誤差や

近似値，a×10nの形の表
現を取り扱うものとする。 

(2) 内容の「Ａ数と式」の(3)

については，実数の解を

もつ二次方程式を取り扱

うものとする。 

(3) 内容の「Ａ数と式」の(3)

のアの(ｲ)とイの(ｱ)につい

ては，ax2＝b（a，bは有理
数）の二次方程式及び x2

＋px＋q＝0(p，qは整数）
の二次方程式を取り扱う

ものとする。因数分解して

解くことの指導において

は，内容の「Ａ数と式」の

(2)のアの(ｲ)に示した公

式を用いることができるも

のを中心に取り扱うものと

する。また，平方の形に

変形して解くことの指導に

おいては，xの係数が偶
数であるものを中心に取

り扱うものとする。 

(4) 内容の「Ｂ図形」の(2)に

関連して，円周角の定理

の逆を取り扱うものとす

る。 
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 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

〔第３学年から第６学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，数学的活動を通して，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにする

こと。その際，数学的な見方・考え方を働かせながら，日常の事象を数理的に捉え，

算数の問題を見いだし，問題を自立的，協働的に解決し，学習の過程を振り返り，概

念を形成するなどの学習の充実を図ること。 

(2) 第２の各学年の内容は，次の学年以降においても必要に応じて継続して指導するこ

と。数量や図形についての基礎的な能力の習熟や維持を図るため，適宜練習の機会を

設けて計画的に指導すること。なお，その際，第１章総則の第２の３の(2)のウの(ｲ)

に掲げる指導を行う場合には，当該指導のねらいを明確にするとともに，単元など内

容や時間のまとまりを見通して資質・能力が偏りなく育成されるよう計画的に指導す

ること。また，学年間の指導内容を円滑に接続させるため，適切な反復による学習指

導を進めるようにすること。 

(3) 第２の各学年の内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，「Ｃ測定」，「Ｃ変化と関係」及び

「Ｄデータの活用」の間の指導の関連を図ること。 

(4) 低学年においては，第１章総則の第２の４の(1)を踏まえ，他教科等との関連を積極

的に図り，指導の効果を高めるようにするとともに，幼稚園教育要領等に示す幼児期

の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること。特に，小学校入学当初にお

いては，生活科を中心とした合科的・関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行う

などの工夫をすること。 

(5) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(6) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，算数／数学科の特質に応じ

て適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 思考力，判断力，表現力等を育成するため，各学年の内容の指導に当たっては，具

体物，図，言葉，数，式，表，グラフなどを用いて考えたり，説明したり，互いに自

分の考えを表現し伝え合ったり，学び合ったり，高め合ったりするなどの学習活動を

積極的に取り入れるようにすること。 

(2) 数量や図形についての感覚を豊かにしたり，表やグラフを用いて表現する力を高め

たりするなどのため，必要な場面においてコンピュータなどを適切に活用すること。

また，第１章総則の第３の１の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的

思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には，児童の負担に配慮しつつ，例え

ば第２の各学年の内容の〔第５学年〕の「Ｂ図形」の(1)における正多角形の作図を行

う学習に関連して，正確な繰り返し作業を行う必要があり，更に一部を変えることで

いろいろな正多角形を同様に考えることができる場面などで取り扱うこと。 
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(3) 各領域の指導に当たっては，具体物を操作したり，日常の事象を観察したり，児童

にとって身近な算数の問題を解決したりするなどの具体的な体験を伴う学習を通して，

数量や図形について実感を伴った理解をしたり，算数を学ぶ意義を実感したりする機

会を設けること。 

(4) 第２の各学年の内容に示す〔用語・記号〕は，当該学年で取り上げる内容の程度や

範囲を明確にするために示したものであり，その指導に当たっては，各学年の内容と

密接に関連させて取り上げるようにし，それらを用いて表したり考えたりすることの

よさが分かるようにすること。 

(5) 数量や図形についての豊かな感覚を育てるとともに，およその大きさや形を捉え，

それらに基づいて適切に判断したり，能率的な処理の仕方を考え出したりすることが

できるようにすること。 

(6) 筆算による計算の技能を確実に身に付けることを重視するとともに，目的に応じて

計算の結果の見積りをして，計算の仕方や結果について適切に判断できるようにする

こと。また，低学年の「Ａ数と計算」の指導に当たっては，そろばんや具体物などの

教具を適宜用いて，数と計算についての意味の理解を深めるよう留意すること。 

３ 数学的活動の取組においては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 数学的活動は，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けたり，思考力，判

断力，表現力等を高めたり，算数を学ぶことの楽しさや意義を実感したりするために，

重要な役割を果たすものであることから，各学年の内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，

「Ｃ測定」，「Ｃ変化と関係」及び「Ｄデータの活用」に示す事項については，数学的

活動を通して指導するようにすること。 

(2) 数学的活動を楽しめるようにする機会を設けること。 

(3) 算数の問題を解決する方法を理解するとともに，自ら問題を見いだし，解決するた

めの構想を立て，実践し，その結果を評価・改善する機会を設けること。 

(4) 具体物，図，数，式，表，グラフ相互の関連を図る機会を設けること。 

(5) 友達と考えを伝え合うことで学び合ったり，学習の過程と成果を振り返り，よりよ

く問題解決できたことを実感したりする機会を設けること。 

〔第７学年から第９学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，数学的活動を通して，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにする

こと。その際，数学的な見方・考え方を働かせながら，日常の事象や社会の事象を数

理的に捉え，数学の問題を見いだし，問題を自立的，協働的に解決し，学習の過程を

振り返り，概念を形成するなどの学習の充実を図ること。 

(2) 第２の各学年の目標の達成に支障のない範囲内で，当該学年の内容の一部を軽く取

り扱い，それを後の学年で指導することができるものとすること。また，学年の目標

を逸脱しない範囲内で，後の学年の内容の一部を加えて指導することもできるものと

すること。 
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(3) 生徒の学習を確実なものにするために，新たな内容を指導する際には，既に指導し

た関連する内容を意図的に再度取り上げ，学び直しの機会を設定することに配慮する

こと。 

(4) 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(5) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，算数／数学科の特質に応じ

て適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 思考力，判断力，表現力等を育成するため，各学年の内容の指導に当たっては，数

学的な表現を用いて簡潔・明瞭・的確に表現したり，互いに自分の考えを表現し伝え

合ったりするなどの機会を設けること。 

(2) 各領域の指導に当たっては，必要に応じ，そろばんや電卓，コンピュータ，情報通

信ネットワークなどの情報手段を適切に活用し，学習の効果を高めること。 

(3) 各領域の指導に当たっては，具体物を操作して考えたり，データを収集して整理し

たりするなどの具体的な体験を伴う学習を充実すること。 

(4) 第２の各学年の内容に示す〔用語・記号〕は，当該学年で取り扱う内容の程度や範

囲を明確にするために示したものであり，その指導に当たっては，各学年の内容と密

接に関連させて取り上げること。 

３ 数学的活動の取組においては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 数学的活動を楽しめるようにするとともに，数学を学習することの意義や数学の必

要性などを実感する機会を設けること。 

(2) 数学を活用して問題解決する方法を理解するとともに，自ら問題を見いだし，解決

するための構想を立て，実践し，その過程や結果を評価・改善する機会を設けること。 

(3) 各領域の指導に当たっては，観察や操作，実験などの活動を通して，数量や図形な

どの性質を見いだしたり，発展させたりする機会を設けること。 

(4) 数学的活動の過程を振り返り，レポートにまとめ発表することなどを通して，その

成果を共有する機会を設けること。 

４ 生徒の数学的活動への取組を促し思考力，判断力，表現力等の育成を図るため，各領域

の内容を総合したり日常の事象や他教科等での学習に関連付けたりするなどして見いだ

した問題を解決する学習を課題学習と言い，この実施に当たっては各学年で指導計画に

適切に位置付けるものとする。 
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第４節 理 科

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

○ 学力調査の児童質問紙及び生徒質問紙から，理科の勉強が好きである，また，理科の

勉強が大切であると回答している児童・生徒が増加傾向にあり，いわゆる「理科嫌い」

は改善されたと言える。

○ また，理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えている児

童・生徒，さらに，観察や実験の結果をもとに考察をしていると回答している児童・生

徒の割合も増加しており，理科学習の 7年間を通して授業改善が図られている。
○ 一方で，各種学力調査の結果では，多くの問いで東京都の平均や全国の平均を下回っ

ている。学力調査の結果などを基に，児童・生徒の実態を捉えた対応策が十分に講じら

れていないことも考えられる。

○ 学力調査の学校質問紙から，中学校・義務教育学校（後期課程）において，観察・実

験においての実施回数，器具や薬品の使用，生徒の考えを生かした方法での実施に課題

がみられる。

○ 学校段階間（校種間）による授業観が異なっており，授業づくりの意識が小学校・義

務教育学校（前期課程）では活動を中心としたものであり，中学校・義務教育学校（後

期課程）では知識の習得に重きがおかれたままになっている。

○ 平成 18年度から実施している副教材「創造」について，学校段階間の円滑な接続のた
めに実施してきたが，指導の際にそれが十分に意識されてこなかった。

２ 課題を克服するための視点 

 これらの課題を克服するためには，教員の指導観や学習観を共通のものにし， 7年間の
学習内容や指導方法に系統性をもたせる必要がある。また，定着度を確認し合うことで，

上位学年において指導を改善し，一層の定着が図れるよう連携した指導を行う。その上で，

自ら問題を発見し解決していく学習を展開していくことが強く求められる。そこで，次の

点を重視する。

○ 7 年間を通して科学的知識・理解に裏付けられた「生命観，自然観，科学・技術観，
人間観をはぐくむ」という視点を重視することを，教育課程編成の基本的な考えとする。

○ 事物・現象を科学的に探究する力や理科の見方・考え方を働かせながら問題解決に必

要な資質・能力を身に付けさせるために，物質の性質等を調べる学習を意図的・系統的

に設定する。

○ 自然の事物・現象を的確にとらえ，問題を明確にした観察・実験を重視した授業を展

開する。

○ 理科で学習したことを生活に生かしていくよう，理科の学習と日常生活との関連を

図った内容や方法を充実できるよう工夫する。

○ 科学館・博物館など地域施設との連携や専門家から指導を受けるなど，地域の施設や

人材の活用を積極的に図る。

○ 科学技術や進路に対する意識を高めるため，地域企業との連携を図った学習やテーマ
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学習等を積極的に取り入れる。

○ 生活科との関連を図り，生活科での自然体験を理科学習に生かす。

○ 各種学力調査の結果を経年で分析し，課題を把握するとともに，課題解決のための対

策について各校で理科を指導する教員同士で共通理解を図り，共通の意識をもって指導

を行う。

３ 具体的な手だて

 これまでの課題を克服するための視点を踏まえ，次の手だてを講じること。

○ 教員が 7年間の理科学習の系統性を十分に理解した上で，小学校及び義務教育学校（前
期課程）においては，以降の学習内容にどのようにつながっているのかを意識して指導

すること。また，中学校及び義務教育学校（後期課程）においては，既習事項を十分に

踏まえた学習指導をすること。

◯ 物の性質を追究する力を育む基礎段階として第 3学年に「金属の種類」，第 6学年に「空
気の重さ」の単元を追加すること。

◯ 児童・生徒が問題解決の流れを着実に身に付けられるように、例えば小学校及び義務

教育学校（前期課程）でノート指導を徹底し、基本的な流れをつかませてから中学校及

び義務教育学校（後期課程）でのレポート作成に生かせるようにするなど、指導方法を

工夫すること。

○ 学習指導要領解説理科編及び品川区立学校教育要領で示されている観察・実験につい

ては，原則実施すること。その際，観察・実験器具の使い方，安全に留意した観察・実

験方法を十分に指導すること。

○ 全ての児童・生徒が観察・実験に関われるように，個別化を図ったり，グループで役

割を一人一人に与える際には，役割を順次交代したり，指導方法を工夫すること。

○ 観察・実験等で，直接体験が難しい内容については，模型やモデル，ICT による画像
や動画などを有効に活用して理解できるようにする。また，観察・実験等の基礎となる

操作や知識の定着の一層の充実を図ること。

○ 自然事象に関する知識・理解に偏重した指導ではなく，児童・生徒に自然事象への関

心を高め，問題意識をもたせ，主体的・対話的な学習を通して，児童・生徒自らが問題

解決に向かって学習に取り組めるよう指導方法の工夫改善を行うこと。

 第１ 目標 

 自然の事物・現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験

を行うことなどを通して，自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力

を次のとおり育成することを目指す。

(1) 自然の事物・現象についての理解を深め，科学的に探究するために必要な観察，実

験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。 

(2) 観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。 

(3) 自然の事物・現象に進んで関わり，科学的に探究しようとする態度を養う。
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 第２ 各学年・各分野の目標及び内容 

１ 目 標 

 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

各
学
年
の
目
標

(1)
物
質
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

①物の性質，風とゴムの力
の働き，光と音の性質，磁
石の性質及び電気の回路
についての理解を図り，観
察，実験などに関する基本
的な技能を身に付けるよ
うにする。

①空気，水及び金属の性
質，電流の働きについての
理解を図り，観察，実験な
どに関する基本的な技能
を身に付けるようにする。

①物の溶け方，振り子の運
動，電流がつくる磁力につ
いての理解を図り，観察，
実験などに関する基本的
な技能を身に付けるよう
にする。

①燃焼の仕組み，水溶液の
性質，てこの規則性及び電
気の性質や働きについて
の理解を図り，観察，実験
などに関する基本的な技
能を身に付けるようにす
る。

②物の性質，風とゴムの力
の働き，光と音の性質，磁
石の性質及び電気の回路
について追究する中で，主
に差異点や共通点を基に，
問題を見いだす力を養う。

②空気，水及び金属の性
質，電流の働きについて追
究する中で，主に既習の内
容や生活経験を基に，根拠
のある予想や仮説を発想
する力を養う。

②物の溶け方，振り子の運
動，電流がつくる磁力につ
いて追究する中で，主に予
想や仮説を基に，解決の方
法を発想する力を養う。

②燃焼の仕組み，水溶液の
性質，てこの規則性及び電
気の性質や働きについて
追究する中で，主にそれら
の仕組みや性質，規則性及
び働きについて，より妥当
な考えをつくりだす力を
養う。

③物の性質，風とゴムの力
の働き，光と音の性質，磁
石の性質及び電気の回路
について追究する中で，主
体的に問題解決しようと
する態度を養う。

③空気，水及び金属の性
質，電流の働きについて追
究する中で，主体的に問題
解決しようとする態度を
養う。

③物の溶け方，振り子の運
動，電流がつくる磁力につ
いて追究する中で，主体的
に問題解決しようとする
態度を養う。

③燃焼の仕組み，水溶液の
性質，てこの規則性及び電
気の性質や働きについて
追究する中で，主体的に問
題解決しようとする態度
を養う。

(2)
生
命
・
地
球

①身の回りの生物，太陽と
地面の様子についての理
解を図り，観察，実験など
に関する基本的な技能を
身に付けるようにする。

①人の体のつくりと運動，
動物の活動や植物の成長
と環境との関わり，雨水の
行方と地面の様子，気象現
象，月や星についての理解
を図り，観察，実験などに
関する基本的な技能を身
に付けるようにする。

①生命の連続性，流れる水
の働き，気象現象の規則性
についての理解を図り，観
察，実験などに関する基本
的な技能を身に付けるよ
うにする。

①生物の体のつくりと働
き，生物と環境との関わ
り，土地のつくりと変化，
月の形の見え方と太陽と
の位置関係についての理
解を図り，観察，実験など
に関する基本的な技能を
身に付けるようにする。

②身の回りの生物，太陽と
地面の様子について追究
する中で，主に差異点や共
通点を基に，問題を見いだ
す力を養う。

②人の体のつくりと運動，
動物の活動や植物の成長
と環境との関わり，雨水の
行方と地面の様子，気象現
象，月や星について追究す
る中で，主に既習の内容や
生活経験を基に，根拠のあ
る予想や仮説を発想する
力を養う。

②生命の連続性，流れる水
の働き，気象現象の規則性
について追究する中で，主
に予想や仮説を基に，解決
の方法を発想する力を養
う。

②生物の体のつくりと働
き，生物と環境との関わ
り，土地のつくりと変化，
月の形の見え方と太陽と
の位置関係について追究
する中で，主にそれらの働
きや関わり，変化及び関係
について，より妥当な考え
をつくりだす力を養う。

③身の回りの生物，太陽と
地面の様子について追究
する中で，生物を愛護する
態度や主体的に問題解決
しようとする態度を養う。

③人の体のつくりと運動，
動物の活動や植物の成長
と環境との関わり，雨水の
行方と地面の様子，気象現
象，月や星について追究す
る中で，生物を愛護する態
度や主体的に問題解決し
ようとする態度を養う。

③生命の連続性，流れる水
の働き，気象現象の規則性
について追究する中で，生
命を尊重する態度や主体
的に問題解決しようとす
る態度を養う。

③生物の体のつくりと働
き，生物と環境との関わ
り，土地のつくりと変化，
月の形の見え方と太陽と
の位置関係について追究
する中で，生命を尊重する
態度や主体的に問題解決
しようとする態度を養う。
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第７学年 第８学年 第９学年  

 物質やエネルギーに関する事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次の

とおり育成することを目指す。 

第
１
分
野

各
分
野
の
目
標

(1) 物質やエネルギーに関する事物・現象についての観察，実験などを行い，身近な物理現

象，電流とその利用，運動とエネルギー，身の回りの物質，化学変化と原子・分子，化学

変化とイオンなどについて理解するとともに，科学技術の発展と人間生活との関わりにつ

いて認識を深めるようにする。また，それらを科学的に探究するために必要な観察，実験

などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。

(2) 物質やエネルギーに関する事物・現象に関わり，それらの中に問題を見いだし見通しを

もって観察，実験などを行い，その結果を分析して解釈し表現するなど，科学的に探究す

る活動を通して，規則性を見いだしたり課題を解決したりする力を養う。 

(3) 物質やエネルギーに関する事物・現象に進んで関わり，科学的に探究しようとする態度

を養うとともに，自然を総合的に見ることができるようにする。 

 生命や地球に関する事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり

育成することを目指す。 

第
２
分
野

(1) 生命や地球に関する事物・現象についての観察，実験などを行い，生物の体のつくりと

働き，生命の連続性，大地の成り立ちと変化，気象とその変化，地球と宇宙などについて

理解するとともに，科学的に探究するために必要な観察，実験などに関する基本的な技能

を身に付けるようにする。 

(2) 生命や地球に関する事物・現象に関わり，それらの中に問題を見いだし見通しをもって

観察，実験などを行い，その結果を分析して解釈し表現するなど，科学的に探究する活動

を通して，多様性に気付くとともに規則性を見いだしたり課題を解決したりする力を養う。 

(3) 生命や地球に関する事物・現象に進んで関わり，科学的に探究しようとする態度と，生

命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度を養うとともに，自然を総合的に見ることが

できるようにする。 
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２ 内 容 

〔エネルギーを柱とした内容〕 

第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 
(2)風とゴムの力の働き 
風とゴムの力の働きにつ

いて，力と物の動く様子に
着目して，それらを比較しな
がら調べる活動を通して，

次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。 
ア

(ｱ) 風の力は，物を動かす
ことができること。また，風
の力の大きさを変えると，

物が動く様子も変わるこ
と。 
(ｲ) ゴムの力は，物を動か

すことができること。また，
ゴムの力の大きさを変え
ると，物が動く様子も変わ

ること。 

(3)光と音の性質 
光と音の性質について，

光を当てたときの明るさや
暖かさ，音を出したときの震
え方に着目して，光の強さ

や音の大きさを変えたとき
の違いを比較しながら調べ
る活動を通して，次の事項

を身に付けることができるよ
う指導する。 
ア

(ｱ) 日光は直進し，集めた
り反射させたりできるこ
と。 

(ｲ) 物に日光を当てると，物
の明るさや暖かさが変わ
ること。 

( ｳ ) 物から音が出たり伝
わったりするとき，物は震
えていること。また，音の

大きさが変わるとき物の
震え方が変わること。 

(2) 振り子の運動 
 振り子の運動の規則性に

ついて，振り子が１往復する
時間に着目して，おもりの
重さや振り子の長さなどの

条件を制御しながら調べる
活動を通して，次の事項を
身に付けることができるよう

指導する。 
ア 
(ｱ) 振り子が１往復する時

間は，おもりの重さなどに
よっては変わらないが，
振り子の長さによって変

わること。 

(3) てこの規則性 
 てこの規則性について，

力を加える位置や力の大き
さに着目して，てこの働きを
多面的に調べる活動を通し

て，次の事項を身に付ける
ことができるよう指導する。 
ア

(ｱ) 力を加える位置や力の
大きさを変えると，てこを
傾ける働きが変わり，てこ

がつり合うときにはそれら
の間に規則性があるこ
と。 

(ｲ) 身の回りには，てこの規
則性を利用した道具があ
ること。 

イ 風とゴムの力で物が動く
様子について追究する
中で，差異点や共通点を

基に，風とゴムの力の働
きについての問題を見い
だし，表現すること。 

イ 光を当てたときの明るさ
や暖かさの様子，音を出
したときの震え方の様子

について追究する中で，
差異点や共通点を基に，
光と音の性質についての

問題を見いだし，表現す
ること。 

イ 振り子の運動の規則性
について追究する中で，
振り子が１往復する時間

に関係する条件について
の予想や仮説を基に，解
決の方法を発想し，表現

すること。 

イ てこの規則性について
追究する中で，力を加え
る位置や力の大きさとて

この働きとの関係につい
て，より妥当な考えをつく
りだし，表現すること。 

(4)磁石の性質 
 磁石の性質について，磁
石を身の回りの物に近付け

たときの様子に着目して，そ
れらを比較しながら調べる
活動を通して，次の事項を

身に付けることができるよう
指導する。 
ア 

(ｱ) 磁石に引き付けられる
物と引き付けられない物
があること。また，磁石に

近付けると磁石になる物
があること。 
(ｲ) 磁石の異極は引き合

い，同極は退け合うこと。 

(5)電気の通り道 
 電気の回路について，乾
電池と豆電球などのつなぎ

方と乾電池につないだ物の
様子に着目して，電気を通
すときと通さないときのつな

ぎ方を比較しながら調べる
活動を通して，次の事項を
身に付けることができるよう

指導する。 
ア
(ｱ) 電気を通すつなぎ方と

通さないつなぎ方がある
こと。 
(ｲ) 電気を通す物と通さな

い物があること。

(3) 電流の働き 
 電流の働きについて，電
流の大きさや向きと乾電池

につないだ物の様子に着
目して，それらを関係付け
て調べる活動を通して，次

の事項を身に付けることが
できるよう指導する。 
ア

(ｱ) 乾電池の数やつなぎ方
を変えると，電流の大きさ
や向きが変わり，豆電球

の明るさやモーターの回
り方が変わること。 

(3) 電流がつくる磁力 
 電流がつくる磁力につい
て，電流の大きさや向き，コ

イルの巻数などに着目し
て，それらの条件を制御し
ながら調べる活動を通し

て，次の事項を身に付ける
ことができるよう指導する。 
ア

(ｱ) 電流の流れているコイ
ルは，鉄心を磁化する働
きがあり，電流の向きが

変わると，電磁石の極も
変わること。 
(ｲ) 電磁石の強さは，電流

の大きさや導線の巻数に
よって変わること。 

(4) 電気の利用 
 発電や蓄電，電気の変換
について，電気の量や働き

に着目して，それらを多面
的に調べる活動を通して，
次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。 
ア
(ｱ) 電気は，つくりだしたり

蓄えたりすることができる
こと。 
(ｲ) 電気は，光，音，熱，運

動などに変換することが
できること。 
(ｳ) 身の回りには，電気の

性質や働きを利用した道
具があること。 

イ 磁石を身の回りの物に
近付けたときの様子につ

いて追究する中で，差異
点や共通点を基に，磁石
の性質についての問題を

見いだし，表現すること。 

イ 乾電池と豆電球などの
つなぎ方と乾電池につな

いだ物の様子について
追究する中で，差異点や
共通点を基に，電気の回

路についての問題を見い
だし，表現すること。 

イ 電流の働きについて追
究する中で，既習の内容

や生活経験を基に，電流
の大きさや向きと乾電池
につないだ物の様子との

関係について，根拠のあ
る予想や仮説を発想し，
表現すること。 

イ 電流がつくる磁力につ
いて追究する中で，電流

がつくる磁力の強さに関
係する条件についての予
想や仮説を基に，解決の

方法を発想し，表現する
こと。 

イ 電気の性質や働きにつ
いて追究する中で，電気

の量と働きとの関係， 発
電や蓄電，電気の変換に
ついて，より妥当な考え

をつくりだし，表現するこ
と。 
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第７学年 第８学年 第９学年 
(1) 身近な物理現象 

 身近な物理現象についての観

察，実験などを通して，次の事項を

身に付けることができるよう指導す

る。 

ア 身近な物理現象を日常生活や

社会と関連付けながら，次のこと
を理解するとともに，それらの観
察，実験などに関する技能を身

に付けること。 
(ｱ) 光と音 
 光の反射・屈折 

  光の反射や屈折の実験を行い，
光が水やガラスなどの物質の境
界面で反射，屈折するときの規

則性を見いだして理解すること。 
 凸レンズの働き 
  凸レンズの働きについての実験

を行い，物体の位置と像のでき
方との関係を見いだして理解す
ること。 

 音の性質 
  音についての実験を行い，音は
ものが振動することによって生じ

空気中などを伝わること及び音
の高さや大きさは発音体の振動
の仕方に関係することを見いだ

して理解すること。 

(ｲ) 力の働き 

 力の働き 
  物体に力を働かせる実験を行
い，物体に力が働くとその物体

が変形したり動き始めたり，運動
の様子が変わったりすることを見
いだして理解するとともに，力は

大きさと向きによって表されること
を知ること。また，物体に働く２力
についての実験を行い，力がつ

り合うときの条件を見いだして理
解すること。 

(3) 電流とその利用 

 電流とその利用についての観
察，実験などを通して，次の事項を
身に付けることができるよう指導す

る。 
ア 電流，磁界に関する事物・現象
を日常生活や社会と関連付けな

がら，次のことを理解するととも
に，それらの観察，実験などに関
する技能を身に付けること。 

(ｱ) 電流 
 回路と電流・電圧 
  回路をつくり，回路の電流や電

圧を測定する実験を行い，回路
の各点を流れる電流や各部に加
わる電圧についての規則性を見

いだして理解すること。 
 電流・電圧と抵抗 
  金属線に加わる電圧と電流を測

定する実験を行い，電圧と電流
の関係を見いだして理解するとと
もに，金属線には電気抵抗があ

ることを理解すること。 
 電気とそのエネルギー 
  電流によって熱や光などを発生

させる実験を行い，熱や光など
が取り出せること及び電力の違
いによって発生する熱や光など

の量に違いがあることを見いだし
て理解すること。 
 静電気と電流 

  異なる物質同士をこすり合わせ
ると静電気が起こり，帯電した物
体間では空間を隔てて力が働く

こと及び静電気と電流には関係
があることを見いだして理解する
こと。 

(ｲ) 電流と磁界 
 電流がつくる磁界 

  磁石や電流による磁界の観察を
行い，磁界を磁力線で表すこと
を理解するとともに，コイルの回り

に磁界ができることを知ること。 
 磁界中の電流が受ける力 
  磁石とコイルを用いた実験を行

い，磁界中のコイルに電流を流
すと力が働くことを見いだして理
解すること。 

 電磁誘導と発電 
  磁石とコイルを用いた実験を行
い，コイルや磁石を動かすことに

より電流が得られることを見いだ
して理解するとともに，直流と交
流の違いを理解すること。 

(5) 運動とエネルギー 

 物体の運動とエネルギーについ
ての観察，実験などを通して，次の
事項を身に付けることができるよう

指導する。 
ア 物体の運動とエネルギーを日
常生活や社会と関連付けなが

ら，次のことを理解するとともに，
それらの観察，実験などに関す
る技能を身に付けること。 

(ｱ) 力のつり合いと合成・分解
 水中の物体に働く力 
  水圧についての実験を行い，そ

の結果を水の重さと関連付けて
理解すること。また，水中にある
物体には浮力が働くことを知るこ

と。 
 力の合成・分解 
  力の合成と分解についての実験

を行い，合力や分力の規則性を
理解すること。 

(ｲ) 運動の規則性 
 運動の速さと向き 
  物体の運動についての観察，実

験を行い，運動には速さと向きが
あることを知ること。 
 力と運動 

  物体に力が働く運動及び力が
働かない運動についての観察，
実験を行い，力が働く運動では

運動の向きや時間の経過に伴っ
て物体の速さが変わること及び
力が働かない運動では物体は等

速直線運動することを見いだし
て理解すること。 

(ｳ) 力学的エネルギー 
 仕事とエネルギー 
  仕事に関する実験を行い，仕事

と仕事率について理解すること。
また，衝突の実験を行い，物体
のもつ力学的エネルギーは物体

が他の物体になしうる仕事で測
れることを理解すること。 
 力学的エネルギーの保存 

  力学的エネルギーに関する実
験を行い，運動エネルギーと位
置エネルギーが相互に移り変わ

ることを見いだして理解するとと
もに，力学的エネルギーの総量
が保存されることを理解するこ

と。 

(7) 科学技術と人間 

 科学技術と人間との関わりに
ついての観察，実験などを通し
て，次の事項を身に付けることが

できるよう指導する。 
ア 日常生活や社会と関連付けな
がら，次のことを理解するととも

に，それらの観察，実験などに関
する技能を身に付けること。 

(ｱ) エネルギーと物質 

 エネルギーとエネルギー資源 
  様々なエネルギーとその変換に
関する観察，実験などを通して，

日常生活や社会では様々なエ
ネルギーの変換を利用している
ことを見いだして理解すること。

また，人間は，水力，火力，原子
力，太陽光などからエネルギー
を得ていることを知るとともに，エ

ネルギー資源の有効な利用が大
切であることを認識すること。 
 様々な物質とその利用 

  物質に関する観察，実験などを
通して，日常生活や社会では，
様々な物質が幅広く利用されて

いることを理解するとともに，物質
の有効な利用が大切であること
を認識すること。 

 科学技術の発展 
  科学技術の発展の過程を知ると
ともに，科学技術が人間の生活

を豊かで便利にしていることを認
識すること。 

(ｲ) 自然環境の保全と科学技術の
利用 
 自然環境の保全と科学技術の

利用 
  自然環境の保全と科学技術の
利用の在り方について科学的に

考察することを通して，持続可能
な社会をつくることが重要である
ことを認識すること。 

イ 身近な物理現象について，問
題を見いだし見通しをもって観

察，実験などを行い，光の反射
や屈折，凸レンズの働き，音の性
質，力の働きの規則性や関係性

を見いだして表現すること。 

イ 電流，磁界に関する現象につ
いて，見通しをもって解決する方

法を立案して観察，実験などを
行い，その結果を分析して解釈
し，電流と電圧，電流の働き，静

電気，電流と磁界の規則性や関
係性を見いだして表現すること。 

イ 運動とエネルギーについて，見
通しをもって観察，実験などを行

い，その結果を分析して解釈し，
力のつり合い，合成や分解，物
体の運動，力学的エネルギーの

規則性や関係性を見いだして表
現すること。また，探究の過程を
振り返ること。 

イ 日常生活や社会で使われてい
るエネルギーや物質について，

見通しをもって観察，実験などを
行い，その結果を分析して解釈
するとともに，自然環境の保全と

科学技術の利用の在り方につい
て，科学的に考察して判断する
こと。 
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〔粒子を柱とした内容〕 

第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 
(1) 物と重さ 

 物の性質について，形や

体積に着目して，重さを比

較しながら調べる活動を通

して，次の事項を身に付け

ることができるよう指導する。 

ア 

(ｱ) 物は，形が変わっても

重さは変わらないこと。 

(ｲ) 物は，体積が同じでも

重さは違うことがあること。 

(1) 空気と水の性質 

空気と水の性質について，

体積や圧し返す力の変化に

着目して，それらと圧す力とを

関係付けて調べる活動を通し

て，次の事項を身に付けるこ

とができるよう指導する。 

ア

(ｱ) 閉じ込めた空気を圧す

と，体積は小さくなるが，圧

し返す力は大きくなること。 

(ｲ) 閉じ込めた空気は圧し縮

められるが，水は圧し縮め

られないこと。 

(1) 物の溶け方 

 物の溶け方について，溶

ける量や様子に着目して，

水の温度や量などの条件を

制御しながら調べる活動を

通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導す

る。 

ア

(ｱ) 物が水に溶けても，水と

物とを合わせた重さは変

わらないこと。 

(ｲ ) 物が水に溶ける量に

は，限度があること。 

(ｳ) 物が水に溶ける量は水

の温度や量，溶ける物に

よって違うこと。また，この

性質を利用して，溶けて

いる物を取り出すことが

できること。 

(1) 燃焼の仕組み 

 燃焼の仕組みについて，

空気の変化に着目して，物

の燃え方を多面的に調べる

活動を通して，次の事項を

身に付けることができるよう

指導する。 

ア

(ｱ) 植物体が燃えるときに

は，空気中の酸素が使わ

れて二酸化炭素ができる

こと。 

(2) 水溶液の性質 

 水溶液について，溶けて

いる物に着目して，それら

による水溶液の性質や働き

の違いを多面的に調べる活

動を通して，次の事項を身

に付けることができるよう指

導する。 

ア

(ｱ) 水溶液には，酸性，ア

ルカリ性及び中性のもの

があること。 

(ｲ) 水溶液には，気体が溶

けているものがあること。 

(ｳ) 水溶液には，金属を変

化させるものがあること。

イ 物の形や体積と重さとの

関係について追究する中

で，差異点や共通点を基

に，物の性質についての

問題を見いだし，表現す

ること。 

イ 空気と水の性質について

追究する中で，既習の内容

や生活経験を基に，空気と

水の体積や圧し返す力の

変化と圧す力との関係につ

いて，根拠のある予想や仮

説を発想し，表現すること。 

イ 物の溶け方について追

究する中で，物の溶け方

の規則性についての予

想や仮説を基に，解決の

方法を発想し，表現する

こと。 

イ 燃焼の仕組みについて

追究する中で，物が燃え

たときの空気の変化につ

いて，より妥当な考えを

つくりだし，表現するこ

と。 

イ 水溶液の性質や働きに

ついて追究する中で，溶

けているものによる性質

や働きの違いについて，

より妥当な考えをつくりだ

し，表現すること。 

□金属の種類と性質 

 金属の性質について，色

や硬さに着目して，重さや

磁石への反応を比較しなが

ら調べる活動を通して，次

の事項を身に付けることが

できるよう指導する。 

ア  

(ｱ) 金属の種類によって，

色や硬さに違いがあるこ

と。 

(ｲ) 金属には，磁石に引き

付けられる物と引き付け

られない物があること。 

(ｳ) 金属には，体積が同じ

でも重さは違うことがある

こと。 

(2) 金属，水，空気と温度 

 金属，水及び空気の性質に

ついて，体積や状態の変化，

熱の伝わり方に着目して，そ

れらと温度の変化とを関係付

けて調べる活動を通して，次

の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

ア

(ｱ) 金属，水及び空気は，温

めたり冷やしたりすると，そ

れらの体積が変わるが，そ

の程度には違いがあるこ

と。 

(ｲ) 金属は熱せられた部分か

ら順に温まるが，水や空気

は熱せられた部分が移動し

て全体が温まること。 

(ｳ) 水は，温度によって水蒸

気や氷に変わること。また，

水が氷になると体積が増え

ること。 

□空気の重さ 

 空気の重さについて，空

気に重さがあることを調べ

る活動を通して，次の事項

を身に付けることができる

よう指導する。 

ア 

(ｱ) 空気などの気体にも他

の物質と同様に重さがあ

ること。 

(ｲ) 気体の種類によって，

重さに違いがあること。 

イ 金属の性質について追

究する中で，差異点や共

通点を基に，金属の性質

についての問題を見いだ

し，表現すること。 

イ 金属，水及び空気の性質

について追究する中で，既

習の内容や生活経験を基

に，金属，水及び空気の温

度を変化させたときの体積

や状態の変化，熱の伝わり

方について，根拠のある予

想や仮説を発想し，表現す

ること。 

イ 空気の重さについて追

究する中で，空気などの

気体に重さがあることに

ついて，より妥当な考え

をつくりだし，表現するこ

と。 
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第７学年 第８学年 第９学年 
(2) 身の回りの物質 

 身の回りの物質についての観察，
実験などを通して，次の事項を身
に付けることができるよう指導する。 

ア 身の回りの物質の性質や変化
に着目しながら，次のことを理解
するとともに，それらの観察，実

験などに関する技能を身に付け
ること。 
(ｱ) 物質のすがた 

 身の回りの物質とその性質 
  身の回りの物質の性質を様々な
方法で調べる実験を行い，物質

には密度や加熱したときの変化
など固有の性質と共通の性質が
あることを見いだして理解すると

ともに，実験器具の操作，記録
の仕方などの技能を身に付ける
こと。 

 気体の発生と性質 
  気体を発生させてその性質を調
べる実験を行い，気体の種類に

よる特性を理解するとともに，気
体を発生させる方法や捕集法な
どの技能を身に付けること。 

(ｲ) 水溶液 
 水溶液 

  水溶液から溶質を取り出す実験
を行い，その結果を溶解度と関
連付けて理解すること。 

(ｳ) 状態変化 
 状態変化と熱 

  物質の状態変化についての観
察，実験を行い，状態変化に
よって物質の体積は変化するが

質量は変化しないことを見いだし
て理解すること。 
 物質の融点と沸点 

  物質は融点や沸点を境に状態
が変化することを知るとともに，混
合物を加熱する実験を行い，沸

点の違いによって物質の分離が
できることを見いだして理解する
こと。 

(4) 化学変化と原子・分子 

 化学変化についての観察，実験
などを通して，次の事項を身に付け
ることができるよう指導する。 

ア 化学変化を原子や分子のモデ
ルと関連付けながら，次のことを
理解するとともに，それらの観

察，実験などに関する技能を身
に付けること。 

(ｱ) 物質の成り立ち 

 物質の分解 
  物質を分解する実験を行い，分
解して生成した物質は元の物質

とは異なることを見いだして理解
すること。 
 原子・分子 

  物質は原子や分子からできてい
ることを理解するとともに，物質を
構成する原子の種類は記号で

表されることを知ること。 

(ｲ) 化学変化 

 化学変化 
  ２種類の物質を反応させる実験
を行い，反応前とは異なる物質

が生成することを見いだして理
解するとともに，化学変化は原子
や分子のモデルで説明できるこ

と，化合物の組成は化学式で表
されること及び化学変化は化学
反応式で表されることを理解する

こと。 
 化学変化における酸化と還元 
  酸化や還元の実験を行い，酸

化や還元は酸素が関係する反
応であることを見いだして理解す
ること。 

 化学変化と熱 
  化学変化によって熱を取り出す
実験を行い，化学変化には熱の

出入りが伴うことを見いだして理
解すること。 

(ｳ) 化学変化と物質の質量 
 化学変化と質量の保存
  化学変化の前後における物質

の質量を測定する実験を行い，
反応物の質量の総和と生成物の
質量の総和が等しいことを見い

だして理解すること。 
 質量変化の規則性 
  化学変化に関係する物質の質

量を測定する実験を行い，反応
する物質の質量の間には一定の
関係があることを見いだして理解

すること。 

(6) 化学変化とイオン 

 化学変化についての観察，実験
などを通して，次の事項を身に付け
ることができるよう指導する。 

ア 化学変化をイオンのモデルと関
連付けながら，次のことを理解す
るとともに，それらの観察，実験

などに関する技能を身に付ける
こと。 
(ｱ) 水溶液とイオン 

 原子の成り立ちとイオン 
  水溶液に電圧をかけ電流を流
す実験を行い，水溶液には電流

が流れるものと流れないものとが
あることを見いだして理解するこ
と。また，電解質水溶液に電圧を

かけ電流を流す実験を行い，電
極に物質が生成することからイオ
ンの存在を知るとともに，イオン

の生成が原子の成り立ちに関係
することを知ること。 
 酸・アルカリ 

  酸とアルカリの性質を調べる実
験を行い，酸とアルカリのそれぞ
れの特性が水素イオンと水酸化

物イオンによることを知ること。 
 中和と塩 
  中和反応の実験を行い，酸とア

ルカリを混ぜると水と塩が生成す
ることを理解すること。 

(ｲ) 化学変化と電池 
 金属イオン 
  金属を電解質水溶液に入れる

実験を行い，金属によってイオン
へのなりやすさが異なることを見
いだして理解すること。 

 化学変化と電池 
  電解質水溶液と２種類の金属な
どを用いた実験を行い，電池の

基本的な仕組みを理解するとと
もに，化学エネルギーが電気エ
ネルギーに変換されていることを

知ること。 

(7) 科学技術と人間 

 科学技術と人間との関わりについ
ての観察，実験などを通して，次の
事項を身に付けることができるよう

指導する。 
ア 日常生活や社会と関連付けな
がら，次のことを理解するととも

に，それらの観察，実験などに関
する技能を身に付けること。 

(ｱ) エネルギーと物質 

 エネルギーとエネルギー資源 
  様々なエネルギーとその変換に
関する観察，実験などを通して，

日常生活や社会では様々なエ
ネルギーの変換を利用している
ことを見いだして理解すること。

また，人間は，水力，火力，原子
力，太陽光などからエネルギー
を得ていることを知るとともに，エ

ネルギー資源の有効な利用が大
切であることを認識すること。 
 様々な物質とその利用 

  物質に関する観察，実験などを
通して，日常生活や社会では，
様々な物質が幅広く利用されて

いることを理解するとともに，物質
の有効な利用が大切であること
を認識すること。 

 科学技術の発展 
  科学技術の発展の過程を知ると
ともに，科学技術が人間の生活

を豊かで便利にしていることを認
識すること。 

(ｲ) 自然環境の保全と科学技術の
利用 
 自然環境の保全と科学技術の

利用 
  自然環境の保全と科学技術の
利用の在り方について科学的に

考察することを通して，持続可能
な社会をつくることが重要である
ことを認識すること。 

イ 身の回りの物質について，問題

を見いだし見通しをもって観察，
実験などを行い，物質の性質や
状態変化における規則性を見い

だして表現すること。 

イ 化学変化について，見通しを

もって解決する方法を立案して
観察，実験などを行い，原子や
分子と関連付けてその結果を分

析して解釈し，化学変化におけ
る物質の変化やその量的な関係
を見いだして表現すること。 

イ 化学変化について，見通しを

もって観察，実験などを行い，イ
オンと関連付けてその結果を分
析して解釈し，化学変化におけ

る規則性や関係性を見いだして
表現すること。また，探究の過程
を振り返ること。 

イ 日常生活や社会で使われてい

るエネルギーや物質について，
見通しをもって観察，実験などを
行い，その結果を分析して解釈

するとともに，自然環境の保全と
科学技術の利用の在り方につい
て，科学的に考察して判断する

こと。 
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〔生命を柱とした内容〕 

第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 
(1) 身の回りの生物 

 身の回りの生物につい

て，探したり育てたりする中

で，それらの様子や周辺の

環境，成長の過程や体の

つくりに着目して，それらを

比較しながら調べる活動を

通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導す

る。 

ア

(ｱ) 生物は，色，形，大きさ

など，姿に違いがあるこ

と。また，周辺の環境と

関わって生きていること。 

(ｲ) 昆虫の育ち方には一

定の順序があること。ま

た，成虫の体は頭，胸及

び腹からできていること。 

(ｳ) 植物の育ち方には一

定の順序があること。ま

た，その体は根，茎及び

葉からできていること。 

(1) 人の体のつくりと運動 

 人や他の動物について，

骨や筋肉のつくりと働きに

着目して，それらを関係付

けて調べる活動を通して，

次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。 

ア

(ｱ) 人の体には骨と筋肉が

あること。 

(ｲ) 人が体を動かすことが

できるのは，骨，筋肉の

働きによること。 

(1) 植物の発芽，成長，結実

 植物の育ち方について，

発芽，成長及び結実の様

子に着目して，それらに関

わる条件を制御しながら調

べる活動を通して，次の事

項を身に付けることができ

るよう指導する。 

ア

(ｱ) 植物は，種子の中の養

分を基にして発芽するこ

と。 

(ｲ) 植物の発芽には，水，

空気及び温度が関係し

ていること。 

(ｳ) 植物の成長には，日光

や肥料などが関係してい

ること。 

(ｴ) 花にはおしべやめしべ

などがあり，花粉がめし

べの先に付くとめしべの

もとが実になり，実の中

に種子ができること。 

(1) 人の体のつくりと働き 

人や他の動物について，

体のつくりと呼吸，消化，排

出及び循環の働きに着目

して，生命を維持する働き

を多面的に調べる活動を

通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導す

る。 

ア

(ｱ) 体内に酸素が取り入れ

られ，体外に二酸化炭素

などが出されていること。 

(ｲ) 食べ物は，口，胃，腸

などを通る間に消化，吸

収され，吸収されなかっ

た物は排出されること。 

(ｳ) 血液は，心臓の働きで

体内を巡り，養分，酸素

及び二酸化炭素などを

運んでいること。 

(ｴ) 体内には，生命活動を

維持するための様々な

臓器があること。 

(3) 生物と環境 

 生物と環境について，動

物や植物の生活を観察し

たり資料を活用したりする

中で，生物と環境との関わ

りに着目して，それらを多

面的に調べる活動を通し

て，次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。 

ア

(ｱ) 生物は，水及び空気を

通して周囲の環境と関

わって生きていること。 

(ｲ) 生物の間には，食う食

われるという関係があるこ

と。 

(ｳ) 人は，環境と関わり，工

夫して生活していること。

イ 身の回りの生物の様子

について追究する中で，

差異点や共通点を基

に，身の回りの生物と環

境との関わり，昆虫や植

物の成長のきまりや体の

つくりについての問題を

見いだし，表現すること。 

イ 人や他の動物について

追究する中で，既習の内

容や生活経験を基に，

人や他の動物の骨や筋

肉のつくりと働きについ

て，根拠のある予想や仮

説を発想し，表現するこ

と。 

イ 植物の育ち方について

追究する中で，植物の発

芽，成長及び結実とそれ

らに関わる条件について

の予想や仮説を基に，

解決の方法を発想し，表

現すること。 

イ 人や他の動物の体のつ

くりと働きについて追究

する中で，体のつくりと呼

吸，消化，排出及び循環

の働きについて，より妥

当な考えをつくりだし，表

現すること。 

イ 生物と環境について追

究する中で，生物と環境

との関わりについて，より

妥当な考えをつくりだし，

表現すること。 

(2) 季節と生物 

身近な動物や植物につ

いて，探したり育てたりする

中で，動物の活動や植物

の成長と季節の変化に着

目して，それらを関係付け

て調べる活動を通して，次

の事項を身に付けることが

できるよう指導する。 

ア

(ｱ) 動物の活動は，暖かい

季節，寒い季節などに

よって違いがあること。 

(ｲ) 植物の成長は，暖かい

季節，寒い季節などに

よって違いがあること。 

(2) 動物の誕生 

動物の発生や成長につ

いて，魚を育てたり人の発

生についての資料を活用し

たりする中で，卵や胎児の

様子に着目して，時間の経

過と関係付けて調べる活動

を通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導

する。 

ア

(ｱ) 魚には雌雄があり，生

まれた卵は日がたつに

つれて中の様子が変化

してかえること。 

(ｲ) 人は，母体内で成長し

て生まれること。 

(2) 植物の養分と水の通り道

植物について，その体の

つくり，体内の水などの行

方及び葉で養分をつくる働

きに着目して，生命を維持

する働きを多面的に調べる

活動を通して，次の事項を

身に付けることができるよう

指導する。 

ア

(ｱ) 植物の葉に日光が当

たるとでんぷんができる

こと。 

(ｲ) 根，茎及び葉には，水

の通り道があり，根から

吸い上げられた水は主

に葉から蒸散により排出

されること。 

イ 身近な動物や植物につ

いて追究する中で，既習

の内容や生活経験を基

に，季節ごとの動物の活

動や植物の成長の変化

について，根拠のある予

想や仮説を発想し，表現

すること。 

イ 動物の発生や成長につ

いて追究する中で，動物

の発生や成長の様子と

経過についての予想や

仮説を基に，解決の方

法を発想し，表現するこ

と。 

イ 植物の体のつくりと働き

について追究する中で，

体のつくり，体内の水な

どの行方及び葉で養分

をつくる働きについて，よ

り妥当な考えをつくりだ

し，表現すること。 
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第７学年 第８学年 第９学年 
(1) いろいろな生物とその共通点 

 身近な生物についての観察，実

験などを通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

ア いろいろな生物の共通点と相

違点に着目しながら，次のことを

理解するとともに，それらの観

察，実験などに関する技能を身

に付けること。 

(ｱ) 生物の観察と分類の仕方 

 生物の観察 

  校庭や学校周辺の生物の観察

を行い，いろいろな生物が様々

な場所で生活していることを見い

だして理解するとともに，観察器

具の操作，観察記録の仕方など

の技能を身に付けること。 

 生物の特徴と分類の仕方 

  いろいろな生物を比較して見い

だした共通点や相違点を基にし

て分類できることを理解するとと

もに，分類の仕方の基礎を身に

付けること。 

(ｲ) 生物の体の共通点と相違点 

 植物の体の共通点と相違点 

  身近な植物の外部形態の観察

を行い，その観察記録などに基

づいて，共通点や相違点がある

ことを見いだして，植物の体の基

本的なつくりを理解すること。ま

た，その共通点や相違点に基づ

いて植物が分類できることを見い

だして理解すること。 

 動物の体の共通点と相違点 

  身近な動物の外部形態の観察

を行い，その観察記録などに基

づいて，共通点や相違点がある

ことを見いだして，動物の体の基

本的なつくりを理解すること。ま

た，その共通点や相違点に基づ

いて動物が分類できることを見い

だして理解すること。 

(3) 生物の体のつくりと働き 

 生物の体のつくりと働きについて

の観察，実験などを通して，次の事

項を身に付けることができるよう指

導する。 

ア 生物の体のつくりと働きとの関

係に着目しながら，次のことを理

解するとともに，それらの観察，

実験などに関する技能を身に付

けること。 

(ｱ) 生物と細胞 

 生物と細胞 

  生物の組織などの観察を行い，

生物の体が細胞からできている

こと及び植物と動物の細胞のつ

くりの特徴を見いだして理解する

とともに，観察器具の操作，観察

記録の仕方などの技能を身に付

けること。 

(ｲ) 植物の体のつくりと働き 

 葉・茎・根のつくりと働き 

  植物の葉，茎，根のつくりにつ

いての観察を行い，それらのつく

りと，光合成，呼吸，蒸散の働き

に関する実験の結果とを関連付

けて理解すること。 

(ｳ) 動物の体のつくりと働き 

 生命を維持する働き 

  消化や呼吸についての観察，

実験などを行い，動物の体が必

要な物質を取り入れ運搬してい

る仕組みを観察，実験の結果な

どと関連付けて理解すること。ま

た，不要となった物質を排出する

仕組みがあることについて理解

すること。 

 刺激と反応 

  動物が外界の刺激に適切に反

応している様子の観察を行い，

その仕組みを感覚器官，神経系

及び運動器官のつくりと関連付

けて理解すること。 

(5) 生命の連続性 

 生命の連続性についての観察，

実験などを通して，次の事項を身

に付けることができるよう指導する。 

ア 生命の連続性に関する事物・

現象の特徴に着目しながら，次

のことを理解するとともに，それら

の観察，実験などに関する技能

を身に付けること。 

(ｱ) 生物の成長と殖え方 

 細胞分裂と生物の成長 

  体細胞分裂の観察を行い，その

順序性を見いだして理解すると

ともに，細胞の分裂と生物の成

長とを関連付けて理解すること。 

 生物の殖え方 

  生物の殖え方を観察し，有性生

殖と無性生殖の特徴を見いだし

て理解するとともに，生物が殖え

ていくときに親の形質が子に伝

わることを見いだして理解するこ

と。 

(ｲ) 遺伝の規則性と遺伝子 

 遺伝の規則性と遺伝子 

  交配実験の結果などに基づい

て，親の形質が子に伝わるときの

規則性を見いだして理解するこ

と。 

(ｳ) 生物の種類の多様性と進化 

 生物の種類の多様性と進化 

  現存の生物及び化石の比較な

どを通して，現存の多様な生物

は過去の生物が長い時間の経

過の中で変化して生じてきたも

のであることを体のつくりと関連

付けて理解すること。 

(7) 自然と人間 

 自然環境を調べる観察，実験な

どを通して，次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。 

ア 日常生活や社会と関連付けな

がら，次のことを理解するととも

に，自然環境を調べる観察，実

験などに関する技能を身に付け

ること。 

(ｱ) 生物と環境 

 自然界のつり合い 

  微生物の働きを調べ，植物，動

物及び微生物を栄養の面から相

互に関連付けて理解するととも

に，自然界では，これらの生物が

つり合いを保って生活しているこ

とを見いだして理解すること。 

 自然環境の調査と環境保全 

  身近な自然環境について調

べ，様々な要因が自然界のつり

合いに影響していることを理解

するとともに，自然環境を保全す

ることの重要性を認識すること。 

 地域の自然災害 

  地域の自然災害について，総

合的に調べ，自然と人間との関

わり方について認識すること。 

(ｲ) 自然環境の保全と科学技術の

利用 

 自然環境の保全と科学技術の

利用 

  自然環境の保全と科学技術の

利用の在り方について科学的に

考察することを通して，持続可能

な社会をつくることが重要である

ことを認識すること。 

イ 身近な生物についての観察，

実験などを通して，いろいろな生

物の共通点や相違点を見いだ

すとともに，生物を分類するため

の観点や基準を見いだして表現

すること。 

イ 身近な植物や動物の体のつくり

と働きについて，見通しをもって

解決する方法を立案して観察，

実験などを行い，その結果を分

析して解釈し，生物の体のつくり

と働きについての規則性や関係

性を見いだして表現すること。 

イ 生命の連続性について，観察，

実験などを行い，その結果や資

料を分析して解釈し，生物の成

長と殖え方，遺伝現象，生物の

種類の多様性と進化についての

特徴や規則性を見いだして表現

すること。また，探究の過程を振

り返ること。 

イ 身近な自然環境や地域の自然

災害などを調べる観察，実験な

どを行い，自然環境の保全と科

学技術の利用の在り方につい

て，科学的に考察して判断する

こと。 
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〔地球を柱とした内容〕 

第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 
(2) 太陽と地面の様子 
 太陽と地面の様子との関係につ
いて，日なたと日陰の様子に着目
して，それらを比較しながら調べる
活動を通して，次の事項を身に付
けることができるよう指導する。 
ア
(ｱ) 日陰は太陽の光を遮るとでき，
日陰の位置は太陽の位置の変
化によって変わること。 
(ｲ) 地面は太陽によって暖められ，
日なたと日陰では地面の暖かさ
や湿り気に違いがあること。 

(3) 雨水の行方と地面の様子 
 雨水の行方と地面の様子につい
て，流れ方やしみ込み方に着目し
て，それらと地面の傾きや土の粒の
大きさとを関係付けて調べる活動を
通して，次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。 
ア
(ｱ) 水は，高い場所から低い場所
へと流れて集まること。 

(ｲ) 水のしみ込み方は，土の粒の
大きさによって違いがあること。 

(3) 流れる水の働きと土地の変化 
 流れる水の働きと土地の変化に
ついて，水の速さや量に着目して，
それらの条件を制御しながら調べ
る活動を通して，次の事項を身に
付けることができるよう指導する。 
ア
(ｱ) 流れる水には，土地を侵食した
り，石や土などを運搬したり堆積
させたりする働きがあること。 
(ｲ) 川の上流と下流によって，川原
の石の大きさや形に違いがある
こと。 
(ｳ) 雨の降り方によって，流れる水
の量や速さは変わり，増水により
土地の様子が大きく変化する場
合があること。 

(4) 土地のつくりと変化 
 土地のつくりと変化について，土
地やその中に含まれる物に着目し
て，土地のつくりやでき方を多面的
に調べる活動を通して，次の事項
を身に付けることができるよう指導
する。 
ア
(ｱ) 土地は，礫，砂，泥，火山灰な
どからできており，層をつくって
広がっているものがあること。ま
た，層には化石が含まれている
ものがあること。 

(ｲ) 地層は，流れる水の働きや火
山の噴火によってできること。 

(ｳ) 土地は，火山の噴火や地震に
よって変化すること。 

イ 日なたと日陰の様子について
追究する中で，差異点や共通点
を基に，太陽と地面の様子との
関係についての問題を見いだ
し，表現すること。 

イ 雨水の行方と地面の様子につ
いて追究する中で，既習の内容
や生活経験を基に，雨水の流れ
方やしみ込み方と地面の傾きや
土の粒の大きさとの関係につい
て，根拠のある予想や仮説を発
想し，表現すること。 

イ 流れる水の働きについて追究
する中で，流れる水の働きと土地
の変化との関係についての予想
や仮説を基に，解決の方法を発
想し，表現すること。 

イ 土地のつくりと変化について追
究する中で，土地のつくりやでき
方について，より妥当な考えをつ
くりだし，表現すること。 

(4) 天気の様子 
 天気や自然界の水の様子につい
て，気温や水の行方に着目して，
それらと天気の様子や水の状態変
化とを関係付けて調べる活動を通
して，次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。 
ア
(ｱ) 天気によって１日の気温の変
化の仕方に違いがあること。 

(ｲ) 水は，水面や地面などから蒸
発し，水蒸気になって空気中に
含まれていくこと。また，空気中
の水蒸気は，結露して再び水に
なって現れることがあること。 

(4) 天気の変化 
 天気の変化の仕方について，雲
の様子を観測したり，映像などの気
象情報を活用したりする中で，雲の
量や動きに着目して，それらと天気
の変化とを関係付けて調べる活動
を通して，次の事項を身に付けるこ
とができるよう指導する。 
ア
(ｱ) 天気の変化は，雲の量や動き
と関係があること。 
(ｲ) 天気の変化は，映像などの気
象情報を用いて予想できること。 

イ 天気や自然界の水の様子につ
いて追究する中で，既習の内容
や生活経験を基に，天気の様子
や水の状態変化と気温や水の行
方との関係について，根拠のあ
る予想や仮説を発想し，表現す
ること。 

イ 天気の変化の仕方について追
究する中で，天気の変化の仕方
と雲の量や動きとの関係につい
ての予想や仮説を基に，解決の
方法を発想し，表現すること。 

(5) 月と星 
 月や星の特徴について，位置の
変化や時間の経過に着目して，そ
れらを関係付けて調べる活動を通
して，次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。 
ア
(ｱ) 月は日によって形が変わって
見え，１日のうちでも時刻によっ
て位置が変わること。 

(ｲ) 空には，明るさや色の違う星が
あること。 

(ｳ) 星の集まりは，１日のうちでも時
刻によって，並び方は変わらな
いが，位置が変わること。 

(5) 月と太陽 
 月の形の見え方について，月と
太陽の位置に着目して，それらの
位置関係を多面的に調べる活動を
通して，次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。 
ア
(ｱ) 月の輝いている側に太陽があ
ること。また，月の形の見え方
は，太陽と月との位置関係によっ
て変わること。 

イ 月や星の特徴について追究す
る中で，既習の内容や生活経験
を基に，月や星の位置の変化と
時間の経過との関係について，
根拠のある予想や仮説を発想
し，表現すること。 

イ 月の形の見え方について追究
する中で，月の位置や形と太陽
の位置との関係について，より妥
当な考えをつくりだし，表現する
こと。 
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第７学年 第８学年 第９学年 
(2) 大地の成り立ちと変化 

 大地の成り立ちと変化についての
観察，実験などを通して，次の事項
を身に付けることができるよう指導

する。 
ア 大地の成り立ちと変化を地表
に見られる様々な事物・現象と

関連付けながら，次のことを理
解するとともに，それらの観察，
実験などに関する技能を身に付

けること。
(ｱ) 身近な地形や地層，岩石の観
察 

 身近な地形や地層，岩石の観
察 
  身近な地形や地層，岩石などの

観察を通して，土地の成り立ち
や広がり，構成物などについて
理解するとともに，観察器具の操

作，記録の仕方などの技能を身
に付けること。 

(ｲ) 地層の重なりと過去の様子 
 地層の重なりと過去の様子 
  地層の様子やその構成物など

から地層のでき方を考察し，重な
り方や広がり方についての規則
性を見いだして理解するととも

に，地層とその中の化石を手掛
かりとして過去の環境と地質年代
を推定できることを理解すること。

(ｳ) 火山と地震 
 火山活動と火成岩 

  火山の形，活動の様子及びそ
の噴出物を調べ，それらを地下
のマグマの性質と関連付けて理

解するとともに，火山岩と深成岩
の観察を行い，それらの組織の
違いを成因と関連付けて理解す

ること。 
 地震の伝わり方と地球内部の
働き 

  地震の体験や記録を基に，その
揺れの大きさや伝わり方の規則
性に気付くとともに，地震の原因

を地球内部の働きと関連付けて
理解し，地震に伴う土地の変化
の様子を理解すること。 

(ｴ) 自然の恵みと火山災害・地震
災害 

 自然の恵みと火山災害・地震
災害 
  自然がもたらす恵み及び火山

災害と地震災害について調べ，
これらを火山活動や地震発生の
仕組みと関連付けて理解するこ

と。 

(4) 気象とその変化 

 身近な気象の観察，実験などを
通して，次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。 

ア 気象要素と天気の変化との関
係に着目しながら，次のことを理
解するとともに，それらの観察，

実験などに関する技能を身に付
けること。 

(ｱ) 気象観測 

 気象要素 
  気象要素として，気温，湿度，
気圧，風向などを理解すること。

また，気圧を取り上げ，圧力につ
いての実験を行い，圧力は力の
大きさと面積に関係があることを

見いだして理解するとともに，大
気圧の実験を行い，その結果を
空気の重さと関連付けて理解す

ること。 
 気象観測 
  校庭などで気象観測を継続的

に行い，その観測記録などに基
づいて，気温，湿度，気圧，風向
などの変化と天気との関係を見

いだして理解するとともに，観測
方法や記録の仕方を身に付ける
こと。 

(ｲ) 天気の変化 
 霧や雲の発生 

  霧や雲の発生についての観
察，実験を行い，そのでき方を気
圧，気温及び湿度の変化と関連

付けて理解すること。 
 前線の通過と天気の変化 
  前線の通過に伴う天気の変化

の観測結果などに基づいて，そ
の変化を暖気，寒気と関連付け
て理解すること。 

(ｳ) 日本の気象 
 日本の天気の特徴 

  天気図や気象衛星画像などか
ら，日本の天気の特徴を気団と
関連付けて理解すること。 

 大気の動きと海洋の影響 
  気象衛星画像や調査記録など
から，日本の気象を日本付近の

大気の動きや海洋の影響に関
連付けて理解すること。 

(ｴ) 自然の恵みと気象災害 
 自然の恵みと気象災害 
  気象現象がもたらす恵みと気象

災害について調べ，これらを天
気の変化や日本の気象と関連付
けて理解すること。 

(6) 地球と宇宙 

 身近な天体の観察，実験などを
通して，次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。

ア 身近な天体とその運動に関す
る特徴に着目しながら，次のこと
を理解するとともに，それらの観

察，実験などに関する技能を身
に付けること。 
(ｱ) 天体の動きと地球の自転・公

転 
 日周運動と自転 
  天体の日周運動の観察を行

い，その観察記録を地球の自転
と関連付けて理解すること。 
 年周運動と公転 

  星座の年周運動や太陽の南中
高度の変化などの観察を行い，
その観察記録を地球の公転や

地軸の傾きと関連付けて理解す
ること。 

(ｲ) 太陽系と恒星 
 太陽の様子 
  太陽の観察を行い，その観察記

録や資料に基づいて，太陽の特
徴を見いだして理解すること。 
 惑星と恒星 

  観測資料などを基に，惑星と恒
星などの特徴を見いだして理解
するとともに，太陽系の構造につ

いて理解すること。 
 月や金星の運動と見え方 
  月の観察を行い，その観察記録

や資料に基づいて，月の公転と
見え方を関連付けて理解するこ
と。また，金星の観測資料などを

基に，金星の公転と見え方を関
連付けて理解すること。 

(7) 自然と人間 

 自然環境を調べる観察，実験な
どを通して，次の事項を身に付ける
ことができるよう指導する。 

ア 日常生活や社会と関連付けな
がら，次のことを理解するととも
に，自然環境を調べる観察，実

験などに関する技能を身に付け
ること。 

(ｱ) 生物と環境 

 自然界のつり合い 
  微生物の働きを調べ，植物，動
物及び微生物を栄養の面から相

互に関連付けて理解するととも
に，自然界では，これらの生物が
つり合いを保って生活しているこ

とを見いだして理解すること。 
 自然環境の調査と環境保全 
  身近な自然環境について調

べ，様々な要因が自然界のつり
合いに影響していることを理解
するとともに，自然環境を保全す

ることの重要性を認識すること。 
 地域の自然災害 
  地域の自然災害について，総

合的に調べ，自然と人間との関
わり方について認識すること。 

(ｲ) 自然環境の保全と科学技術の
利用 
 自然環境の保全と科学技術の

利用 
  自然環境の保全と科学技術の
利用の在り方について科学的に

考察することを通して，持続可能
な社会をつくることが重要である
ことを認識すること。 

イ 大地の成り立ちと変化につい

て，問題を見いだし見通しをもっ
て観察，実験などを行い，地層
の重なり方や広がり方の規則

性，地下のマグマの性質と火山
の形との関係性などを見いだし
て表現すること。 

イ 気象とその変化について，見通

しをもって解決する方法を立案し
て観察，実験などを行い，その
結果を分析して解釈し，天気の

変化や日本の気象についての
規則性や関係性を見いだして表
現すること。 

イ 地球と宇宙について，天体の観

察，実験などを行い，その結果
や資料を分析して解釈し，天体
の運動と見え方についての特徴

や規則性を見いだして表現する
こと。また，探究の過程を振り返
ること。 

イ 身近な自然環境や地域の自然

災害などを調べる観察，実験な
どを行い，自然環境の保全と科
学技術の利用の在り方につい

て，科学的に考察して判断する
こと。 
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３ 内容の取扱い 

 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

エ
ネ
ル
ギ
ー

○ ３種類以上のものづくりを行う
ものとする。（粒子と共通） 

○ (4)のアの(ｱ)については，磁
石が物を引き付ける力は，磁
石と物の距離によって変わるこ

とにも触れること。 

○ ２種類以上のものづくりを行う
ものとする。（粒子と共通） 

○ (3)のアの(ｱ)については，直
列つなぎと並列つなぎを扱うも
のとする。 

○ ２種類以上のものづくりを行う
ものとする。（粒子と共通） 

○ ２種類以上のものづくりを行う
ものとする。（粒子と共通） 

○ (4)のアの(ｱ)については，電
気をつくりだす道具として，手
回し発電機，光電池などを扱う

ものとする。 

粒
子

○ ３種類以上のものづくりを行う

ものとする。（エネルギーと共

通） 

○ 「金属の種類と性質」につい

ては、(1)の「物と重さ」，(4)の

「磁石の性質」，第４学年の(3)

の「電流の働き」の学習と関連

付けて扱うこと。また，第７学

年の第１分野(2)のアの(ｱ)の

 で扱う金属の学習につなが

ることを意識した学習を行うこ

と。

○ ２種類以上のものづくりを行う
ものとする。（エネルギーと共

通） 

○ ２種類以上のものづくりを行う

ものとする。（エネルギーと共

通） 

○ (1)については，水溶液の中

では，溶けている物が均一に

広がることにも触れること。 

○ ２種類以上のものづくりを行う
ものとする。（エネルギーと共

通） 
○ 「空気の重さ」については，第
８学年の第２分野(4)のアの

（ｱ）の の気象要素のうち大
気圧の学習につながることを
意識した学習を行うこと。
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第７学年 第８学年 第９学年 
ア アの(ｱ)の については，全反射も

扱い，光の屈折では入射角と屈折角
の定性的な関係にも触れること。ま
た，白色光はプリズムなどによってい

ろいろな色の光に分かれることにも触
れること。 
イ アの(ｱ)の については，物体の位

置に対する像の位置や像の大きさの
定性的な関係を調べること。その際，
実像と虚像を扱うこと。 

ウ アの(ｱ)の については，音の伝わる
速さについて，空気中を伝わるおよそ
の速さにも触れること。 

エ アの(ｲ)の については，ばねに加
える力の大きさとばねの伸びとの関係
も扱うこと。また，重さと質量との違い

にも触れること。力の単位としては
「ニュートン」を用いること。 

ア アの(ｱ)の の「回路」について

は，直列及び並列の回路を取り上
げ，それぞれについて二つの抵抗の
つなぎ方を中心に扱うこと。 

イ アの(ｱ)の の「電気抵抗」につ
いては，物質の種類によって抵抗の
値が異なることを扱うこと。また，

二つの抵抗をつなぐ場合の合成抵
抗にも触れること。 
ウ アの(ｱ)の については，電力量

も扱うこと。その際，熱量にも触れ
ること。 
エ アの(ｱ)の については，電流が

電子の流れに関係していることを
扱うこと。また，真空放電と関連付
けながら放射線の性質と利用にも

触れること。 
オ アの(ｲ)の については，電流の
向きや磁界の向きを変えたときに

力の向きが変わることを扱うこと。
カ アの(ｲ)の については，コイル
や磁石を動かす向きを変えたとき

に電流の向きが変わることを扱う
こと。 

ア アの(ｱ)の については，水中に

ある物体には，あらゆる向きから圧
力が働くことにも触れること。ま
た，物体に働く水圧と浮力との定性

的な関係にも触れること。 
イ アの(ｲ)の については，物体に
力が働くとき反対向きにも力が働

くことにも触れること。 
ウ アの(ｲ)の の「力が働く運動」
のうち，落下運動については斜面に

沿った運動を中心に扱うこと。その
際，斜面の角度が 90度になったと
きに自由落下になることにも触れ

ること。「物体の速さが変わること」
については，定性的に扱うこと。 

エ アの(ｳ)の については，仕事の

原理にも触れること。 
オ アの(ｳ)の については，摩擦に
も触れること。 

ア アの(ｱ)の に

ついては，熱の伝
わり方，放射線に
も触れること。ま

た，「エネルギー
の変換」について
は，その総量が保

存されること及
びエネルギーを
利用する際の効

率も扱うこと。 
イ アの(ｱ)の の
「様々な物質」に

ついては，天然の
物質や人工的に
つくられた物質

のうち代表的な
ものを扱うこと。
その際，プラス

チックの性質に
も触れること。 

ウ アの(ｲ)の に

ついては，これま
での第１分野と
第２分野の学習

を生かし，第２分
野の内容の(7)の
アの(ｲ)の 及び

イと関連付けて
総合的に扱うこ
と。

ア アの(ｱ)の については，有機物と

無機物との違いや金属と非金属と
の違いを扱うこと。金属の性質を扱
う際には，第３学年の「金属の種類

と性質」，(1)の「物と重さ」，(4)の
「磁石の性質」，第４学年の(3)の
「電流の働き」の学習と関連付けて

扱うこと。
イ アの(ｱ)の については，異なる方
法を用いても同一の気体が得られ

ることにも触れること。
ウ アの(ｲ)の については，粒子のモ
デルと関連付けて扱い，質量パーセ

ント濃度にも触れること。また，「溶
解度」については，溶解度曲線にも
触れること。

エ アの(ｳ)の については，粒子のモ
デルと関連付けて扱うこと。その
際，粒子の運動にも触れること。

ア アの(ｱ)の の「物質を構成する

原子の種類」を元素ということにも
触れること。また，「記号」につい
ては，元素記号で表されることにも

触れ，基礎的なものを取り上げるこ
と。その際，周期表を用いて多くの
種類が存在することにも触れるこ

と。 
イ アの(ｲ)の の「化学式」及び「化
学反応式」については，簡単なもの

を扱うこと。 
ウ アの(ｲ)の の「酸化や還元」に
ついては，簡単なものを扱うこと。

ア アの(ｱ)の の「原子の成り立ち」

については，原子が電子と原子核か
らできていることを扱うこと。その
際，原子核が陽子と中性子でできて

いることや，同じ元素でも中性子の
数が異なる原子があることにも触
れること。また「イオン， 」につ

いては，化学式で表されることにも
触れること。 

イ アの(ｱ)の については，pH にも

触れること。 
ウ アの(ｱ)の については，水に溶
ける塩と水に溶けない塩があるこ

とにも触れること。 
エ アの(ｲ)の の「金属イオン」に
ついては，基礎的なものを扱うこ

と。オ アの(ｲ)の の「電池」に
ついては，電極で起こる反応をイオ
ンのモデルと関連付けて扱うこと。

その際，「電池の基本的な仕組み」
については，ダニエル電池を取り上
げること。また，日常生活や社会で

利用されている代表的な電池にも
触れること。 

111



品川区立学校教育要領 

16

 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

生
命

○ (1)のアの(ｲ)及び(ｳ)について

は，飼育，栽培を通して行うこ

と。 

○ (1)のアの(ｳ)の「植物の育ち

方」については，夏生一年生の

双子葉植物を扱うこと。 

○ (1)のアの(ｲ)については，関

節の働きを扱うものとする。 

○ １年を通じて動物の活動や植

物の成長をそれぞれ２種類以

上観察するものとする。 

○ (1)のアの(ｱ)の「種子の中の

養分」については，でんぷんを

扱うこと。 

○ (1)のアの(ｴ)については，お

しべ，めしべ，がく及び花びら

を扱うこと。また，受粉について

は，風や昆虫などが関係して

いることにも触れること。 

○ (2)のアの(ｲ)については，人

の受精に至る過程は取り扱わ

ないものとする。 

○ (1)のアの(ｳ)については，心

臓の拍動と脈拍とが関係するこ

とにも触れること。 

○ (1)のアの(ｴ)については，主

な臓器として，肺，胃，小腸，

大腸，肝臓腎臓，心臓を扱うこ

と。 

○ (3)のアの(ｱ)については，水

が循環していることにも触れる

こと。 

○ (3)のアの(ｲ)については，水

中の小さな生物を観察し，それ

らが魚などの食べ物になって

いることに触れること。 

地
球

○ (2)のアの(ｱ)の「太陽の位置

の変化」については，東から

南，西へと変化することを取り

扱うものとする。また，太陽の位

置を調べるときの方位は東，

西，南，北を扱うものとする。 

 ○ (3)のアの(ｳ)については，自

然災害についても触れること。 

○ (4)のアの(ｲ)については，台

風の進路による天気の変化や

台風と降雨との関係及びそれ

に伴う自然災害についても触

れること。 

○ (4)のアの(ｲ)については，流

れる水の働きでできた岩石とし

て礫岩，砂岩，れき泥岩を扱う

こと。 

○ (4)のアの(ｳ)については，自

然災害についても触れること。 

○ (5)のアの(ｱ)については，地

球から見た太陽と月との位置

関係で扱うものとする。 
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第７学年 第８学年 第９学年 
ア アの(ｱ)の については，身近な生

物の観察を扱うが，ルーペや双眼実
体顕微鏡などを用いて，外見から観
察できる体のつくりを中心に扱う

こと。
イ アの(ｲ)の については，花のつく
りを中心に扱い，種子植物が被子植

物と裸子植物に分類できることを
扱うこと。その際，胚珠が種子にな
ることにも触れること。また，被子

植物が単子葉類と双子葉類に分類
できることについては，葉のつくり
を中心に扱うこと。なお，種子をつ

くらない植物が胞子をつくること
にも触れること。

ウ アの(ｲ)の については，脊椎動物

と無脊椎動物の違いを中心に扱う
こと。脊椎動物については，ヒトや
魚を例に，体のつくりの共通点とし

ての背骨の存在について扱うこと。
また，体の表面の様子や呼吸の仕方
などの特徴を基準として分類でき

ることを扱うこと。無脊椎動物につ
いては，節足動物や軟体動物の観察
を行い，それらの動物と脊椎動物の

体のつくりの特徴を比較し，その共
通点と相違点を扱うこと。

ア アの(ｱ)の については，植物と動

物の細胞のつくりの共通点と相違
点について触れること。また，細胞
の呼吸及び単細胞生物の存在にも

触れること。
イ アの(ｲ)の については，光合成に
おける葉緑体の働きにも触れるこ

と。また，葉，茎，根の働きを相互
に関連付けて扱うこと。
ウ アの(ｳ)の については，各器官の

働きを中心に扱うこと。「消化」に
ついては，代表的な消化酵素の働き
を扱うこと。また，摂取された食物

が消化によって小腸の壁から吸収
される物質になることにも触れる
こと。血液の循環に関連して，血液

成分の働き，腎臓や肝臓の働きにも
触れること。
エ アの(ｳ)の については，各器官の

働きを中心に扱うこと。

ア アの(ｱ)の については，染色体が

複製されることにも触れること。
イ アの(ｱ)の については，有性生殖
の仕組みを減数分裂と関連付けて

扱うこと「無性生殖」に。ついては，
単細胞生物の分裂や栄養生殖にも
触れること。

ウ アの(ｲ)の については，分離の法
則を扱うこと。また，遺伝子の本体
が DNA であることにも触れるこ

と。
エ アの(ｳ)の については，進化の証
拠とされる事柄や進化の具体例に

ついて扱うこと。その際，生物には
その生息環境での生活に都合のよ
い特徴が見られることにも触れる

こと。また，遺伝子に変化が起きて
形質が変化することがあることに
も触れること。

ア アの(ｱ)の に

ついては，生態系
における生産者
と消費者との関

係を扱うこと。ま
た，分解者の働き
についても扱う

こと。その際，土
壌動物にも触れ
ること。

イ アの(ｱ)の に
ついては，生物や
大気，水などの自

然環境を直接調
べたり，記録や資
料を基に調べた

りするなどの活
動を行うこと。ま
た，気候変動や外

来生物にも触れ
ること。

ウ アの(ｱ)の に

ついては，地域の
自然災害を調べ
たり，記録や資料

を基に調べたり
するなどの活動
を行うこと。

エ アの(ｲ)の に
ついては，これま
での第１分野と

第２分野の学習
を生かし，第１分
野の内容の(7)の
アの(ｲ)の 及び
イと関連付けて
総合的に扱うこ

と。

ア アの(ｱ)の の「身近な地形や地

層，岩石などの観察」については，
学校内外の地形や地層，岩石などを
観察する活動とすること。

イ アの(ｲ)の については，地層を形
成している代表的な堆積岩も取り
上げること。「地層」については，

断層，褶曲にも触れること。「化石」
については，示相化石及び示準化石
を取り上げること。「地質年代」の

区分は，古生代，中生代，新生代を
取り上げること。

ウ アの(ｳ)の の「火山」については，

粘性と関係付けながら代表的な火
山を扱うこと。「マグマの性質」に
ついては，粘性を扱うこと。「火山

岩」及び「深成岩」については，代
表的な岩石を扱うこと。また，代表
的な造岩鉱物も扱うこと。

エ アの(ｳ)の については，地震の現
象面を中心に扱い，初期微動継続時
間と震源までの距離との定性的な

関係にも触れること。また，「地球
内部の働き」については，日本付近
のプレートの動きを中心に扱い，地

球規模でのプレートの動きにも触
れること。その際，津波発生の仕組
みについても触れること。

オ アの(ｴ)の の「火山災害と地震災
害」については，記録や資料などを
用いて調べること。

ア アの(ｱ)の の「大気圧」について

は，空気中にある物体にはあらゆる
向きから圧力が働くことにも触れ
ること。指導の際には，第６学年で

学習した「空気の重さ」の内容を十
分に踏まえること。
イ アの(ｲ)の については，気温によ

る飽和水蒸気量の変化が湿度の変
化や凝結に関わりがあることを扱
うこと。また，水の循環にも触れる

こと。
ウ アの(ｲ)の については，風の吹き
方にも触れること。

エ アの(ｳ)の については，地球を取
り巻く大気の動きにも触れること。
また，地球の大きさや大気の厚さに

も触れること。
オ アの(ｴ)の の「気象災害」につい
ては，記録や資料などを用いて調べ

ること。

ア アの(ｱ)の の「太陽の南中高度の

変化」については，季節による昼夜
の長さや気温の変化にも触れるこ
と。

イ アの(ｲ)の の「太陽の特徴」につ
いては，形，大きさ，表面の様子な
どを扱うこと。その際，太陽から放

出された多量の光などのエネル
ギーによる地表への影響にも触れ
ること。

ウ アの(ｲ)の の「惑星」については，
大きさ，大気組成，表面温度，衛星
の存在などを取り上げること。その

際，地球には生命を支える条件が備
わっていることにも触れること。
「恒星」については，自ら光を放つ

ことや太陽もその一つであること
も扱うこと。その際，恒星の集団と
しての銀河系の存在にも触れるこ

と。「太陽系の構造」については，
惑星以外の天体が存在することに
も触れること。

エ アの(ｲ)の の「月の公転と見え
方」については，月の運動と満ち欠
けを扱うこと。その際，日食や月食

にも触れること。また，「金星の公
転と見え方」については，金星の運
動と満ち欠けや見かけの大きさを

扱うこと。
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 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

〔第３学年から第６学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，理科の

学習過程の特質を踏まえ，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験

を行うことなどの，問題を科学的に解決しようとする学習活動の充実を図ること。 

(2) 各学年で育成を目指す思考力，判断力，表現力等については，該当学年において育

成することを目指す力のうち，主なものを示したものであり，実際の指導に当たって

は，他の学年で掲げている力の育成についても十分に配慮すること。 

(3) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(4) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，理科の特質に応じて適切な

指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 問題を見いだし，予想や仮説，観察，実験などの方法について考えたり説明したり

する学習活動，観察，実験の結果を整理し考察する学習活動，科学的な言葉や概念を

使用して考えたり説明したりする学習活動などを重視することによって，言語活動が

充実するようにすること。 

(2) 観察，実験などの指導に当たっては，指導内容に応じてコンピュータや情報通信ネッ

トワークなどを適切に活用できるようにすること。また，第１章総則の第３の１の(3)

のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活

動を行う場合には，児童の負担に配慮しつつ，例えば第２の各学年の内容の〔第６学

年〕の「Ａ物質・エネルギー」の(4)における電気の性質や働きを利用した道具がある

ことを捉える学習など，与えた条件に応じて動作していることを考察し，更に条件を

変えることにより，動作が変化することについて考える場面で取り扱うものとする。 

(3) 生物，天気，川，土地などの指導に当たっては，野外に出掛け地域の自然に親しむ

活動や体験的な活動を多く取り入れるとともに，生命を尊重し，自然環境の保全に寄

与する態度を養うようにすること。 

(4) 天気，川，土地などの指導に当たっては，災害に関する基礎的な理解が図られるよ

うにすること。 

(5) 個々の児童が主体的に問題解決の活動を進めるとともに，日常生活や他教科等との

関連を図った学習活動，目的を設定し，計測して制御するという考え方に基づいた学

習活動が充実するようにすること。 

(6) 博物館や科学学習センターなどと連携，協力を図りながら，それらを積極的に活用

すること。 

３ 観察，実験などの指導に当たっては，事故防止に十分留意すること。また，環境整備

に十分配慮するとともに，使用薬品についても適切な措置をとるよう配慮すること。 
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〔第７学年から第９学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，理科の

学習過程の特質を踏まえ，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験

を行うことなどの科学的に探究する学習活動の充実を図ること。 

(2) 各学年においては，年間を通じて，各分野におよそ同程度の授業時数を配当するこ

と。その際，各分野間及び各項目間の関連を十分考慮して，各分野の特徴的な見方・

考え方を総合的に働かせ，自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・

能力を養うことができるようにすること。 

(3) 学校や生徒の実態に応じ，十分な観察や実験の時間，課題解決のために探究する時

間などを設けるようにすること。その際，問題を見いだし観察，実験を計画する学習

活動，観察，実験の結果を分析し解釈する学習活動，科学的な概念を使用して考えた

り説明したりする学習活動などが充実するようにすること。 

(4) 日常生活や他教科等との関連を図ること。 

(5) 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(6) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，理科の特質に応じて適切な

指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 観察，実験，野外観察を重視するとともに，地域の環境や学校の実態を生かし，自

然の事物・現象についての基本的な概念の形成及び科学的に探究する力と態度の育成

が段階的に無理なく行えるようにすること。 

(2) 生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度を養うようにすること。 

(3) １の(3)の学習活動を通して，言語活動が充実するようにすること。 

(4) 各分野の指導に当たっては，観察，実験の過程での情報の検索，実験，データの処

理，実験の計測などにおいて，コンピュータや情報通信ネットワークなどを積極的か

つ適切に活用するようにすること。 

(5) 指導に当たっては，生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりす

る活動を計画的に取り入れるよう工夫すること。 

(6) 原理や法則の理解を深めるためのものづくりを，各内容の特質に応じて適宜行うよ

うにすること。 

(7) 継続的な観察や季節を変えての定点観測を，各内容の特質に応じて適宜行うように

すること。 

(8) 観察，実験，野外観察などの体験的な学習活動の充実に配慮すること。また，環境

整備に十分配慮すること。 

(9) 博物館や科学学習センターなどと積極的に連携，協力を図るようにすること。 

(10) 科学技術が日常生活や社会を豊かにしていることや安全性の向上に役立っている

ことに触れること。また，理科で学習することが様々な職業などと関係していること

にも触れること。 

３ 観察，実験，野外観察の指導に当たっては，特に事故防止に十分留意するとともに，

使用薬品の管理及び廃棄についても適切な措置をとるよう配慮するものとする。 
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1

第５節 生 活

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

○ 指導方法・指導者の意識

・ 体験活動重視になっており，子どもたちの多様な気付きを質的に高める指導が十分

に行われていない。

・ スタートカリキュラムの実施について学校間で差があり，幼稚園の豊かな遊びから

の連続性を考えた指導が十分とはいえない。

・ 第３学年から始まる社会科・理科との接続，また，市民科との関連を考慮した指導

計画になっていない。

○ 児童の実態から見られる課題

・ 豊かな体験活動を重視した学習になってはいるが，子どもたちの気付きを子どもた

ち同士で伝え合い，深め合う活動につなげられていないので，学び合いが身に付けら

れていない。

・ 自然や生命に接する機会が少なく，生命を尊重する態度が身に付けられていない。

２ 課題を克服するための視点 

 これらの課題を克服するためには，生活科を通して育てたい資質・能力を明確にし，学

習指導の改善と充実を図ることが重要である。また，第３学年以降の学びへの連続性をもっ

た接続や保育園及び幼稚園との円滑な接続の視点ももたなければならない。

○ 育てたい資質・能力

・ 学校，家庭及び地域の生活に関わることを通して，自分と身近な人々，社会及び自

然との関わりについて考えることができ，それらのよさやすばらしさ，自分との関わ

りに気付き，地域に愛着をもち自然を大切にしたり，集団や社会の一員として安全で

適切な行動をしたりするようにする。

・ 身近な人々，社会及び自然と触れ合ったり関わったりすることを通して，それらを

工夫したり楽しんだりすることができ，活動のよさや大切さに気付き，自分たちの遊

びや生活をよりよくするようにする。

・ 自分自身を見つめることを通して，自分の生活や成長，身近な人々の支えについて

考えることができ，自分のよさや可能性に気付き，意欲と自信をもって生活するよう

にする。

○ 第３学年以降との接続，保幼との接続

・ 未分化で一体的な学びの特性を生かし，体験と言葉を使って学ぶなどの特性をふま

えた生活科の学習の充実が，第３学年以降の社会科や理科などのより系統的な学習や，

各教科等の「見方・考え方」を生かして発展的につながっていくことを意識すること

が重要である。

・ 幼児期における遊びを中心とした総合的な学びから他教科等における学習に円滑に

移行し，より自覚的な学びに向かうことが可能となるようにする。生活科を中心とし

た合科的・関連的な指導として，スタートカリキュラムを編成する。
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３ 具体的な手だて

 ２の課題を克服するための視点を踏まえ，具体的には次の手だてを講じることが必要で

ある。

○ 気付きの質を高める指導 

・ 活動の質を高めることが必要であり，活動のねらいをはっきりとさせた上で，学習

の進め方を考え，必要なものや場所，人材等を準備する。

・ 子どもたちの興味や関心に基づいた活動を尊重しながら，観察や作業の仕方，調べ

方等について基本的な知識や技能を身に付ける機会を設け，その積み重ねを大切にし

ていく。

・ 気付きの質を高めるために，児童が発見したこと，工夫したこと，気付いたことな

どを言語化し，児童に自分の「気付きを気付かせる」指導をする。児童の気付きを広

げるために，授業の中で，共有化する時間を設ける。

・ 直接触れ合ったり繰り返し関わったりする体験的な活動を十分に行う。

・ 見付ける，比べる，たとえる，試す，見通す，工夫するなどの，多様な学習活動を

行い，気付きを比較したり，分類したりして，質の高い気付きを生み出す。

・ 体験活動と表現活動を相互に繰り返し，思考力や判断力，表現力を育成し，自分の

気付きや発見を友達と交流し伝え合い，それぞれの気付きを関連させ，気付きの質を

高めていく。

○ スタートカリキュラムへの取組 

・ スタートカリキュラムの意義や考え方，大切にしたいことなどを全教職員で共通理

解していく。作成に当たっては，各学校で行った実践を情報交換したり，共有したり

する場や手段を設けるようにする。各学校のカリキュラムや特色を生かし，幼児教育

からの連続性を考慮した指導をしていく。

・ 幼児期の生活に近い活動を取り入れたり，10 分から 15分程度の短い時間で時間割
を編成したり，児童が自分の力で学校生活を送れるような学習環境を整えたりして，

児童が安心して自信をもって自分の力が発揮できるようにしていく。

・ 国語，算数などの教科名ではなく，「ゆったりタイム」（朝の準備・読書・自由遊び

など）「なかよしタイム」（歌・手遊び・ゲームなど）「わくわくタイム」（学校探検な

ど）「ぐんぐんタイム」（ひらがな・数字・教科書の使用など）などの名前をつけ，活

動がイメージできるようにする。

○ 第３学年以上の社会科・理科 

・ 生活科の内容が，第３学年の社会科や理科と，学習の内容的な側面と方法的な側面

で密接に関連していることを理解して指導に当たる。その際，社会科や理科と，生活

科のねらいの違いを明確にして，第３学年の学習へつなげていくことが大切である。

生活科では，自分との関わりの中で親しみをもって働く人と接する，児童の思いや願

いを大切にした多様な活動の中でその面白さや不思議さに気付く，などのねらいを実

現させていく。

○ 他教科との関わり 

・ 生活科の体験学習で身に付けた資質・能力や体験を，他教科のどの単元で生かせる
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か，また，他教科等で身に付けた資質・能力を，生活科の学習のどの活動で生かせる

か，相互の関連について検討し，指導計画に位置付ける。

○ 生命尊重 

・ 植物や昆虫・動物などの栽培や飼育を実態に応じて継続して行い，興味・関心を高

め，生命を尊重する態度を身に付けさせる。

・ 動植物への親しみ，責任感，生命尊重の気持ちを育むために，長期間にわたり繰り

返し動植物と関わる学習活動を設定する必要がある。そのために，児童が毎日目にす

るところに動植物を置くなどの配慮をし，毎日の生活の中に飼育・栽培活動が位置付

くようにする。

 第１ 目標 

 具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自立し生活

を豊かにしていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び自然の特徴やよさ，

それらの関わり等に気付くとともに，生活上必要な習慣や技能を身に付けるようにす

る。 

(2) 身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自身や自分の生活につい

て考え，表現することができるようにする。 

(3) 身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信をもって学んだり生活を豊

かにしたりしようとする態度を養う。
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 第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

１ 目 標 ２ 内 容 

目 標

学校，家庭及び地域の生活に関する内容 

(1)学校生活に関わ

る活動を行う。 

(2)家庭生活にかか

わる活動を行う。 

(3)地域に関わる活

動を行う。 

知
識
及
び
技
能
の
基
礎

(1) 学校，家庭及び地域の生活に関わることを通し

て，自分と身近な人々，社会及び自然との関わりにつ

いて考えることができ，それらのよさやすばらしさ，自

分との関わりに気付き，地域に愛着をもち自然を大切

にしたり，集団や社会の一員として安全で適切な行動

をしたりするようにする。 

 学校での生活は

様々な人や施設と

関わっていることが

分かる。 

 家庭での生活は

互いに支え合って

いることが分かる。 

 自分たちの生活

は様々な人や場所

と関わっていること

が分かる。 

思
考
力
・
判
断
力・

表
現
力
の
基
礎

(2) 身近な人々，社会及び自然と触れ合ったり関わっ

たりすることを通して，それらを工夫したり楽しんだりす

ることができ，活動のよさや大切さに気付き，自分たち

の遊びや生活をよりよくするようにする。 

 学校の施設の様

子や学校生活を支

えている人々や友

達，通学路の様子

やその安全を守っ

ている人々などに

ついて考える。 

 家庭における家

族のことや自分で

できることなどにつ

いて考える。 

 地域の場所やそ

こで生活したり働い

たりしている人々に

ついて考える。 

学
び
に
向
か
う
力
，人

間
性

(3) 自分自身を見つめることを通して，自分の生活や

成長，身近な人々の支えについて考えることができ，

自分のよさや可能性に気付き，意欲と自信をもって生

活するようにする。 

 楽しく安心して遊

びや生活をしたり，

安全な登下校をし

たりしようとする。 

 自分の役割を積

極的に果たしたり，

規則正しく健康に

気を付けて生活し

たりしようとする。 

 それらに親しみや

愛着をもち，適切に

接したり安全に生

活したりしようとす

る。 

第
３
学
年
へ
の
接
続

社会 

「地域の安全を 

守る働き」 

「身近な地域や 

市区町村の様子」 

「地域に見られる 

生産や販売の仕事」

理科 
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身近な人々，社会及び自然に関わる活動に関する内容 
自分自身の生活や

成長に関する内容 

(4)公共物や公共施

設を利用する活動

を行う。 

(5)身近な自然を観

察したり，季節や地

域の行事に関わっ

たりするなどの活動

を行う。 

(6)身近な自然を利

用したり，身近にあ

る物を使ったりする

などして遊ぶ活動を

行う。 

(7)動物を飼ったり植

物を育てたりする活

動を行う。 

(8)自分たちの生活

や地域の出来事を

身近な人々と伝え

合う活動を行う。 

(9)自分自身の生活

や成長を振り返る活

動を行う。 

 身の回りにはみん

なで使うものがある

ことやそれらを支え

ている人々がいるこ

となどが分かる。 

 自然の様子や四

季の変化，季節に

よって生活の様子

が変わることに気付

く。 

 その面白さや自然

の不思議さに気付

く。 

 それらは生命を

もっていることや成

長していることに気

付く。 

 身近な人々と関わ

ることのよさや楽しさ

が分かる。 

 自分が大きくなっ

たこと，自分ででき

るようになったこと，

役割が増えたことな

どが分かる。 

 それらのよさを感

じたり働きを捉えた

りする。 

 それらの違いや特

徴を見付ける。 

 遊びや遊びに使う

物を工夫してつく

る。 

 それらの育つ場

所，変化や成長の

様子に関心をもって

働きかける。 

 相手のことを想像

したり伝えたいこと

や伝え方を選んだり

する。 

 自分のことや支え

てくれた人々につい

て考える。 

 それらを大切に

し，安全に気を付け

て正しく利用しようと

する。 

 それらを取り入れ

自分の生活を楽しく

しようとする。 

 みんなと楽しみな

がら遊びを創り出そ

うとする。 

 生き物への親しみ

をもち，大切にしよう

とする。 

 進んで触れ合い

交流しようとする。 

 これまでの生活や

成長を支えてくれた

人々に感謝の気持

ちをもち，これから

の成長への願いを

もって，意欲的に生

活しようとする。 

「地域に見られる 

生産や販売の仕事」

「身の回りの生物」 「風とゴムの力の働き」

「光と音の性質」 

「磁石の性質」 

「身の回りの生物」
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第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 年間や，単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育

成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，

児童が具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自

分と地域の人々，社会及び自然との関わりが具体的に把握できるような学習活動の充

実を図ることとし，校外での活動を積極的に取り入れること。 

(2) 児童の発達の段階や特性を踏まえ，２学年間を見通して学習活動を設定すること。 

(3) 第２の内容の(7)については、２学年間にわたって取り扱うものとし，動物や植物へ

の関わり方が深まるよう継続的な飼育，栽培を行うようにすること。 

(4) 他教科等との関連を積極的に図り，指導の効果を高め，第１学年及び第２学年にお

ける教育全体の充実を図り，第３学年以降の教育へ円滑に接続できるようにするとと

もに，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮

すること。特に，小学校・義務教育学校入学当初においては，幼児期における遊びを

通した総合的な学びから他教科等における学習に円滑に移行し，主体的に自己を発揮

しながら，より自覚的な学びに向かうことが可能となるようにすること。その際，生

活科を中心とした合科的・関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫

をすること。 

(5) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(6) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，生活科の特質に応じて適切

な指導をすること。 

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱うよう学習活動

を工夫すること。 

(2) 身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，それらを通し

て気付いたことや楽しかったことなどについて，言葉，絵，動作，劇化などの多様な

方法により表現し，考えることができるようにすること。また，このように表現し，

考えることを通して，気付きを確かなものとしたり，気付いたことを関連付けたりす

ることができるよう工夫すること。 

(3) 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えることができるようにするた

め，見付ける，比べる，たとえる，試す，見通す，工夫するなどの多様な学習活動を

行うようにすること。 

(4) 学習活動を行うに当たっては，コンピュータなどの情報機器について，その特質を

踏まえ，児童の発達の段階や特性及び生活科の特質などに応じて適切に活用するよう

にすること。 

(5) 具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢者，障害のある児童・

生徒などの多様な人々と触れ合うことができるようにすること。 

(6) 生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然及び自分自身に関わる

学習活動の展開に即して行うようにすること。 
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第６節 音 楽

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

○ 表現分野では歌唱・器楽共に児童・生徒の関心・意欲は高い。しかし，授業において，

思いや意図をもって表現するために必要な基礎的な能力，技術を定着させるまでには

至っていない。また，個々の技能の実態に差があり，合奏等で全体の響きに対しての音

量のバランスなどを考えて表現することが難しい。

○ 鑑賞分野では，音楽のもととなる要素を知覚・感受したり，音楽のよさを味わって鑑

賞したりすることができている一方，根拠をもって言葉で伝え合ったり批評したりする

活動は不十分な実態がある。音楽科の特質に応じた言語活動の取組が課題である。

○ 現行の授業時数の中で読譜力（ハ長調の階名唱程度）を身に付けるために費やす時間

は限られている。そのため，全ての児童・生徒に十分な読譜力を定着させることが難し

い。生涯にわたって音楽を愛好する児童・生徒を育成するために，音楽を形づくってい

る要素とその働きを意識し，計画的に音符，休符，記号や用語の知識を実際に活用でき

るように指導する必要がある。

○ 「我が国の郷土や音楽」に関する学習については，全校において５年生と７年生に箏

の実技指導を実施し，６年生は鑑賞領域で，８，９年生は鑑賞領域や日本の楽器を使っ

た創作領域での指導を行ってきた。今回の改定により３，４年生にも新たに位置付けら

れたことから，３年生から９年生まで系統的に指導していく必要がある。

２ 課題を克服するための視点 

 これらの課題を克服し，児童・生徒たちに求められる力を育成するための基本的な考え

方は以下の３点である。

○ 音楽に対する感性を働かせ，他者と協働しながら，音楽表現を生み出したり音楽を聴

いたりしてそのよさや美しさなどを見いだすことができるよう，内容の改善を図る。

○ 音や音楽と自分との関わりを築いていけるよう，生活や社会の中の音や音楽の働き，

音楽文化についての意識を深める学習の充実を図る。

○ 我が国や郷土の音楽に親しみ，よさを一層味わうことができるよう，和楽器を含む我

が国や郷土の音楽の学習の充実を図る。

３ 具体的な手だて

音楽科で育成を目指す資質・能力を「生活や社会の中の音や音楽と，音楽文化に豊かに

関わる資質・能力」と規定し，「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向

かう力，人間性等」について示した。また，資質・能力の育成に当たっては，児童が「音

楽的な見方・考え方」を働かせて，学習活動に取り組めるようにする必要があることを示

した。このことによって，児童・生徒が教科としての音楽を学ぶ意味を明確にする。

また，近年情報化やグローバル化など急激な社会変化において，児童・生徒が芸術を学

ぶことを通じて感性等を育み，日本文化を理解して継承したり，異文化を理解し多様な人々

と協働したりできるようになることが求められている。このために「我が国や郷土の伝統
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音楽に関わる指導の充実」が必要である。

音楽科で育成を目指すこれらの資質・能力について，以下の４つの視点から，具体的な

手だてを考える。

◯ 「知識及び技能」の習得

未来の創り手となるために必要な資質・能力を確実に備えることが求められている。

そのために，音や音楽と，生活や社会との関わりを築き，音楽文化についての関心や理

解を深める。その上で児童・生徒が思いや意図をもって表現活動ができるような知識・

技能を定着させる。

この場合の「知識」とは，曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解すること，

「技能」とは思いや意図に合った表現などをするために必要となるものである。

・音楽科における児童・生徒の個々の知識及び技能の実態を把握して，必要に応じて少

人数での指導をしたり，児童・生徒同士の学び合いで互いの技能向上を図る場を設定

したりする。

・技能面での個人差の解消については個々の能力を観察，把握し，伸ばせる力を探って

いく。個や集団に応じて具体的な到達目標を設け，スモールステップの学習を取り入

れ達成感を味わわせる。

・読譜力の育成については，取り扱う教材，内容との関連で必要と考えられる時点で，

その都度繰り返し指導していく。

・表現領域においては，少人数での発表場面を設定する。また，創作活動においては，

個人の学習の深まりが見取れるワークシートを適切に活用する。

・ＩＣＴ機器を活用した授業を展開し，視覚と聴覚を融合させ，音楽のよさや面白さを

伝え合う授業の工夫をする。

◯ 「思考力，判断力，表現力等」の育成

「思考力，判断力，表現力等」の育成のために，音や音楽及び言葉によるコミュニケー

ションを図り，音楽科の特質に応じた言語活動を系統的に指導計画に取り入れる。

音楽に対する感性を働かせ，生活や社会の中の音や音楽，音楽文化と豊かに関わる資

質・能力を育成する。そのために領域ごとの９年間のつながりを教員が意識し，系統的

に指導計画を作成する必要がある。また，題材の内容が，年間指導計画において学習指

導要領及び品川区立学校教育要領のどの部分に位置付けられているかを教員が把握して

指導する。

・ 学習指導を確実に行うために，〔共通事項〕を柱とした学習内容の系統表を作成し，

活用を図っていく。

・ 音楽表現を創意工夫したり，音楽のよさや美しさを味わって聴いたりするために，

音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚し，それらが生み出す特質や雰囲

気を感受しながら，知覚したことと感受したこととの関わりについて考えさせる。

・ 音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図り，音楽科の特質に応じた言語活

動を適切に位置付け，児童・生徒の言語能力を向上させる。

◯ 「学びに向かう力，人間性等」の涵養
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 児童・生徒が音楽に自ら関わっていくことや，その過程を大事にしていくことが深い

学びにつながる。そのためには他者と協働しながら音楽表現を生み出したり，音楽を聴

いてそのよさなどを考えたりする学習や，発表活動の充実を図る。

・ 主体的に学習活動に取り組み音楽を通して他者と関わる喜びを味わうために，発表

したり聴き合ったりする学習を意図的に組み込む。

・ 多様な演奏活動を充実させるために，指導事例集を作成し活用する。

・ 思いや意図をもってグループ活動やペア学習に取り組み，他者との協働を図ること

で，自分なりの音楽的な見方・考え方を見いだせるようにする。

・ 学習の過程では，生活や社会の中の音や音楽の働きの視点から，意味や価値などを

児童・生徒が自覚できる学びの場面を設ける。

◯ 「我が国や郷土の伝統音楽に関わる指導」の充実

国際社会に生きる日本人の一員として，日本文化を理解して継承したり，異文化を理

解し多様な人々と協働したりできるように，音楽に関する伝統や文化を尊重し，実感的

な理解を深めていく。

我が国や郷土の音楽に親しむために，鑑賞では生活に根付いた音楽に触れて，他の文

化との関わりを知ったり，表現では扱う楽器を工夫したりしながらそのよさを深く味わ

えるようにしていく。

また我が国の音楽文化に一層の愛着をもつ視点から，我が国の自然や四季，文化，日

本語のもつ美しさ等を味わうことのできる鑑賞曲や歌曲も取り上げる。

・ 全学校で実施している５年生と７年生における箏の実技指導を継続するとともに，

他の学年においても多様な我が国や郷土の伝統音楽を各領域で取り上げる。

・ 我が国や諸外国の伝統音楽を演奏したり鑑賞したりする際に，その国や地域の風土，

文化や歴史，伝統といった環境も関連付けて学習することを通して，国際社会の一員

としての豊かな社会性・人間性を育む。

 第１ 目標 

 表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中

の音や音楽，音楽文化と豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解するととも

に，創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技能を身に付けるようにする。 

(2) 音楽表現を創意工夫することや，音楽のよさや美しさを味わって聴くことができる

ようにする。 

(3) 音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽を愛好する心情を育むとともに，

音楽に対する感性を豊かにし，音楽に親しんでいく態度を養い，豊かな情操を培う。
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 第２ 各学年の目標及び内容 

１ 目 標 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

「
知
識
及
び
技
能
」

(1) 曲想と音楽の構造などと

の関わりについて気付くと

ともに，音楽表現を楽しむ

ために必要な歌唱，器楽，

音楽づくりの技能を身に付

けるようにする。 

(1) 曲想と音楽の構造などと

の関わりについて気付くと

ともに，音楽表現を楽しむ

ために必要な歌唱，器楽，

音楽づくりの技能を身に付

けるようにする。 

(1) 曲想と音楽の構造などと

の関わりについて理解する

とともに，表したい音楽表

現をするために必要な歌

唱，器楽，音楽づくりの技

能を身に付けるようにす

る。 

「
思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
等
」

(2) 音楽表現を考えて表現に

対する思いをもつことや，

曲や演奏の楽しさを見いだ

しながら音楽を味わって聴

くことができるようにす

る。 

(2) 音楽表現を考えて表現に

対する思いや意図をもつこ

とや，曲や演奏のよさなど

を見いだしながら音楽を味

わって聴くことができるよ

うにする 

(2) 音楽表現を考えて表現に

対する思いや意図をもつこ

とや，曲や演奏のよさなど

を見いだしながら音楽を味

わって聴くことができるよ

うにする。 

「
学
び
に
向
か
う
力
，
人
間
性
等
」

(3) 楽しく音楽に関わり，協

働して音楽活動をする楽し

さを感じながら，身の回り

の様々な音楽に親しむとと

もに，音楽経験を生かして

生活を明るく潤いのあるも

のにしようする態度を養

う。 

(3) 進んで音楽に関わり，協

働して音楽活動をする楽し

さを感じながら，様々な音

楽に親しむとともに，音楽

経験を生かして生活を明る

く潤いのあるものにしよう

する態度を養う。 

(3) 主体的に音楽に関わり，

協働して音楽活動をする楽

しさを味わいながら，様々

な音楽に親しむとともに，

音楽経験を生かして生活を

明るく潤いのあるものにし

ようとする態度を養う。 
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第７学年 第８学年及び第９学年 

(1) 曲想と音楽の構造などとの関わり及び音

楽の多様性について理解するとともに，創意

工夫を生かした音楽表現をするために必要

な歌唱，器楽，創作の技能を身に付けるよう

にする。 

(1) 曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及

び音楽の多様性について理解するとともに，創

意工夫を生かした音楽表現をするために必要

な歌唱，器楽，創作の技能を身に付けるように

する。 

(2) 音楽表現を創意工夫することや，音楽を自

分なりに評価しながらよさや美しさを味わ 

って聴くことができるようにする。 

(2) 曲にふさわしい音楽表現を創意工夫するこ

とや，音楽を評価しながらよさや美しさを味

わって聴くことができるようにする。 

(3) 主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習に取

り組み，音楽活動の楽しさを体験することを

通して，音楽文化に親しむとともに，音楽に

よって生活を明るく豊かなものにしていく

態度を養う。 

(3) 主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習に取り

組み，音楽活動の楽しさを体験することを通し

て，音楽文化に親しむとともに，音楽によって

生活を明るく豊かなものにし，音楽に親しんで

いく態度を養う。 
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２ 内 容 

Ａ 表現 

(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

思
考
力
，
判
断
カ
，

表
現
力
等

ア 歌唱表現についての知識や技能を得た

り生かしたりしながら，曲想を感じ取って

表現を工夫し，どのように歌うかについて

思いをもつこと。 

ア 歌唱表現についての知識や技能を得た

り生かしたりしながら，曲の特徴を捉えた

表現を工夫し，どのように歌うかについて

思いや意図をもつこと。 

知
識

イ 曲想と音楽の構造との関わり，曲想と歌

詞の表す情景や気持ちとの関わりについ

て気付くこと。 

イ 曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関

わりについて気付くこと。 

技
能

ウ 思いに合った表現をするために必要な

次の(ｱ)から(ｳ)までの技能を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 範唱を聴いて歌ったり，階名で模唱した

り暗唱したりする技能 

(ｲ) 自分の歌声及び発音に気を付けて歌う

技能 

(ｳ) 互いの歌声や伴奏を聴いて，声を合わ

せて歌う技能 

ウ 思いや意図に合った表現をするために

必要な次(ｱ)から(ｳ)までの技能を身に付

けること。 

(ｱ) 範唱を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たり

して歌う技能 

(ｲ) 呼吸及び発音の仕方に気を付けて，自

然で無理のない歌い方で歌う技能 

(ｳ) 互いの歌声や副次的な旋律，伴奏を聴

いて，声を合わせて歌う技能 
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第５学年及び第６学年 第７学年 第８学年及び第９学年 

ア 歌唱表現についての知識や

技能を得たり生かしたりしなが

ら，曲の特徴にふさわしい表

現を工夫し，どのように歌うか

について思いや意図をもつこ

と。 

ア 歌唱表現に関わる知識や技

能を得たり生かしたりしなが

ら，歌唱表現を創意工夫する

こと。 

ア 歌唱表現に関わる知識や

技能を得たり生かしたりしな

がら，曲にふさわしい歌唱表

現を創意工夫すること。 

イ 曲想と音楽の構造や歌詞の

内容との関わりについて理解

すること。 

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について理

解すること。 

(ｱ) 曲想と音楽の構造や歌詞の

内容との関わり 

(ｲ) 声の音色や響き及び言菜の

特性と曲種に応じた発声との

関わり 

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について理

解すること。 

(ｱ) 曲想と音楽の構造や歌詞

の内容及び曲の背景との関

わり 

(ｲ) 声の音色や響き及び言葉

の特性と曲種に応じた発声と

の関わり 

ウ 思いや意図に合った表現を

するために必要な次の(ｱ)から

(ｳ)までの技能を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 範唱を聴いたり，ハ長調及

びイ短朗の楽詰を見たりして

歌う技能 

(ｲ) 呼吸及び発音の仕方に気

を付けて，自然で無理のな

い，響きのある歌い方で歌う

技能 

(ｳ) 各声部の歌声や全体の響

き，伴奏を聴いて，声を合わ

せて歌う技能 

ウ 次の(ｱ)及び(ｲ)の技能を身

に付けること。 

(ｱ) 創意工夫を生かした表現で

歌うために必要な発声，言葉

の発音，身体の使い方など

の技能 

(ｲ) 創意工夫を生かし，全体の

響きや各声部の声などを聴き

ながら他者と合わせて歌う技

能 

ウ 次の(ｱ)及び(ｲ)の技能を身

に付けること。 

(ｱ) 創意工夫を生かした表現

で歌うために必要な発声，言

葉の発音，身体の使い方な

どの技能 

(ｲ) 創意工夫を生かし，全体の

響きや各声部の声などを聴

きながら他者と合わせて歌う

技能 
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(2) 器楽の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

思
考
力
，
判
断
カ
，

表
現
力
等

ア 器楽表現についての知識や技能を得

たり生かしたりしながら，曲想を感じ取っ

て表現を工夫し，どのように演奏するか

について思いをもつこと。 

ア 器楽表現についての知識や技能を得

たり生かしたりしながら，曲の特徴を捉え

た表現を工夫し，どのように演奏するか

について思いや意図をもつこと。 

知
識

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について気付くこと。 

(ｱ) 曲想と音楽の構造との関わり 

(ｲ) 楽器の音色と演奏の仕方との関わり 

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について気付くこと。 

(ｱ) 曲想と音楽の構造との関わり 

(ｲ) 楽器の音色や響きと演奏の仕方との

関わり 

技
能

ウ 思いに合った表現をするために必要

な次の(ｱ)から(ｳ)までの技能を身に付け

ること。 

(ｱ) 範奏を聴いたり，リズム譜などを見たり

して演奏する技能 

(ｲ) 音色に気を付けて，旋律楽器及び打

楽器を演奏する技能 

(ｳ)互いの楽器の音や伴奏を聴いて，音を

合わせて演奏する技能 

ウ 思いや意図に合った表現をするため

に必要な次の(ｱ)から(ｳ)までの技能を身

に付けること。 

(ｱ) 範奏を聴いたり，ハ長調の楽譜を見た

りして演奏する技能 

(ｲ) 音色や響きに気を付けて，旋律楽器

及び打楽器を演奏する技能 

(ｳ) 互いの楽器の音や副次的な旋律，伴

奏を聴いて，音を合わせて演奏する技

能 
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第５学年及び第６学年 第７学年 第８学年及び第９学年 

ア 器楽表現についての知識

や技能を得たり生かしたりし

ながら，曲の特徴にふさわし

い表現を工夫し，どのように

演奏するかについて思いや

意図をもつこと。

ア 器楽表現に関わる知識や

技能を得たり生かしたりしな

がら，器楽表現を創意工夫

すること。 

ア 器楽表現に関わる知識や

技能を得たり生かしたりしな

がら，曲にふさわしい器楽

表現を創意工夫すること。 

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について理

解すること。 

(ｱ) 曲想と音楽の構造との関

わり 

(ｲ) 多様な楽器の音色や響き

と演奏の仕方との関わり 

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について理

解すること。 

(ｱ) 曲想と音楽の構造との関

わり  

(ｲ) 楽器の音色や響きと奏法と

の関わり 

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について

理解すること。  

(ｱ) 曲想と音楽の構造や曲の

背景との開わり  

(ｲ) 楽器の音色や響きと奏法

との関わり 

ウ 思いや意図に合った表現

をするために必要な次の(ｱ)

から(ｳ)までの技能を身に付

けること。 

(ｱ) 範奏を聴いたり，ハ長調及

びイ短調の楽詣を見たりして

演奏する技能 

(ｲ) 音色や響きに気を付けて，

旋律楽噐及び打楽器を演奏

する技能 

(ｳ) 各声部の楽器の音や全体

の響き，伴奏を聴いて，音を

合わせて演奏する技能 

ウ 次の(ｱ)及び(ｲ)の技能を身

に付けること。 

(ｱ) 創意工夫を生かした表現

で演奏するために必要な奏

法，身体の使い方などの技

能 

(ｲ) 創意工夫を生かし，全体の

響きや各声部の音などを聴

きながら他者と合わせて演

奏する技能 

ウ 次の(ｱ)及び(ｲ)の技能を

身に付けること。 

(ｱ) 創意工夫を生かした表現

で演奏するために必要な奏

法，身体の使い方などの技

能 

(ｲ) 創意工夫を生かし，全体

の響きや各声部の音などを

聴きながら他者と合わせて

演奏する技能 
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(3) 音楽づくり及び創作の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導す

る。 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

思
考
力
，
判
断
カ
，
表
現
力
等

ア 音楽づくりについての知識や技能を得

たり生かしたりしながら．次の(ｱ)及び(ｲ)を

できるようにすること 

(ｱ) 音遊びを通して，音楽づくりの発想を得

ること。 

(ｲ) どのように音を音楽にしていくかについ

て思いをもつこと。 

ア 音楽づくりについての知識や技能を得

たり生かしたりしながら．次の(ｱ)及び(ｲ)を

できるようにすること。 

(ｱ) 即興的に表現することを通して．音楽づ

くりの発想を得ること。 

(ｲ) 音を音楽へと構成することを通して，ど

のようにまとまりを意識した音楽をつくるか

について思いや意図をもつこと。 

知
識

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について，それらが生み

出す面白さなどと関わらせて気付くこと。 

(ｱ) 声や身の回りの様々な音の特徴 

(ｲ) 音やフレーズのつなげ方の特徴 

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について，それらが生み

出すよさや面白さなどと関わらせて気付く

こと。 

(ｱ) いろいろな音の響きやそれらの組合せ

の特徴 

(ｲ) 音やフレーズのつなげ方や重ね方の特

徴 

技
能

ウ 発想を生かした表現や，思いに合った

表現をするために必要な次の(ｱ)及び(ｲ)

の技能を身に付けること。 

(ｱ) 設定した条件に基づいて，即興的に音

を選んだりつなげたりして表現する技能 

(ｲ) 音楽の仕組みを用いて，簡単な音楽を

つくる技能 

ウ 発想を生かした表現や，思いや意図に

合った表現をするために必要な次の(ｱ)

及び(ｲ)の技能を身に付けること。 

(ｱ) 設定した条件に基づいて，即興的に音

を選択したり組み合わせたりして表現す

る技能 

(ｲ) 音楽の仕組みを用いて，音楽をつくる

技能 
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第５学年及び第６学年 第７学年 第８学年及び第９学年 

ア 音楽づくりについての知識

や技能を得たり生かしたりしな

がら，次の(ｱ)及び(ｲ)をできる

ようにすること。 

(ｱ) 即興的に表現することを通

して，音楽づくりの様々な発

想を得ること。 

(ｲ) 音を音楽へと構成することを

通して，どのように全体のまと

まりを意識した音楽をつくるか

について思いや意図をもつこ

と。 

ア 創作表現に関わる知識や技

能を得たり生かしたりしなが

ら，創作表現を創意工夫する

こと。 

ア 創作表現に関わる知識や

技能を得たり生かしたりしな

がら，まとまりのある創作表現

を創意工夫すること。 

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について，そ

れらが生み出すよさや面白さ

などと関わらせて理解するこ

と。 

(ｱ) いろいろな音の響きやそれ

らの組合せの特徴 

(ｲ) 音やフレーズのつなげ方や

重ね方の特徴 

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について，表

したいイメージと関わらせて理

解すること。 

(ｱ) 音のつながり方の特徴 

(ｲ) 音素材の特徴及び音の重

なり方や反復，変化，対照な

どの構成上の特徴 

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)につい 

て，表したいイメージと関わら

せて理解すること。 

(ｱ) 音階や言葉などの特徴及

び音のつながり方の特徴  

(ｲ) 音素材の特徴及び音の重

なり方や反復，変化，対照な

どの構成上の特徴 

ウ 発想を生かした表現や，思

いや意図に合った表現をする

ために必要な次の(ｱ)及び(ｲ)

の技能を身に付けること。 

(ｱ) 設定した条件に基づいて，

即興的に音を選択したり組み

合わせたりして表現する技能 

(ｲ) 音楽の仕組みを用いて，音

楽をつくる技能 

ウ 創意工夫を生かした表現で

旋律や音楽をつくるために必

要な，課題や条件に沿った音

の選択や組合せなどの技能

を身に付けること。 

ウ 創意工夫を生かした表現

で旋律や音楽をつくるため

に必要な，課題や条件に

沿った音の選択や組合せな

どの技能を身に付けること。 
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Ｂ 鑑賞 

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

思
考
力
，
判
断
カ
，
表
現
力
等

ア 鑑賞についての知識を得たり生か

したりしながら，曲や演奏の楽しさを

見いだし，曲全体を味わって聴くこ

と。 

ア 鑑賞についての知識を得たり生か

したりしながら，曲や演奏のよさなど

を見いだし，曲全体を味わって聴くこ

と。 

知
識

イ 曲想と音楽の構造との関わりにつ

いて気付くこと。 

イ 曲想及びその変化と，音楽の構造と

の関わりについて気付くこと。 

〔共通事項〕 

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けることができるように指導する。

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

思
考
力
，
判
断
カ
，

表
現
力
等

ア 音楽を形づくっている要素を聴き取り，

それらの働きが生み出すよさや面白さ，

美しさを感じ取りながら，聴き取ったこと

と感じ取ったこととの関わりについて考

えること。 

ア 音楽を形づくっている要素を聴き取り，

それらの働きが生み出すよさや面白さ，

美しさを感じ取りながら，聴き取ったこと

と感じ取ったこととの関わりについて考

えること。 

知
識

イ 音楽を形づくっている要素及びそれら

に関わる身近な音符，休符，記号や用

語について．音楽における働きと関わら

せて理解すること。 

イ 音楽を形づくっている要素及びそれら

に関わる音符，休符，記号や用語につ

いて，音楽における働きと関わらせて理

解すること。 
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第５学年及び第６学年 第７学年 第８学年及び第９学年 

ア 鑑賞についての知識を得た

り生かしたりしながら，曲や演

奏のよさなどを見いだし，曲

全体を味わって聴くこと。 

ア 鑑賞に関わる知識を得たり

生かしたりしながら，次の(ｱ)

から(ｳ)までについて自分なり

に考え，音楽のよさや美しさを

味わって聴くこと。 

(ｱ) 曲や演奏に対する評価とそ

の根拠 

(ｲ) 生活や社会における音楽の

意味や役割  

(ｳ) 音楽表現の共通性や固有

性 

ア 鑑賞に関わる知識を得たり

生かしたりしながら，次の(ｱ)

から(ｳ)までについて考え，

音楽のよさや美しさを味わっ

て聴くこと。 

(ｱ) 曲や演奏に対する評価と

その根拠 

(ｲ) 生活や社会における音楽

の意味や役割 

(ｳ) 音楽表現の共通性や固有

性 

イ 曲想及びその変化と，音楽

の構造との関わりについて理

解すること。 

イ 次の(ｱ)から(ｳ)までについて

理解すること。 

(ｱ) 曲想と音楽の構造との関わ

り  

(ｲ) 音楽の特徴とその背景とな

る文化や歴史，他の芸術との

関わり  

(ｳ) 我が国や郷土の伝統音楽

及びアジア地域の諸民族の

音楽の特徴と，その特徴から

生まれる音楽の多様性 

イ 次の(ｱ)から(ｳ)までについ

て理解すること。 

(ｱ) 曲想と音楽の構造との関わ

り 

(ｲ) 音楽の特徴とその背景とな

る文化や歴史，他の芸術と

の関わり 

(ｳ) 我が国や郷土の伝統音楽

及び諸外国の様々な音楽の

特徴と，その特徴から生まれ

る音楽の多様性 

第５学年及び第６学年 第７学年 第８学年及び第９学年 

ア 音楽を形づくっている要素を

聴き取り，それらの働きが生

み出すよさや面白さ，美しさを

感じ取りながら，聴き取ったこ

とと感じ取ったこととの関わり

について考えること。 

ア 音楽を形づくっている要素

や要素同士の関連を知覚し，

それらの働きが生み出す特質

や雰囲気を感受しながら，知

覚したことと感受したこととの

関わりについて考えること。 

ア 音楽を形づくっている要素

や要素同士の関連を知覚

し，それらの働きが生み出す

特質や雰囲気を感受しなが

ら，知覚したことと感受したこ

ととの関わりについて考える

こと。 

イ 音楽を形づくっている要素

及びそれらに関わる音符，休

符，記号や用語について，音

楽における働きと関わらせて

理解すること。 

イ 音楽を形づくっている要素

及びそれらに関わる用語や記

号などについて，音楽におけ

る働きと関わらせて理解する

こと。 

イ 音楽を形づくっている要素

及びそれらに関わる用語や

記号などにっいて，音楽に

おける働きと関わらせて理解

すること。 
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３ 内容の取扱い 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

(1) 歌唱教材は次に示すものを取り扱う。 

ア 主となる歌唱教材については，

各学年ともイの共通教材を含めて，

斉唱及び輪唱で歌う曲 

ア 主となる歌唱教材については，

各学年ともイの共通教材を含めて，

斉唱及び簡単な合唱で歌う曲 

ア 主となる歌唱教材については，

各学年ともイの共通教材の中の 3曲

を含めて，斉唱及び合唱で歌う曲 

イ 共通教材  

〔第 1 学年〕 

「うみ」（文部省唱歌） 

林
はやし

柳
りゅう

波
は

作詞 井
いの

上
う え

武
たけ

士
し

作曲  

「かたつむり」（文部省唱歌）  

「日のまる」（文部賓唱歌） 

高
たか

野
の

辰
たつ

之
ゆ き

作詞 岡
おか

野
の

貞
てい

一
いち

作曲  

「ひらいたひらいた」（わらべうた） 

〔第 2 学年〕 

「かくれんぼ」（文部省唱歌） 

林
はやし

柳
りゅう

波
は

作詞 下
し も

総
ふ さ

皖
かん

一
いち

作曲 

「春がきた」（文部省唱歌） 

高
たか

野
の

辰
たつ

之
ゆ き

作詞 岡
おか

野
の

貞
てい

一
いち

作曲  

「虫のこえ」（文部省唱歌） 

「タやけこやけ」 

中
なか

村
むら

雨
う

紅
こ う

作詞 草
く さ

川
かわ

信
し ん

作曲 

イ 共通教材  

〔第 3 学年〕  

「うさぎ」（日本古謡） 

「茶つみ」（文部省唱歌） 

「春の小川」（文部省唱歌） 

高
たか

野
の

辰
たつ

之
ゆ き

作詞 岡
おか

野
の

貞
てい

一
いち

作曲 

「ふじ山」（文部省唱歌） 

巌
いわ

谷
や

小
さ ざ

波
なみ

作詞  

〔第 4 学年〕  

「さくらさくら」（日本古謡）  

「とんび」 

葛
く ず

原
は ら

しげる作詞 梁
やな

田
だ

貞
ただし

作曲 

「まきばの朝」（文部省唱歌） 

船
ふな

橋
ばし

栄
えい

吉
き ち

作曲  

「もみじ」（文部省唱歌） 

高
たか

野
の

辰
たつ

之
ゆ き

作詞 岡
おか

野
の

貞
てい

一
いち

作曲 

イ 共通教材  

〔第 5 学年〕 

「こいのぼり」（文部省唱歌）  

「子もり歌」（日本古謁）  

「スキーの歌」（文部省唱歌） 

林
はやし

柳
りゅう

波
は

作詞 橋
は し

本
も と

国
く に

彦
ひ こ

作曲  

「冬げしき」（文部省唱歌） 

〔第 6 学年〕  

「越
え

天
てん

楽
ら く

今
いま

様
よ う

（歌詞は第 2 節まで）」

（日本古謡） 慈
じ

鎮
ちん

和尚作歌  

「おぼろ月夜」（文部省唱歌） 

高
たか

野
の

辰
たつ

之
ゆ き

作詞 岡
おか

野
の

貞
てい

一
いち

作曲 

「ふるさと」（文部省唱歌） 

高
たか

野
の

辰
たつ

之
ゆ き

作詞 岡
おか

野
の

貞
てい

一
いち

作曲 

「われは海の子（歌詞は第 3節まで）」 

(文部省唱歌） 

(2) 主となる器楽教材については，

既習の歌唱教材を含め，主旋律

に簡単なりズム伴奏や低声部など

を加えた曲を取り扱う。 

(2) 主となる器楽教材については，

既習の歌唱教材を含め，簡単な重

奏や合奏などの曲を取り扱う。 

(2) 主となる器楽教材については，

楽器の演奏効果を考慮し，簡単な

重奏や合奏などの曲を取り扱う。 

(3) 鑑賞教材は次に示すものを取り扱う。 

ア 我が国及び諸外国のわらべうた

や遊びうた，行進曲や踊りの音楽

など体を動かすことの快さを感じ取

りやすい音楽，日常の生活に関連

して情景を思い浮かべやすい音

楽など，いろいろな種類の曲 

ア 和楽器の音楽を含めた我が国の

音楽，郷土の言楽，諸外国に伝わ

る民謡など生活との関わりを捉え

やすい音楽，劇の音楽，人々に長

く親しまれている音楽など，いろい

ろな種類の曲 

ア 和楽器の音楽を含めた我が国の

音楽や諸外国の音楽など文化と

の関わりを捉えやすい音楽，人々

に長く親しまれている音楽など，い

ろいろな種類の曲 

イ 音楽を形づくっている要素の働き

を感じ取りやすく，親しみやすい曲 

イ 音楽を形づくっている要素の働き

を感じ取りやすく，聴く楽しさを得

やすい曲 

イ 音楽を形づくっている要素の働き

を感じ取りやすく，聴く喜びを深め

やすい曲 

ウ 楽器の音色や人の声の特徴を捉

えやすく親しみやすい，いろいろ

な演奏形態による曲 

ウ 楽器や人の声による演奏表現の

違いを聴き取りやすい，独奏，重

奏，独唱，重唱を含めたいろいろ

な演奏形態による曲 

ウ 楽器の音や人の声が重なり合う

響きを味わうことができる，合奏，

合唱を含めたいろいろな演奏形態

による曲 
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 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

〔第１学年から第６学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，

児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，音楽的な見方・

考え方を働かせ，他者と協働しながら，音楽表現を生み出したり音楽を聴いてそのよさ

などを見いだしたりするなど，思考，判断し，表現する一連の過程を大切にした学習の

充実を図ること。 

(2) 第２の各学年の内容の「A表現」の(1)，(2)及び(3)の指導については， ア，イ及び

ウの各事項を，「B鑑賞」の(1)の指導については，ア及びイの 各事項を適切に関連さ

せて指導すること。 

(3) 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は，表現及び鑑賞の学習において共通に必要とな

る資質・能力であり，「A表現」及び「B鑑賞」の指導と併せて，十分な指導が行われる

よう工夫すること。 

(4) 第２の各学年の内容の「A表現」の(1)，(2)及び(3)並びに「B鑑賞」の(1)の指導につ

いては，適宜，〔共通事項〕を要として各領域や分野の関連を図るようにすること。 

(5) 国歌「君が代」は，いずれの学年においても歌えるよう指導すること。 

(6) 低学年においては，第１章総則の第２の４の(1)を踏まえ，他教科等との関連を積極的

に図り，指導の効果を高めるようにするとともに，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終

わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること。特に，小学校・義務教育学校入学

当初においては，生活科を中心とした合科的・関連的な指導や，弾力的な時間割の設定

を行うなどの工夫をすること。 

(7) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内

容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(8) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を考

慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，音楽科の特質に応じて適切な指

導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 各学年の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たっては，次のとおり取り扱うこと。

ア 音楽によって喚起されたイメージや感情，音楽表現に対する思いや意図，音楽を聴

いて感じ取ったことや想像したことなどを伝え合い共感するなど，音や音楽及び言葉

によるコミュニケーションを図り，音楽科の特質に応じた言語活動を適切に位置付け

られるよう指導を工夫すること。  

イ 音楽との一体感を味わい，想像力を働かせて音楽と関わることができるよう，指導

のねらいに即して体を動かす活動を取り入れること。 

ウ 児童が様々な感覚を働かせて音楽への理解を深めたり，主体的に学習に取り組んだ

りすることができるようにするため，コンピュータや教育機器を効果的に活用できる

よう指導を工夫すること。 
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エ 児童が学校内及び公共施設などの学校外における音楽活動とのつながりを意識でき

るようにするなど，児童や学校，地域の実態に応じ，生活や社会の中の音や音楽と主

体的に関わっていくことができるよう配慮すること。 

オ 表現したり鑑賞したりする多くの曲について，それらを創作した著作者がいること

に気付き，学習した曲や自分たちのつくった曲を大切にする態度を養うようにすると

ともに，それらの著作者の創造性を尊重する意識をもてるようにすること。また，こ

のことが，音楽文化の継承，発展，創造を支えていることについて理解する素地とな

るよう配慮すること。 

(2) 和音の指導に当たっては，合唱や合奏などの活動を通して和音のもつ表情を感じ取る

ことができるようにすること。また，長調及び短調の曲においては，I，IV，V 及び V7

などの和音を中心に指導すること。 

(3) 我が国や郷土の音楽の指導に当たっては，そのよさなどを感じ取って表現したり鑑賞

したりできるよう，音源や楽譜等の示し方，伴奏の仕方，曲に合った歌い方や楽器の演

奏の仕方などの指導方法を工夫すること。 

(4) 各学年の「A表現」の(1)の歌唱の指導に当たっては，次のとおり取り扱うこと。 

ア 歌唱教材については，我が国や郷土の音楽に愛着がもてるよう，共通教材のほか，

長い間親しまれてきた唱歌，それぞれの地方に伝承されているわらべうたや民謡など

日本のうたを含めて取り上げるようにすること。  

イ 相対的な音程感覚を育てるために，適宜，移動ド唱法を用いること。  

ウ 変声以前から自分の声の特徴に関心をもたせるとともに，変声期の児童に対して適

切に配慮すること。

(5) 各学年の「A表現」の(2)の楽器については，次のとおり取り扱うこと。  

ア 各学年で取り上げる打楽器は，木琴，鉄琴，和楽器，諸外国に伝わる様々な楽器を

含めて，演奏の効果，児童や学校の実態を考慮して選択すること。 

イ 第 1学年及び第 2学年で取り上げる旋律楽器は，オルガン，鍵盤ハーモニカなどの

中から児童や学校の実態を考慮して選択すること。 

ウ 第 3学年及び第 4学年で取り上げる旋律楽器は，既習の楽器を含めて， リコーダー

や鍵盤楽器，和楽器などの中から児童や学校の実態を考慮して選択すること。 

エ 第 5学年及び第 6学年で取り上げる旋律楽器は，既習の楽器を含めて， 電子楽器，

和楽器，諸外国に伝わる楽器などの中から児童や学校の実態を考慮して選択すること。 

オ 合奏で扱う楽器については，各声部の役割を生かした演奏ができるよう，楽器の特

性を生かして選択すること。 

カ 第 5学年で、筝を取り扱うこと。 

(6) 各学年の「A表現」の(3)の音楽づくりの指導に当たっては，次のとおり取り扱うこと。 

ア 音遊びや即興的な表現では，身近なものから多様な音を探したり，リズムや旋律を

模倣したりして，音楽づくりのための発想を得ることができるよう指導すること。そ

の際，適切な条件を設定するなど，児童が無理なく音を選択したり組み合わせたりす

ることができるよう指導を工夫 すること。  
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イ どのような音楽を，どのようにしてつくるかなどについて，児童の実態に応じて具

体的な例を示しながら指導するなど，見通しをもって音楽づくりの活動ができるよう

指導を工夫すること。 

ウ つくった音楽については，指導のねらいに即し，必要に応じて作品を記録させるこ

と。作品を記録する方法については，図や絵によるもの， 五線譜など柔軟に指導する

こと。 

エ 拍のないリズム，我が国の音楽に使われている音階や調性にとらわれない音階など

を児童の実態に応じて取り上げるようにすること。 

(7) 各学年の「B鑑賞」の指導に当たっては，言葉などで表す活動を取り入れ，曲想と音

楽の構造との関わりについて気付いたり理解したり，曲や演奏の楽しさやよさなどを見

いだしたりすることができるよう指導を工夫すること。 

(8) 各学年の〔共通事項〕に示す「音楽を形づくっている要素」については， 児童の発達

の段階や指導のねらいに応じて，次のア及びイから適切に選択したり関連付けたりして

指導すること。  

ア 音楽を特徴付けている要素 

 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，和音の響き，音階，調，拍，フレー

ズなど 

イ 音楽の仕組み 

 反復，呼びかけとこたえ，変化，音楽の縦と横との関係など 

(9) 各学年の〔共通事項〕の(1)のイに示す「音符，休符，記号や用語」については，児童

の学習状況を考慮して，次に示すものを音楽における働きと関わらせて理解し，活用で

きるよう取り扱うこと。 
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〔第７学年から第９学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，

生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，音楽的な見方・

考え方を働かせ，他者と協働しながら，音楽表現を生み出したり音楽を聴いてそのよさ

や美しさなどを見いだしたりするなど，思考，判断し，表現する一連の過程を大切にし

た学習の充実を図ること。 

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の(1)，(2)及び(3)の指導については，ア，イ及びウ

の各事項を，「Ｂ鑑賞」の(1)の指導については，ア及びイの各事項を適切に関連させて

指導すること。 

(3) 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は，表現及び鑑賞の学習において共通に必要とな

る資質・能力であり，「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導と併せて，十分な指導が行われる

よう工夫すること。 

(4) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の(1)，(2)及び(3)並びに「Ｂ鑑賞」の(1)の指導に

ついては，それぞれ特定の活動のみに偏らないようにするとともに，必要に応じて，〔共

通事項〕を要として各領域や分野の関連を図るようにすること。 

(5) 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内

容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(6) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を考

慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，音楽科の特質に応じて適切な指

導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，次のとおり取り扱うこと。 

ア 音楽活動を通して，それぞれの教材等に応じ，音や音楽が生活に果たす役割を考え

させるなどして，生徒が音や音楽と生活や社会との関わりを実感できるよう指導を工

夫すること。なお，適宜，自然音や環境音などについても取り扱い，音環境への関心

を高めることができるよう指導を工夫すること。 

イ 音楽によって喚起された自己のイメージや感情，音楽表現に対する思いや意図，音

楽に対する評価などを伝え合い共感するなど，音や音楽及び言葉によるコミュニケー

ションを図り，音楽科の特質に応じた言語活動を適切に位置付けられるよう指導を工

夫すること。 

ウ 知覚したことと感受したこととの関わりを基に音楽の特徴を捉えたり，思考，判断

の過程や結果を表したり，それらについて他者と共有，共感したりする際には，適宜，

体を動かす活動も取り入れるようにすること。 

エ 生徒が様々な感覚を関連付けて音楽への理解を深めたり，主体的に学習に取り組ん

だりすることができるようにするため，コンピュータや教育機器を効果的に活用でき

るよう指導を工夫すること。 

オ 生徒が学校内及び公共施設などの学校外における音楽活動とのつながりを意識でき

るようにするなど，生徒や学校，地域の実態に応じ，生活や社会の中の音や音楽，音
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楽文化と主体的に関わっていくことができるよう配慮すること。 

カ 自己や他者の著作物及びそれらの著作者の創造性を尊重する態度の形成を図るとと

もに，必要に応じて，音楽に関する知的財産権について触れるようにすること。また，

こうした態度の形成が，音楽文化の継承，発展，創造を支えていることへの理解につ

ながるよう配慮すること。 

(2) 各学年の「Ａ表現」の(1)の歌唱の指導に当たっては，次のとおり取り扱うこと。 

ア 歌唱教材は，次に示すものを取り扱うこと。 

(ｱ) 我が国及び諸外国の様々な音楽のうち，指導のねらいに照らして適切で，生徒に

とって親しみがもてたり意欲が高められたり，生活や社会において音楽が果たして

いる役割が感じ取れたりできるもの。 

(ｲ) 民謡，長唄などの我が国の伝統的な歌唱のうち，生徒や学校，地域の実態を考慮

して，伝統的な声や歌い方の特徴を感じ取れるもの。なお，これらを取り扱う際は，

その表現活動を通して，生徒が我が国や郷土の伝統音楽のよさを味わい，愛着をも

つことができるよう工夫すること。 

(ｳ) 我が国で長く歌われ親しまれている歌曲のうち，我が国の自然や四季の美しさを

感じ取れるもの又は我が国の文化や日本語のもつ美しさを味わえるもの。なお，各

学年において，以下の共通教材の中から１曲以上を含めること。 

「赤とんぼ」 三
み

木
き

露
ろ

風
ふ う

作詞 山
や ま

田
だ

耕
こ う

筰
さ く

作曲 

「荒城の月」 土
ど

井
い

晩
ば ん

翠
す い

作詞 滝
た き

廉
れ ん

太
た

郎
ろ う

作曲 

「早春賦」 吉
よ し

丸
ま る

一
か ず

昌
ま さ

作詞 中
な か

田
だ

章
あきら

作曲 

「夏の思い出」 江
え

間
ま

章
しょう

子
こ

作詞 中
な か

田
だ

喜
よ し

直
な お

作曲 

「花」  武
た け

島
し ま

羽
は

衣
ごろも

作詞 滝
た き

廉
れ ん

太
た

郎
ろ う

作曲 

「花の街」 江
え

間
ま

章
しょう

子
こ

作詞 團
だ ん

伊
い

玖
く

磨
ま

作曲 

「浜辺の歌」 林
は や し

古
こ

溪
け い

作詞 成
な り

田
た

為
た め

三
ぞ う

作曲 

イ 変声期及び変声前後の声の変化について気付かせ，変声期の生徒を含む全ての生徒

の心理的な面についても配慮するとともに，変声期の生徒については適切な声域と声

量によって歌わせるようにすること。 

ウ 相対的な音程感覚などを育てるために，適宜，移動ド唱法を用いること。 

(3) 各学年の「Ａ表現」の(2)の器楽の指導に当たっては，次のとおり取り扱うこと。 

ア 器楽教材は，次に示すものを取り扱うこと。 

(ｱ) 我が国及び諸外国の様々な音楽のうち，指導のねらいに照らして適切で，生徒に

とって親しみがもてたり意欲が高められたり，生活や社会において音楽が果たして

いる役割が感じ取れたりできるもの。 

イ 生徒や学校，地域の実態などを考慮した上で，指導上の必要に応じて和楽器，弦楽

器，管楽器，打楽器，鍵盤楽器，電子楽器及び世界の諸民族の楽器を適宜用いること。

なお，３学年間を通じて１種類以上の和楽器を取り扱い，その表現活動を通して，生

徒が我が国や郷土の伝統音楽のよさを味わい，愛着をもつことができるよう工夫する
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こと。 

ウ 第 7学年又は第 8学年で、筝を取り扱うこと。 

(4) 歌唱及び器楽の指導における合わせて歌ったり演奏したりする表現形態では，他者と

共に一つの音楽表現をつくる過程を大切にするとともに，生徒一人一人が，担当する声

部の役割と全体の響きについて考え，主体的に創意工夫できるよう指導を工夫すること。 

(5) 読譜の指導に当たっては，小学校における学習を踏まえ，♯や♭の調号としての意味

を理解させるとともに，３学年間を通じて，１♯，１♭程度をもった調号の楽譜の視唱

や視奏に慣れさせるようにすること。 

(6) 我が国の伝統的な歌唱や和楽器の指導に当たっては，言葉と音楽との関係，姿勢や身

体の使い方についても配慮するとともに，適宜，口
く ち

唱
しょう

歌
が

を用いること。 

(7) 各学年の「Ａ表現」の(3)の創作の指導に当たっては，即興的に音を出しながら音のつ

ながり方を試すなど，音を音楽へと構成していく体験を重視すること。その際，理論に

偏らないようにするとともに，必要に応じて作品を記録する方法を工夫させること。 

(8) 各学年の「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，次のとおり取り扱うこと。 

ア 鑑賞教材は，我が国や郷土の伝統音楽を含む我が国及び諸外国の様々な音楽のうち，

指導のねらいに照らして適切なものを取り扱うこと。 

イ 第７学年では言葉で説明したり，第８学年及び第９学年では批評したりする活動を

取り入れ，曲や演奏に対する評価やその根拠を明らかにできるよう指導を工夫するこ

と。 

(9) 各学年の〔共通事項〕に示す「音楽を形づくっている要素」については，指導のねら

いに応じて，音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構成などから，

適切に選択したり関連付けたりして指導すること。 

(10) 各学年の〔共通事項〕の(1)のイに示す「用語や記号など」については，〔第１学年か

ら第６学年まで〕の２の(9)に示すものに加え，生徒の学習状況を考慮して，次に示すも

のを音楽における働きと関わらせて理解し，活用できるよう取り扱うこと。 
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１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

○ 指導方法・内容からの課題

 ・ 「造形遊び」の目指す表現の楽しさを第７学年以降にも取り入れたことにより，作

品製作において試行錯誤をする時間が確保され，表現活動が充実したため，今後も計

画的に位置づける必要があること。

・ 児童・生徒が実現したい思いを作品に反映させられるようにすること。

・ 自然に触れ，感性を豊かにすることにつなげる機会が乏しいこと。

・ 高学年以降の学習活動がデザインに表現する活動に傾きがちで，心情や思いを表現

する活動が少ないこと。

・ 一方的に情報を与えることなく，児童・生徒が造形的な見方や感じ方を広げたり，

深めたりする鑑賞の活動を行うための指導が不十分であること。

・ 様々な発想や構想，アイデア，表し方があることに児童・生徒が互いに気付き，伝

え合ったり話し合ったりする言語活動が不十分であること。

・ 児童・生徒が品川区の文化財等に触れ，伝統や文化のよさや美しさを感じ取る機会

が少ないこと。

・ 教員の経験や捉え方により指導内容などに差が生じる傾向があること。

・ 研究会等において小中連携を推進している中で，図画工作と美術それぞれの特性に

ついての理解が不十分なところがあること。

○ 児童・生徒の実態からの課題

・ 表現形式によって苦手意識をもったり，感じたことを話すことに対してためらった

りすること。（高学年以降の児童・生徒）

・ 自分が表したいもののイメージと，実際表したいことの違いを感じることで，表現

することに苦手意識をもっていること。（高学年以降の児童・生徒）

・ 材料に触る，指で描くなど手や体全体を働かせてものをつくる活動の機会が減少し

ていること。

２ 課題を克服するための視点 

  これらの課題を克服し，児童・生徒たちに求められる力を育成するための基本的な考

え方は以下の２点である。

○ 感性や想像力等を働かせて，表現したり鑑賞したりする資質・能力を相互に関連させ

ながら育成できるよう，内容の改善を図る。

○ 生活を美しく豊かにする造形や美術の働き，美術文化についての理解を深める学習の

充実を図る。

３ 具体的な手だて 

○指導の工夫について 

 ・ 第７学年以降にも「造形遊び」の目指す表現の楽しさを取り入れ，感性や表現を深

めていく。 

・ 児童・生徒が主体的に周囲に働きかけるような学習活動を通して，気持ちや情報を
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伝える楽しさを味わわせることを重視し，児童・生徒の実態を踏まえて柔軟かつ適切

に課題を設定していく。

・ 一人一人の表したいものに応じて，それにふさわしい大きさや形体，作り方などに

ついて適切な指導を行い，完成までの目標と見通しをもって計画的に表すことができ

るようにする。

・ 発展性のある材料や表現方法について意図的に取り上げ，教師が指示した課題や助

言を基に，形や色彩，材料などに視点を置いて感じ取ったり考えたりするなどの学習

を展開する。

・ 授業をはじめ学校内外の様々な体験を通して，感じ取ったことや感動したことを想

起させたり，よりよいものや美しいものへの憧れをもたせたりする。そして，楽しい

想像や憧れの世界を豊かに発想できるようにする。

・ 児童・生徒が自分の感じ取ったことや気付いたこと，考えたことなどについて，対

話などを通して，お互いに説明し合う中で，自分にはない新たな見方や感じ方に気付

かせる。

・ 手や体全体の感覚などを働かせ，材料や用具の特徴を生かしながら，工夫して創造

的につくったり表したりすることができるようにする。

・ 美しいものやよりよいものにあこがれ，それを求め続けようとする豊かな心の動き

に重点を置き，豊かな精神や人間としての在り方・生き方を養う。

・ ＩＣＴ機器を発想や構造の場面等で効果的に活用し表現の幅を広げ，様々な表現の

可能性を引き出す。

・  鑑賞の学習を年間指導計画の中に適切に位置付け，鑑賞の目標を実現するために必

要な授業時数を定める。また，実態に応じて鑑賞の指導を独立して行うようにする。

・ 事前学習で鑑賞する上での視点などを指導することで，美術館見学などをさらに充

実させていく。また，室内に作品の写真等を掲示し，見方や感じ方，考え方などが深

まるようにする。

・ 地域にある伝統的な工芸品や祭りの山車，建造物など文化財を鑑賞することを通し

て，その特徴やよさに気付き，美術文化と伝統を実感的に捉えるようにする。その際，

コミュニティスクールの取組を生かし，地域人材（伝統工芸職人など）による体験授

業，職場体験などを行い，品川独自の文化に触れる機会を増やす。

・ 教育会での研究授業，講演会，作品持ち寄り研修などをバランスよく実施し，9 年

間一貫した図画工作・美術の共通理解を深めていく。

・ 市民科で取り上げたことに関係のある内容や教材を取り扱う場合には，市民科にお

ける指導の成果を生かすように工夫する。

 第１ 目標 

 表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中

の美術や美術文化と豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) 対象や事象を捉える造形的な視点について理解するとともに，表現方法を創意工夫

し，創造的に表すことができるようにする。 

(2) 造形的なよさや美しさ，表現の意図と工夫，美術の働きなどについて考え，主題を

生み出し豊かに発想し構想を練ったり，美術や美術文化に対する見方や感じ方を深め
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たりすることができるようにする。 

(3) 美術の創造活動の喜びを味わい，美術を愛好する心情を育み，感性を豊かにし，心

豊かな生活を創造していく態度を養い，豊かな情操を培う。 
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 第２ 各学年の目標及び内容 

１ 目 標 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

知
識
及
び
技
能

(1) 対象や事象を捉える造形的な視点につ

いて自分の感覚や行為を通して気付くと

ともに，手や体全体の感覚などを働かせ材

料や用具を使い，表し方などを工夫して，

創造的につくったり表したりすることが

できるようにする。 

(1) 対象や事象を捉える造形的な視点につ

いて自分の感覚や行為を通して分かると

もに，手や体全体を十分に働かせ材料や用

具を使い，表し方などを工夫して，創造的

につくったり表したりすることができる

ようにする。 

思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
等

(2) 造形的な面白さや楽しさ，表したいこ

と，表し方などについて考え，楽しく発想

や構想をしたり，身の回りの作品などから

自分の見方や感じ方を広げたりすること

ができるようにする。 

(2) 造形的なよさや面白さ，表したいこと，

表し方などについて考え，豊かに発想や構

想をしたり，身近にある作品などから自分

の見方や感じ方を広げたりすることがで

きるようにする。 

学
び
に
向
か
う
力
，
人
間
性
等

(3) 楽しく表現したり鑑賞したりする活動

に取り組み，つくりだす喜びを味わうとと

もに，形や色などに関わり楽しい生活を創

造しようとする態度を養う。 

(3) 進んで表現したり鑑賞したりする活動

に取り組み，つくりだす喜びを味わうとと

もに，形や色などに関わり楽しく豊かな生

活を創造しようとする態度を養う。 
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第５学年及び第６学年 第７学年 第８学年及び第９学年 

(1) 対象や事象を捉える造形

的な視点について自分の感

覚や行為を通して理解する

とともに，材料や用具を活用

し,表し方などを工夫して，

創造的につくったり表した

りすることができるように

する。 

(1) 対象や事象を捉える造形

的な視点について理解する

とともに，意図に応じて表現

方法を工夫して表すことが

できるようにする。 

(1) 対象や事象を捉える造形

的な視点について理解する

とともに，意図に応じて自分

の表現方法を追求し，創造的

に表すことができるように

する。 

(2) 造形的なよさや美しさ，表

したいこと，表し方などにつ

いて考え，創造的に発想や構

想をしたり，親しみのある作

品などから自分の見方や感じ

方を深めたりすることができ

るようにする。 

(2) 自然の造形や美術作品な

どの造形的なよさや美しさ，

表現の意図と工夫，機能性と

美しさとの調和，美術の働き

などについて考え，主題を生

み出し豊かに発想し構想を

練ったり，美術や美術文化に

対する見方や感じ方を広げ

たりすることができるよう

にする。 

(2) 自然の造形や美術作品な

どの造形的なよさや美しさ，

表現の意図と創造的な工夫，

機能性と洗練された美しさ

との調和，美術の働きなどに

ついて独創的・総合的に考

え，主題を生み出し豊かに発

想し構想を練ったり，美術や

美術文化に対する見方や感

じ方を深めたりすることが

できるようにする。 

(3) 主体的に表現したり鑑賞

したりする活動に取り組み，

つくりだす喜びを味わうと

ともに，形や色などに関わり

楽しく豊かな生活を創造し

ようとする態度を養う。 

(3) 楽しく美術の活動に取り

組み創造活動の喜びを味わ

い，美術を愛好する心情を培

い，心豊かな生活を創造して

いく態度を養う。 

(3) 主体的に美術の活動に取

り組み創造活動の喜びを味

わい，美術を愛好する心情を

深め，心豊かな生活を創造し

ていく態度を養う。 
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２ 内 容 

Ａ 表現 

(1) 表現の活動を通して，発想や構想に関する次の事項を身に付けることができるよう指

導する。（思考力，判断力，表現力等） 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

ア 造形遊びをする活動を通して，身近な自然物や人

工の材料の形や色などを基に造形的な活動を思い

付くことや，感覚や気持ちを生かしながら，どのよう

に活動するかについて考えること。 

イ 絵や立体，工作に表す活動を通して，感じたこと，

想像したことから，表したいことを見付けることや，好

きな形や色を選んだり，いろいろな形や色を考えた

りしながら，どのように表すかについて考えること。 

ア 造形遊びをする活動を通して，身近な材料や場所

などを基に造形的な活動を思い付くことや，新しい

形や色などを思い付きながら，どのように活動する

かについて考えること。 

イ 絵や立体，工作に表す活動を通して，感じたこと，

想像したこと，見たことから，表したいことを見付ける

ことや，表したいことや用途などを考え，形や色，材

料などを生かしながら，どのように表すかについて

考えること。 
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           (1) 表現の活動を通して，次のとおり発想や構想に関する資質・

能力を育成する。（思考力，判断力，表現力等）

第５学年及び第６学年 第７学年 第８学年及び第９学年 

ア 造形遊びをする活動を通

して，材料や場所，空間な

どの特徴を基に造形的な

活動を思い付くことや，構

成したり周囲の様子を考え

合わせたりしながら，どのよ

うに活動するかについて考

えること。 

イ 絵や立体，工作に表す活

動を通して，感じたこと，想

像したこと，見たこと，伝え

合いたいことから，表した

いことを見付けることや，形

や色，材料の特徴，構成

の美しさなどの感じ，用途

などを考えながら，どのよう

に主題を表すかについて

考えること。 

ア 感じ取ったことや考えたことなどを基

に，絵や彫刻などに表現する活動を通

して，発想や構想に関する次の事項を

身に付けることができるよう指導する。 

(ｱ) 対象や事象を見つめ感じ取った形や

色彩の特徴や美しさ，想像したことなど

を基に主題を生み出し，全体と部分と

の関係などを考え,創造的な構成を工

夫し，心豊かに表現する構想を練るこ

と。 

イ 伝える，使うなどの目的や機能を考

え，デザインや工芸などに表現する活

動を通して，発想や構想に関する次の

事項を身に付けることができるよう指導

する。 

(ｱ) 構成や装飾の目的や条件などを基

に，対象の特徴や用いる場面などから

主題を生み出し，美的感覚を働かせて

調和のとれた美しさなどを考え，表現の

構想を練ること。 

(ｲ) 伝える目的や条件などを基に，伝え

る相手や内容などから主題を生み出

し，分かりやすさと美しさなどとの調和を

考え，表現の構想を練ること。 

(ｳ) 使う目的や条件などを基に，使用す

る者の気持ち，材料などから主題を生

み出し，使いやすさや機能と美しさなど

との調和を考え，表現の構想を練るこ

と。 

ウ 造形遊びをする活動を通して，材料

や場所，空間などの特徴を生かしなが

ら造形的な活動を思い付くことや，構成

したり周囲の様子を考え合わせたりしな

がら，どのように活動するかについて考

えること。 

ア 感じ取ったことや考えたことなどを基

に，絵や彫刻などに表現する活動を通

して，発想や構想に関する次の事項を

身に付けることができるよう指導する。 

(ｱ) 対象や事象を深く見つめ感じ取った

ことや考えたこと，夢，想像や感情など

の心の世界などを基に主題を生み出

し，単純化や省略，強調，材料の組合

せなどを考え，創造的な構成を工夫し，

心豊かに表現する構想を練ること。 

イ 伝える，使うなどの目的や機能を考

え，デザインや工芸などに表現する活

動を通して，発想や構想に関する次の

事項を身に付けることができるよう指導

する。 

(ｱ) 構成や装飾の目的や条件などを基

に，用いる場面や環境，社会との関わり

などから主題を生み出し，美的感覚を

働かせて調和のとれた洗練された美し

さなどを総合的に考え，表現の構想を

練ること。 

(ｲ) 伝える目的や条件などを基に，伝え

る相手や内容，社会との関わりなどから

主題を生み出し，伝達の効果と美しさな

どとの調和を総合的に考え，表現の構

想を練ること。 

(ｳ) 使う目的や条件などを基に，使用す

る者の立場，社会との関わり，機知や

ユーモアなどから主題を生み出し，使

いやすさや機能と美しさなどとの調和を

総合的に考え，表現の構想を練ること。 

ウ 造形遊びをする活動を通して，材料

や場所，空間などの特徴を生かしなが

ら造形的な活動を思い付くことや，構成

したり周囲の様子を考え合わせたりしな

がら，どのように活動するかについて考

えること。 
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(2) 表現の活動を通して，技能に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

（技能） 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

ア 造形遊びをする活動を通して，身近で扱いやす

い材料や用具に十分に慣れるとともに，並べた

り，つないだり，積んだりするなど手や体全体の

感覚などを働かせ，活動を工夫してつくること。 

イ 絵や立体，工作に表す活動を通して，身近で扱

いやすい材料や用具に十分に慣れるとともに，手

や体全体の感覚などを働かせ，表したいことを基

に表し方を工夫して表すこと。 

ア 造形遊びをする活動を通して，材料や用具を適

切に扱うとともに，前学年までの材料や用具につ

いての経験を生かし,組み合わせたり，切ってつ

ないだり，形を変えたりするなどして，手や体全体

を十分に働かせ，活動を工夫してつくること。 

イ 絵や立体，工作に表す活動を通して，材料や用

具を適切に扱うとともに，前学年までの材料や用

具についての経験を生かし，手や体全体を十分

に働かせ，表したいことに合わせて表し方を工夫

して表すこと。 
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(2) 表現の活動を通して，技能に関する次の事項を身に付

けることができるよう指導する。（技能）

第５学年及び第６学年 第７学年 第８学年及び第９学年 

ア 造形遊びをする活動を通し

て，活動に応じて材料や用具

を活用するとともに，前学年

までの材料や用具について

の経験や技能を総合的に生

かしたり，方法などを組み合

わせたりするなどして，活動

を工夫してつくること。 

イ 絵や立体，工作に表す活動

を通して，表現方法に応じて

材料や用具を活用するとと

もに，前学年までの材料や用

具などについての経験や技

能を総合的に生かしたり，表

現に適した方法などを組み

合わせたりするなどして，表

したいことに合わせて表し

方を工夫して表すこと。 

ア 発想や構想をしたことなど

を基に，表現する活動を通し

て，技能に関する次の事項を

身に付けることができるよ

う指導する。 

(ｱ) 材料や用具の生かし方な

どを身に付け，意図に応じて

工夫して表すこと。 

(ｲ) 材料や用具の特性などか

ら制作の順序などを考えな

がら，見通しをもって表すこ

と。 

イ 造形遊びをする活動を通

して，活動に応じて材料や用

具を活用するとともに，前学

年までの材料や用具につい

ての経験や技能を総合的に

生かしたり，方法などを組み

合わせたりするなどして，活

動を工夫してつくること。 

ア 発想や構想をしたことなど

を基に，表現する活動を通し

て，技能に関する次の事項を

身に付けることができるよ

う指導する。 

(ｱ) 材料や用具の特性を生か

し，意図に応じて自分の表現

方法を追求して創造的に表

すこと。 

(ｲ) 材料や用具，表現方法の特

性などから制作の順序など

を総合的に考えながら，見通

しをもって表すこと。 

イ 造形遊びをする活動を通

して，活動に応じて材料や用

具を活用するとともに，前学

年までの材料や用具につい

ての経験や技能を総合的に

生かしたり，方法などを組み

合わせたりするなどして，活

動を工夫してつくること。 
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Ｂ 鑑賞 

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。（思考力，

判断力，表現力等） 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

ア 身の回りの作品などを鑑賞する活動を通し

て，自分たちの作品や身近な材料などの造形

的な面白さや楽しさ，表したいこと，表し方

などについて，感じ取ったり考えたりし，自

分の見方や感じ方を広げること。 

ア 身近にある作品などを鑑賞する活動を通し

て，自分たちの作品や身近な美術作品，製作

の過程などの造形的なよさや面白さ，表した

いこと，いろいろな表し方などについて，感

じ取ったり考えたりし，自分の見方や感じ方

を広げること。 
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(1) 鑑賞の活動を通して，次のとおり鑑賞に関する資質・能力を育

成する。（思考力，判断力，表現力等）

第５学年及び第６学年 第７学年 第８学年及び第９学年 

ア 親しみのある作品な

どを鑑賞する活動を通

して，自分たちの作

品，我が国や諸外国の

親しみのある美術作

品，生活の中の造形な

どの造形的なよさや美

しさ，表現の意図や特

徴，表し方の変化など

について，感じ取った

り考えたりし，自分の見

方や感じ方を深めるこ

と。 

ア 美術作品などの見方や感じ方を

広げる活動を通して，鑑賞に関す

る次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

(ｱ) 造形的なよさや美しさを感じ取

り，作者の心情や表現の意図と工

夫などについて考えるなどして，見

方や感じ方を広げること。 

(ｲ) 目的や機能との調和のとれた美

しさなどを感じ取り，作者の心情や

表現の意図と工夫などについて考

えるなどして，見方や感じ方を広

げること。 

イ 生活や社会の中の美術の働きや

美術文化についての見方や感じ

方を広げる活動を通して，鑑賞に

関する次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。 

(ｱ) 身の回りにある自然物や人工物

の形や色彩，材料などの造形的な

美しさなどを感じ取り，生活を美し

く豊かにする美術の働きについて

考えるなどして，見方や感じ方を

広げること。 

(ｲ) 身近な地域や日本及び諸外国

の文化遺産などのよさや美しさな

どを感じ取り，美術文化について

考えるなどして，見方や感じ方を

広げること。 

ア 美術作品などの見方や感じ方を

深める活動を通して，鑑賞に関す

る次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

(ｱ) 造形的なよさや美しさを感じ取

り，作者の心情や表現の意図と創

造的な工夫などについて考えるな

どして，美意識を高め，見方や感

じ方を深めること。 

(ｲ) 目的や機能との調和のとれた洗

練された美しさなどを感じ取り，作

者の心情や表現の意図と創造的

な工夫などについて考えるなどし

て，美意識を高め，見方や感じ方

を深めること。 

イ 生活や社会の中の美術の働きや

美術文化についての見方や感じ

方を深める活動を通して，鑑賞に

関する次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。 

(ｱ) 身近な環境の中に見られる造形

的な美しさなどを感じ取り，安らぎ

や自然との共生などの視点から生

活や社会を美しく豊かにする美術

の働きについて考えるなどして，見

方や感じ方を深めること。 

(ｲ) 日本の美術作品や受け継がれ

てきた表現の特質などから，伝統

や文化のよさや美しさを感じ取り愛

情を深めるとともに，諸外国の美術

や文化との相違点や共通点に気

付き，美術を通した国際理解や美

術文化の継承と創造について考え

るなどして，見方や感じ方を深める

こと。 
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〔共通事項〕 

(1)「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けることができるよう指

導する。 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

知
識

ア 自分の感覚や行為を通して，形や色など

に気付くこと。 

ア 自分の感覚や行為を通して，形や色など

の感じが分かること。 

思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
等

イ 形や色などを基に，自分のイメージをも

つこと。 

イ 形や色などの感じを基に，自分のイメー

ジをもつこと。 
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第５学年及び第６学年 第７学年 第８学年及び第９学年 

ア 自分の感覚や行為を通して，

形や色などの造形的な特徴を

理解すること。 

ア 形や色彩，材料，光などの性

質や，それらが感情にもたらす

効果などを理解すること。 

イ 造形的な特徴などを基に，全

体のイメージや作風などで捉え

ることを理解すること。 

ア 形や色彩，材料，光などの性

質や，それらが感情にもたらす

効果などを理解すること。 

イ 造形的な特徴などを基に，全

体のイメージや作風などで捉え

ることを理解すること。 

イ 形や色などの造形的な特徴を

基に，自分のイメージをもつこ

と。 

３ 内容の取扱い 

第７学年 第８学年及び第９学年 

(1) 第７学年では，内容に示す各事項の定着を図るこ

とを基本とし，一年間で全ての内容が学習できるよう

に一題材に充てる時間数などについて十分検討す

ること。 

(2) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，発想

や構想に関する資質・能力や鑑賞に関する資質・

能力を育成する観点から，〔共通事項〕に示す事項

を視点に，アイデアスケッチで構想を練ったり，言葉

で考えを整理したりすることや，作品などについて

説明し合うなどして対象の見方や感じ方を広げるな

どの言語活動の充実を図ること。 

(1) 第８学年及び第９学年では，第７学年におい

て身に付けた資質・能力を柔軟に活用して，表

現及び鑑賞に関する資質・能力をより豊かに高

めることを基本とし，第８学年と第９学年の発達

の特性を考慮して内容の選択や一題材に充て

る時間数などについて十分検討すること。 

(2) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，

発想や構想に関する資質・能力や鑑賞に関す

る資質・能力を育成する観点から，〔共通事項〕

に示す事項を視点に，アイデアスケッチで構想

を練ったり，言葉で考えを整理したりすること

や，作品などに対する自分の価値意識をもっ

て批評し合うなどして対象の見方や感じ方を深

めるなどの言語活動の充実を図ること。 

(3) 「Ｂ鑑賞」のイの(ｲ)の指導に当たっては，日本

の美術の概括的な変遷などを捉えることを通し

て，各時代における作品の特質，人々の感じ

方や考え方，願いなどを感じ取ることができるよ

う配慮すること。 
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第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

〔第１学年から第６学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，造形的

な見方・考え方を働かせ，表現及び鑑賞に関する資質・能力を相互に関連させた学習

の充実を図ること。 

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導については相互の関連を図

るようにすること。ただし，「Ｂ鑑賞」の指導については，指導の効果を高めるため

必要がある場合には，児童や学校の実態に応じて，独立して行うようにすること。 

(3) 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は表現及び鑑賞の学習において共通に必要とな

る資質・能力であり，「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導と併せて，十分な指導が行わ

れるよう工夫すること。 

(4) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」については，造形遊びをする活動では，(1)のア及

び(2)のアを，絵や立体，工作に表す活動では，(1)のイ及び(2)のイを関連付けて指導

すること。その際，(1)のイ及び(2)のイの指導に配当する授業時数については，工作

に表すことの内容に配当する授業時数が，絵や立体に表すことの内容に配当する授業

時数とおよそ等しくなるように計画すること。 

(5) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の指導については，適宜共同してつくりだす活動

を取り上げるようにすること。 

(6) 第２の各学年の内容の「Ｂ鑑賞」においては，自分たちの作品や美術作品などの特

質を踏まえて指導すること。 

(7) 低学年においては，第１章総則の第２の４の(1)を踏まえ，他教科等との関連を積極

的に図り，指導の効果を高めるようにするとともに，幼稚園教育要領等に示す幼児期

の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること。特に，小学校・義務教育学

校入学当初においては，生活科を中心とした合科的・関連的な指導や，弾力的な時間

割の設定を行うなどの工夫をすること。 

(8) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(9) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，図画工作／美術科の特質に

応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 児童が個性を生かして活動することができるようにするため，学習活動や表現方法

などに幅をもたせるようにすること。 

(2) 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，児童が〔共通事項〕のアとイ

との関わりに気付くようにすること。 

(3) 〔共通事項〕のアの指導に当たっては，次の事項に配慮し，必要に応じて，その後

の学年で繰り返し取り上げること。 
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ア 第１学年及び第２学年においては，いろいろな形や色，触った感じなどを捉える

こと。 

イ 第３学年及び第４学年においては，形の感じ，色の感じ，それらの組合せによる

感じ，色の明るさなどを捉えること。 

ウ 第５学年及び第６学年においては，動き，奥行き，バランス，色の鮮やかさなど

を捉えること。 

(4) 各学年の「Ａ表現」の指導に当たっては，活動の全過程を通して児童が実現したい

思いを大切にしながら活動できるようにし，自分のよさや可能性を見いだし，楽しく

豊かな生活を創造しようとする態度を養うようにすること。 

(5) 各活動において，互いのよさや個性などを認め尊重し合うようにすること。 

(6) 材料や用具については，次のとおり取り扱うこととし，必要に応じて，当該学年よ

り前の学年において初歩的な形で取り上げたり，その後の学年で繰り返し取り上げた

りすること。 

ア 第１学年及び第２学年においては，土，粘土，木，紙，クレヨン，パス，はさみ，

のり，簡単な小刀類など身近で扱いやすいものを用いること。 

イ 第３学年及び第４学年においては，木切れ，板材，釘，水彩絵の具，小刀，使い

やすいのこぎり，金づちなどを用いること。 

ウ 第５学年及び第６学年においては，針金，糸のこぎりなどを用いること。 

(7) 各学年の「Ａ表現」の(1)のイ及び(2)のイについては，児童や学校の実態に応じて，

児童が工夫して楽しめる程度の版に表す経験や焼成する経験ができるようにすること。 

(8) 各学年の「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，児童や学校の実態に応じて，地域の美術

館などを利用したり，連携を図ったりすること。 

(9) 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，「思考力，判断力，表現

力等」を育成する観点から，〔共通事項〕に示す事項を視点として，感じたことや思っ

たこと，考えたことなどを，話したり聞いたり話し合ったりする，言葉で整理するな

どの言語活動を充実すること。 

(10) コンピュータ，カメラなどの情報機器を利用することについては，表現や鑑賞の活

動で使う用具の一つとして扱うとともに，必要性を十分に検討して利用すること。 

(11) 創造することの価値に気付き，自分たちの作品や美術作品などに表れている創造性

を大切にする態度を養うようにすること。また，こうした態度を養うことが，美術文

化の継承，発展，創造を支えていることについて理解する素地となるよう配慮するこ

と。 

３ 造形活動で使用する材料や用具，活動場所については，安全な扱い方について指導す

る，事前に点検するなどして，事故防止に留意すること。 

４ 校内の適切な場所に作品を展示するなどし，平素の学校生活においてそれを鑑賞でき

るよう配慮するものとすること。また，学校や地域の実態に応じて，校外に児童の作品

を展示する機会を設けるなどすること。
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〔第７学年から第９学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，造形的

な見方・考え方を働かせ，表現及び鑑賞に関する資質・能力を相互に関連させた学習

の充実を図ること。 

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導については相互に関連を図

り，特に発想や構想に関する資質・能力と鑑賞に関する資質・能力とを総合的に働か

せて学習が深められるようにすること 

(3) 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は，表現及び鑑賞の学習において共通に必要と

なる資質・能力であり，「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導と併せて，十分な指導が行

われるよう工夫すること。「Ｂ鑑賞」の指導については，指導の効果を高めるため必

要がある場合には，生徒や学校の実態に応じて，独立して行うようにすること。 

(4) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」については，(1)のア及びイと，(2)は原則として

関連付けて行い，(1)のア及びイそれぞれにおいて描く活動とつくる活動のいずれも経

験させるようにすること。その際，第８学年及び第９学年の各学年においては，(1)

のア及びイそれぞれにおいて，描く活動とつくる活動のいずれかを選択して扱うこと

ができることとし，２学年間を通して描く活動とつくる活動が調和的に行えるように

すること。 

(5) 第２の内容の「Ｂ鑑賞」の指導については，各学年とも各事項において育成を目指

す資質・能力の定着が図られるよう，適切かつ十分な授業時数を確保すること。 

(6) 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(7) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，図画工作／美術科の特質に

応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 〔共通事項〕の指導に当たっては，生徒が造形を豊かに捉える多様な視点をもてる

ように，以下の内容について配慮すること。 

ア 〔共通事項〕のアの指導に当たっては，造形の要素などに着目して，次の事項を

実感的に理解できるようにすること。 

(ｱ) 色彩の色味や明るさ，鮮やかさを捉えること。 

(ｲ) 材料の性質や質感を捉えること。 

(ｳ) 形や色彩，材料，光などから感じる優しさや楽しさ，寂しさなどを捉えること。 

(ｴ) 形や色彩などの組合せによる構成の美しさを捉えること。 

(ｵ) 余白や空間の効果，立体感や遠近感，量感や動勢などを捉えること。 

イ 〔共通事項〕のイの指導に当たっては，全体のイメージや作風などに着目して，

次の事項を実感的に理解できるようにすること。 

(ｱ) 造形的な特徴などを基に，見立てたり，心情などと関連付けたりして全体のイ
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メージで捉えること。 

(ｲ) 造形的な特徴などを基に，作風や様式などの文化的な視点で捉えること。 

(2) 各学年の「Ａ表現」の指導に当たっては，主題を生み出すことから表現の確認及び

完成に至る全過程を通して，生徒が夢と目標をもち，自分のよさを発見し喜びをもっ

て自己実現を果たしていく態度の形成を図るようにすること。 

(3) 各学年の「Ａ表現」の指導に当たっては，生徒の学習経験や資質・能力，発達の特

性等の実態を踏まえ，生徒が自分の表現意図に合う表現形式や技法，材料などを選択

し創意工夫して表現できるように，次の事項に配慮すること。 

ア 見る力や感じ取る力，考える力，描く力などを育成するために，スケッチの学習

を効果的に取り入れるようにすること。 

イ 美術の表現の可能性を広げるために，写真・ビデオ・コンピュータ等の映像メディ

アの積極的な活用を図るようにすること。 

ウ 日本及び諸外国の作品の独特な表現形式，漫画やイラストレーション，図などの

多様な表現方法を活用できるようにすること。 

エ 表現の材料や題材などについては，地域の身近なものや伝統的なものも取り上げ

るようにすること。 

(4) 各活動において，互いの表現のよさや個性などを認め尊重し合うようにすること。 

(5) 互いの個性を生かし合い協力して創造する喜びを味わわせるため，適切な機会を選

び共同で行う創造活動を経験させること。 

(6) 各学年の「Ｂ鑑賞」の題材については，国内外の児童・生徒作品，我が国を含むア

ジアの文化遺産についても取り上げるとともに，美術館や博物館等と連携を図ったり，

それらの施設や文化財などを積極的に活用したりするようにすること。 

(7) 創造することの価値を捉え，自己や他者の作品などに表れている創造性を尊重する

態度の形成を図るとともに，必要に応じて，美術に関する知的財産権や肖像権などに

ついて触れるようにすること。また，こうした態度の形成が，美術文化の継承，発展，

創造を支えていることへの理解につながるよう配慮すること。 

３ 事故防止のため，特に，刃物類，塗料，器具などの使い方の指導と保管，活動場所に

おける安全指導などを徹底するものとする。 

４ 学校における鑑賞のための環境づくりをするに当たっては，次の事項に配慮するもの

とする。 

(1) 生徒が造形的な視点を豊かにもつことができるよう，生徒や学校の実態に応じて，

学校図書館等における鑑賞用図書，映像資料等の活用を図ること。 

(2) 生徒が鑑賞に親しむことができるよう，校内の適切な場所に鑑賞作品などを展示す

るとともに，学校や地域の実態に応じて，校外においても生徒作品などの展示の機会

を設けるなどすること。 
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第８節 家庭 / 技術・家庭

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

○ 指導上の課題

・ 指導者によって「基礎的・基本的な知識及び技能」の捉え方に違いがあり，第 7 学

年での知識・技能の習得状況に差があること。

・ 学んだ知識や技術を日常の生活の中で用いたり，活用したりするための手だてが不

十分であること。

・ 実習をグループで行う際，作業を分担してしまうことが多く，すべての作業を経験

させることが十分にできていないこと。

・ 体験的に学びを深化させ，知識や技能を定着させるために繰り返し指導する時間の

確保が十分にできていないこと。

・ 消費生活に関する授業では，日々新しいサービスや社会問題が生まれ，教科書等の

教材に掲載されている情報が最新のものではなくなること。

○ 児童・生徒の実態から見られた課題

・ 技術分野が難しい，役立っていないと考える生徒が５割以上おり，日常的な生活体

験と結び付けて予測したり考えたりすることに苦手意識をもっていること。

・ それぞれの家庭環境や家族の捉え方が多様化しており，家庭の機能に差があること

で家庭生活への関わり方と関わることへの意識の個人差が大きいこと。

・ 日常的にインターネットに触れたり利用したりする機会が多く，人権や知的財産の

保護に対する規範意識が低いこと。

２ 課題を克服するための視点 

 これらの課題を克服するためには，家族や家庭生活の多様化や消費生活の変化等に加え，

グローバル化や少子高齢化の進展，接続可能な社会の構築等，今後の社会の急激な変化に

主体的に対応することや，技術の発達を主体的に支え，技術革新を牽引することができる

資質・能力の育成を目指していく必要がある。そのためには指導者が共通意識をもって系

統的な指導を行うことが重要である。そこで，次の点を重視する。

〔技術分野〕

○ これまで開発された生活や社会で利用されてきた技術について，その仕組みと関係す

る科学的な原理・法則を理解させるとともに，それらに係る技能を習得させる。

○ 生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想して

具現化させたり，自らの問題解決を振り返ったりさせたりするといった技術による問題

の解決を経験させる。

○ 技術の評価，選択，管理・運用，改良，応用に関する実践的・体験的な活動を通して

技術についての理解を深められるようにし，技術によって課題を解決できる力と適切か

つ誠実に技術を工夫し創造しようとする態度を育成する。

○ 家族や家庭，衣食住，消費や環境などに係る生活事象を，「協力・協働，健康・快適・

安全，生活文化の継承，持続可能な社会の構築」等の視点で捉え，考察すること。

〔家庭分野〕
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○ 家族や地域の人々との関わり，協力しようとする態度，生活を楽しもうとする態度，

日本文化を大切にしようとする態度などを実践的な態度と捉える。

○ 生活を営む上で必要な「Ａ家族・家庭生活」，「Ｂ衣食住の生活」，「Ｃ消費生活・環境」

の三つの内容について，理論のみの学習に終わることなく，調理，製作などの実習や，

観察・実験，見学，調査・研究などの実践的・体験的な活動を通して学習することによ

り，習得した知識と技能を児童・生徒自らの生活に生かすことを重視する。

○ 「知識及び技能」を習得するに当たっては，実践的・体験的な活動を重視した学習を

通して，生徒一人一人のよさや個性を生かしながら身に付けるようにする。

○ 自分の生活経験と関連付けて課題を設定し，解決の見通しをもって計画を立て，調理

や製作等の実習，調査，交流活動等を通して課題の解決に向けて実践した結果を振り返

り，実践活動を評価・改善する力を育成する。家庭や地域での実践についても一連の学

習活動として位置付ける。

３ 具体的な手だて

○ 5 年間を通して育成を目指す資質・能力の系統性を踏まえて指導計画を作成する。

○ 他教科等との関連を考慮し，連携できる題材については指導時期，指導時数及び取り

扱い方を検討し，効果的な学習計画を立てる。

○ コミュニティスクールを活用し，専門機関や地域施設との連携について積極的に探り，

地域社会とのつながりをもつとともに，実践の場を広げる。

○ 基礎的・基本的な知識・技能は，個別の事実的な知識だけでなく，実践的・体験的な

活動を重視した学習を通して身に付けられるよう，指導する。

〇 学んだことを生活に生かせるように，児童・生徒の日常生活に関連付けた題材と教材

を開発し，家庭と連携しながら指導できるよう，家庭への周知・啓発を積極的に行う。

〇 小学校・義務教育学校（前期課程）におけるプログラミング教育の成果を生かし，発

展させるという視点から，従前からの計測・制御に加えて，ネットワークを利用した双

方向性のあるコンテンツに関するプログラミングについても取り上げ，指導する。加え

て，情報セキュリティについても，市民科学習と効果的に関連させて充実した指導を行

う。

 第１ 目標 

 生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，生活や技術に関する実践的・体験的活動を通

して，よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，生活を工夫し創造する資質・

能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 生活と技術についての基礎的な理解を図るとともに，それらに係る技能を身に付け

るようにする。 

(2) 生活や社会の中から問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・

改善し，表現するなど，課題を解決する力を養う。 

(3) よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，生活を工夫し創造しようと

する実践的な態度を養う。
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 第２ 各学年・各分野の目標及び内容 

〔家庭分野〕 

１ 目 標 

第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

 生活の営みに係る見方・考え方を働か

せ，衣食住などに関する実践的・体験的

な活動を通して，生活をよりよくしよう

と工夫する資質・能力を次のとおり育成

することを目指す。

 生活の営みに係る見方・考え方を働か

せ，衣食住などに関する実践的・体験的

な活動を通して，よりよい生活の実現に

向けて，生活を工夫し創造する資質・能

力を次のとおり育成することを目指す。

知
識
及
び
技
能

(1) 家族や家庭，衣食住，消費や環境な

どについて，日常生活に必要な基礎的

な理解を図るとともに，それらに係る

技能を身に付けるようにする。

(1) 家族・家庭の機能についての理解を

深め，家族・家庭，衣食住，消費や環

境などについて，生活の自立に必要な

基礎的な理解を図るとともに，それら

に係る技能を身に付けるようにする。

思
考
力
，
判
断
力
，

表
現
力
等

(2) 日常生活の中から問題を見いだし

て課題を設定し，様々な解決方法を考

え，実践を評価・改善し，考えたこと

を表現するなど，課題を解決する力を

養う。

(2) 家族・家庭や地域における生活の中

から問題を見いだして課題を設定し，

解決策を構想し，実践を評価・改善し，

考察したことを論理的に表現するな

ど，これからの生活を展望して課題を

解決する力を養う。

学
び
に
向
か
う
力
・

人
間
性
等

(3) 家庭生活を大切にする心情を育み，

家族や地域の人々との関わりを考え，

家族の一員として，生活をよりよくし

ようと工夫する実践的な態度を養う。

(3) 自分と家族，家庭生活と地域との関

わりを考え，家族や地域の人々と協働

し，よりよい生活の実現に向けて，生

活を工夫し創造しようとする実践的

な態度を養う。
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２ 内 容 

Ａ 家族・家庭生活 

第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

次の(1)から(4)までの項目について，課題をもっ

て，家族や地域の人々と協力し，よりよい家庭生活

に向けて考え，工夫する活動を通して，次の事項を

身に付けられるよう指導する。 

 次の(1)から(4)までの項目について，課題をもって，

家族や地域の人々と協力・協働し，よりよい家庭生活

に向けて考え，工夫する活動を通して，次の事項を

身に付けることができるよう指導する。 

(1) 自分の成長と家族・家庭生活 

ア 自分の成長を自覚し，家庭生活と家族の大切さ

や家庭生活が家族の協力によって営まれているこ

とに気付くこと。 

(1) 自分の成長と家族・家庭生活 

ア 自分の成長と家族や家庭生活との関わりが分か

り，家族・家庭の基本的な機能について理解すると

ともに，家族や地域の人々と協力・協働して家庭生

活を営む必要があることに気付くこと。 

(2) 家庭生活と仕事 

ア 家庭には，家庭生活を支える仕事があり，互いに

協力し分担する必要があることや生活時間の有効

な使い方について理解すること。 

イ 家庭の仕事の計画を考え，工夫すること。 

(2) 幼児の生活と家族 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 幼児の発達と生活の特徴が分かり，子供が育つ

環境としての家族の役割について理解すること。 

(ｲ) 幼児にとっての遊びの意義や幼児との関わり方

について理解すること。 

イ 幼児とのよりよい関わり方について考え，工夫す

ること。 

(3) 家族や地域の人々との関わり 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 家族との触れ合いや団らんの大切さについて理

解すること。 

(ｲ) 家庭生活は地域の人々との関わりで成り立って

いることが分かり，地域の人々との協力が大切であ

ることを理解すること。 

イ 家族や地域の人々とのよりよい関わりについて考

え，工夫すること。 

(3) 家族・家庭や地域との関わり 

ア 次のような知識を身に付けること 

(ｱ) 家族の互いの立場や役割が分かり，協力するこ

とによって家族関係をよりよくできることについて理

解すること。 

(ｲ) 家庭生活は地域との相互の関わりで成り立って

いることが分かり，高齢者など地域の人々と協働す

る必要があることや介護など高齢者との関わり方に

ついて理解すること。 

イ 家族関係をよりよくする方法及び高齢者など地域

の人々と関わり，協働する方法について考え，工

夫すること。 

(4)  家族・家庭生活についての課題と実践 

ア 日常生活の中から問題を見いだして課題を設定

し，よりよい生活を考え，計画を立てて実践できる

こと。 

(4) 家族・家庭生活についての課題と実践 

ア 家族，幼児の生活又は地域の生活の中から問題

を見いだして課題を設定し，その解決に向けてより

よい生活を考え，計画を立てて実践できること。 
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Ｂ 衣食住の生活 

第５学年及び第６学年

 次の(1)から(6)までの項目について，課題をもって，健康・快適・安全で豊かな食生活，衣生活，住生活

に向けて考え，工夫する活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

(1) 食事の役割 

ア 食事の役割がわかり，日常の食事の大切さと食事の仕方について理解すること。 

イ 楽しく食べるために日常の食事の仕方を考え，工夫すること。 

(2) 調理の基礎 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること 

(ｱ) 調理に必要な材料の分量や手順が分かり，調理計画について理解すること。 

(ｲ) 調理に必要な用具や食器の安全で衛生的な取扱い及び加熱用調理器具の安全な取扱いについて理

解し，適切に使用できること。 

(ｳ) 材料に応じた洗い方，調理に適した切り方，味の付け方，盛り付け，配膳及び後片付けを理解し，適切

にできること。 

(ｴ) 材料に適したゆで方，いため方を理解し，適切にできること。 

(ｵ) 伝統的な日常食である米飯及びみそ汁の調理の仕方を理解し，適切にできること。 

イ  おいしく食べるために調理計画を考え，調理の仕方を工夫すること。 

(3) 栄養を考えた食事 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 体に必要な栄養素の種類と主な働きについて理解すること。 

(ｲ)  食品の栄養的な特徴が分かり，料理や食品を組み合わせてとる必要があることを理解すること。 

(ｳ) 献立を構成する要素が分かり，1食分の献立作成の方法について理解すること。 

イ １食分の献立について栄養のバランスを考え，工夫すること。 

(4) 衣服の着用と手入れ 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ) 衣服の主な働きが分かり，季節や状況に応じた日常着の快適な着方について理解すること。 

(ｲ) 日常着の手入れが必要であることや，ボタンの付け方及び洗濯の仕方を理解し，適切にできること。 

イ 日常着の快適な着方や手入れの仕方を考え，工夫すること。 

(5) 生活を豊かにするための布を用いた製作 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ) 制作に必要な材料や手順が分かり，製作計画について理解すること。 

(ｲ) 手縫いやミシン縫いによる目的に応じた縫い方及び用具の安全な取扱いについて理解し，適切にでき

ること。 

イ 生活を豊かにするために布を用いた物の制作計画を考え、製作を工夫すること。 

(6) 快適な住まい方 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ)  住まいの主な働きが分かり，季節の変化に合わせた生活の大切さや住まい方について理解すること。 

(ｲ) 住まいの整理・整頓や清掃の仕方を理解し，適切にできること。 

イ 季節の変化に合わせた住まい方，整理・整頓や清掃の仕方を考え，快適な住まい方を工夫すること。 
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第７学年，第８学年及び第９学年 

 次の(1)から(7)までの項目について，課題をもって，健康・快適・安全で豊かな食生活，衣生活，住生活に

向けて考え，工夫する活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

(1) 食事の役割と中学生の栄養の特徴 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 生活の中で食事が果たす役割について理解すること。 

(ｲ) 中学生に必要な栄養の特徴が分かり，健康によい食習慣について理解すること。 

イ 健康によい食習慣について考え，工夫すること。 

(2) 中学生に必要な栄養を満たす食事 

ア 次のような知識を身に付けること 

(ｱ) 栄養素の種類と働きが分かり，食品の栄養的な特質について理解すること。 

(ｲ) 中学生の１日に必要な食品の種類と概量が分かり，１日分の献立作成の方法について理解すること。 

イ 中学生の１日分の献立について考え，工夫すること。 

(3) 日常食の調理と地域の食文化 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ) 日常生活と関連付け，用途に応じた食品の選択について理解し，適切にできること。 

(ｲ) 食品や調理用具等の安全と衛生に留意した管理について理解し，適切にできること。 

(ｳ) 材料に適した加熱調理の仕方について理解し，基礎的な日常食の調理が適切にできること。 

(ｴ) 地域の食文化について理解し，地域の食材を用いた和食の調理が適切にできること。 

イ 日常の１食分の調理について，食品の選択や調理の仕方，調理計画を考え，工夫すること。 

(4) 衣服の選択と手入れ 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ) 衣服と社会生活の関わりが分かり，目的に応じた着用，個性を生かす着用及び衣服の適切な選択につ

いて理解すること。 

(ｲ) 衣服の計画的な活用の必要性，衣服の材料や状態に応じた日常着の手入れについて理解し，適切に

できること。 

イ 衣服の選択，材料や状態に応じた日常着の手入れの仕方を考え、工夫すること。 

(5) 生活を豊かにするための布を用いた製作 

ア 製作する物に適した材料や縫い方について理解し，用具を安全に取り扱い，製作が適切にできること。 

イ 資源や環境に配慮し，生活を豊かにするために布を用いた物の製作計画を考え，製作を工夫すること。 

(6)  住居の機能と安全な住まい方 

ア 次のような知識を身に付けること 

(ｱ) 家族の生活と住空間との関わりが分かり，住居の基本的な機能について理解すること。 

(ｲ) 家庭内の事故の防ぎ方など家族の安全を考えた住空間の整え方について理解すること。 

イ 家族の安全を考えた住空間の整え方について考え，工夫すること。 

(7) 衣食住の生活についての課題と実践 

ア 食生活，衣生活，住生活の中から問題を見いだして課題を設定し，その解決に向けてよりよい生活を考

え，計画を立てて実践できること。 
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Ｃ 消費生活・環境 

第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

 次の(1)及び(2)の項目について，課題をもって，持

続可能な社会の構築に向けて身近な消費生活と環

境を考え，工夫する活動を通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

 次の(1)から(3)までの項目について，課題をもっ

て，持続可能な社会の構築に向けて考え，工夫す

る活動を通して，次の事項を身に付けることができる

よう指導する。 

(1) 物や金銭の使い方と買物 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 買物の仕組みや消費者の役割が分かり，物や金

銭の大切さと計画的な使い方について理解するこ

と。 

(ｲ) 身近な物の選び方，買い方を理解し，購入する

ために必要な情報の収集・整理が適切にできるこ

と。 

イ 購入に必要な情報を活用し，身近な物の選び

方，買い方を考え，工夫すること。 

(1) 金銭の管理と購入 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ) 購入方法や支払い方法の特徴が分かり，計画的

な金銭管理の必要性について理解すること。 

(ｲ) 売買契約の仕組み，消費者被害の背景とその対

応について理解し，物資・サービスの選択に必要

な情報の収集・整理が適切にできること。 

イ 物資・サービスの選択に必要な情報を活用して購

入について考え，工夫すること。 

(2) 環境に配慮した生活 

ア 自分生活と身近な環境との関わりや環境に配慮

した物の使い方などについて理解すること。 

イ 環境に配慮した生活について物の使い方などを

考え，工夫すること。 

(2) 消費者の権利と責任 

ア 消費者の基本的な権利と責任，自分や家族の消

費生活が環境や社会に及ぼす影響について理解

すること。 

イ 身近な消費生活について，自立した消費者として

の責任ある消費行動を考え，工夫すること。

(3) 消費生活・環境についての課題と実践 

ア 自分や家族の消費生活の中から問題を見いだし

て課題を設定し，その解決に向けて環境に配慮し

た消費生活を考え，計画を立てて実践できるこ

と。
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３ 内容の取扱い 

第５学年及び第６学年 

(1) 内容の「Ａ家族・家庭生活」については，次のとおり取り扱うこと。 

ア (1)のアについては，ＡからＣまでの各内容の学習と関連を図り，日常生活における様々な問

題について，家族や地域の人々との協力，健康・快適・安全，持続可能な社会の構築等を視点と

して考え，解決に向けて工夫することが大切であることに気付かせるようにすること。 

イ (2)のイについては，内容の「Ｂ衣食住の生活」と関連を図り，衣食住に関わる仕事を具体的

に実践できるよう配慮すること。 

ウ (3)については，幼児又は低学年の児童や高齢者など異なる世代の人々との関わりについても

扱うこと。また，イについては，他教科等における学習との関連を図るよう配慮すること。 

(2) 内容の「Ｂ衣食住の生活」については，次のとおり取り扱うこと。 

ア 日本の伝統的な生活についても扱い，生活文化に気付くことができるよう配慮すること。 

イ (2)のアの(ｴ)については，ゆでる材料として青菜やじゃがいもなどを扱うこと。(ｵ)について

は，和食の基本となるだしの役割についても触れること。 

ウ (3)のアの(ｱ)については，五大栄養素と食品の体内での主な働きを中心に扱うこと。(ｳ)につ

いては，献立を構成する要素として主食，主菜，副菜について扱うこと。 

エ 食に関する指導については，家庭科の特質に応じて，食育の充実に資するよう配慮すること。

また，第４学年までの食に関する学習との関連を図ること。 

オ (5)については，日常生活で使用する物を入れる袋などの製作を扱うこと。 

カ (6)のアの(ｱ)については，主として暑さ・寒さ，通風・換気，採光，及び音を取り上げること。

暑さ・寒さについては，(4)のアの(ｱ)の日常着の快適な着方と関連を図ること。 

(3) 内容の「Ｃ消費生活・環境」については，次のとおり取り扱うこと。 

ア (1)については，内容の「Ａ家族・家庭生活」の(3)，「Ｂ衣食住の生活」の(2)，(5)及び(6)

で扱う用具や実習材料などの身近な物を取り上げること。 

イ (1)のアの(ｱ)については，売買契約の基礎について触れること。 

ウ (2)については，内容の「Ｂ衣食住の生活」との関連を図り，実践的に学習できるようにする

こと。
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第７学年，第８学年及び第９学年 

(1) 各内容については，生活の科学的な理解を深めるための実践的・体験的な活動を充実すること。

(2) 内容の「Ａ家族・家庭生活」については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)のアについては，家族・家庭の基本的な機能がＡからＣまでの各内容に関わっているこ

とや，家族・家庭や地域における様々な問題について，協力・協働，健康・快適・安全，生活

文化の継承，持続可能な社会の構築等を視点として考え，解決に向けて工夫することが大切で

あることに気付かせるようにすること。 

イ (1)，(2)及び(3)については，相互に関連を図り，実習や観察，ロールプレイングなどの学

習活動を中心とするよう留意すること。 

ウ (2)については，幼稚園，保育所，認定こども園などの幼児の観察や幼児との触れ合いがで

きるよう留意すること。アの(ｱ)については，幼児期における周囲との基本的な信頼関係や生

活習慣の形成の重要性についても扱うこと。 

エ (3)のアの(ｲ)については，高齢者の身体の特徴についても触れること。また，高齢者の介護

の基礎に関する体験的な活動ができるよう留意すること。イについては，地域の活動や行事な

どを取り上げたり，他教科等における学習との関連を図ったりするよう配慮すること。 

(3) 内容の「Ｂ衣食住の生活」については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア 日本の伝統的な生活についても扱い，生活文化を継承する大切さに気付くことができるよう

配慮すること。 

イ (1)のアの(ｱ)については，食事を共にする意義や食文化を継承することについても扱うこ

と。 

ウ (2)のアの(ｱ)については，水の働きや食物繊維についても触れること。 

エ (3)のアの(ｱ)については，主として調理実習で用いる生鮮食品と加工食品の表示を扱うこ

と。(ｳ)については，煮る，焼く，蒸す等を扱うこと。また，魚，肉，野菜を中心として扱い，

基礎的な題材を取り上げること。(ｴ)については，だしを用いた煮物又は汁物を取り上げるこ

と。また，地域の伝統的な行事食や郷土料理を扱うこともできること。 

オ 食に関する指導については，技術・家庭科の特質に応じて，食育の充実に資するよう配慮す

ること。 

カ (4)のアの(ｱ)については，日本の伝統的な衣服である和服について触れること。また，和服

の基本的な着装を扱うこともできること。さらに，既製服の表示と選択に当たっての留意事項

を扱うこと。(ｲ)については，日常着の手入れは主として洗濯と補修を扱うこと。 

キ (5)のアについては，衣服等の再利用の方法についても触れること。 

ク (6)のアについては，簡単な図などによる住空間の構想を扱うこと。また，ア及びイについ

ては，内容の「Ａ家族・家庭生活」の(2)及び(3)との関連を図ること。さらに，アの(ｲ)及び

イについては，自然災害に備えた住空間の整え方についても扱うこと。 

(4) 内容の「Ｃ消費生活・環境」については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)及び(2)については，内容の「Ａ家族・家庭生活」又は「Ｂ衣食住の生活」の学習との関

連を図り，実践的に学習できるようにすること。 

イ (1)については，中学生の身近な消費行動と関連を図った物資・サービスや消費者被害を扱

うこと。アの(ｱ)については，クレジットなどの三者間契約についても扱うこと。
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〔技術分野〕 

１ 目 標 

第７学年，第８学年及び第９学年 

技術の見方・考え方を働かせ，ものづくりなどの技術に関する実践的・体験的

な活動を通して，技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・

能力を次のとおり育成することを目指す。

知
識
及
び
技
能

(1) 生活や社会で利用されている材料，加工，生物生成，エネルギー変換及び情

報の技術についての基礎的な理解を図るとともに，それらに係る技能を身に付

け，技術と生活や社会，環境との関わりについて理解を深める。

思
考
力
，
判
断
力
，

表
現
力
等

(2) 生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し，解決策を

構想し，製作図等に表現し，試作等を通じて具体化し，実践を評価・改善する

など，課題を解決する力を養う。

学
び
に
向
か
う
力
・

人
間
性
等

(3) よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠実に技術

を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。
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２ 内 容 

Ａ 材料と加工の技術 Ｂ 生物育成の技術

(1) 生活や社会を支える材料と加工の技術について

調べる活動などを通して，次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。 

ア 材料や加工の特性等の原理・法則と，材料の製

造・加工方法等の基礎的な技術の仕組みについ

て理解すること。 

イ 技術に込められた問題解決の工夫について考

えること。 

(1) 生活や社会を支える生物育成の技術について

調べる活動などを通して，次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。 

ア 育成する生物の成長，生態の特性等の原理・法

則と，育成環境の調節方法等の基礎的な技術の

仕組みについて理解すること。 

イ 技術に込められた問題解決の工夫について考

えること。 

(2) 生活や社会における問題を，材料と加工の技術

によって解決する活動を通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

ア 製作に必要な図をかき，安全・適切な製作や検

査・点検等ができること。 

イ 問題を見いだして課題を設定し，材料の選択や

成形の方法等を構想して設計を具体化するととも

に，製作の過程や結果の評価，改善及び修正に

ついて考えること。 

(2) 生活や社会における問題を，生物育成の技術に

よって解決する活動を通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導する。 

ア 安全・適切な栽培又は飼育，検査等ができるこ

と。 

イ 問題を見いだして課題を設定し，育成環境の調

節方法を構想して育成計画を立てるとともに，栽

培又は飼育の過程や結果の評価，改善及び修正

について考えること。 

(3) これからの社会の発展と材料と加工の技術の在

り方を考える活動などを通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

ア 生活や社会，環境との関わりを踏まえて，技術の

概念を理解すること。 

イ 技術を評価し，適切な選択と管理・運用の在り方

や，新たな発想に基づく改良と応用について考え

ること。 

(3) これからの社会の発展と生物育成の技術の在り

方を考える活動などを通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導する。 

ア 生活や社会，環境との関わりを踏まえて，技術の

概念を理解すること。 

イ 技術を評価し，適切な選択と管理・運用の在り方

や，新たな発想に基づく改良と応用について考え

ること。 
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Ｃ エネルギー変換の技術 Ｄ 情報の技術

(1) 生活や社会を支えるエネルギー変換の技術に

ついて調べる活動などを通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

ア 電気，運動，熱の特性等の原理・法則と，エネル

ギーの変換や伝達等に関わる基礎的な技術の仕

組み及び保守点検の必要性について理解するこ

と。 

イ 技術に込められた問題解決の工夫について考

えること。 

(1) 生活や社会を支える情報の技術について調べ

る活動などを通して，次の事項を身に付けることが

できるよう指導する。 

ア 情報の表現，記録，計算，通信の特性等の原

理・法則と，情報のデジタル化や処理の自動化，

システム化，情報セキュリティ等に関わる基礎的な

技術の仕組み及び情報モラルの必要性について

理解すること。 

イ 技術に込められた問題解決の工夫について考

えること。 

(2) 生活や社会における問題を，エネルギー変換の

技術によって解決する活動を通して，次の事項を

身に付けることができるよう指導する。 

ア 安全・適切な製作，実装，点検及び調整等がで

きること。 

イ 問題を見いだして課題を設定し，電気回路又は

力学的な機構等を構想して設計を具体化するとと

もに，製作の過程や結果の評価，改善及び修正

について考えること。 

(2) 生活や社会における問題を，ネットワークを利用

した双方向性のあるコンテンツのプログラミングに

よって解決する活動を通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導する。 

ア 情報・通信ネットワークの構成と，情報を利用す

るための基本的な仕組みを理解し，安全・適切な

プログラミングの制作，動作の確認及びデバッグ

等ができること。 

イ 問題を見いだして課題を設定し，使用するメディ

アを複合する方法とその効果的な利用方法等を

構想して情報処理の手順を具体化するとともに，

制作の過程や結果の評価，改善及び修正につい

て考えること。 

(3) これからの社会の発展とエネルギー変換の技術

の在り方を考える活動などを通して，次の事項を

身に付けることができるよう指導する。 

ア 生活や社会，環境との関わりを踏まえて，技術の

概念を理解すること。 

イ 技術を評価し，適切な選択と管理・運用の在り方

や，新たな発想に基づく改良と応用について考え

ること。 

(3) 生活や社会における問題を，計測・制御のプロ

グラミングによって解決する活動を通して，次の事

項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 計測・制御のシステムの仕組みを理解し，安全・

適切なプログラムの制作，動作の確認及びデバッ

グ等ができること。 

イ 問題を見いだして課題を設定し，入出力される

データの流れを元に計測・制御システムを構想し

て情報処理の手順を具体化するとともに，制作の

過程や結果の評価，改善及び修正について考え

ること。 

(4) これからの社会の発展と情報の技術の在り方を

考える活動などを通して，次の事項を身に付ける

ことができるように指導する。 

ア 生活や社会，環境との関わりを踏まえて，技術の

概念を理解すること。 

イ 技術を評価し，適切な選択と管理・運用の在り方

や，新たな発想に基づく改良と応用について考え

ること。 
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３ 内容の取扱い 

第７学年，第８学年及び第９学年 

(1) 内容の「Ａ材料と加工の技術」については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，我が国の伝統的な技術についても扱い，緻密なものづくりの技など

が我が国の伝統や文化を支えてきたことに気付かせること。 

イ (2)の製作に必要な図については，主として等角図及び第三角法による図法を扱うこ

と。 

(2) 内容の「Ｂ生物育成の技術」については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，作物の栽培，動物の飼育及び水産生物の栽培のいずれも扱うこと。

イ (2)については，地域固有の生態系に影響を及ぼすことのないよう留意するととも

に，薬品を使用する場合には，使用上の基準及び注意事項を遵守させること。 

(3) 内容の「Ｃエネルギー変換の技術」の(1)については，電気機器や屋内配線等の生活の

中で使用する製品やシステムの安全な使用についても扱うものとする。 

(4) 内容の「Ｄ情報の技術」については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，情報のデジタル化の方法と情報の量，著作権を含めた知的財産権，

発信した情報に対する責任，及び社会におけるサイバーセキュリティが重要であるこ

とについても扱うこと。 

イ (2)については，コンテンツに用いる各種メディアの基本的な特徴や，個人情報の保

護の必要性についても扱うこと。 

(5) 各内容における(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アで取り上げる原理や法則に関しては，関係する教科との連携を図ること。 

イ イでは，社会からの要求，安全性，環境負荷や経済性などに着目し，技術が最適化

されてきたことに気付かせること。 

ウ 第７学年の最初に扱う内容では，３年間の技術分野の学習の見通しを立てさせるた

めに，内容の「Ａ材料と加工の技術」から「Ｄ情報の技術」までに示す技術について

触れること。 

(6) 各内容における(2)及び内容の「Ｄ情報の技術」の(3)については，次のとおり取り扱

うものとする。 

ア イでは，各内容の(1)のイで気付かせた見方・考え方により問題を見いだして課題を

設定し，自分なりの解決策を構想させること。 

イ 知的財産を創造，保護及び活用しようとする態度，技術に関わる倫理観，並びに他

者と協働して粘り強く物事を前に進める態度を養うことを目指すこと。 

ウ 第９学年で取り上げる内容では，これまでの学習を踏まえた統合的な問題について

扱うこと。 

エ 製作・制作・育成場面で使用する工具・機器や材料等については，図画工作科等の

学習経験を踏まえるとともに，安全や健康に十分に配慮して選択すること。 

(7) 内容の「Ａ材料と加工の技術」，「Ｂ生物育成の技術」，「Ｃエネルギー変換の技術」の

(3)及び内容の「Ｄ情報の技術」の(4)については，技術が生活の向上や産業の継承と発

展，資源やエネルギーの有効利用，自然環境の保全等に貢献していることについても扱

うものとする。 
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第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

〔第５学年及び第６学年〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，

児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，生活の営みに

係る見方・考え方を働かせ，知識を生活体験等と関連付けてより深く理解するとともに，

日常生活の中から問題を見いだして様々な解決方法を考え，他者と意見交流し，実践を

評価・改善して，新たな課題を見いだす過程を重視した学習の充実を図ること。 

(2) 第２の内容の「Ａ家族・家庭生活」から「Ｃ消費生活・環境」までの各項目に配当す

る授業時数及び各項目の履修学年については，児童や学校，地域の実態等に応じて各学

校において適切に定めること。その際，「Ａ家族・家庭生活」の(1)のアについては，第

４学年までの学習を踏まえ，２学年間の学習の見通しをもたせるために，第５学年の最

初に履修させるとともに，「Ａ家族・家庭生活」，「Ｂ衣食住の生活」，「Ｃ消費生活・環境」

の学習と関連させるようにすること。 

(3) 第２の内容の「Ａ家族・家庭生活」の(4)については，実践的な活動を家庭や地域など

で行うことができるよう配慮し，２学年間で一つ又は二つの課題を設定して履修させる

こと。その際，「Ａ家族・家庭生活」の(2)又は(3)，「Ｂ衣食住の生活」，「Ｃ消費生活・

環境」で学習した内容との関連を図り，課題を設定できるようにすること。 

(4) 第２の内容の「Ｂ衣食住の生活」の(2)及び(5)については，学習の効果を高めるため，

２学年間にわたって取り扱い，平易なものから段階的に学習できるよう計画すること。 

(5) 題材の構成に当たっては，児童や学校，地域の実態を的確に捉えるとともに，内容相

互の関連を図り，指導の効果を高めるようにすること。その際，他教科等との関連を明

確にするとともに，中学校・義務教育学校（後期課程）の学習を見据え，系統的に指導

ができるようにすること。 

(6) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内

容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(7) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を考

慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，家庭／技術・家庭科の特質に応

じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 指導に当たっては，衣食住など生活の中の様々な言葉を実感を伴って理解する学習活

動や，自分の生活における課題を解決するために言葉や図表などを用いて生活をよりよ

くする方法を考えたり，説明したりするなどの学習活動の充実を図ること。 

(2) 指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用して，実習

等における情報の収集・整理や，実践結果の発表などを行うことができるように工夫す

ること。 

(3) 生活の自立の基礎を培う基礎的・基本的な知識及び技能を習得するために，調理や製

作等の手順等の根拠について考えたり，実践する喜びを味わったりするなどの実践的・

体験的な活動を充実すること。 
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(4) 学習内容の定着を図り，一人一人の個性を生かし伸ばすよう，児童の特性や生活体験

などを把握し，技能の習得状況に応じた少人数指導や教材・教具の工夫など個に応じた

指導の充実に努めること。 

(5) 家庭や地域との連携を図り，児童が身に付けた知識及び技能などを日常生活に活用で

きるよう配慮すること。 

３ 実習の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境を整備するとともに，熱源や用具，機械な

どの取扱いに注意して事故防止の指導を徹底すること。 

(2) 服装を整え，衛生に留意して用具の手入れや保管を適切に行うこと。 

(3) 調理に用いる食品については，生の魚や肉は扱わないなど，安全・衛生に留意するこ

と。また，食物アレルギーについても配慮すること。 

〔第７学年から第９学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，

生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。 

その際，生活の営みに係る見方・考え方や技術の見方・考え方を働かせ，知識を相互

に関連付けてより深く理解するとともに，生活や社会の中から問題を見いだして解決策

を構想し，実践を評価・改善して，新たな課題の解決に向かう過程を重視した学習の充

実を図ること。 

(2) 技術分野及び家庭分野の授業時数については，３学年間を見通した全体的な指導計画

に基づき，いずれかの分野に偏ることなく配当して履修させること。その際，各学年に

おいて，技術分野及び家庭分野のいずれも履修させること。 

家庭分野の内容の「Ａ家族・家庭生活」の(4)，「Ｂ衣食住の生活」の(7)及び「Ｃ消費

生活・環境」の(3)については，これら三項目のうち，一以上を選択し履修させること。

その際，他の内容と関連を図り，実践的な活動を家庭や地域などで行うことができるよ

う配慮すること。 

(3) 技術分野の内容の「Ａ材料と加工の技術」から「Ｄ情報の技術」まで，及び家庭分野

の内容の「Ａ家族・家庭生活」から「Ｃ消費生活・環境」までの各項目に配当する授業

時数及び各項目の履修学年については，生徒や学校，地域の実態等に応じて，各学校に

おいて適切に定めること。その際，家庭分野の内容の「Ａ家族・家庭生活」の(1)につい

ては，第５学年及び第６学年の家庭科の学習を踏まえ，中学校・義務教育学校（後期課

程）における学習の見通しを立てさせるために，第７学年の最初に履修させること。 

(4) 各項目及び各項目に示す事項については，相互に有機的な関連を図り，総合的に展開

されるよう適切な題材を設定して計画を作成すること。その際，生徒や学校，地域の実

態を的確に捉え，指導の効果を高めるようにすること。また，小学校における学習を踏

まえるとともに，高等学校における学習を見据え，他教科等との関連を明確にして系統

的・発展的に指導ができるようにすること。さらに，持続可能な開発のための教育を推

進する視点から他教科等との連携も図ること。 
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(5) 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内

容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(6) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を考

慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，家庭／技術・家庭科の特質に応

じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 指導に当たっては，衣食住やものづくりなどに関する実習等の結果を整理し考察する

学習活動や，生活や社会における課題を解決するために言葉や図表，概念などを用いて

考えたり，説明したりするなどの学習活動の充実を図ること。 

(2) 指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用して，実習

等における情報の収集・整理や，実践結果の発表などを行うことができるように工夫す

ること。 

(3) 基礎的・基本的な知識及び技能を習得し，基本的な概念などの理解を深めるとともに，

仕事の楽しさや完成の喜びを体得させるよう，実践的・体験的な活動を充実すること。

また，生徒のキャリア発達を踏まえて学習内容と将来の職業の選択や生き方との関わり

についても扱うこと。 

(4) 資質・能力の育成を図り，一人一人の個性を生かし伸ばすよう，生徒の興味・関心を

踏まえた学習課題の設定，技能の習得状況に応じた少人数指導や教材・教具の工夫など

個に応じた指導の充実に努めること。 

(5) 生徒が，学習した知識及び技能を生活に活用したり，生活や社会の変化に対応したり

することができるよう，生活や社会の中から問題を見いだして課題を設定し解決する学

習活動を充実するとともに，家庭や地域社会，企業などとの連携を図るよう配慮するこ

と。 

３ 実習の指導に当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境を整備するとと

もに，火気，用具，材料などの取扱いに注意して事故防止の指導を徹底し，安全と衛生

に十分留意するものとする。 

  その際，技術分野においては，正しい機器の操作や作業環境の整備等について指導す

るとともに，適切な服装や防護眼鏡・防塵
じん

マスクの着用，作業後の手洗いの実施等によ

る安全の確保に努めることとする。 

  家庭分野においては，幼児や高齢者と関わるなど校外での学習について，事故の防止

策及び事故発生時の対応策等を綿密に計画するとともに，相手に対する配慮にも十分留

意するものとする。また，調理実習については，食物アレルギーにも配慮するものとす

る。 
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第９節 体育 / 保健体育

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

○ 指導者から見た課題

・ 基礎的な知識や技能を身に付けさせること。

・ 習得した知識や技能を活用し，主体的に運動に取り組む力を身に付けさせること。

・ 習得した知識や技能を活用し，課題を解決したり，学習したことを相手に分かりや

すく伝えたりする力を身に付けさせること。

・ 体育や保健体育の授業以外でも主体的に運動する習慣を身に付けさせること。

・ 健康の保持増進に関する知識を系統立てて指導すること。

・ 自他の健康課題を発見し，主体的に課題解決に取り組ませること。

○ 児童・生徒の実態

・ 運動する子どもとそうでない子どもの二極化が見られること。

・ 全体として体力の低下傾向に歯止めは掛かっているものの，体力水準の高かった昭

和 60 年頃と比較すると，依然として低い傾向が見られること。また，中学校・義務
教育学校(後期課程)においては，全国平均値よりも低い傾向が続いていること。

・ 児童・生徒の生活習慣の乱れやストレスの増大が健康に影響を与えていること。

・ 学習した成果を実生活に生かしたり，運動やスポーツの習慣化を図ったりすること

については課題があること。

・ 運動やスポーツ，外遊びに必要な時間・空間・仲間などの減少が続き，体力低下と

の関連が指摘されていること。

２ 課題を克服するための視点 

（１） 三つの資質・能力を高めるための学習過程の編成

（２） 運動意欲・運動能力の二極化と体力向上への対応

（３） 運動が苦手な児童・生徒への配慮

（４） オリンピック・パラリンピック教育の推進

（５） 保健領域・保健分野の学習の充実

（６） 運動の習慣化

３ 具体的な手だて

○ 運動や健康に関する課題を発見し，その解決を図る主体的・協働的な学習活動を通し

て，資質・能力の三つの柱を確実に身に付けさせることができるような「課題解決的な

学習」を９年間通して実践していく。（課題をもつ ⇒ 判断する ⇒ 運動する ⇒ 振り返

る）

○ 児童・生徒の発達段階を踏まえて，学習したことを実生活や実社会に生かせるよう，

保健分野との関連を図りながら，９年間の系統性のある指導を行う。

○ 児童・生徒が，楽しく，安心して運動に取り組むことができるようにし，その結果と

して体力の向上につながる指導等の在り方について改善を図る。その際，特に，運動が

苦手な児童・生徒や運動に意欲的でない児童・生徒への指導等の在り方について配慮す
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る。

・ 各運動の特性に十分ふれさせる。

・ できる喜びを味わわせ，認められる，称賛される機会を多く設定する。

・ 児童・生徒がつまずきを克服できるような用具や場を工夫・準備する。

・ 児童・生徒の実態に応じたスモールステップの段階を踏む。

・ テクニカルアドバイザー等を活用し，体育・保健体育科の授業改善を図る。

・ タブレットや映像資料等の ICT機器を効果的に活用する。
○ 体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，健康や体力の状況に応じて体力を高

める必要性を認識し，運動やスポーツの習慣化につなげる観点から，低学年で身に付け

た動きを基に，体つくり運動の内容等について改善を図る。「体つくり運動」以外の領

域においても，学習した結果としてより一層の体力向上を図ることができるようにす

る。その際，保育園・幼稚園との関連も図る。 

○ 各領域で身に付けさせたい具体的な内容を，資質・能力の三つの柱に沿って明確に示

す。特に「思考力，判断力，表現力等」及び「学びに向かう力，人間性等」の内容の明

確化を図る。その際，自己や仲間で考えたことを理由と合わせて他者に伝えるような学

び合いの時間を意図的に設定する。また，体力や技能の程度，年齢や性別及び障害の有

無等にかかわらず，「する・みる・支える・知る」等，運動やスポーツの多様な楽しみ

方の共有ができるよう配慮する。 

○ スポーツの意義や価値等の理解につながるよう，内容等について改善を図る。特に，

東京２０２０大会がもたらす成果を次世代に引き継いでいく観点から，知識に関する領

域において，オリンピック・パラリンピックの意義や価値等の指導について改善を図る。

○ 保健については，「身近な生活や個人生活における健康・安全についての資質・能力

の育成を重視する観点から，内容等の改善を図る。その際，心の健康やがん等の疾病の

予防に関する健康問題の解決に関する内容，ストレス対処やけがの手当て，心肺蘇生法

等の『技能』に関する内容等を充実する。また，個人生活における健康課題を解決する

ことを重視する観点から，健康な生活と疾病の予防の内容を学年ごとに配当する。（第

7学年から第 9学年）とともに，体育との一層の関連を図った内容等について改善を図

る。その際，市民科と連携して指導する。 

○ 体育の授業以外の休み時間や放課後，家庭においても体力の向上を図るために，品川

スポーツトライアルやワンミニッツエクササイズ等の取組を継続的に実践していく。

 第１ 目標 

 体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的な解決に向けた学習過程を

通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポー

ツライフを実現するための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 各種の運動の特性に応じた技能等及び個人生活における健康・安全について理解す

るとともに，基本的な技能を身に付けるようにする。 

(2) 運動や健康についての自他の課題を発見し，合理的な解決に向けて思考し判断する

とともに，他者に伝える力を養う。 

(3) 生涯にわたって運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，明る

く豊かな生活を営む態度を養う。
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 第２ 各学年の目標及び内容 

１ 目 標 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

各
学
年
の
目
標

(1)各種の運動遊びの楽しさに

触れ，その行い方を知るとと

もに，基本的な動きを身に付

けるようにする。 

(2)各種の運動遊びの行い方を

工夫するとともに，考えたこ

とを他者に伝える力を養う。 

(3)各種の運動遊びに進んで取

り組み，きまりを守り誰とで

も仲よく運動をしたり，健

康・安全に留意したりし，意

欲的に運動をする態度を養

う。 

(1)各種の運動の楽しさや喜び

に触れ，その行い方及び健康

で安全な生活や体の発育・発

達について理解するととも

に，基本的な動きや技能を身

に付けるようにする。 

(2)自己の運動や身近な生活に

おける健康の課題を見付け，

その解決のための方法や活動

を工夫するとともに，考えた

ことを他者に伝える力を養

う。 

(3)各種の運動に進んで取り組

み，きまりを守り誰とでも仲

よく運動をしたり，友達の考

えを認めたり，場や用具の安

全に留意したりし，最後まで

努力して運動をする態度を養

う。また，健康の大切さに気

付き，自己の健康の保持増進

に進んで取り組む態度を養

う。 

(1)各種の運動の楽しさや喜び

を味わい，その行い方及び心

の健康やけがの防止，病気の

予防について理解するととも

に，各種の運動の特性に応じ

た基本的な技能及び健康で安

全な生活を営むための技能を

身に付けるようにする。 

(2)自己やグループの運動の課

題や身近な健康に関わる課題

を見付け，その解決のための

方法や活動を工夫するととも

に，自己や仲間の考えたこと

を他者に伝える力を養う。 

(3)各種の運動に積極的に取り

組み，約束を守り助け合って

運動をしたり，仲間の考えや

取組を認めたり，場や用具の

安全に留意したりし，自己の

最善を尽くして運動をする態

度を養う。また，健康・安全

の大切さに気付き，自己の健

康の保持増進や回復に進んで

取り組む態度を養う。 
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第７学年及び第８学年 第９学年 

〔体育分野〕 

(1) 運動の合理的な実践を通して，運動の楽しさや喜び

を味わい，運動を豊かに実践することができるようにす

るため，運動，体力の必要性について理解するとともに，

基本的な技能を身に付けるようにする。 

(2) 運動についての自己の課題を発見し，合理的な解決

に向けて思考し判断するとともに，自己や仲間の考えた

ことを他者に伝える力を養う。 

(3) 運動における競争や協働の経験を通して，公正に取

り組む，互いに協力する，自己の役割を果たす，一人一

人の違いを認めようとするなどの意欲を育てるととも

に，健康・安全に留意し，自己の最善を尽くして運動を

する態度を養う。 

(1) 運動の合理的な実践を通して，運動の楽

しさや喜びを味わい，生涯にわたって運動

を豊かに実践することができるようにする

ため，運動，体力の必要性について理解す

るとともに，基本的な技能を身に付けるよ

うにする。 

(2) 運動についての自己や仲間の課題を発

見し，合理的な解決に向けて思考し判断す

るとともに，自己や仲間の考えたことを他

者に伝える力を養う。 

(3) 運動における競争や協働の経験を通し

て，公正に取り組む，互いに協力する，自

己の責任を果たす，参画する，一人一人の

違いを大切にしようとするなどの意欲を育

てるとともに，健康・安全を確保して，生

涯にわたって運動に親しむ態度を養う。 

〔保健分野〕 

(1) 個人生活における健康・安全について理解するとともに，基本的な技能を身に付けるようにする。

(2) 健康についての自他の課題を発見し，よりよい解決に向けて思考し判断するとともに，他者に伝え

る力を養う。 

(3) 生涯を通じて心身の健康の保持増進を目指し，明るく豊かな生活を営む態度を養う。 
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２ 内 容 

〔体育分野〕 

Ａ 体つくり運動系・体つくり運動 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ａ 体つくりの運動遊び 

 体つくりの運動遊びについて，次の事項を身に付け

ることができるよう指導する。 

Ａ 体つくり運動 

 体つくり運動について，次の事項を身に付けることが

できるよう指導する。 

(1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知ると

ともに，体を動かす心地よさを味わったり，基本的な動

きを身に付けたりすること。 

ア 体ほぐしの運動遊びでは，手軽な運動遊びを行い，

心と体の変化に気付いたり，みんなで関わり合ったり

すること。 

イ 多様な動きをつくる運動遊びでは，体のバランスをと

る動き，体を移動する動き，用具を操作する動き，力試

しの動きをすること。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知る

とともに，体を動かす心地よさを味わったり，基本的な

動きを身に付けたりすること。 

ア 体ほぐしの運動では，手軽な運動を行い，心と体の

変化に気付いたり，みんなで関わり合ったりすること。 

イ 多様な動きをつくる運動では，体のバランスをとる動

き，体を移動する動き，用具を操作する動き，力試しの

動きをし，それらを組み合わせること。 

(2) 体をほぐしたり多様な動きをつくったりする遊び方を

工夫するとともに，考えたことを友達に伝えること。 

(2) 自己の課題を見付け，その解決のための活動を工夫

するとともに，考えたことを友達に伝えること。 

(3) 運動遊びに進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲

よく運動をしたり，場の安全に気を付けたりすること。 

(3) 運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運

動をしたり，友達の考えを認めたり，場や用具の安全

に気を付けたりすること。 
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第５学年及び第６学年 第７学年及び第８学年 第９学年 

Ａ 体つくり運動 

 体つくり運動について，次の事項

を身に付けることができるよう指導

する。

Ａ 体つくり運動 

 体つくり運動について，次の事項

を身に付けることができるよう指導

する。

Ａ 体つくり運動 

 体つくり運動について，次の事項

を身に付けることができるよう指導

する。

(1) 次の運動の楽しさや喜びを味わ

い，その行い方を理解するととも

に，体を動かす心地よさを味わっ

たり，体の動きを高めたりすること。 

ア 体ほぐしの運動では，手軽な運

動を行い，心と体との関係に気付

いたり，仲間と関わり合ったりする

こと。 

イ 体の動きを高める運動では，ねら

いに応じて，体の柔らかさ，巧みな

動き，力強い動き，動きを持続する

能力を高めるための運動をするこ

と。 

(1) 次の運動を通して，体を動かす

楽しさや心地よさを味わい，体つく

り運動の意義と行い方，体の動き

を高める方法などを理解し，目的

に適した運動を身に付け，組み合

わせること。 

ア 体ほぐしの運動では，手軽な運

動を行い，心と体との関係や心身

の状態に気付き，仲間と積極的に

関わり合うこと。 

イ 体の動きを高める運動では，ねら

いに応じて，体の柔らかさ，巧みな

動き，力強い動き，動きを持続する

能力を高めるための運動を行うとと

もに，それらを組み合わせること。 

(1) 次の運動を通して，体を動かす

楽しさや心地よさを味わい，運動

を継続する意義，体の構造，運動

の原則などを理解するとともに，健

康の保持増進や体力の向上を目

指し，目的に適した運動の計画を

立て取り組むこと。 

ア 体ほぐしの運動では，手軽な運

動を行い，心と体は互いに影響し

変化することや心身の状態に気付

き，仲間と自主的に関わり合うこ

と。 

イ 実生活に生かす運動の計画で

は，ねらいに応じて，健康の保持

増進や調和のとれた体力の向上

を図るための運動の計画を立て取

り組むこと。 

(2) 自己の体の状態や体力に応じ

て，運動の行い方を工夫するととも

に，自己や仲間の考えたことを他

者に伝えること。 

(2) 自己の課題を発見し，合理的な

解決に向けて運動の取り組み方を

工夫するとともに，自己や仲間の

考えたことを他者に伝えること。 

(2) 自己や仲間の課題を発見し，合

理的な解決に向けて運動の取り組

み方を工夫するとともに，自己や

仲間の考えたことを他者に伝える

こと。 

(3) 運動に積極的に取り組み，約束

を守り助け合って運動をしたり，仲

間の考えや取組を認めたり，場や

用具の安全に気を配ったりするこ

と。 

(3) 体つくり運動に積極的に取り組

むとともに，仲間の学習を援助しよ

うとすること，一人一人の違いに応

じた動きなどを認めようとすること，

話合いに参加しようとすることなど

や，健康・安全に気を配ること。 

(3) 体つくり運動に自主的に取り組

むとともに，互いに助け合い教え

合おうとすること，一人一人の違い

に応じた動きなどを大切にしようと

すること，話合いに貢献しようとす

ることなどや，健康・安全を確保す

ること。 
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Ｂ 器械運動系・器械運動 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ｂ 器械・器具を使っての運動遊び 

 器械・器具を使っての運動遊びについて，次の事項

を身に付けることができるよう指導する。 

Ｂ 器械運動 

 器械運動について，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

(1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知る

とともに，その動きを身に付けること。 

ア 固定施設を使った運動遊びでは，登り下りや懸垂

移行，渡り歩きや跳び下りをすること。 

イ マットを使った運動遊びでは，いろいろな方向へ

の転がり，手で支えての体の保持や回転をするこ

と。 

ウ 鉄棒を使った運動遊びでは，支持しての揺れや上

がり下り，ぶら下がりや易しい回転をすること。 

エ 跳び箱を使った運動遊びでは，跳び乗りや跳び下

り，手を着いてのまたぎ乗りやまたぎ下りをするこ

と。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知る

とともに，その技を身に付けること。 

ア マット運動では，回転系や巧技系の基本的な技をす

ること。 

イ 鉄棒運動では，支持系の基本的な技をすること。 

ウ 跳び箱運動では，切り返し系や回転系の基本的な技

をすること。 

(2) 器械・器具を用いた簡単な遊び方を工夫するととも

に，考えたことを友達に伝えること。 

(2) 自己の能力に適した課題を見付け，技ができるように

なるための活動を工夫するとともに，考えたことを友達

に伝えること。 

(3) 運動遊びに進んで取り組み，順番やきまりを守り誰と

でも仲よく運動をしたり，場や器械・器具の安全に気を

付けたりすること。 

(3) 運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運

動をしたり，友達の考えを認めたり，場や器械・器具の

安全に気を付けたりすること。 
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第５学年及び第６学年 第７学年及び第８学年 第９学年 

Ｂ 器械運動 

 器械運動について，次の事項を

身に付けることができるよう指導す

る。 

Ｂ 器械運動

 器械運動について，次の事項を

身に付けることができるよう指導す

る。

Ｂ 器械運動 

 器械運動について，次の事項を

身に付けることができるよう指導す

る。

(1) 次の運動の楽しさや喜びを味わ

い，その行い方を理解するととも

に，その技を身に付けること。 

ア マット運動では，回転系や巧技

系の基本的な技を安定して行った

り，その発展技を行ったり，それら

を繰り返したり組み合わせたりする

こと。 

イ 鉄棒運動では，支持系の基本的

な技を安定して行ったり，その発

展技を行ったり，それらを繰り返し

たり組み合わせたりすること。 

ウ 跳び箱運動では，切り返し系や

回転系の基本的な技を安定して

行ったり，その発展技を行ったりす

ること。 

(1) 次の運動について，技ができる

楽しさや喜びを味わい，器械運動

の特性や成り立ち，技の名称や行

い方，その運動に関連して高まる

体力などを理解するとともに，技を

よりよく行うこと。 

ア マット運動では，回転系や巧技

系の基本的な技を滑らかに行うこ

と，条件を変えた技や発展技を行

うこと及びそれらを組み合わせるこ

と。 

イ 鉄棒運動では，支持系や懸垂系

の基本的な技を滑らかに行うこと，

条件を変えた技や発展技を行うこ

と及びそれらを組み合わせること。 

ウ 平均台運動では，体操系やバラ

ンス系の基本的な技を滑らかに行

うこと，条件を変えた技や発展技を

行うこと及びそれらを組み合わせ

ること。 

エ 跳び箱運動では，切り返し系や

回転系の基本的な技を滑らかに

行うこと，条件を変えた技や発展

技を行うこと。 

(1) 次の運動について，技ができる

楽しさや喜びを味わい，技の名称

や行い方，運動観察の方法，体力

の高め方などを理解するとともに，

自己に適した技で演技すること。 

ア マット運動では，回転系や巧技

系の基本的な技を滑らかに安定し

て行うこと，条件を変えた技や発展

技を行うこと及びそれらを構成し演

技すること。 

イ 鉄棒運動では，支持系や懸垂系

の基本的な技を滑らかに安定して

行うこと，条件を変えた技や発展

技を行うこと及びそれらを構成し演

技すること。 

ウ 平均台運動では，体操系やバラ

ンス系の基本的な技を滑らかに安

定して行うこと，条件を変えた技や

発展技を行うこと及びそれらを構

成し演技すること。 

エ 跳び箱運動では，切り返し系や

回転系の基本的な技を滑らかに

安定して行うこと，条件を変えた技

や発展技を行うこと。 

(2) 自己の能力に適した課題の解決

の仕方や技の組み合わせ方を工

夫するとともに，自己や仲間の考

えたことを他者に伝えること。 

(2) 技などの自己の課題を発見し，

合理的な解決に向けて運動の取り

組み方を工夫するとともに，自己

の考えたことを他者に伝えること。 

(2) 技などの自己や仲間の課題を発

見し，合理的な解決に向けて運動

の取り組み方を工夫するとともに，

自己の考えたことを他者に伝える

こと。 

(3) 運動に積極的に取り組み，約束

を守り助け合って運動をしたり，仲

間の考えや取組を認めたり，場や

器械・器具の安全に気を配ったり

すること。 

(3) 器械運動に積極的に取り組むと

ともに，よい演技を認めようとするこ

と，仲間の学習を援助しようとする

こと，一人一人の違いに応じた課

題や挑戦を認めようとすることなど

や，健康・安全に気を配ること。 

(3) 器械運動に自主的に取り組むと

ともに，よい演技を讃えようとするこ

と，互いに助け合い教え合おうと

すること，一人一人の違いに応じ

た課題や挑戦を大切にしようとす

ることなどや，健康・安全を確保す

ること。 
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Ｃ 陸上運動系・陸上競技 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ｃ 走・跳の運動遊び 

 走・跳の運動遊びについて，次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。 

Ｃ 走・跳の運動 

 走・跳の運動について，次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。 

(1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知ると

ともに，その動きを身に付けること。 

ア 走の運動遊びでは，いろいろな方向に走ったり，低

い障害物を走り越えたりすること。 

イ 跳の運動遊びでは，前方や上方に跳んだり，連続し

て跳んだりすること。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知る

とともに，その動きを身に付けること。 

ア かけっこ・リレーでは，調子よく走ったりバトンの受渡

しをしたりすること。 

イ 小型ハードル走では，小型ハードルを調子よく走り越

えること。 

ウ 幅跳びでは，短い助走から踏み切って跳ぶこと。 

エ 高跳びでは，短い助走から踏み切って跳ぶこと。 

(2) 走ったり跳んだりする簡単な遊び方を工夫するととも

に，考えたことを友達に伝えること。 

(2) 自己の能力に適した課題を見付け，動きを身に付け

るための活動や競争の仕方を工夫するとともに，考え

たことを友達に伝えること。 

(3) 運動遊びに進んで取り組み，順番やきまりを守り誰と

でも仲よく運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場の安

全に気を付けたりすること。 

(3) 運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運

動をしたり，勝敗を受け入れたり，友達の考えを認めた

り，場や用具の安全に気を付けたりすること。 

186



第９節 体育 / 保健体育 

11

第５学年及び第６学年 第７学年及び第８学年 第９学年 

Ｃ 陸上運動 

 陸上運動について，次の事項を

身に付けることができるよう指導す

る。 

Ｃ 陸上競技 

 陸上競技について，次の事項を

身に付けることができるよう指導す

る。 

Ｃ 陸上競技 

 陸上競技について，次の事項を

身に付けることができるよう指導す

る。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びを味わ

い，その行い方を理解するととも

に，その技能を身に付けること。 

ア 短距離走・リレーでは，一定の距

離を全力で走ったり，滑らかなバト

ンの受渡しをしたりすること。 

イ ハードル走では，ハードルをリズ

ミカルに走り越えること。 

ウ 走り幅跳びでは，リズミカルな助

走から踏み切って跳ぶこと。 

エ 走り高跳びでは，リズミカルな助

走から踏み切って跳ぶこと。 

(1) 次の運動について，記録の向上

や競争の楽しさや喜びを味わい，

陸上競技の特性や成り立ち，技術

の名称や行い方，その運動に関

連して高まる体力などを理解する

とともに，基本的な動きや効率のよ

い動きを身に付けること。 

ア 短距離走・リレーでは，滑らかな

動きで速く走ることやバトンの受渡

しでタイミングを合わせること，長

距離走では，ペースを守って走る

こと，ハードル走では，リズミカルな

走りから滑らかにハードルを越すこ

と。 

イ 走り幅跳びでは，スピードに乗っ

た助走から素早く踏み切って跳ぶ

こと，走り高跳びでは，リズミカルな

助走から力強く踏み切って大きな

動作で跳ぶこと。 

(1) 次の運動について，記録の向上

や競争の楽しさや喜びを味わい，

技術の名称や行い方，体力の高

め方，運動観察の方法などを理解

するとともに，各種目特有の技能

を身に付けること。 

ア 短距離走・リレーでは，中間走へ

のつなぎを滑らかにして速く走るこ

とやバトンの受渡しで次走者のス

ピードを十分高めること，長距離走

では，自己に適したペースを維持

して走ること，ハードル走では，ス

ピードを維持した走りからハードル

を低く越すこと。 

イ 走り幅跳びでは，スピードに乗っ

た助走から力強く踏み切って跳ぶ

こと，走り高跳びでは，リズミカルな

助走から力強く踏み切り滑らかな

空間動作で跳ぶこと。 

(2) 自己の能力に適した課題の解決

の仕方，競争や記録への挑戦の

仕方を工夫するとともに，自己や

仲間の考えたことを他者に伝える

こと。 

(2) 動きなどの自己の課題を発見し，

合理的な解決に向けて運動の取り

組み方を工夫するとともに，自己

の考えたことを他者に伝えること。 

(2) 動きなどの自己や仲間の課題を

発見し，合理的な解決に向けて運

動の取り組み方を工夫するととも

に，自己の考えたことを他者に伝

えること。 

(3) 運動に積極的に取り組み，約束

を守り助け合って運動をしたり，勝

敗を受け入れたり，仲間の考えや

取組を認めたり，場や用具の安全

に気を配ったりすること。 

(3) 陸上競技に積極的に取り組むと

ともに，勝敗などを認め，ルールや

マナーを守ろうとすること，分担し

た役割を果たそうとすること，一人

一人の違いに応じた課題や挑戦

を認めようとすることなどや，健康・

安全に気を配ること。 

(3) 陸上競技に自主的に取り組むと

ともに，勝敗などを冷静に受け止

め，ルールやマナーを大切にしよ

うとすること，自己の責任を果たそ

うとすること，一人一人の違いに応

じた課題や挑戦を大切にしようと

することなどや，健康・安全を確保

すること。 
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Ｄ 水泳運動系・水泳 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ｄ 水遊び 

 水遊びについて，次の事項を身に付けることができ

るよう指導する。 

Ｄ 水泳運動 

 水泳運動について，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

(1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知ると

ともに，その動きを身に付けること。 

ア 水の中を移動する運動遊びでは，水につかって歩い

たり走ったりすること。 

イ もぐる・浮く運動遊びでは，息を止めたり吐いたりしな

がら，水にもぐったり浮いたりすること。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知る

とともに，その動きを身に付けること。 

ア 浮いて進む運動では，け伸びや初歩的な泳ぎをする

こと。 

イ もぐる・浮く運動では，息を止めたり吐いたりしながら，

いろいろなもぐり方や浮き方をすること。 

(2) 水の中を移動したり，もぐったり浮いたりする簡単な

遊び方を工夫するとともに，考えたことを友達に伝える

こと。 

(2) 自己の能力に適した課題を見付け，水の中での動き

を身に付けるための活動を工夫するとともに，考えたこ

とを友達に伝えること。 

(3) 運動遊びに進んで取り組み，順番やきまりを守り誰と

でも仲よく運動をしたり，水遊びの心得を守って安全に

気を付けたりすること。 

(3) 運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運

動をしたり，友達の考えを認めたり，水泳運動の心得

を守って安全に気を付けたりすること。 
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第５学年及び第６学年 第７学年及び第８学年 第９学年 

Ｄ 水泳運動 

 水泳運動について，次の事項を

身に付けることができるよう指導す

る。 

Ｄ 水泳 

 水泳について，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

Ｄ 水泳 

 水泳について，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びを味わ

い，その行い方を理解するととも

に，その技能を身に付けること。 

ア クロールでは，手や足の動きに呼

吸を合わせて続けて長く泳ぐこと。 

イ 平泳ぎでは，手や足の動きに呼

吸を合わせて続けて長く泳ぐこと。 

ウ 安全確保につながる運動では，

背浮きや浮き沈みをしながら続け

て長く浮くこと。 

(1) 次の運動について，記録の向上

や競争の楽しさや喜びを味わい，

水泳の特性や成り立ち，技術の名

称や行い方，その運動に関連して

高まる体力などを理解するととも

に，泳法を身に付けること。 

ア クロールでは，手と足の動き，呼

吸のバランスをとり速く泳ぐこと。 

イ 平泳ぎでは，手と足の動き，呼吸

のバランスをとり長く泳ぐこと。 

ウ 背泳ぎでは，手と足の動き，呼吸

のバランスをとり泳ぐこと。 

エ バタフライでは，手と足の動き，

呼吸のバランスをとり泳ぐこと。 

(1) 次の運動について，記録の向上

や競争の楽しさや喜びを味わい，技

術の名称や行い方，体力の高め方，

運動観察の方法などを理解するとと

もに，効率的に泳ぐこと。 

ア クロールでは，手と足の動き，呼

吸のバランスを保ち，安定した

ペースで長く泳いだり速く泳いだり

すること。 

イ 平泳ぎでは，手と足の動き，呼吸

のバランスを保ち，安定したペース

で長く泳いだり速く泳いだりするこ

と。 

ウ 背泳ぎでは，手と足の動き，呼吸

のバランスを保ち，安定したペース

で泳ぐこと。 

エ バタフライでは，手と足の動き，

呼吸のバランスを保ち，安定した

ペースで泳ぐこと。 

オ 複数の泳法で泳ぐこと，又はリ

レーをすること。 

(2) 自己の能力に適した課題の解決

の仕方や記録への挑戦の仕方を

工夫するとともに，自己や仲間の

考えたことを他者に伝えること。 

(2) 泳法などの自己の課題を発見

し，合理的な解決に向けて運動の

取り組み方を工夫するとともに，自

己の考えたことを他者に伝えるこ

と。 

(2) 泳法などの自己や仲間の課題を

発見し，合理的な解決に向けて運

動の取り組み方を工夫するととも

に，自己の考えたことを他者に伝

えること。 

(3) 運動に積極的に取り組み，約束

を守り助け合って運動をしたり，仲

間の考えや取組を認めたり，水泳

運動の心得を守って安全に気を

配ったりすること。 

(3) 水泳に積極的に取り組むととも

に，勝敗などを認め，ルールやマ

ナーを守ろうとすること，分担した

役割を果たそうとすること，一人一

人の違いに応じた課題や挑戦を

認めようとすることなどや，水泳の

事故防止に関する心得を遵守す

るなど健康・安全に気を配ること。 

(3) 水泳に自主的に取り組むととも

に，勝敗などを冷静に受け止め，

ルールやマナーを大切にしようと

すること，自己の責任を果たそうと

すること，一人一人の違いに応じ

た課題や挑戦を大切にしようとす

ることなどや，水泳の事故防止に

関する心得を遵守するなど健康・

安全を確保すること。 
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Ｅ ボール運動系・球技 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ｅ ゲーム 

 ゲームについて，次の事項を身に付けることができる

よう指導する。 

Ｅ ゲーム 

 ゲームについて，次の事項を身に付けることができる

よう指導する。 

(1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知ると

ともに，易しいゲームをすること。 

ア ボールゲームでは，簡単なボール操作と攻めや守り

の動きによって，易しいゲームをすること。 

イ 鬼遊びでは，一定の区域で，逃げる，追いかける，陣

地を取り合うなどをすること。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知る

とともに，易しいゲームをすること。 

ア ゴール型ゲームでは，基本的なボール操作とボール

を持たないときの動きによって，易しいゲームをするこ

と。 

イ ネット型ゲームでは，基本的なボール操作とボールを

操作できる位置に体を移動する動きによって，易しい

ゲームをすること。 

ウ ベースボール型ゲームでは，蹴る，打つ，捕る，投げ

るなどのボール操作と得点をとったり防いだりする動き

によって，易しいゲームをすること。 

(2) 簡単な規則を工夫したり，攻め方を選んだりするとと

もに，考えたことを友達に伝えること。 

(2) 規則を工夫したり，ゲームの型に応じた簡単な作戦

を選んだりするとともに，考えたことを友達に伝えるこ

と。 

(3) 運動遊びに進んで取り組み，規則を守り誰とでも仲よ

く運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場や用具の安全

に気を付けたりすること。 

(3) 運動に進んで取り組み，規則を守り誰とでも仲よく運

動をしたり，勝敗を受け入れたり，友達の考えを認めた

り，場や用具の安全に気を付けたりすること。 
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第５学年及び第６学年 第７学年及び第８学年 第９学年 

Ｅ ボール運動 

 ボール運動について，次の事項

を身に付けることができるよう指導

する。 

Ｅ 球技 

 球技について，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

Ｅ 球技 

 球技について，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びを味わ

い，その行い方を理解するととも

に，その技能を身に付け，簡易化

されたゲームをすること。 

ア ゴール型では，ボール操作と

ボールを持たないときの動きに

よって，簡易化されたゲームをする

こと。 

イ ネット型では，個人やチームによ

る攻撃と守備によって，簡易化さ

れたゲームをすること。 

ウ ベースボール型では，ボールを

打つ攻撃と隊形をとった守備に

よって，簡易化されたゲームをする

こと。 

(1) 次の運動について，勝敗を競う

楽しさや喜びを味わい，球技の特

性や成り立ち，技術の名称や行い

方，その運動に関連して高まる体

力などを理解するとともに，基本的

な技能や仲間と連携した動きで

ゲームを展開すること。 

ア ゴール型では，ボール操作と空

間に走り込むなどの動きによって

ゴール前での攻防をすること。 

イ ネット型では，ボールや用具の操

作と定位置に戻るなどの動きに

よって空いた場所をめぐる攻防を

すること。 

ウ ベースボール型では，基本的な

バット操作と走塁での攻撃，ボー

ル操作と定位置での守備などに

よって攻防をすること。 

(1) 次の運動について，勝敗を競う

楽しさや喜びを味わい，技術の名

称や行い方，体力の高め方，運動

観察の方法などを理解するととも

に，作戦に応じた技能で仲間と連

携しゲームを展開すること。 

ア ゴール型では，安定したボール

操作と空間を作りだすなどの動き

によってゴール前への侵入などか

ら攻防をすること。 

イ ネット型では，役割に応じたボー

ル操作や安定した用具の操作と連

携した動きによって空いた場所を

めぐる攻防をすること。 

ウ ベースボール型では，安定した

バット操作と走塁での攻撃，ボー

ル操作と連携した守備などによっ

て攻防をすること。 

(2) ルールを工夫したり，自己や

チームの特徴に応じた作戦を選ん

だりするとともに，自己や仲間の考

えたことを他者に伝えること。 

(2) 攻防などの自己の課題を発見

し，合理的な解決に向けて運動の

取り組み方を工夫するとともに，自

己や仲間の考えたことを他者に伝

えること。 

(2) 攻防などの自己やチームの課題

を発見し，合理的な解決に向けて

運動の取り組み方を工夫するとと

もに，自己や仲間の考えたことを

他者に伝えること。 

(3) 運動に積極的に取り組み，ルー

ルを守り助け合って運動をしたり，

勝敗を受け入れたり，仲間の考え

や取組を認めたり，場や用具の安

全に気を配ったりすること。 

(3) 球技に積極的に取り組むととも

に，フェアなプレイを守ろうとするこ

と，作戦などについての話合いに

参加しようとすること，一人一人の

違いに応じたプレイなどを認めよう

とすること，仲間の学習を援助しよ

うとすることなどや，健康・安全に

気を配ること。 

(3) 球技に自主的に取り組むととも

に，フェアなプレイを大切にしようと

すること，作戦などについての話

合いに貢献しようとすること，一人

一人の違いに応じたプレイなどを

大切にしようとすること，互いに助

け合い教え合おうとすることなど

や，健康・安全を確保すること。 
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Ｆ 表現運動系 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ｆ 表現リズム遊び 

 表現リズム遊びについて，次の事項を身に付けるこ

とができるよう指導する。 

Ｆ 表現運動 

 表現運動について，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

(1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知ると

ともに，題材になりきったりリズムに乗ったりして踊るこ

と。 

ア 表現遊びでは，身近な題材の特徴を捉え，全身で踊

ること。 

イ リズム遊びでは，軽快なリズムに乗って踊ること。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知る

とともに，表したい感じを表現したりリズムに乗ったりし

て踊ること。 

ア 表現では，身近な生活などの題材からその主な特徴

を捉え，表したい感じをひと流れの動きで踊ること。 

イ リズムダンスでは，軽快なリズムに乗って全身で踊るこ

と。 

(2) 身近な題材の特徴を捉えて踊ったり，軽快なリズムに

乗って踊ったりする簡単な踊り方を工夫するとともに，

考えたことを友達に伝えること。 

(2) 自己の能力に適した課題を見付け，題材やリズムの

特徴を捉えた踊り方や交流の仕方を工夫するととも

に，考えたことを友達に伝えること。 

(3) 運動遊びに進んで取り組み，誰とでも仲よく踊った

り，場の安全に気を付けたりすること。 

(3) 運動に進んで取り組み，誰とでも仲よく踊ったり，友

達の動きや考えを認めたり，場の安全に気を付けたり

すること。 
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Ｇ ダンス 

第５学年及び第６学年 第７学年及び第８学年 第９学年 

Ｆ 表現運動 

 表現運動について，次の事項を

身に付けることができるよう指導す

る。 

Ｇ ダンス 

 ダンスについて，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

Ｇ ダンス 

 ダンスについて，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びを味わ

い，その行い方を理解するととも

に，表したい感じを表現したり踊り

で交流したりすること。 

ア 表現では，いろいろな題材からそ

れらの主な特徴を捉え，表したい

感じをひと流れの動きで即興的に

踊ったり，簡単なひとまとまりの動

きにして踊ったりすること。 

イ フォークダンスでは，日本の民踊

や外国の踊りから，それらの踊り方

の特徴を捉え，音楽に合わせて簡

単なステップや動きで踊ること。 

(1) 次の運動について，感じを込め

て踊ったりみんなで踊ったりする楽

しさや喜びを味わい，ダンスの特

性や由来，表現の仕方，その運動

に関連して高まる体力などを理解

するとともに，イメージを捉えた表

現や踊りを通した交流をすること。 

ア 創作ダンスでは，多様なテーマ

から表したいイメージを捉え，動き

に変化を付けて即興的に表現した

り，変化のあるひとまとまりの表現

にしたりして踊ること。 

イ フォークダンスでは，日本の民踊

や外国の踊りから，それらの踊り方

の特徴を捉え，音楽に合わせて特

徴的なステップや動きで踊ること。 

ウ 現代的なリズムのダンスでは，リ

ズムの特徴を捉え，変化のある動

きを組み合わせて，リズムに乗って

全身で踊ること。 

(1) 次の運動について，感じを込め

て踊ったり，みんなで自由に踊っ

たりする楽しさや喜びを味わい，ダ

ンスの名称や用語，踊りの特徴と

表現の仕方，交流や発表の仕方，

運動観察の方法，体力の高め方

などを理解するとともに，イメージ

を深めた表現や踊りを通した交流

や発表をすること。 

ア 創作ダンスでは，表したいテーマ

にふさわしいイメージを捉え，個や

群で，緩急強弱のある動きや空間

の使い方で変化を付けて即興的

に表現したり，簡単な作品にまとめ

たりして踊ること。 

イ フォークダンスでは，日本の民踊

や外国の踊りから，それらの踊り方

の特徴を捉え，音楽に合わせて特

徴的なステップや動きと組み方で

踊ること。 

ウ 現代的なリズムのダンスでは，リ

ズムの特徴を捉え，変化とまとまり

を付けて，リズムに乗って全身で

踊ること。 

(2) 自己やグループの課題の解決に

向けて，表したい内容や踊りの特

徴を捉えた練習や発表・交流の仕

方を工夫するとともに，自己や仲

間の考えたことを他者に伝えるこ

と。 

(2) 表現などの自己の課題を発見

し，合理的な解決に向けて運動の

取り組み方を工夫するとともに，自

己や仲間の考えたことを他者に伝

えること。 

(2) 表現などの自己や仲間の課題を

発見し，合理的な解決に向けて運

動の取り組み方を工夫するととも

に，自己や仲間の考えたことを他

者に伝えること。 

(3) 運動に積極的に取り組み，互い

のよさを認め合い助け合って踊っ

たり，場の安全に気を配ったりする

こと。 

(3) ダンスに積極的に取り組むととも

に，仲間の学習を援助しようとする

こと，交流などの話合いに参加しよ

うとすること，一人一人の違いに応

じた表現や役割を認めようとするこ

となどや，健康・安全に気を配るこ

と。 

(3) ダンスに自主的に取り組むととも

に，互いに助け合い教え合おうと

すること，作品や発表などの話合

いに貢献しようとすること，一人一

人の違いに応じた表現や役割を

大切にしようとすることなどや，健

康・安全を確保すること。 
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Ｆ 武道 

第７学年及び第８学年 第９学年 

Ｆ 武道 

 武道について，次の事項を身に付けることができるよ

う指導する。 

Ｆ 武道 

 武道について，次の事項を身に付けることができるよ

う指導する。 

(1) 次の運動について，技ができる楽しさや喜びを味わ

い，武道の特性や成り立ち，伝統的な考え方，技の名

称や行い方，その運動に関連して高まる体力などを理

解するとともに，基本動作や基本となる技を用いて簡

易な攻防を展開すること。 

ア 柔道では，相手の動きに応じた基本動作や基本とな

る技を用いて，投げたり抑えたりするなどの簡易な攻

防をすること。 

イ 剣道では，相手の動きに応じた基本動作や基本とな

る技を用いて，打ったり受けたりするなどの簡易な攻防

をすること。 

ウ 相撲では，相手の動きに応じた基本動作や基本とな

る技を用いて，押したり寄ったりするなどの簡易な攻防

をすること。 

(1) 次の運動について，技を高め勝敗を競う楽しさや喜

びを味わい，伝統的な考え方，技の名称や見取り稽古

の仕方，体力の高め方などを理解するとともに，基本

動作や基本となる技を用いて攻防を展開すること。 

ア 柔道では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基

本となる技，連絡技を用いて，相手を崩して投げたり，

抑えたりするなどの攻防をすること。 

イ 剣道では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基

本となる技を用いて，相手の構えを崩し，しかけたり応

じたりするなどの攻防をすること。 

ウ 相撲では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基

本となる技を用いて，相手を崩し，投げたりいなしたり

するなどの攻防をすること。 

(2) 攻防などの自己の課題を発見し，合理的な解決に向

けて運動の取り組み方を工夫するとともに，自己の考

えたことを他者に伝えること。 

(2) 攻防などの自己や仲間の課題を発見し，合理的な解

決に向けて運動の取り組み方を工夫するとともに，自

己の考えたことを他者に伝えること。 

(3) 武道に積極的に取り組むとともに，相手を尊重し，伝

統的な行動の仕方を守ろうとすること，分担した役割を

果たそうとすること，一人一人の違いに応じた課題や

挑戦を認めようとすることなどや，禁じ技を用いないな

ど健康・安全に気を配ること。 

(3) 武道に自主的に取り組むとともに，相手を尊重し，伝

統的な行動の仕方を大切にしようとすること，自己の責

任を果たそうとすること，一人一人の違いに応じた課題

や挑戦を大切にしようとすることなどや，健康・安全を

確保すること。 
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Ｈ 体育理論 

第７学年及び第８学年 第９学年 

(1) 運動やスポーツが多様であることについて，課題を

発見し，その解決を目指した活動を通して，次の事項

を身に付けることができるよう指導する。 

ア 運動やスポーツが多様であることについて理解する

こと。 

(ｱ) 運動やスポーツは，体を動かしたり健康を維持したり

するなどの必要性及び競い合うことや課題を達成する

ことなどの楽しさから生みだされ発展してきたこと。 

(ｲ) 運動やスポーツには，行うこと，見ること，支えること

及び知ることなどの多様な関わり方があること。 

(ｳ) 世代や機会に応じて，生涯にわたって運動やスポー

ツを楽しむためには，自己に適した多様な楽しみ方を

見付けたり，工夫したりすることが大切であること。 

イ 運動やスポーツが多様であることについて，自己の

課題を発見し，よりよい解決に向けて思考し判断すると

ともに，他者に伝えること。 

ウ 運動やスポーツが多様であることについての学習に

積極的に取り組むこと。 

(1) 文化としてのスポーツの意義について，課題を発見

し，その解決を目指した活動を通して，次の事項を身

に付けることができるよう指導する。 

ア 文化としてのスポーツの意義について理解すること。 

(ｱ) スポーツは，文化的な生活を営みよりよく生きていく

ために重要であること。 

(ｲ) オリンピックやパラリンピック及び国際的なスポーツ大

会などは，国際親善や世界平和に大きな役割を果た

していること。 

(ｳ) スポーツは，民族や国，人種や性，障害の違いなど

を超えて人々を結び付けていること。 

イ 文化としてのスポーツの意義について，自己の課題

を発見し，よりよい解決に向けて思考し判断するととも

に，他者に伝えること。 

ウ 文化としてのスポーツの意義についての学習に自主

的に取り組むこと。 

(2) 運動やスポーツの意義や効果と学び方や安全な行

い方について，課題を発見し，その解決を目指した活

動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指

導する。 

ア 運動やスポーツの意義や効果と学び方や安全な行

い方について理解すること。 

(ｱ) 運動やスポーツは，身体の発達やその機能の維持，

体力の向上などの効果や自信の獲得，ストレスの解消

などの心理的効果及びルールやマナーについて合意

したり，適切な人間関係を築いたりするなどの社会性

を高める効果が期待できること。 

(ｲ) 運動やスポーツには，特有の技術があり，その学び

方には，運動の課題を合理的に解決するための一定

の方法があること。 

(ｳ) 運動やスポーツを行う際は，その特性や目的，発達

の段階や体調などを踏まえて運動を選ぶなど，健康・

安全に留意する必要があること。 

イ 運動やスポーツの意義や効果と学び方や安全な行

い方について，自己の課題を発見し，よりよい解決に

向けて思考し判断するとともに，他者に伝えること。 

ウ 運動やスポーツの意義や効果と学び方や安全な行

い方についての学習に積極的に取り組むこと。 
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〔保健領域・保健分野〕 

第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

Ｇ 保健 

(1) 健康な生活について，

課題を見付け，その解決

を目指した活動を通し

て，次の事項を身に付け

ることができるよう指導す

る。 

ア 健康な生活について理

解すること。 

(ｱ) 心や体の調子がよいな

どの健康の状態は，主体

の要因や周囲の環境の

要因が関わっているこ

と。 

(ｲ) 毎日を健康に過ごすに

は，運動，食事，休養及

び睡眠の調和のとれた

生活を続けること，また，

体の清潔を保つことなど

が必要であること。 

(ｳ) 毎日を健康に過ごすに

は，明るさの調節，換気

などの生活環境を整える

ことなどが必要であるこ

と。 

イ 健康な生活について課

題を見付け，その解決に

向けて考え，それを表現

すること。 

Ｇ 保健 

(2) 体の発育・発達につい

て，課題を見付け，その

解決を目指した活動を通

して，次の事項を身に付

けることができるよう指導

する。 

ア 体の発育・発達につい

て理解すること。 

(ｱ) 体は，年齢に伴って変

化すること。また，体の発

育・発達には，個人差が

あること。 

(ｲ) 体は，思春期になると

次第に大人の体に近づ

き，体つきが変わったり，

初経，精通などが起こっ

たりすること。また，異性

への関心が芽生えるこ

と。 

(ｳ) 体をよりよく発育・発達

させるには，適切な運

動，食事，休養及び睡眠

が必要であること。 

イ 体がよりよく発育・発達

するために，課題を見付

け，その解決に向けて考

え，それを表現すること。

Ｇ 保健 

(1) 心の健康について，課題を

見付け，その解決を目指し

た活動を通して，次の事項を

身に付けることができるよう

指導する。 

ア 心の発達及び不安や悩み

への対処について理解する

とともに，簡単な対処をする

こと。 

(ｱ) 心は，いろいろな生活経験

を通して，年齢に伴って発達

すること。 

(ｲ) 心と体には，密接な関係が

あること。 

(ｳ) 不安や悩みへの対処に

は，大人や友達に相談す

る，仲間と遊ぶ，運動をする

などいろいろな方法があるこ

と。 

イ 心の健康について，課題を

見付け，その解決に向けて

思考し判断するとともに，そ

れらを表現すること。 

(2) けがの防止について，課題

を見付け，その解決を目指し

た活動を通して，次の事項を

身に付けることができるよう

指導する。 

ア けがの防止に関する次の

事項を理解するとともに，け

がなどの簡単な手当をするこ

と。 

(ｱ) 交通事故や身の回りの生

活の危険が原因となって起

こるけがの防止には，周囲の

危険に気付くこと，的確な判

断の下に安全に行動するこ

と，環境を安全に整えること

が必要であること。 

(ｲ) けがなどの簡単な手当は，

速やかに行う必要があるこ

と。 

イ けがを防止するために，危

険の予測や回避の方法を考

え，それらを表現すること。

Ｇ 保健 

(3) 病気の予防について，

課題を見付け，その解決

を目指した活動を通し

て，次の事項を身に付け

ることができるよう指導す

る。 

ア  病気の予防について

理解すること。 

(ｱ) 病気は，病原体，体の

抵抗力，生活行動，環

境が関わりあって起こる

こと。 

(ｲ) 病原体が主な要因と

なって起こる病気の予防

には，病原体が体に入る

のを防ぐことや病原体に

対する体の抵抗力を高

めることが必要であるこ

と。 

(ｳ) 生活習慣病など生活

行動が主な要因となって

起こる病気の予防には，

適切な運動，栄養の偏り

のない食事をとること，口

腔の衛生を保つことな

ど，望ましい生活習慣を

身に付ける必要があるこ

と。 

(ｴ) 喫煙，飲酒，薬物乱用

などの行為は，健康を損

なう原因となること。 

(ｵ) 地域では，保健に関わ

る様々な活動が行われ

ていること。 

イ  病気を予防するため

に，課題を見付け，その

解決に向けて思考し判

断するとともに，それらを

表現すること。
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第７学年 第８学年 第９学年 

(1) 健康な生活と疾病の予防について，課題を発見し，その解決を目指した活動を通して，次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。 

ア 健康な生活と疾病の予防について理解を深めること。 

(ｱ) 健康は，主体と環境の相互作用

の下に成り立っていること。また，疾

病は，主体の要因と環境の要因が

関わり合って発生すること。 

(ｲ) 健康の保持増進には，年齢，生活

環境等に応じた運動，食事，休養

及び睡眠の調和のとれた生活を続

ける必要があること。 

(ｳ) 生活習慣病などは，運動不足，食

事の量や質の偏り，休養や睡眠の

不足などの生活習慣の乱れが主な

要因となって起こること。また，生活

習慣病などの多くは，適切な運動，

食事，休養及び睡眠の調和のとれ

た生活を実践することによって予防

できること。 

(ｴ) 喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為

は，心身に様々な影響を与え，健康

を損なう原因となること。また，これら

の行為には，個人の心理状態や人

間関係，社会環境が影響することか

ら，それぞれの要因に適切に対処

する必要があること。 

(ｵ) 感染症は，病原体が主な要因と

なって発生すること。また，感染症の

多くは，発生源をなくすこと，感染経

路を遮断すること，主体の抵抗力を

高めることによって予防できること。 

(ｶ) 健康の保持増進や疾病の予防の

ためには，個人や社会の取組が重

要であり，保健・医療機関を有効に

利用することが必要であること。ま

た，医薬品は，正しく使用すること。 

イ 健康な生活と疾病の予防について，課題を発見し，その解決に向けて思考し判断するとともに，それらを表現する

こと。 

(2) 心身の機能の発達と心の健康につ

いて，課題を発見し，その解決を目指

した活動を通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導する。 

ア 心身の機能の発達と心の健康に

ついて理解を深めるとともに，ストレ

スへの対処をすること。 

(ｱ) 身体には，多くの器官が発育し，

それに伴い，様々な機能が発達す

る時期があること。また，発育・発達

の時期やその程度には，個人差が

あること。 

(ｲ) 思春期には，内分泌の働きによっ

て生殖に関わる機能が成熟するこ

と。また，成熟に伴う変化に対応し

た適切な行動が必要となること。 

(ｳ) 知的機能，情意機能，社会性など

の精神機能は，生活経験などの影

響を受けて発達すること。また，思

春期においては，自己の認識が深

まり，自己形成がなされること。 

(ｴ) 精神と身体は，相互に影響を与

え，関わっていること。欲求やストレ

スは，心身に影響を与えることがあ

ること。また，心の健康を保つには，

欲求やストレスに適切に対処する必

要があること。 

(3) 傷害の防止について，課題を発見

し，その解決を目指した活動を通し

て，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

ア 傷害の防止について理解を深める

とともに，応急手当をすること。 

(ｱ) 交通事故や自然災害などによる

傷害は，人的要因や環境要因など

が関わって発生すること。 

(ｲ) 交通事故などによる傷害の多く

は，安全な行動，環境の改善によっ

て防止できること。 

(ｳ) 自然災害による傷害は，災害発生

時だけでなく，二次災害によっても

生じること。また，自然災害による傷

害の多くは，災害に備えておくこと，

安全に避難することによって防止で

きること。 

(ｴ) 応急手当を適切に行うことによっ

て，傷害の悪化を防止することがで

きること。また，心肺蘇生法などを行

うこと。 

(4) 健康と環境について，課題を発見

し，その解決を目指した活動を通し

て，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

ア 健康と環境について理解を深める

こと。 

(ｱ) 身体には，環境に対してある程度

まで適応能力があること。身体の適

応能力を超えた環境は，健康に影

響を及ぼすことがあること。また，快

適で能率のよい生活を送るための

温度，湿度や明るさには一定の範

囲があること。 

(ｲ) 飲料水や空気は，健康と密接な関

わりがあること。また，飲料水や空気

を衛生的に保つには，基準に適合

するよう管理する必要があること。 

(ｳ) 人間の生活によって生じた廃棄物

は，環境の保全に十分配慮し，環

境を汚染しないように衛生的に処理

する必要があること。 

イ 心身の機能の発達と心の健康に

ついて，課題を発見し，その解決に

向けて思考し判断するとともに，そ

れらを表現すること。 

イ 傷害の防止について，危険の予測

やその回避の方法を考え，それらを

表現すること。 

イ 健康と環境に関する情報から課題

を発見し，その解決に向けて思考し

判断するとともに，それらを表現する

こと。 
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３ 内容の取扱い 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ａ 体つくり運動系 (1) 内容の「Ａ体つくりの運動遊び」につ

いては，２学年間にわたって指導する

ものとする。 

(1) 内容の「Ａ体つくり運動」については，

２学年間にわたって指導するものとす

る。 

Ｂ 器械運動系 

Ｃ 陸上運動系 (2) 内容の「Ｃ走・跳の運動遊び」につい

ては，児童の実態に応じて投の運動遊

びを加えて指導することができる。 

(2) 内容の「Ｃ走・跳の運動」については，

児童の実態に応じて投の運動を加えて

指導することができる。 

Ｄ 水泳運動系 
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第５学年及び第６学年 第７学年及び第８学年 第９学年 

〔体育分野〕 

(1) 内容の各領域については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア 第７学年及び第８学年において

は，「Ａ体つくり運動」から「Ｈ体育

理論」までについては，全ての生

徒に履修させること。その際，「Ａ

体つくり運動」及び「Ｈ体育理論」

については，２学年間にわたって

履修させること。 

イ 第９学年においては，「Ａ体つくり

運動」及び「Ｈ体育理論」について

は，全ての生徒に履修させること。

「Ｂ器械運動」，「Ｃ陸上競技」，「Ｄ

水泳」及び「Ｇダンス」については

いずれかから一以上を，「Ｅ球技」

及び「Ｆ武道」についてはいずれか

一以上をそれぞれ選択して履修で

きるようにすること。 

(2) 内容の「Ａ体つくり運動」から「Ｈ体育理論」までに示す事項については，

次のとおり取り扱うものとする。 

(1) 内容の「Ａ体つくり運動」につい

ては，２学年間にわたって指導す

るものとする。また，(1)のイについ

ては，体の柔らかさ及び巧みな動

きを高めることに重点を置いて指

導するものとする。その際，音楽に

合わせて運動をするなどの工夫を

図ること。 

(2) 内容の「Ａ体つくり運動」の(1)の

アと「Ｇ保健」の(1)のアの(ｳ)につい

ては，相互の関連を図って指導す

るものとする。 

ア 「Ａ体つくり運動」の(1)のアの運動については，「Ｂ器械運動」から「Ｇダン

ス」までにおいても関連を図って指導することができるとともに，心の健康な

ど保健分野との関連を図って指導すること。また，「Ａ体つくり運動」の(1)の

イの運動については， 

第７学年及び第８学年においては，

動きを持続する能力を高めるための

運動に重点を置いて指導することが

できるが，調和のとれた体力を高める

ことに留意すること。 

その際，音楽に合わせて運動をする

などの工夫を図ること。 

第９学年においては，日常的に取り

組める運動例を取り上げるなど指導

方法の工夫を図ること。 

イ 「Ｂ器械運動」の(1)の運動については 

第７学年及び第８学年においては，

アからエまでの中からアを含む二を

選択して履修できるようにすること。 

第９学年においては，アからエまでの

中から選択して履修できるようにする

こと。 

(3) 内容の「Ｃ陸上運動」について

は，児童の実態に応じて，投の運

動を加えて指導することができる。 

ウ 「Ｃ陸上競技」の(1)の運動については，ア及びイに示すそれぞれの運動

の中から選択して履修できるようにすること。 

(4) 内容の「Ｄ水泳運動」の(1)のア及

びイについては，水中からのス

タートを指導するものとする。また，

学校の実態に応じて背泳ぎを加え

て指導することができる。 

エ 「Ｄ水泳」の(1)の運動については， 

第７年及び第８年においては，アから

エまでの中からア又はイのいずれか

を含む二を選択して履修できるように

すること。 

第９年においては，アからオまでの中

から選択して履修できるようにするこ

と。 

なお，学校や地域の実態に応じて，安全を確保するための泳ぎを加えて履

修させることができること。また，泳法との関連において水中からのスタート及

びターンを取り上げること。なお，水泳の指導については，適切な水泳場の

確保が困難な場合にはこれを扱わないことができるが，水泳の事故防止に関

する心得については，必ず取り上げること。また，保健分野の応急手当との関

連を図ること。 
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第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ｅ ボール運動系 

Ｆ 表現運動系 (3) 内容の「Ｆ表現リズム遊び」の(1)のイ

については，簡単なフォークダンスを含

めて指導することができる。 

(4) 内容の「Ｆ表現運動」の(1)について

は，学校や地域の実態に応じてフォー

クダンスを加えて指導することができ

る。 
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第５学年及び第６学年 第７学年及び第８学年 第９学年 

(5) 内容の「Ｅボール運動」の(1)につ

いては，アはバスケットボール及び

サッカーを，イはソフトバレーボー

ルを，ウはソフトボールを主として

取り扱うものとするが，これらに替

えてハンドボール，タグラグビー，

フラッグフットボールなどア，イ及

びウの型に応じたその他のボール

運動を指導することもできるものと

する。なお，学校の実態に応じて

ウは取り扱わないことができる。 

「Ｅ球技」の(1)の運動については， 

第７学年及び第８学年においては，

アからウまでを全ての生徒に履修さ

せること 

第９学年においては，アからウまでの

中から二を選択して履修できるように

すること。 

また，アについては，バスケットボール，ハンドボール，サッカーの中から，イ

については，バレーボール，卓球，テニス，バドミントンの中から，ウについて

は，ソフトボールを適宜取り上げることとし，学校や地域の実態に応じて，その

他の運動についても履修させることができること。なお，ウの実施に当たり，十

分な広さの運動場の確保が難しい場合は指導方法を工夫して行うこと。 

カ 「Ｆ武道」については，柔道，剣道，相撲，空手道，なぎなた，弓道，合気

道，少林寺拳法，銃剣道などを通して，我が国固有の伝統と文化により一

層触れることができるようにすること。また，(1)の運動については，アからウ

までの中から一を選択して履修できるようにすること。なお，学校や地域の

実態に応じて，空手道，なぎなた，弓道，合気道，少林寺拳法，銃剣道な

どについても履修させることができること。また，武道場などの確保が難し

い場合は指導方法を工夫して行うとともに，学習段階や個人差を踏まえ，

段階的な指導を行うなど安全を十分に確保すること。 

(6) 内容の「Ｆ表現運動」の(1)につい

ては，学校や地域の実態に応じて

リズムダンスを加えて指導すること

ができる。 

キ 「Ｇダンス」の(1)の運動については，アからウまでの中から選択して履修

できるようにすること。なお，学校や地域の実態に応じて，その他のダンス

についても履修させることができること。 

(3) 内容の「Ａ体つくり運動」から「Ｇダンス」までの領域及び運動の選択並び

にその指導に当たっては，学校や地域の実態及び生徒の特性等を考慮

するものとする。また，第３学年の領域の選択に当たっては，安全を十分に

確保した上で，生徒が自由に選択して履修することができるよう配慮するこ

と。その際，指導に当たっては，内容の「Ｂ器械運動」から「Ｇダンス」までの

領域については，それぞれの運動の特性に触れるために必要な体力を生

徒自ら高めるように留意するものとする。 

(4) 自然との関わりの深いスキー，スケートや水辺活動などの指導について

は，学校や地域の実態に応じて積極的に行うことに留意するものとする。 

(5) 集合，整頓，列の増減，方向変換などの行動の仕方を身に付け，能率的

で安全な集団としての行動ができるようにするための指導については，内

容の「Ａ体つくり運動」から「Ｇダンス」までの領域において適切に行うものと

する。 
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第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ｇ 保健 (5) 内容の「Ｇ保健」については，(1)を第

３学年，(2)を第４学年で指導するものと

する。 

(6) 内容の「Ｇ保健」の(1)については，学

校でも，健康診断や学校給食など様々

な活動が行われていることについて触

れるものとする。 

(7) 内容の「Ｇ保健」の(2)については，自

分と他の人では発育・発達などに違い

があることに気付き，それらを肯定的に

受け止めることが大切であることについ

て触れるものとする。 

(4) 学校や地域の実態に応じて歌や運動

を伴う伝承遊び及び自然の中での運

動遊びを加えて指導することができる。 

(5) 各領域の各内容については，運動と

健康が関わっていることについての具

体的な考えがもてるよう指導すること。 

(8) 各領域の各内容については，運動と

健康が密接に関連していることについ

ての具体的な考えがもてるよう指導す

ること。 
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第５学年及び第６学年 第７学年及び第８学年 第９学年 

(8) 内容の「Ｇ保健」の(3)のアの(ｴ)

の薬物については，有機溶剤の心

身への影響を中心に取り扱うもの

とする。また，覚醒剤等についても

触れるものとする。 

〔保健分野〕 

(1) 内容の(1)のアの(ｱ)及び(ｲ)は第１学年，(1)のアの(ｳ)及び(ｴ)は第２学年，

(1)のアの(ｵ)及び(ｶ)は第３学年で取り扱うものとし，(1)のイは全ての学年で

取り扱うものとする。内容の(2)は第１学年，(3)は第２学年，(4)は第３学年で

取り扱うものとする。 

(2) 内容の(1)のアについては，健康の保持増進と疾病の予防に加えて，疾

病の回復についても取り扱うものとする。 

(3) 内容の(1)のアの(ｲ)及び(ｳ)については，食育の観点も踏まえつつ健康的

な生活習慣の形成に結び付くように配慮するとともに，必要に応じて，コン

ピュータなどの情報機器の使用と健康との関わりについて取り扱うことにも

配慮するものとする。また，がんについても取り扱うものとする。 

(4) 内容の(1)のアの(ｴ)については，心身への急性影響及び依存性につい

て取り扱うこと。また，薬物は，覚醒剤や大麻等を取り扱うものとする。 

(5) 内容の(1)のアの(ｵ)については，後天性免疫不全症候群（エイズ）及び

性感染症についても取り扱うものとする。 

(6) 内容の(2)のアの(ｱ)については，呼吸器，循環器を中心に取り扱うものと

する。 

(7) 内容の(2)のアの(ｲ)については，妊娠や出産が可能となるような成熟が始

まるという観点から，受精・妊娠を取り扱うものとし，妊娠の経過は取り扱わ

ないものとする。また，身体の機能の成熟とともに，性衝動が生じたり，異性

への関心が高まったりすることなどから，異性の尊重，情報への適切な対

処や行動の選択が必要となることについて取り扱うものとする。 

(8) 内容の(2)のアの(ｴ)については，体育分野の内容の「Ａ体つくり運動」の

(1)のアの指導との関連を図って指導するものとする。 

(9) 内容の(3)のアの(ｴ)については，包帯法，止血法など傷害時の応急手当

も取り扱い，実習を行うものとする。また，効果的な指導を行うため，水泳な

ど体育分野の内容との関連を図るものとする。 

(10) 内容の(4)については，地域の実態に即して公害と健康との関係を取り

扱うことにも配慮するものとする。また，生態系については，取り扱わないも

のとする。 

(11) 保健分野の指導に際しては，自他の健康に関心をもてるようにし，健康

に関する課題を解決する学習活動を取り入れるなどの指導方法の工夫を

行うものとする。 

(9) 各領域の各内容については，運

動領域と保健領域との関連を図る

指導に留意すること。 
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 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

〔第１学年から第６学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 単元（題材）など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・ 能力の育

成に向けて，児童の｢主体的・対話的で深い学び｣の実現を図るようにすること。その

際，体育や保健の見方・考え方を働かせ，運動や健康についての自己の課題を見付け，

その解決のための活動を選んだり工夫したりする活動の充実を図ること。また，運動

の楽しさや喜びを味わったり，健康の大切さを実感したりすることができるよう留意

すること。 

(2) 一部の領域の指導に偏ることのないよう授業時数を配当すること。 

(3) 第２の第３学年及び第４学年の内容の｢Ｇ 保健｣に配当する授業時数は， ２学年間

で８単位時間程度，また，第２の第５学年及び第６学年の内容の｢Ｇ 保健｣に配当する

授業時数は，２学年間で 16 単位時間程度とすること。 

(4) 第２の第３学年及び第４学年の内容の｢Ｇ 保健｣並びに第５学年及び第６学年の内

容の｢Ｇ 保健｣（以下｢保健｣という。）については，効果的な学習が行われるよう適切

な時期に，ある程度まとまった時間を配当すること。 

(5) 低学年においては，第１章総則の第２の４の(1)を踏まえ，他教科等との 関連を積

極的に図り，指導の効果を高めるようにするとともに，幼稚園教育要領等に示す幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること。特に，小学校入学当初に

おいては，生活科を中心とした合科的・関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行

うなどの工夫をすること。 

(6) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(7) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，体育／保健体育科の特質に

応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 学校や地域の実態を考慮するとともに，個々の児童の運動経験や技能の程度などに

応じた指導や児童自らが運動の課題の解決を目指す活動を行えるよう工夫すること。

特に，運動を苦手と感じている児童や，運動に意欲的に 取り組まない児童への指導を

工夫するとともに，障害のある児童などへの指導の際には，周りの児童が様々な特性

を尊重するよう指導すること。 

(2) 筋道を立てて練習や作戦について話し合うことや，身近な健康の保持増進について

話し合うことなど，コミュニケーション能力や論理的な思考力の育成を促すための言

語活動を積極的に行うことに留意すること。 

(3) 第２の内容の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報

手段を積極的に活用し，各領域の特質に応じた学習活動を行うことができるように工

夫すること。その際，情報機器の基本的な操作についても，内容に応じて取り扱うこ
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と。  

(4) 運動領域におけるスポーツとの多様な関わり方や保健領域の指導については，具体

的な体験を伴う学習を取り入れるよう工夫すること。  

(5) 第２の内容の｢Ａ 体つくりの運動遊び｣及び｢Ａ 体つくり運動｣の(1)のアについて

は，各学年の各領域においてもその趣旨を生かした指導ができること。  

(6) 第２の内容の｢Ｄ 水遊び｣及び｢Ｄ 水泳運動｣の指導については，適切な水泳場の確

保が困難な場合にはこれらを取り扱わないことができるが，これらの心得については，

必ず取り上げること。  

(7) オリンピック・パラリンピックに関する指導として，フェアなプレイを大切にする

など，児童の発達の段階に応じて，各種の運動を通してスポーツの意義や価値等に触

れることができるようにすること。  

(8) 集合，整頓，列の増減などの行動の仕方を身に付け，能率的で安全な集団としての

行動ができるようにするための指導については，第２の内容の｢Ａ  体つくりの運動遊

び｣及び｢Ａ 体つくり運動｣をはじめとして，各学年の各領域（保健を除く。）において

適切に行うこと。  

(9) 自然との関わりの深い雪遊び，氷上遊び，スキー，スケート，水辺活動な どの指導

については，学校や地域の実態に応じて積極的に行うことに留意すること。 

(10)保健の内容のうち運動，食事，休養及び睡眠については，食育の観点も 踏まえつつ，

健康的な生活習慣の形成に結び付くよう配慮をするとともに， 保健を除く第３学年以

上の各領域及び学校給食に関する指導においても関連した指導を行うようにすること。 

(11)保健の指導に当たっては，健康に関心をもてるようにし，健康に関する課題を解決

する学習活動を取り入れるなどの指導方法の工夫を行うこと。 

(12)第１章総則の第１の２の(3)に示す学校における体育・健康に関する指導の趣旨を生

かし，市民科，運動部の活動などとの関連を図り，日常生活における体育・健康に関

する活動が適切かつ継続的に実践できるよう留意すること。なお，体力の測定につい

ては，計画的に実施し，運動の指導及び体力の向上に活用するようにすること。 

〔第７学年から第９学年まで〕 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育 成に向け

て，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。 その際，体育や

保健の見方・考え方を働かせながら，運動や健康についての自他の課題を発見し，そ

の合理的な解決のための活動の充実を図ること。また，運動の楽しさや喜びを味わっ

たり，健康の大切さを実感したりすることができるよう留意すること。 

(2) 授業時数の配当については，次のとおり扱うこと。 ア 保健分野の授業時数は，３

学年間で 48 単位時間程度配当すること。 イ 保健分野の授業時数は，３学年間を通じ

て適切に配当し，各学年において効果的な学習が行われるよう考慮して配当すること。 

ウ 体育分野の授業時数は，各学年にわたって適切に配当すること。その際，体育分野

の内容の「Ａ体つくり運動」については，各学年で７単位時間以上を，「Ｈ体育理論」
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については，各学年で３単位時間以上を配当すること。エ 体育分野の内容の「Ｂ器械

運動」から「Ｇダンス」までの領域の授業時数は，それらの内容の習熟を図ることが

できるよう考慮して配当すること。 

(3) 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

(4) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を

考慮しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，体育／保健体育科の特質に

応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 体力や技能の程度，性別や障害の有無等に関わらず，運動の多様な楽しみ方を共有

することができるよう留意すること。 

(2) 言語能力を育成する言語活動を重視し，筋道を立てて練習や作戦について話し合う

活動や，個人生活における健康の保持増進や回復について話し合う活動などを通して，

コミュニケーション能力や論理的な思考力の育成を促し，自主的な学習活動の充実を

図ること。 

(3) 第２の内容の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報

手段を積極的に活用して，各分野の特質に応じた学習活動を行うよう工夫すること。 

(4) 体育分野におけるスポーツとの多様な関わり方や保健分野の指導については，具体

的な体験を伴う学習の工夫を行うよう留意すること。 

(5) 生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう，学校や生徒の実態に応じ，

学習内容の習熟の程度に応じた指導，個別指導との連携を踏まえた教師間の協力的な

指導などを工夫改善し，個に応じた指導の充実が図られるよう留意すること。 

(6) 第１章総則の第１の２の(3)に示す学校における体育・健康に関する指導の趣旨を生

かし，市民科，運動部の活動などとの関連を図り，日常生活における体育・健康に関

する活動が適切かつ継続的に実践できるよう留意すること。なお，体力の測定につい

ては，計画的に実施し，運動の指導及び体力の向上に活用するようにすること。 

(7) 体育分野と保健分野で示された内容については，相互の関連が図られるよう留意す

ること。
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運動領域，体育分野「知識及び技能」の［例示］ 

Ａ 体つくり運動系・体つくり運動 
Ａ 体つくりの運動遊び Ａ 体つくり運動 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

体
ほ
ぐ
し
の
運
動
（
遊
び
）

○次の運動を通して，心と体の変化に気付い
たり，みんなで関わり合ったりすること 
・伸び伸びとした動作で新聞紙やテープ，ボ
ール，なわ，体操棒，フープなど，操作しや
すい用具などを用いた運動遊びを行うこと 
・リズムに乗って，心が弾むような動作で運動
遊びを行うこと 
・動作や人数などの条件を変えて，歩いたり
走ったりする運動遊びを行うこと 
・伝承遊びや集団による運動遊びを行うこと 

○次の運動を通して，心と体の変化に気付いた
り，みんなで関わり合ったりすること 
・伸び伸びとした動作でボール，なわ，体操棒，フ
ープなどの用具を用いた運動を行うこと 
・リズムに乗って，心が弾むような動作での運動を
行うこと 
・動作や人数などの条件を変えて，歩いたり走っ
たりする運動を行うこと 
・伝承遊びや集団による運動を行うこと 

○次の運動を通して，心と体との関係に気付いた
り，仲間と関わり合ったりすること 
・伸び伸びとした動作で全身を動かしたり，ボー
ル，なわ，体操棒，輪などの用具を用いた運動を
行ったりすること 
・リズムに乗って，心が弾むような動作での運動を
行うこと 
・ペアになって背中を合わせに座り，体を前後左
右に揺らし，リラックスできる運動を行うこと 
・動作や人数などの条件を変えて，歩いたり走っ
たりする運動を行うこと 
・グループや学級の仲間と力を合わせて挑戦する
運動を行うこと 
・伝承遊びや集団による運動を行うこと 

○次の運動を通して，心と体との関係に気付いたり，仲間と関わり合ったりす
ること 
・リズムに乗って心が弾むような運動を行うこと 
・緊張したり緊張を解いて脱力したりする運動を行うこと 
・いろいろな条件で，歩いたり走ったり跳びはねたりする運動を行うこと 
・仲間と動きを合わせたり，対応したりする運動を行うこと 
・仲間と協力して課題を達成するなど，集団で挑戦するような運動を行うこと 

多
様
な
動
き
を
つ
く
る
運
動
（
遊
び
）

体
の
動
き
を
高
め
る
運
動

実
生
活
に
生
か
す
運
動
の
計
画

〔体のバランスをとる運動遊び〕 
○回るなどの動き 
○寝ころぶ，起きるなどの動き 
○座る，立つなどの動き 
○体のバランスを保つ動き 

〔体を移動する運動遊び〕 
○這う，歩く，走るなどの動き 
○跳ぶ，はねるなどの動き 
○一定の速さでのかけ足（２～３分） 

〔用具を操作する運動遊び〕 
○用具をつかむ，持つ，降ろす，まわす，転
がすなどの動き 
○用具をくぐるなどの動き 
○用具を運ぶなどの動き 
○用具を投げる，捕るなどの動き 
○用具を跳ぶなどの動き 
○用具に乗るなどの動き 

〔力試しの運動遊び〕 
○人を押す，引く動きや力比べをするなどの
動き 
○人を運ぶ，支えるなどの動き 

〔体のバランスをとる運動〕 
○回るなどの動き 
○寝ころぶ，起きるなどの動き 
○座る，立つなどの動き 
○渡るなどの動き 
○体のバランスを保つ動き 

〔体を移動する運動〕 
○這う，歩く，走るなどの動き 
○跳ぶ，はねるなどの動き 
○登る，下りるなどの動き 
○一定の速さでのかけ足（３～４分） 

〔用具を操作する運動〕 
○用具をつかむ，持つ，降ろす，回す，転がすな
どの動き 
○用具をくぐる，運ぶなどの動き 
○用具を投げる，捕る，振るなどの動き 
○用具を跳ぶなどの動き 
○用具をに乗るなどの動き 

〔力試しの運動〕 
○人を押す，引く動きや力比べをするなどの動き 
○人を運ぶ，支えるなどの動き 

〔基本的な動きを組み合わせる運動〕 
○バランスをとりながら移動するなどの動き 
○用具を操作しながら移動するなどの動き 

〔体の柔らかさを高めるための運動〕 
○徒手での運動 
・体の各部位を大きく広げたり曲げたりする姿勢を
維持する 
・全身や各部位を振ったり，回したり，ねじったりす
る 
○用具などを用いた運動 
・ゴムひもや張り巡らせて作った空間や，棒の下
や輪の中をくぐり抜ける 

〔巧みな動きを高めるための運動〕 
・人や物の動き，場の状況に対した運動  場の
状況に対応した動き 
・長座姿勢で座り，足を開いたり閉じたりする相手
の動きに応じ，開脚や閉脚を繰り返しながら跳ぶ 
・マーカーをタッチしながら，素早く往復走をする 
○用具などを用いた運動 
・短なわや長なわを使って様々な跳び方をしたり，
なわ跳びをしながらボールを操作したりする 
・フープを転がし，回転しているフープの中をくぐり
抜けたり，跳び越したりする 

〔力強い動きを高めるための運動〕 
○人や物の重さなどを用いた運動 
・二人組，三人組で互いに持ち上げる，運ぶなど
の運動をする 

〔動きを持続する能力を高めるための運動〕 
○時間やコースを決めて行う全身運動 
・短なわ，長なわを使っての跳躍やエアロビクスな
どの全身運動を続ける 
・無理のない速さで５～６分程度の持久走をする 

〔体の柔らかさを高めるための運動〕 
・大きくリズミカルに全身や体の各部位を振ったり，回したり，ねじったり，曲げ
伸ばしたりする 
・体の各部位をゆっくり伸展し，そのままの状態で約１０秒間維持する 

〔巧みな動きを高めるための運動〕 
・様々なフォームでいろいろな用具を用いて，タイミングよく跳んだり，転がした
りする 
・大きな動作で，ボールなどの用具を，力を調整して投げたり受けたりする 
・人と組んだり，用具を利用したりしてバランスを保持する 
・床やグラウンドに設定したいろいろな空間をリズミカルに歩いたり，走ったり，
跳んだり，素早く移動したりする 

〔力強い動きを高めるための運動〕 
・自己の体重を利用して腕や脚を屈伸したり，腕や脚を上げたり下ろしたりした
り，同じ姿勢を維持したりする 
・二人組で上体を起こしたり脚を上げたり，背負って移動したりする 
・重い物を押したり，引いたり，投げたり，受けたり，振ったり，回したりする 

〔動きを持続する能力を高めるための運動〕 
・走やなわ跳びなどを，一定の時間や回数，または，自己で決めた時間や回
数を持続して行う 
・ステップやジャンプなど複数の異なる運動を組み合わせて，時間や回数を決
めてエアロビクスなど（有酸素運動）を持続して行う 

〔運動の組み合わせ方〕 
・体の動きを高める運動の中から，一つのねらいを取り上げ，それを高めるた
めの運動を効率よく組み合わせる 
・体の動きを高める運動の中から，ねらいが異なる運動をバランスよく組み合
わせて行う 

〔実生活に生かす運動の計画〕（９年） 
・ねらいに応じて，健康の保持増進や調和のとれた体力の向上を図るための
運動の計画を立て取り組む 

Ｂ 器械運動系・器械運動 

Ｂ 器械・器具を使っての運動遊び Ｂ 器械運動 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

マ
ッ
ト
を
使
っ
た
運
動
遊
び

マ
ッ
ト
運
動

○いろいろな方向への転がり，手で支えて

の体の保持や回転をする

 ・ゆりかご    

・前転がり    ・後ろ転がり
 ・背支持倒立（首倒立）

 ・だるま転がり  ・丸太転がり
 ・かえるの逆立ち ・かえるの足打ち

 ・うさぎ跳び 

・壁上がり逆立ち  ・ブリッジ

・支持での川跳び

・腕立て横跳び越し

・肋木

○回転系や巧技系の基本的な技をする

 基本的な技（発展技）

 ・前転 

 ・易しい場での開脚前転（開脚前転）
 ・後転

 ・開脚後転（伸膝後転）
 ・補助倒立ブリッジ（倒立ブリッジ）

 ・側方倒立回転（ロンダート）

 ・首はね起き（頭はね起き）

 ・壁倒立（補助倒立）

 ・頭倒立

○回転系や巧技系の基本的な技を安定して行

う
○発展技を行う

○それらを繰り返したり組み合わせたりする

 発展技（更なる発展技）

 ・補助倒立前転（倒立前転）（跳び前転）
 ・開脚前転（易しい場での伸膝前転）

 ・伸膝後転（後転倒立）

 ・倒立ブリッジ（前方倒立回転）

        （前方倒立回転跳び）

 ・ロンダート

 ・頭はね起き

 ・補助倒立（倒立）

○回転系や巧技系の基本的な技を滑らかに行う 

○滑らかに安定して行う（９年生） 
○条件を変えた技や発展技を行う 

○それらを組み合わせる ○構成し演技する（９年生） 

基本的な技（発展技） 

・補助倒立前転（倒立前転）（跳び前転） 
・開脚前転（伸膝前転） 

・開脚後転（伸膝後転）（後転倒立） 

・倒立ブリッジ（前方倒立回転）（前方倒立回転跳び） 

・側方倒立回転（ロンダート） 

・頭はね起き 

・補助倒立（倒立） 

・頭倒立 

鉄
棒
を
使
っ
た
運
動
遊
び

鉄
棒
運
動

平
均
台
運
動

○支持しての揺れや上がり下がり，ぶら下

がりや易しい回転をする

 ・ふとん干し  ・ツバメ
 ・足抜き回り  ・ぶたの丸焼き

 ・さる     ・こうもり

 ・ぶら下がり  ・跳び上がり，下り

 ・前に回って下りる

〔固定施設を使った運動遊び〕

 ・ジャングルジム ・雲悌 
 ・登り棒     ・肋木

○支持系の基本的な技をする

 基本的な技（発展技）

 ・前回り下り（前方支持回転）
 ・かかえ込み前回り（前方支持回転）

 ・転向前下り（片足踏み越し下り）

 ・膝掛け振り上がり（腰掛け上がり）

 ・前方片膝掛け回転（前方もも掛け回転）

 ・補助逆上がり（逆上がり）

 ・かかえ込み後ろ回り（後方支持回転）

 ・後方片膝掛け回転（後方もも掛け回転）
 ・両膝掛け倒立下り（両膝掛け振動下り）

○支持系の基本的な技を安定して行う

○発展技を行う
○それらを繰り返したり組み合わせたりする

 発展技（更なる発展技）

 ・前方支持回転（前方伸膝支持回転）

 ・片足踏み越し下り（横跳び越し下り）

 ・膝掛け上がり（もも掛け上がり）

 ・前方もも掛け回転

 ・逆上がり

 ・後方支持回転（後方伸膝支持回転）
 ・後方もも掛け回転

 ・両膝掛け振動下り

○支持系や件推計の基本的な技を滑らかに行う 

○体操系やバランス系の基本的な技を滑らかに行う（平均台） 
○滑らかに安定して行う（９年生） 

○条件を変えた技や発展技を行う 
○それらを組み合わせる ○構成し演技する（９年生） 

 基本的な技（発展技） 

 ・前方支持回転（前方伸膝支持回転） 

 ・転向前下り 

 ・踏み越し下り（支持跳び越し下り） 

 ・膝掛け上がり（もも掛け上がり）（け上がり） 
 ・前方膝掛け回転（前方もも掛け回転） 

 ・後方支持回転（後方伸膝支持回転） 
 ・後方掛け回転（後方もも掛け回転） 

跳
び
箱
運
動

○跳び乗りや跳び下り，手を着いてのまた

ぎ乗りやまたぎ下りをする

 ・馬跳び   ・タイヤ跳び

 ・うさぎ跳び ・ゆりかご ・前転がり

 ・背支持倒立（首倒立）
 ・かえるの逆立ち ・かえるの足打ち

 ・壁上り下り倒立

 ・支持でまたぎ乗り ・またぎ下り
 ・支持で跳び乗り  ・跳び下り

 ・踏み越し跳び

○切り返し系や回転系の基本的な技をする

 基本的な技（発展技）

 ・開脚跳び（かかえ込み跳び）

 ・台上前転（伸膝台上前転）

 ・首はね跳び（頭はね跳び）

○切り返し系や回転系の基本的な技を安定し

て行う

○発展技を行う

 発展技（更なる発展技）

 ・かかえ込み跳び（屈身跳び）
 ・伸膝台上前転

 ・頭はね跳び（前方屈腕倒立回転跳び）

○切り返し系や回転系の基本的な技を滑らかに行う 

○滑らかに安定して行う（９年生） 

○条件を変えた技や発展技を行う 

 基本的な技（発展技） 

 ・開脚跳び（開脚伸身跳び） 
 ・かかえ込み跳び（屈伸跳び） 

 ・頭はね跳び（前方屈腕倒立回転跳び）（前方倒立回転跳び） 
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Ｃ 陸上運動系・陸上競技

Ｃ 走・跳の運動遊び Ｃ 走・跳の運動 Ｃ 陸上運動 Ｃ 陸上競技 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

走
の
運
動
遊
び

か
け
っ
こ
・リ
レ
ー

小
型
ハ
ー
ド
ル
走

ハ
ー
ド
ル
走

短
距
離
走
・リ
レ
ー

長
距
離
走

○いろいろな方向に走ったり，低い障害物

を走り越えたりする

○30ｍ～40ｍ程度のかけっこ

・いろいろな形状の線上等を真っ直ぐに走
ったり，蛇行して走ったりする

○折り返しリレー遊び，低い障害物を使っ

てのリレー遊び

・相手の手の平にタッチをしたり，バトン

の受け渡しをしたりして走る

・いろいろな間隔に並べられた低い障害物

を走り越える

○30ｍ～50ｍ程度のかけっこ 

・いろいろな走り出しの姿勢から，素早く走り
始める 

・真っ直ぐ前を見て，腕を前後に大きく振って

走る 

○周回リレー 
・走りながらタイミングよくバトンの受け渡し

をする 

・コーナーの内側に体を軽く傾けて走る 

○いろいろなリズムでの小型ハードル走 

・インターバルの距離や小型ハードルの高さに

応じたいろいろなリズムで小型ハードルを
走り越える 

○30ｍ～40ｍ程度の小型ハードル走 

・一定の間隔に並べられた小型ハードルを一定

のリズムで走り越える

○40ｍ～60ｍ程度の短距離走 

・スタンディングスタートから，素早く走り始
める 

・体を軽く前傾させて全力で走る 

○いろいろな距離でのリレー（一人が走る距離

40ｍ～60ｍ程度） 
・テークオーバーゾーン内で，減速の少ないバ

トンの受け渡しをする 

○40ｍ～50ｍ程度のハードル走 

・第一ハードルを決めた足で踏み切って走り越

える 

・スタートから最後まで，体のバランスをとり
ながら真っ直ぐ走る 

・インターバルを３歩または５歩で走る 

○50～100ｍ程度の短距離走 

・クラウチングスタートから徐々に上体を起こしていき加速する 
・自己に合ったピッチとストライドで速く走る 

・滑らかな動き 

○リレー（一人 50～100ｍ程度） 

・バトンを受け渡すタイミングや次走者がスタートするタイミングを合
わせる 

・次走者のスピードを十分に高める（第９学年） 

○1000ｍ～3000ｍ程度の長距離走 

・腕に余分な力を入れないでリラックスして走る 

・自己に合ったピッチとストライドで，上下動の少ない動きで走る 

・ペースを一定にして走る 
・自己に適したペースで走る（第９学年） 

○50～80ｍ程度のハードル走 

・ハードルを５～８第程度置く 

・インターバルを３または５歩でリズミカルに走る 

・遠くから踏み切り，勢いよくハードルを走り越す 

・抜き脚の膝を折りたたんで前に運ぶなどの動作でハードルを越す 

・スピードを維持した走り（第９学年） 

跳
の
運
動
遊
び

幅
跳
び

高
跳
び

走
り
幅
跳
び

走
り
高
跳
び

○前方や上方に跳んだり，連続して跳んだ

りする

○幅跳び遊び

・助走を付けて片足でしっかり地面を蹴っ

て前方に跳ぶ

○ケンパー跳び遊び

・片足や両足で，いろいろな間隔に並べら
れた輪等を連続して前方に跳ぶ

○ゴム跳び遊び

・助走を付けて片足でしっかり地面を蹴っ

て上方に跳ぶ

・片足や両足で連続して上方へ跳ぶ

○短い助走からの幅跳び

・５～７歩程度の助走から踏切り足を決めて前

方に強く踏み切り，遠くへ跳ぶ

・膝を柔らかく曲げて，両足で着地する

○短い助走からの高跳び

・３～５歩程度の短い助走から踏切り脚を決め
て上方に強く踏み切り，高く飛ぶ

・膝を柔らかく曲げて，足から着地する

○リズミカルな助走からの走り幅跳び

・７～９歩程度のリズミカルな助走をする

・幅 30～40cm 程度の踏み切りゾーンで力強く

踏み切る 

・かがみ跳びから両足で着地する 

○リズミカルな助走からの走り高跳び 
・５～７歩程度のリズミカルな助走をする 

・上体を起こして力強く踏み切る 
・はさみ跳びで，足から着地する

○走り幅跳び 

・自己に適した距離，または歩数の助走をすること 

・踏切線に足を合わせて踏み切る 

・かがみ跳びなどの空中動作からの流れの中で着地する 

・力強い踏み切り（第９学年） 

○走り高跳び 
・リズミカルな助走から力強い踏み切りに移る 

・跳躍の頂点とバーの位置が合うように，自己に合った踏切位置で踏み
切る 

・脚と腕のタイミングを合わせて踏み切り，大きなはさみ動作で跳ぶ 

・滑らかな空間動作（第９学年） 

Ｄ 水泳運動系・水泳

Ｄ 水遊び Ｄ 水泳運動 Ｄ 水泳 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

水
の
中
を
移
動
す
る
運
動
遊
び

も
ぐ
る
・
浮
く
運
動
遊
び

浮
い
て
進
む
運
動

も
ぐ
る
・
浮
く
運
動

○水につかっての水かけっこ，まねっこ遊

び

・水を手ですくって友達と水をかけ合う

・水につかっていろいろな動物の真似をし

ながら歩く

○水につかっての電車ごっこ，リレー遊

び，鬼遊び

・自由に歩いたり走ったり，方向を変えた

りする

・手で水をかきながら速く走る

○水中でのじゃんけん，にらめっこ，石拾

い

・水に顔をつけたり，もぐって目を開けた

りする

・手や脚を使っていろいろな姿勢でもぐる

○くらげ浮き，伏し浮き，大の字浮き

・壁や補助具につかまって浮く

・息を吸って止め，全身の力を抜いて浮く

○バブリングやボビング

・水中で息を止めたり吐いたりする

・跳び上がって息を吐いた後，すぐに吸っ

てまたもぐる

○け伸び

・プールの壁を力強く蹴りだした勢いで，体を

一直線に伸ばした姿勢で進む

○初歩的な泳ぎ

・呼吸をしながら手や足を動かして進む

・ばた足泳ぎやかえる足泳ぎ

○プールの底にタッチ，股くぐり，変身もぐり

・体の一部分をプールの底につける

・友達の股の下をくぐり抜ける

・水の中でもぐった姿勢を変える

○背浮き，だるま浮き，変身浮き

・全身の力を抜いていろいろな浮き方をする

・ゆっくりと浮いた姿勢を変える

○簡単な浮き沈み

・だるま浮きの状態で，浮上する動きをする

・ボビングを連続して行う

〔クロール〕 

○25ｍ～50ｍ程度を目安にしたクロール 

・手を交互に前方に伸ばして水に入れ，かく 

・リズミカルなばた足をする 

・顔を横に上げて呼吸をする 

○ゆったりとしたクロール 

・両手を揃えた姿勢で片手ずつ大きく水をかく

・ゆっくりと動かすばた足をする 

〔安全確保につながる運動〕 

○10～20秒程度を目安にした背浮き 

・顔以外の部位が水中に入った姿勢を維持する

・姿勢を崩さず手や足をゆっくり動かす 

○３～５回程度を目安にした平泳ぎ 

・浮いてくる動きに合わせて両手を動かし，顔

をあげて呼吸をした後，再び息を止めて浮い

てくるまで姿勢を保つ 

〔平泳ぎ〕 

○25～50ｍ程度を目安にした平泳ぎ 

・円を描くように左右に開き水をかく 

・足の裏や脚の内側で水を挟みだすかえる足を

する 

・水をかきながら，顔を前に上げて呼吸をする

○ゆったりとした平泳ぎ 

・キックの後に顎を引いた伏し浮きの姿勢を保

つ 

〔クロール〕 

○バランスをとり速く泳ぐ 

・腕全体で水をとらえ，水をかく 

・一定のリズムで強いキックを打つ 

・プルとキック，ローリングの動作に合わせて呼吸をする 

〔背泳ぎ〕 

○バランスをとり泳ぐ 

・両手を頭上で組んで，背中を伸ばし，水平に浮いてキックをする 

・肘が 60～90 度程度曲がるようにしてかく 

・手，肘を高く伸ばした直線的なリカバリー 

・プルとキックの動作に合わせた呼吸 

〔バタフライ〕 

○バランスをとり泳ぐ 

・ドルフィンキックをする 

・鍵穴の形を描くように水をかく 

・手の入水時とかき終わりの時にキックする 

・顔を水面上に出して呼吸する 

〔平泳ぎ〕 

○バランスをとり長く泳ぐ 

・両手で逆ハート型を描くように水をかく 

・蹴り終わりで長く伸びるキックをする 

・顔を水面上に出して息を吸い，キックの蹴り終わりに合わせて伸び（グ

ライド）をとり進む 

〔複数の泳法で泳ぐこと，又はリレーをすること〕 
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Ｅ ボール運動系・球技                                （凡例 ◯：ボールを持っているときの動き  ●：ボールを持っていないときの動き）

Ｅ ゲーム Ｅ ボール運動 Ｅ 球技 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

〔ボールゲーム〕

 簡単なボール操作と攻めや守りの動きによ
って，易しいゲームをする

○ねらったところに緩やかにボールを転が
す，投げる，蹴る，的に当てる，得点する

○相手コートに緩やかにボールを投げ入れた
り，捕ったりする

○ボールを捕ったり止めたりする

●ボールが飛んだり，転がったりしてくるコ

ースへの移動

●ボールを操作できる位置への移動

〔鬼遊び〕

 一定の区域で，逃げる，追いかける，陣地

を取り合うなどをする

○空いている場所を見付けて，速く走ったり，

急に曲がったり，身をかわしたりする

○相手（鬼）のいない場所への移動，駆け込

み

○少人数で連携して相手（鬼）をかわしたり，
走り抜けたりする

○逃げる相手を追いかけてタッチしたり，マ

ーク（タグやフラッグ）を取ったりする

〔ゴール型ゲーム〕

 基本的なボール操作とボールを持たないと
きの動きによって，易しいゲームをする

○味方へのボールの手渡し，パス，シュート，
ゴールへのボールの持ち込み

●ボール保持時に体をゴールに向ける

●ボール保持者と自分の間に守備者がいない

ように移動

〔ネット型ゲーム〕

 基本的なボール操作とボールを操作できる
位置に体を移動する動きによって，易しいゲ

ームをする

○いろいろな高さのボールを片手，両手，もし

くは用具などではじいたり，打ちつけたりす

る

○相手コートから返球されたボールの片手，両

手，用具での返球

●ボールの方向に体を向けること，もしくは，

ボールの落下点や操作しやすい位置への移
動

〔ベースボール型ゲーム〕

 蹴る，打つ，捕る，投げるなどのボール操作

と得点をとったり防いだりする動きによっ

て，易しいゲームをする

○ボールをフェアグラウンド内に蹴ったり打

ったりする
○投げる手と反対の足を一歩前に踏み出して

ボールを投げる

●向かってくるボールの正面へ移動

●ベースに向かって全力で走り，かけ抜けるこ

と

〔ゴール型〕 

 ボール操作とボールを持たないときの動き
によって，簡易化されたゲームをする 

○近くにいるフリーの味方へのパス 
○相手に取られない位置でのドリブル 

○パスを受けてのシュート 

●ボール保持者と自分の間に守備者が入らな

い位置への移動 

●得点しやすい場所への移動 

●ボール保持者とゴールの間に体を入れた守

備 

〔ネット型〕 

 個人やチームによる攻撃と守備によって，
簡易化されたゲームをする 

○自陣のコート（中央付近）から相手コート

へのサービス 

○味方が受けやすいようにボールをつなぐ 

○片手，両手，用具を使っての相手コートへ

の返球 

●ボールの方向に体を向けることとボール方

向への素早い移動 

〔ベースボール型〕 
 ボールを打つ攻撃と隊形をとった守備によ

って，簡易化されたゲームをする 

○止まったボール，易しいボールをフェアグ

ラウンド内に打つ 

○打球の補球 

○捕球する相手に向かっての投球 

●打球方向への移動 

●簡易化されたゲームにおける塁間の全力で
の走塁 

●守備の隊形をとって得点を与えないように
する 

〔ゴール型〕 

安定したボール操作と空間を作り出すなどの動きによってゴール前へ
の侵入などから攻防する（第９学年） 

○ゴール方向に守備者がいない位置でのシュート 
○マークされていない味方へのパス 

○得点しやすい空間にいる味方へのパス 
○パスやドリブルなどでのボールキープ 

●ボールとゴールが同時に見える場所での位置取り 

●パスを受けるために，ゴール前の空いている場所への移動 

●ボールを持っている相手のマーク 

〔ネット型〕 

 役割に応じたボール操作や安定した用具の操作と連携した動きによっ
て空いた場所をめぐる攻防をする 

○ボールやラケットの中心付近でのサービスのヒット 

○ボールを返す方向にラケット面を向けてのヒット 

○相手側のコートの空いた場所へのボールの返球 

○味方が操作しやすい位置へのボールのつなぎ 

○テイクバックをとった肩より高い位置でのボールの打ち込み 

●相手の打球に備えた準備姿勢 

●プレイ開始時の定位置でのポジション取り 
●ボールを打ったり受けたりした後のボールや相手への正対 

〔ベースボール型〕 

 安定したバット操作と走塁での攻撃，ボール操作と連携した守備などに

よって攻防をする 

（バット操作） 

○投球の方向と平行たちでの肩越しのバットの構え 

○地面と水平状態でのバットの振り抜き 

○タイミングを合わせたボールのヒット 
（ボール操作） 

○ボールの正面に回り込んだゆるい打球の捕球 

○投げる腕を後方に引きながら足を踏み出した大きな動作でのねらった
方向への投球 

○守備位置から塁上へ移動した味方からの送球の捕球 
（走塁） 

●全力疾走で，タイミングを合わせた塁の駆け抜け 

●打球や守備の状況による減速，反転した塁上での停止 

（連携した守備） 

●捕球しやすい守備位置に繰り返し立った準備姿勢の確保 

●ポジションの役割に応じたベースカバーやバックアップの基本的な動

き 

Ｆ 表現運動系・Ｇ ダンス

Ｆ 表現リズム遊び Ｆ 表現運動 Ｇ ダンス 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

〔表現系〕 

 身近な題材の特徴を捉え，全身で踊る 

○特徴が捉えやすく多様な感じを多く含む

題材 

○特徴が捉えやすくスピードの変化のある

動きを多く含む題材 

○いろいろな題材の特徴や様子を捉え，高

低の差や速さの変化のある全身の動きで

即興的に踊る 

○どこかに「大変だ！○○だ！」などの急

変する場面を入れて簡単な話にして続け

て踊る 

〔リズム系〕 

 軽快なリズムに乗って踊る 

○弾んで踊れるようなロックやサンバなど

の軽快なリズム 

○へそ（体幹部）を中心に軽快なリズムの

音楽に乗って即興的に踊る 

○友達と関わって踊る 

〔フォークダンス〕 

○軽快なリズムと易しいステップの繰り返

しで構成される簡単なフォークダンス 

〔表現系〕 

 身近な生活などの題材からその主な特徴を

捉え，表したい感じをひと流れの動きで踊る

○身近な生活からの題材 

○空想の世界からの題材 

○題材の主な特徴を捉え，動きに差をつけて誇

張したり，表したい感じを２人組で対応する

動きや対立する動きで変化をつけたりして

メリハリ（緩急・強弱）のあるひと流れの動

きで即興的に踊る 

〔リズム系〕 

 軽快なリズムに乗って全身で踊る 

○軽快なテンポやビートの強いロックのリズ

ム 

○陽気で小刻みなビートのサンバのリズム 

○ロックやサンバなどのリズムの特徴を捉え

て踊る 

○へそ（体幹部）を中心にリズムに乗って全身

で即興的に踊る 

○動きに変化をつけて踊る 

○友達と関わり合って踊る 

〔フォークダンス〕 

（加えて指導可） 

〔表現系〕 

 いろいろな題材からそれらの主な特徴を捉

え，表したい感じをひと流れの動きで即興的

に踊ったり，簡単なひとまとまりの動きにし

て踊ったりする 

○激しい感じの題材 

○群（集団）が生きる題材 

○多様な題材 

○題材の特徴を捉えて，表したい感じやイメー

ジを，動きに変化を付けたり繰り返したりし

て，メリハリ（緩急・強弱）のあるひと流れ

の動きにして即興的に踊る 

○表したい感じやイメージを「はじめ-なか-お

わり」の構成や群の動きを工夫して簡単なひ

とまとまりの動きで表現する 

〔リズム系〕 

（加えて指導可） 

〔フォークダンス系〕 

 日本の舞踊や外国の踊りから，それらの踊り

方の特徴を捉え，音楽に合わせて簡単なステ

ップや動きで踊る 

○日本の民謡，軽快なリズムの踊り，力強い踊

り 

○外国のフォークダンス。シングルサークルで

踊る力強い踊り，パートナーチェンジのある

軽快な踊り，特徴的な隊形と構成の踊り 

〔表現系〕 

 表したいテーマにふさわしいイメージを捉え，個や群で，緩急強弱のあ

る動きや空間の使い方で変化を付けて即興的に表現したり，簡単な作品

にまとめたりして踊る 

○身近な生活や日常動作 

○対極の動きの連続 

○多様な感じ 

○群（集団）の動き 

○もの（小道具）を使う 

○多様なテーマからイメージを捉える 

○イメージを即興的に表現する 

○変化を付けたひと流れの動きで表現する 

○動きを誇張したり繰り返したりして表現する 

○変化と起伏のある「はじめ-なか-おわり」のひとまとまりの動きで表現

する 

〔リズム系〕 

 リズムの特徴を捉え，変化とまとまりを付けて，リズムに乗って全身で

踊る 

○シンプルなビートのロックのリズム 

○一泊ごとにアクセントのあるヒップホップのリズム 

○ロックやヒップホップなどのリズムの特徴を捉えて踊る 

○リズムに乗って全身で自由に弾んで踊る 

○簡単な繰り返しのリズムで踊る 

〔フォークダンス系〕 

 日本の民踊や外国の踊りから，それらの踊り方の特徴を捉え，音楽に合

わせて特徴的なステップや動きと組み方で踊る 

○日本の民踊：小道具を操作する踊り，童歌の踊り，躍動的な動作が多い

踊り 

○外国のフォークダンス：パートナーチェンジのある踊り，隊形が変化す

る踊り，隊形を組む踊り 
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Ｆ 武道

Ｆ 武道 

第７学年及び第８学年 第９学年 

○技ができる楽しさや喜びを味わう 

○武道の特性や成り立ち，伝統的な考え方，技の名

称や行い方，その運動に関連して高まる体力など

を理解する 

○基本動作や基本となる技を用いて簡易な工房を

展開する 

※柔道 

 ・相手の動きに応じた基本動作や基本となる技を

用いて，投げたり抑えたりするなどの簡易な攻

防をする 

※剣道 

 ・相手の動きに応じた基本動作や基本となる技を

用いて，打ったり受けたりするなどの簡易な攻

防をする 

※相撲 

 ・相手の動きに応じた基本動作や基本となる技を

用いて，押したり寄ったりするなどの簡易な攻

防をする 

○技を高め勝敗を競う楽しさや喜びを味わう 

○伝統的な考え方，技の名称や見取り稽古の仕方，

体力の高め方などを理解する 

○基本動作や基本となる技を用いて攻防を展開する

※柔道 

 ・相手の動きの変化に応じた基本動作や基本とな

る技，連絡技を用いて，相手を崩して投げたり，

抑えたりするなどの攻防をする 

※剣道 

 ・相手の動きの変化に応じた基本動作や基本とな

る技を用いて，相手の構えを崩し，しかけたり応

じたりするなどの攻防をする 

※相撲 

 ・相手の動きの変化に応じた基本動作や基本とな

る技を用いて，相手を崩し，投げたりいなしたり

するなどの攻防をする 

Ｈ 体育理論 

Ｈ 体育理論 

第７学年及び第８学年 第９学年 

○運動やスポーツが多様であることについて理解

する 

※運動やスポーツは，体を動かしたり健康を維持し

たりするなどの必要性及び競い合うことや課題

を達成することなどの楽しさから生み出され発

展してきたこと 

※運動やスポーツには，行うこと，見ること，支え

ること及び知ることなどの多様な関わり方があ

ること 

※世代や機会に応じて，生涯にわたって運動やスポ

ーツを楽しむためには，自己に適した多様な楽し

み方を見付けたり，工夫したりすることが大切で

あること 

○運動やスポーツの意義や効果と学び方や安全な

行い方を理解すること。 

※運動やスポーツは，身体の発達やその機能の維

持，体力の 向上などの効果や自信の獲得，スト

レス解消などの心理的効果及びルールやマナー

について合意したり，適切な人間関係を築いたり

するなどの社会性を高める効果が期待できるこ

と 

※運動やスポーツには，特有の技術があり，その学

び方には，運動の課題を合理的に解決するための

一定の方法があること 

※運動やスポーツを行う際は，その特性や目的，発

達の段階や 体調などを踏まえて運動を選ぶな

ど，健康・安全に留意する必要があること 

○文化としてのスポーツの意義について理解する 

※スポーツは，文化的な生活を営みよりよく生きて

いくために重要であること 

※オリンピックやパラリンピック及び国際的なス

ポーツ大会などは，国際親善や世界平和に大きな

役割を果たしていること 

※スポーツは，民族や国，人種や性，障害の違いな

どを超えて人々を結び付けていること 
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1

第10 節 英 語

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題）

 グローバル社会に生きる児童・生徒の育成のため，平成 18 年度より小中一貫教育要領に

て英語科を新設し，1 年生からの英語教育を展開してきた。

 第 1 学年から第 6 学年においては，英語の専門性をもたない小学校の教員が適切な指導

を行うための方策として，副教材”Let’s Enjoy English Communication (Teacher’s Resource 
Book)”を区独自に作成した。各学年 12 のトピックからなり，繰り返し指導することで日常

生活における英会話等の定着を図ってきた。全区立小学校で同一の副教材を活用すること

により統一したカリキュラムを実践することができ，6 年間の英語科を通して児童が英語

に親しむことができたことは大きな成果である。

9 年間の英語教育の成果を検証するために，第 9 学年の全生徒を対象に平成 26 年度より

英語 4 技能テストを，平成 29 年度からは第 7 学年から第 9 学年で，品川区学力定着度調査

を行っており，結果はおおむね良好で，9 年間の英語学習の成果が見られる。

 今後，本区の英語教育をさらに発展させるために，課題を次のように整理した。

○ 意味のある文脈の中でのコミュニケーションという視点が不足していたため，ター

ゲットフレーズ（英語表現）の練習をし，そのフレーズを使ってやり取りをする活動が

ほとんどであった。その時には活動が成立するものの，その時限りで学習内容を十分に

定着させることができなかった。また，児童の中に，お互いの気持ちや考えを伝え合う

という本当のコミュニケーション能力を育てることができなかった。

○ 第 1 学年から第 6 学年までの授業において，ALT（外国語指導助手）が品川区独自教

材に慣れ，スムーズに授業が展開されるようになった反面，担任が ALT に頼りがちにな

る傾向が見られた。

○ 第 7 学年以降で，第 6 学年までの学習内容や指導方法の実態把握が十分とは言えず，

発展的に生かすことができなかった。

○ 児童の中に英語の体験的な理解は深まったものの，言葉が育ったかという疑問が残っ

た。つまり，アクティビティを通して，英語の音やリズム，表現の楽しさに触れ，英語

に慣れ親しむことはできたが，コミュニケーションにおいて活用できる技能が育ったと

は言えず，学習した英語の表現や語彙が十分に定着していない部分が見られた。

○ 第 5 学年，第 6 学年では「英語を身に付ける」ことが目標であったが，第 1 学年から

第 4 学年までに学習した言語表現が十分に定着しておらず，自分の言いたいことが表現

できない場面がしばしば見られた。そして，自信をもって表現することができないため

に，英語のコミュニケーションに対して，積極的になれない児童が多く見られた。新た

に学習した内容についても，体験的な理解はできたものの，言語表現を定着させるには

至らず，第 4 学年までと同様，「英語に親しむ」段階から脱却できず，十分に「英語を身

に付ける」には課題が残った。

○ 第 7 学年以降では，「聞くこと」及び「話すこと」に関して生徒の意欲的な態度は見ら

れたが，第 6 学年までに学習した言語表現の内容が十分に定着しておらず，第 7 学年で

「初めから学ぶ英語の授業」という実態があった。
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２ 課題を克服するための視点

 第 1 学年から第 9 学年まで，一貫した英語学習を行うために，課題を克服するための視

点を次のように整理した。

○ 英語学習を進める教員に必要な資質

・ 英語は世界中で話されている言語であり，グローバル社会において外国の人々とコ

ミュニケーションを取るために，今後ますます必要とされる。英語を身に付けること

が児童・生徒の人生の幅を広げる一つの要素となることを理解する。

・ 第 1 学年から第 6 学年において，担任が授業を行う際に，ALT や JTE（英語専科指

導員）との協働により授業を行い，担任自身が英語を進んで学ぶ学習者のモデルとな

り，児童の学習態度を育成する。

・ 第 7 学年においては，英語を初めて学ぶ生徒ではないという認識のもと，第 6 学年

まで学習してきた内容・指導方法を十分に理解するとともに，それらを踏まえ，指導

計画を立てて授業を行う。

○ 授業改善

・ 児童・生徒の実態に応じて，歌やチャンツ，ゲームなどを取り入れ興味・関心をも

たせるとともに，英語の時間を通して学んだことを実感でき，児童・生徒の学習意欲

に応える授業づくりを行う。

・ 第 3 学年以上においては，英語の音声や文字の指導を体系的に行い，「読むこと」，

「書くこと」の活動を充実させる。

・ 第 5 学年以上においては，教科書を用いた授業展開を行うが，児童・生徒にとって

主体的・対話的で深い学びが実現するよう指導計画を立て，児童・生徒が互いに自分

の気持ちや考えを伝え合うことができるコミュニケーション能力を育成する。

・ ターゲットフレーズ（英語表現）だけの文構造及び文法の導入ではなく，児童・生

徒にとって意味のある文脈の中で身に付けさせることを心掛ける。

３ 具体的な手だて

○ 系統的なリタラシー学習の実施

 第 1 学年から第 9 学年まで一貫して，読むこと，書くことの能力の育成につながるよ

う，次の順でリタラシー学習を行う。また，確かな定着を図るために繰り返し，学習を

行う。

① アルファベット指導（大文字，小文字）

・一文字を見て，その名前を言う。また，名前を聞いて，文字を認識して選ぶ。

・複数文字を見て，それぞれの名前を言う。また，複数文字の名前を聞いて，それらの

文字をすばやく認識して選ぶ。

・アルファベットの名前を聞いて，その文字を書く。

② 音韻認識能力（話し言葉の音声的な構造を認識できる能力）の育成する指導

・音声を onset（頭子音）と rime（母音＋尾子音）というかたまりに分節する。

・onset を聞き分けできる能力を育成する。

・rime を聞き分けできる能力を育成する。

（例：CAT, MAT, HAT は C-AT, M-AT, H-AT のように onset と rime に聞き分けできる能力

を育成する。）

・単語を音素レベルに分節し，認識できる能力を育成する。

（例：CAT→「/k/ /æ/ /t/」のように音素に聞き分けできる能力を育成する。）

③ フォニックス指導

・アルファベット認識，音韻認識能力を十分に伸ばした上で，フォニックス指導を行う。
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○ 意味のある文脈の中での英語学習の実施

・ 第 1 学年から第 4 学年については，物語（昔話）を題材にして，物語全体を通して

意味のある文脈の中で英語の語彙や表現を繰り返し触れながら習得する。

・ 第 5 学年及び第 6 学年については，物語（昔話）や教科書等を題材にして，物語全

体や日常の場面設定を通して意味のある文脈の中で，語彙や表現を繰り返し触れなが

ら習得する。

・ 第 7 学年から第 9 学年については，教科書等の題材を中心に取扱い，日常の場面設

定を適切に行い，意味のある文脈の中でのコミュニケーションを行い，語彙や表現の

習得を図り，即興性を身に付けさせる。

○ 指導体制の工夫

・ 第 1 学年及び第 2 学年では，担任と ALT が協働して授業を行う。児童がネイティブ

の ALT が話す英語を聞き，英語の音声に慣れ親しみ，英語と日本語の音声やリズムの

違いに気付くことができるようにする。

・ 第 3 学年から第 6 学年では，担任と JTE が協働して授業を行う。系統的なリタラシー

学習及び物語（昔話）や教科書等を題材にした学習を専門的に教授することで，学習

内容の定着を図る。また，日頃の英語の学習の成果を試す実践の場としてジュニア・

イングリッシュキャンプを設定する。

・ 第 7 学年から第 9 学年では，生徒の実態に応じて少人数指導又は習熟度別指導を行

う。授業担当者間の連携を十分に行い，指導方法・使用教材等について吟味する。ALT
が配置される授業においては，ALT を有効に活用する。また，品川オンライン英会話

を日頃の授業の実践の場として位置付け，生徒に即興性を身に付けさせる。

○ 評価の工夫

・ 各学校段階に応じた目標に合わせ「英語を使って何ができるか」という視点で，

CAN-DO リストを作成し，評価を行う。その際，面接，スピーチ，エッセイなどのパ

フォーマンス評価を十分に活用する。

・ 第 9 学年では外部の 4 技能テストを活用し，習熟の状況を把握するとともに，これ

までの指導方法の工夫・改善を図る。

 第１ 目標 

 英語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ，英語による聞くこと，

読むこと，話すこと，書くことの言語活動を通して，簡単な情報や考えなどを理解したり

表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成する

ことを目指す。

(1) 英語の音声や語彙，表現，文法，言語の働きなどを理解するとともに，これらの知識

を，聞くこと，読むこと，話すこと，書くことによる実際のコミュニケーションにおい

て活用できる技能を身に付けるようにする。 

(2) コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じて，日常的な話題や社会的な

話題について，英語で簡単な情報や考えなどを理解したり，これらを活用して表現した

り伝え合ったりすることができる力を養う。 

(3) 英語の背景にある文化に対する理解を深め，聞き手，読み手，話し手，書き手に配慮

しながら，主体的に英語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。
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〔学年ごとの目標〕 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

 英語によるコミュニケーションにおけ

る見方・考え方を働かせ，英語による聞

くこと，話すことの言語活動を通して，

コミュニケーションを図る素地となる資

質・能力を次のとおり育成することを目

指す。 

 英語によるコミュニケーションにおけ

る見方・考え方を働かせ，英語による聞

くこと，話すことの言語活動を通して，

コミュニケーションを図る素地となる資

質・能力を次のとおり育成することを目

指す。 

(1)
知
識
及
び
技
能

 英語の体験的な活動を通して，日本語

と英語との音声の違い等に気付くととも

に，英語の音声や基本的な語句に慣れ親

しむようにする。 

 英語を通して，言語や文化について体

験的に理解を深め，日本語と英語との音

声の違い等に気付くとともに，英語の音

声や基本的な表現に慣れ親しむようにす

る。 

(2)
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等

 身近で簡単な事柄について，英語で聞

いたり話したりして音に慣れ親しむ。 

 身近で簡単な事柄について，英語で聞

いたり話したりして音に慣れ親しみ，自

分の考えや気持ちなどを伝え合う力の素

地を養う。 

(3)
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等

 英語を通して，言語やその背景にある

文化に対する理解を深め，簡単な英語で

のコミュニケーションに慣れ親しむ態度

を養う。 

 英語を通して，言語やその背景にある

文化に対する理解を深め，相手に配慮し

ながら，主体的に英語を用いてコミュニ

ケーションを図ろうとする態度を養う。 
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第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

 英語によるコミュニケーションにおける

見方・考え方を働かせ，英語による聞くこと，

読むこと，話すこと，書くことの言語活動を

通して，コミュニケーションを図る基礎とな

る資質・能力を次のとおり育成することを目

指す。 

 英語によるコミュニケーションにおける

見方・考え方を働かせ，英語による聞くこと，

読むこと，話すこと，書くことの言語活動を

通して，簡単な情報や考えなどを理解したり

表現したり伝え合ったりするコミュニケー

ションを図る資質・能力を次のとおり育成す

ることを目指す。 

 英語の音声や文字，語彙，表現，文構造，

言語の働きなどについて，日本語と英語との

違いに気付き，これらの知識を理解するとと

もに，読むこと，書くことに慣れ親しみ，聞

くこと，読むこと，話すこと，書くことによ

る実際のコミュニケーションにおいて活用

できる基礎的な技能を身に付けるようにす

る。 

 英語の音声や語彙，表現，文法，言語の働

きなどを理解するとともに，これらの知識

を，聞くこと，読むこと，話すこと，書くこ

とによる実際のコミュニケーションにおい

て活用できる技能を身に付けるようにする。

 コミュニケーションを行う目的や場面，状

況などに応じて，身近で簡単な事柄につい

て，聞いたり話したりするとともに，音声で

十分に慣れ親しんだ英語の語彙や基本的な

表現を推測しながら読んだり，語順を意識し

ながら書いたりして，自分の考えや気持ちな

どを伝え合うことができる基礎的な力を養

う。 

 コミュニケーションを行う目的や場面，状

況などに応じて，日常的な話題や社会的な話

題について，英語で簡単な情報や考えなどを

理解したり，これらを活用して表現したり伝

え合ったりすることができる力を養う。 

 英語の背景にある文化に対する理解を深

め，他者に配慮しながら，主体的に英語を用

いてコミュニケーションを図ろうとする態

度を養う。 

 英語の背景にある文化に対する理解を深

め，聞き手，読み手，話し手，書き手に配慮

しながら，主体的に英語を用いてコミュニ

ケーションを図ろうとする態度を養う。 
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第２ 各学年の目標及び内容等 

１ 目 標 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

目

標

英語学習の特質を踏まえ，以下に示す，聞くこと，話すこと

［やり取り］の二つの領域別に設定する目標の実現を目指した

指導を通して，第１の(1)及び(2)に示す資質・能力の素地を一

体的に育成するとともに，その過程を通して，第１の(3)に示

す資質・能力の素地を育成する。

 英語学習の特質を踏まえ，以下に示す，聞くこと，話す

こと［やり取り］，話すこと［発表］の三つの領域別に設

定する目標の実現を目指した指導を通して，第１の(1)及
び(2)に示す資質・能力を一体的に育成するとともに，そ

の過程を通して，第１の(3)に示す資質・能力を育成する。

(1)
聞
く
こ
と

ア 簡単な指示を聞いて理解し，動作で反応できるようにする。

イ 身近で簡単な事柄を聞いて，大体の意味が理解できるよう

にする。

ウ 分かる単語やイラストを手がかりに，簡単な話の大体を理

解できるようにする。

ア ゆっくりはっきりと話された際に，自分のことや身の

回りの物を表す簡単な語句を聞き取るようにする。

イ ゆっくりはっきりと話された際に，身近で簡単な事柄

に関する基本的な表現の意味が分かるようにする。

ウ 文字の読み方が発音されるのを聞いた際に，どの文字

であるかが分かるようにする。

○ 文脈の前後関係のはっきりした簡単な話を理解できる

ようにする。

○ アルファベットの大文字，小文字を識別することがで

き，文字の読み方に慣れ親しむ。

(2)
読
む
こ
と

(3)
話
す
こ
と

[

や
り
取
り]

ア 簡単な表現を用いて挨拶，感謝,簡単な指示をしたりそれら

に応じたりするようにする。

イ 自分のことや身の回りの物について，動作を交えながら，

簡単な語句や表現を用いて伝え合うようにする。

ウ サポートを受けて，自分のこと及び身の回りの物に関する

事柄について，簡単な語句や表現を用いて質問をしたり質問

に答えたりするようにする。

ア 基本的な表現を用いて挨拶，感謝，簡単な指示をした

り，それらに応じたりするようにする。

イ 自分のことや身の回りの物について，動作を交えなが

ら，自分の考えや気持ちなどを，簡単な語句や基本的な

表現を用いて伝え合うようにする。

ウ サポートを受けて，自分や相手のこと及び身の回りの

物に関する事柄について，簡単な語句や基本的な表現を

用いて質問をしたり質問に答えたりするようにする。

(4)
話
す
こ
と[

発
表] 

ア 身の回りの物について，人前で実物などを見せながら，

簡単な語句や基本的な表現を用いて話すようにする。

イ 自分のことについて，人前で実物などを見せながら，

簡単な語句や基本的な表現を用いて話すようにする。

ウ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，人前で

実物などを見せながら，自分の考えや気持ちなどを，簡

単な語句や基本的な表現を用いて話すようにする。

○ 簡単な物語について，既習のものも含めて習得した概

念を相互に関連付け，動作を交えながら簡単な語句や基

本的な表現を用いて発表するようにする。

→音声で十分に慣れ親しんだ短い話などを，大体の意味

を理解しながら他の人に伝えるようにする。

(5)
書
く
こ

と
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第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 
 英語学習の特質を踏まえ，以下に示す，聞くこと，読むこと，話

すこと［やり取り］，話すこと［発表］，書くことの五つの領域別に

設定する目標の実現を目指した指導を通して，第１の(1)及び(2)に

示す資質・能力を一体的に育成するとともに，その過程を通して，

第１の(3)に示す資質・能力を育成する。 

 英語学習の特質を踏まえ，以下に示す，聞くこと，読むこと，話

すこと［やり取り］，話すこと［発表］，書くことの五つの領域別に

設定する目標の実現を目指した指導を通して，第１の(1)及び(2)に

示す資質・能力を一体的に育成するとともに，その過程を通して，

第１の(3)に示す資質・能力を育成する。 

ア ゆっくりはっきりと話されれば，自分のことや身近で簡単な事

柄について，簡単な語句や基本的な表現を聞き取ることができる

ようにする。 

イ ゆっくりはっきりと話されれば，日常生活に関する身近で簡単

な事柄について，具体的な情報を聞き取ることができるようにす

る。 

ウ ゆっくりはっきりと話されれば，日常生活に関する身近で簡単

な事柄について，短い話の概要を捉えることができるようにする。

○ 分からない言葉や表現に耐えながら，文脈を頼りに，まとまっ

た文の大体の意味が聞き取れるようにする。

ア はっきりと話されれば，日常的な話題について，必要な情報を

聞き取ることができるようにする。 

イ はっきりと話されれば，日常的な話題について，話の概要を捉

えることができるようにする。 

ウ はっきりと話されれば，社会的な話題について，短い説明の要

点を捉えることができるようにする。 

○ 文字の音を聞いて,どの文字であるかが分かるようにする。

ア 活字体で書かれた文字を識別し，その読み方を発音することが

できるようにする。 

 ・文字の１字認識，複数認識ができるようにする。 

 ・文字の名前読みができるようにする。 

イ 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が

分かるようにする。 

・文字の音読みができるようにする。 

 ・簡単な語句や簡単な文の大体の意味が分かる。 

○ 音声で十分に慣れ親しんだものであれば，ある程度の速さで文

が読めるようにする。

ア 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれたものから必

要な情報を読み取ることができるようにする。 

イ 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれた短い文章の

概要を捉えることができるようにする。 

ウ 社会的な話題について，簡単な語句や文で書かれた短い文章の

要点を捉えることができるようにする。 

ア 基本的な表現を用いて指示，依頼をしたり，それらに応じたり

することができるようにする。 

イ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，自分の考えや気

持ちなどを，簡単な語句や基本的な表現を用いて伝え合うことが

できるようにする。 

ウ 自分や相手のこと及び身の回りの物に関する事柄について，簡

単な語句や基本的な表現を用いてその場で質問をしたり質問に答

えたりして，伝え合うことができるようにする。 

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて即興で伝え

合うことができるようにする。 

イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理

し，簡単な語句や文を用いて伝えたり，相手からの質問に答えた

りすることができるようにする。 

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考

えたことや感じたこと，その理由などを，簡単な語句や文を用い

て述べ合うことができるようにする。 

ア 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，簡単な語句や基

本的な表現を用いて話すことができるようにする。 

イ 自分のことについて，伝えようとする内容を整理した上で，簡

単な語句や基本的な表現を用いて話すことができるようにする。 

ウ 身近で簡単な事柄について，伝えようとする内容を整理した上

で，自分の考えや気持ちなどを，簡単な語句や基本的な表現を用

いて話すことができるようにする。 

○ 音声で十分に慣れ親しんだ短い話などを，登場人物の気持ちや

行動を考えながら他の人に伝えることができる。

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて即興で話す

ことができるようにする。 

イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理

し，簡単な語句や文を用いてまとまりのある内容を話すことがで

きるようにする。 

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考

えたことや感じたこと，その理由などを整理し，簡単な語句や文

を用いてまとまりを意識して話すことができるようにする。 

ア 大文字，小文字を活字体で書くことができるようにする。また，

語順を意識しながら音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本

的な表現を書き写すことができるようにする。 

イ 自分のことや身近で簡単な事柄について，例文を参考に，音声

で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いて書くこ

とができるようにする。 

○ 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を，文字

と音の関係に気付きながら書くことができる。

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて正確に書く

ことができるようにする。 

イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理

し，簡単な語句や文を用いてまとまりのある文章を書くことがで

きるようにする。 

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考

えたことや感じたこと，その理由などを整理し，簡単な語句や文

を用いてまとまりを意識して書くことができるようにする。 

○ 文字の音を聞いて,どの文字であるかを書くことができるようにする。
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２ 内 容 

〔知識及び技能〕 

(1) 英語の特徴やきまりに関する事項 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

 実際に英語を用いた言語活動を通して，次の事項を

体験的に身に付けることができるよう指導する。 

ア 言語を用いてコミュニケーションを図ることの楽しさ

を知ること。 

イ 日本と外国の言語や文化について理解すること。 

(ｱ) 英語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに，日

本語との違いを知り，言葉の面白さや豊かさに気付く

こと。 

(ｲ) 日本と外国との生活や習慣，行事などの違いを知

り，多様な考え方があることに気付くこと。 

 実際に英語を用いた言語活動を通して，次の事項

を体験的に身に付けることができるよう指導する。 

ア 言語を用いて主体的にコミュニケーションを図るこ

との楽しさや大切さを知ること。 

イ 日本と外国の言語や文化について理解すること。 

(ｱ) 英語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに，日

本語との違いを知り，言葉の面白さや豊かさに気付く

こと。 

(ｲ) 日本と外国との生活や習慣，行事などの違いを知

り，多様な考え方があることに気付くこと。 

(ｳ) 異なる文化をもつ人々との交流などを体験し，文化

等に対する理解を深めること。 

ア

音
声

イ

文
字
及
び
符
号

○ 活字体の大文字，小文字

ウ

語
，
連
語
及
び
慣
用
表
現
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第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

 実際に英語を用いた言語活動を通して，次に示す言語

材料のうち，１に示す五つの領域別の目標を達成するの

にふさわしいものについて理解するとともに，言語材料と

言語活動とを効果的に関連付け，実際のコミュニケーショ

ンにおいて活用できる技能を身に付けることができるよう

指導する。 

 実際に英語を用いた言語活動を通して，小学校学習指

導要領第２章第 10 節外国語第２の２の(1)及び次に示す

言語材料のうち，１に示す五つの領域別の目標を達成す

るのにふさわしいものについて理解するとともに，言語材

料と言語活動とを効果的に関連付け，実際のコミュニケー

ションにおいて活用できる技能を身に付けることができる

よう指導する。 

 次に示す事項のうち基本的な語や句，文について取り

扱うこと。 

(ｱ) 現代の標準的な発音 

(ｲ) 語と語の連結による音の変化 

(ｳ) 語や句，文における基本的な強勢 

(ｴ) 文における基本的なイントネーション 

(ｵ) 文における基本的な区切り 

 次に示す事項について取り扱うこと。 

(ｱ) 現代の標準的な発音 

(ｲ) 語と語の連結による音の変化 

(ｳ) 語や句，文における基本的な強勢 

(ｴ) 文における基本的なイントネーション 

(ｵ) 文における基本的な区切り 

○ 音韻認識，音素認識

(ｱ) 活字体の大文字，小文字 

(ｲ) 終止符や疑問符，コンマなどの基本的な符号 

感嘆符，引用符などの符号 

(ｱ) １に示す五つの領域別の目標を達成するために必要

となる，第３学年及び第４学年において第４章外国語活

動を履修する際に取り扱った語を含む 600～700 語程

度の語

(ｲ) 連語のうち，get up，look at などの活用頻度の高い基

本的なもの 

(ｳ) 慣用表現のうち，excuse me，I see，I'm sorry，thank 

you，you're welcomeなどの活用頻度の高い基本的なも

の 

(ｱ) １に示す五つの領域別の目標を達成するために必要

となる，小学校で学習した語に1600～1800語程度の新

語を加えた語 

(ｲ) 連語のうち，活用頻度の高いもの 

(ｳ) 慣用表現のうち，活用頻度の高いもの 

読み手に伝わることを意識した単語のまとまりや文 
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(1) 英語の特徴やきまりに関する事項（つづき） 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

エ

文
及
び
文
構
造
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第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

次に示す事項について，日本語と英語の語順の違い等に

気付かせるとともに，基本的な表現として，意味のある文脈で

のコミュニケーションの中で繰り返し触れることを通して活用

すること。
(ｱ) 文

a 単文
b 肯定，否定の平叙文
c 肯定，否定の命令文
d 疑問文のうち，be 動詞で始まるものや助動詞（can，do
など）で始まるもの，疑問詞（who，what，when，where，
why，how）で始まるもの

e 代名詞のうち，I，you，he，she などの基本的なものを含
むもの

f 動名詞や過去形のうち，活用頻度の高い基本的なもの
を含むもの

(ｲ) 文構造
a ［主語＋動詞］
b ［主語＋動詞＋補語］のうち，
            名詞
主語＋be動詞＋ 代名詞
            形容詞

c ［主語＋動詞＋目的語］のうち，
          名詞
主語＋動詞＋
          代名詞

 小学校学習指導要領第２章第 10節外国語第２の２の(1)のエ
及び次に示す事項について，意味のある文脈でのコミュニケー

ションの中で繰り返し触れることを通して活用すること。
(ｱ) 文

a 重文，複文
b 疑問文のうち，助動詞（may，will など）で始まるものや or
を含むもの，疑問詞（which，whose）で始まるもの
c 感嘆文のうち基本的なもの

(ｲ) 文構造
a ［主語＋動詞＋補語］のうち，

  名詞
主語＋be動詞以外の動詞＋

形容詞
b ［主語＋動詞＋目的語］のうち，

動名詞
(a) 主語＋動詞＋ to不定詞

 how（など）to不定詞
 thatで始まる節

(b) 主語＋動詞＋
 whatなどで始まる節

c ［主語＋動詞＋間接目的語＋直接目的語］のうち，
名詞

(a) 主語＋動詞＋間接目的語＋
代名詞

(b) 主語＋動詞＋間接目的語＋how(など)to不定詞
thatで始まる節

(c) 主語＋動詞＋間接目的語＋
whatなどで始まる節

d ［主語＋動詞＋目的語＋補語］のうち，
名詞

(a) 主語＋動詞＋目的語＋
形容詞

(b) 主語＋動詞＋目的語＋原形不定詞
e その他

(a) There＋be動詞＋～
(b) It＋be動詞＋～（＋for～）＋to不定詞
(c) 主語＋tell，wantなど＋目的語＋to不定詞
(d) 主語＋be動詞＋形容詞＋thatで始まる節

(ｳ) 文法事項
a 代名詞

(a) 人称や指示，疑問，数量を表すもの
(b) 関係代名詞のうち，主格の that，which，who，目的
格の that，whichの制限的用法

b 接続詞
c 助動詞
d 前置詞
e 動詞の時制及び相など
 現在形や過去形，現在進行形，過去進行形，現在完了
形，現在完了進行形，助動詞などを用いた未来表現
f 形容詞や副詞を用いた比較表現
g to不定詞
h 動名詞
i 現在分詞や過去分詞の形容詞としての用法
j 受け身
k 仮定法のうち基本的なもの
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〔思考力，判断力，表現力等〕

(2) 情報を整理しながら考えなどを形成し，英語で表現したり，伝え合ったりすることに

関する事項 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

具体的な課題等を設定し，コミュニケー

ションを行う目的や場面，状況などに応じ

て，情報や考えなどを表現することを通し

て，次の事項を身に付けることができるよう

指導する。

ア 自分のことや身近で簡単な事柄につい

て，簡単な語句や表現を使って,伝えるこ
と。

イ 身近で簡単な事柄について，動作や簡単

な単語で伝えたりすること。

 具体的な課題等を設定し，コミュニケー

ションを行う目的や場面，状況などに応じ

て，情報や考えなどを表現することを通し

て，次の事項を身に付けることができるよう

指導する。

ア 自分のことや身近で簡単な事柄につい

て，簡単な語句や基本的な表現を使って，

相手に配慮しながら，伝え合うこと。

イ 身近で簡単な事柄について，自分の考え

や気持ちなどが伝わるよう，工夫して質問

をしたり質問に答えたりすること。

ウ 身近で簡単な事柄について，音声に十分

に慣れ親しんだ簡単な語句を用いて，工夫

して質問したり質問に答えたりすること。
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第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

 具体的な課題等を設定し，コミュニケー

ションを行う目的や場面，状況などに応じ

て，情報を整理しながら考えなどを形成し，

これらを表現することを通して，次の事項を

身に付けることができるよう指導する。

ア 身近で簡単な事柄について，伝えようと

する内容を整理した上で，簡単な語句や基

本的な表現を用いて，自分の考えや気持ち

などを伝え合うこと。

イ 身近で簡単な事柄について，音声で十分

に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表

現を推測しながら読んだり，語順を意識し

ながら書いたりすること。

 具体的な課題等を設定し，コミュニケー

ションを行う目的や場面，状況などに応じ

て，情報を整理しながら考えなどを形成し，

これらを論理的に表現することを通して，次

の事項を身に付けることができるよう指導

する。

ア 日常的な話題や社会的な話題について，

英語を聞いたり読んだりして必要な情報

や考えなどを捉えること。

イ 日常的な話題や社会的な話題について，

英語を聞いたり読んだりして得られた情

報や表現を，選択したり抽出したりするな

どして活用し，話したり書いたりして事実

や自分の考え，気持ちなどを表現するこ

と。

ウ 日常的な話題や社会的な話題について，

伝える内容を整理し，英語で話したり書い

たりして互いに事実や自分の考え，気持ち

などを伝え合うこと。
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(3) 言語活動及び言語の働きに関する事項 

① 言語活動に関する事項 

 (2)に示す事項については，(1)に示す事項を活用して，例えば次のような言語活動を

通して指導する。 

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

ア

聞
く
こ
と

(ｱ) 身近で簡単な事柄に関する短い話を聞いておおよ
その内容を分かったりする活動。

(ｲ) 身近な人や身の回りの物に関する簡単な語句や表
現を聞いて，それらを表すイラストや写真などと結
び付ける活動。

(ｳ) 文字の読み方が発音されるのを聞いて，活字体で
書かれた文字と結び付ける活動。

(ｱ) 身近で簡単な事柄に関する短い話を聞いておおよ
その内容を分かったりする活動。

(ｲ) 身近な人や身の回りの物に関する簡単な語句や基
本的な表現を聞いて，それらを表すイラストや写真
などと結び付ける活動。

(ｳ) 文字の読み方が発音されるのを聞いて，活字体で
書かれた文字と結び付ける活動。

イ

読
む
こ
と

ウ

話
す
こ
と
［
や
り
取
り
］

(ｱ) 知り合いと簡単な挨拶を交わしたり，感謝や簡単
な指示に応じたりする活動。

(ｲ) 自分のことや身の回りの物について，動作を交え
ながら，簡単な表現を伝え合う活動。

(ｳ) 自分や相手の好み及び欲しい物などについて，簡
単な質問をしたり質問に答えたりする活動。

(ｱ) 知り合いと簡単な挨拶を交わしたり，感謝や簡単
な指示，依頼をして，それらに応じたりする活動。

(ｲ) 自分のことや身の回りの物について，動作を交え
ながら，好みや要求などの自分の気持ちや考えなど
を伝え合う活動。

(ｳ) 自分や相手の好み及び欲しい物などについて，簡
単な質問をしたり質問に答えたりする活動。

エ

話
す
こ
と
［
発
表
］

(ｱ) 身の回りの物の数や形状などについて，人前で実
物やイラスト，写真などを見せながら話す活動。

(ｲ) 自分の好き嫌いや，欲しい物などについて，人前
で実物やイラスト，写真などを見せながら話す活
動。

(ｳ) 時刻や曜日，場所など，日常生活に関する身近で
簡単な事柄について，人前で実物やイラスト，写真
などを見せながら，自分の考えや気持ちなどを話す
活動。

オ

書
く
こ
と
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第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 
(ｱ) 自分のことや学校生活など，身近で簡単な事柄につい
て，簡単な語句や基本的な表現を聞いて，それらを表す
イラストや写真などと結び付ける活動。

(ｲ) 日付や時刻，値段などを表す表現など，日常生活に関
する身近で簡単な事柄について，具体的な情報を聞き取
る活動。

(ｳ) 友達や家族，学校生活など，身近で簡単な事柄につい
て，簡単な語句や基本的な表現で話される短い会話や説
明を，イラストや写真などを参考にしながら聞いて，必
要な情報を得る活動。

(ｱ) 日常的な話題について，自然な口調で話される英語を
聞いて，話し手の意向を正確に把握する活動。

(ｲ) 店や公共交通機関などで用いられる簡単なアナウン
スなどから，自分が必要とする情報を聞き取る活動。

(ｳ) 友達からの招待など，身近な事柄に関する簡単なメッ
セージを聞いて，その内容を把握し，適切に応答する活
動。

(ｴ) 友達や家族，学校生活などの日常的な話題や社会的な
話題に関する会話や説明などを聞いて，概要や要点を把
握する活動。また，その内容を英語で説明する活動。

(ｱ) 活字体で書かれた文字を見て，どの文字であるかやそ
の文字が大文字であるか小文字であるかを識別する活
動。

(ｲ) 活字体で書かれた文字を見て，その読み方を適切に発
音する活動。

(ｳ) 日常生活に関する身近で簡単な事柄を内容とする掲
示やパンフレットなどから，自分が必要とする情報を得
る活動。

(ｴ) 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表
現を，絵本などの中から識別する活動。

(ｱ) 書かれた内容や文章の構成を考えながら黙読したり，
その内容を表現するよう音読したりする活動。

(ｲ) 日常的な話題について，簡単な表現が用いられている
広告やパンフレット，予定表，手紙，電子メール，短い
文章などから，自分が必要とする情報を読み取る活動。

(ｳ) 簡単な語句や文で書かれた日常的な話題に関する短
い説明やエッセイ，物語などを読んで概要を把握する活
動。

(ｴ) 簡単な語句や文で書かれた社会的な話題に関する説
明などを読んで，イラストや写真，図表なども参考にし
ながら，要点を把握する活動。また，その内容に対する
賛否や自分の考えを述べる活動。

○ 活字体で書かれた文字を見て，その音を適切に発音する活動。

(ｱ) 初対面の人や知り合いと挨拶を交わしたり，相手に指
示や依頼をして，それらに応じたり断ったりする活動。

(ｲ) 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，自分の
考えや気持ちなどを伝えたり，簡単な質問をしたり質問
に答えたりして伝え合う活動。

(ｳ) 自分に関する簡単な質問に対してその場で答えたり，
相手に関する簡単な質問をその場でしたりして，短い会
話をする活動。

(ｱ) 関心のある事柄について，相手からの質問に対し，そ
の場で適切に応答したり，関連する質問をしたりして，
互いに会話を継続する活動。

(ｲ) 日常的な話題について，伝えようとする内容を整理
し，自分で作成したメモなどを活用しながら相手と口頭
で伝え合う活動。

(ｳ) 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことか
ら把握した内容に基づき，読み取ったことや感じたこ
と，考えたことなどを伝えた上で，相手からの質問に対
して適切に応答したり自ら質問し返したりする活動。

(ｱ) 時刻や日時，場所など，日常生活に関する身近で簡単
な事柄を話す活動。

(ｲ) 簡単な語句や基本的な表現を用いて，自分の趣味や得
意なことなどを含めた自己紹介をする活動。

(ｳ) 簡単な語句や基本的な表現を用いて，学校生活や地域
に関することなど，身近で簡単な事柄について，自分の
考えや気持ちなどを話す活動。

(ｱ) 関心のある事柄について，その場で考えを整理して口
頭で説明する活動。

(ｲ) 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちな
どをまとめ，簡単なスピーチをする活動。

(ｳ) 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことか
ら把握した内容に基づき，自分で作成したメモなどを活
用しながら口頭で要約したり，自分の考えや気持ちなど
を話したりする活動。

(ｱ) 文字の読み方が発音されるのを聞いて，活字体の大文
字，小文字を書く活動。

(ｲ) 相手に伝えるなどの目的を持って，身近で簡単な事柄
について，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句を書き
写す活動。

(ｳ) 相手に伝えるなどの目的を持って，語と語の区切りに
注意して，身近で簡単な事柄について，音声で十分に慣
れ親しんだ基本的な表現を書き写す活動。

(ｴ) 相手に伝えるなどの目的を持って，名前や年齢，趣味，
好き嫌いなど，自分に関する簡単な事柄について，音声
で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用
いた例の中から言葉を選んで書く活動。

(ｱ) 趣味や好き嫌いなど，自分に関する基本的な情報を語
句や文で書く活動。

(ｲ) 簡単な手紙や電子メールの形で自分の近況などを伝
える活動。

(ｳ) 日常的な話題について，簡単な語句や文を用いて，出
来事などを説明するまとまりのある文章を書く活動。

(ｴ) 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことか
ら把握した内容に基づき，自分の考えや気持ち，その理
由などを書く活動。

○ 文字の読み方が発音されるのを聞いて，活字体の大文
字，小文字を適切に書く活動。
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② 言語の働きに関する事項 

 言語活動を行うに当たり，主として次に示すような言語の使用場面や言語の働きを取り

上げるようにする。

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

ア

言
語
の
使
用
場
面
の
例

(ｱ) 児童の身近な暮らしに関わる場面
  ・家庭での生活・学校での学習や活動

  ・子供の遊びなど

(ｲ) 特有の表現がよく使われる場面
  ・挨拶・簡単なやりとり・買物

  ・好み

(ｱ) 児童の身近な暮らしに関わる場面
・家庭での生活・学校での学習や活動

・地域の行事・子供の遊びなど

(ｲ) 特有の表現がよく使われる場面
・挨拶・自己紹介・買物

・食事・道案内など

イ

言
語
の
働
き
の
例

(ｱ) コミュニケーションを円滑にする
・挨拶をする・相づちを打つなど

(ｲ) 気持ちを伝える
・礼を言う・褒めるなど

(ｳ) 事実・情報を伝える
・答えるなど

(ｱ) コミュニケーションを円滑にする
・挨拶をする・相づちを打つなど

(ｲ) 気持ちを伝える
・礼を言う・褒めるなど

(ｳ) 事実・情報を伝える
・説明する・答えるなど

(ｴ) 考えや意図を伝える
・申し出る・意見を言うなど

(ｵ) 相手の行動を促す
・質問する・依頼する・命令するなど
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第５学年及び第６学年 第７学年，第８学年及び第９学年 

(ｱ) 児童の身近な暮らしに関わる場面

・家庭での生活・学校での学習や活動

・地域の行事など

(ｲ) 特有の表現がよく使われる場面

・挨拶・自己紹介・買物

・食事・道案内・旅行など

(ｱ) 生徒の身近な暮らしに関わる場面

・家庭での生活・学校での学習や活動

・地域の行事など

(ｲ) 特有の表現がよく使われる場面

・自己紹介・買物・食事

・道案内・旅行・電話での対応

・手紙や電子メールのやり取りなど

(ｱ) コミュニケーションを円滑にする

・挨拶をする・呼び掛ける・相づちを打つ

・聞き直す・繰り返すなど

(ｲ) 気持ちを伝える

・礼を言う・褒める・謝るなど

(ｳ) 事実・情報を伝える

・説明する・報告する・発表するなど

(ｴ) 考えや意図を伝える

・申し出る・意見を言う・賛成する

・承諾する・断るなど

(ｵ) 相手の行動を促す

・質問する・依頼する・命令するなど

(ｱ) コミュニケーションを円滑にする

・話し掛ける・相づちを打つ・聞き直す

・繰り返すなど

(ｲ) 気持ちを伝える

・礼を言う・苦情を言う・褒める

・謝る・歓迎するなど

(ｳ) 事実・情報を伝える

・説明する・報告する・発表する

・描写するなど

(ｴ) 考えや意図を伝える

・申し出る・約束する・意見を言う

・賛成する・反対する・承諾する

・断る・仮定するなど

(ｵ) 相手の行動を促す

・質問する・依頼する・招待する

・命令するなど
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３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

〔第１学年から第６学年まで〕

(1) 指導計画の作成に当たっては，下位学年並びに中学校・義務教育学校（後期課程）及

び高等学校における指導との接続に留意しながら，次の事項に配慮するものとする。 

ア 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，具体的

な課題等を設定し，児童が英語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働

かせながら，コミュニケーションの目的や場面，状況などを意識して活動を行い，英

語の音声や語彙，表現などの知識を，五つの領域における実際のコミュニケーション

において活用する学習の充実を図ること。 

イ 学年ごとの目標を適切に定め，６学年間を通じて英語科の目標の実現を図るように

すること。 

ウ 実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合うなどの言語活動を行う際は，

２の(1)に示す言語材料について理解したり練習したりするための指導を必要に応じ

て行うこと。また，下位の学年において英語科を履修する際に扱った簡単な語句や基

本的な表現などの学習内容を繰り返し指導し定着を図ること。 

エ 児童が英語に多く触れることが期待される英語学習の特質を踏まえ，必要に応じて，

特定の事項を取り上げて第１章総則の第２の３の(2)のウの(ｲ)に掲げる指導を行うこ

とにより，指導の効果を高めるよう工夫すること。このような指導を行う場合には，

当該指導のねらいやそれを関連付けて指導を行う事項との関係を明確にするとともに，

単元など内容や時間のまとまりを見通して，資質・能力が偏りなく育成されるよう計

画的に指導すること。 

オ 言語活動で扱う題材は，児童の興味・関心に合ったものとし，国語科や音楽科，図

画工作科など，他の教科等で児童が学習したことを活用したり，学校行事で扱う内容

と関連付けたりするなどの工夫をすること。 

カ 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

キ 学級担任の教師又は英語を担当する教師が指導計画を作成し，授業を実施するに当

たっては，ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域人材などの協力を得る等，指

導体制の充実を図るとともに，指導方法の工夫を行うこと。 

(2) ２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

ア ２の(1)に示す言語材料については，平易なものから難しいものへと段階的に指導す

ること。また，児童の発達の段階に応じて，聞いたり読んだりすることを通して意味

を理解できるように指導すべき事項と，話したり書いたりして表現できるように指導

すべき事項とがあることに留意すること。 

イ 音声指導に当たっては，日本語との違いに留意しながら，発音練習などを通して２

の(1)のアに示す言語材料を指導すること。また，音声と文字とを関連付けて指導する

こと。 
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ウ 文や文構造の指導に当たっては，次の事項に留意すること。 

(ｱ) 児童が日本語と英語との語順等の違いや，関連のある文や文構造のまとまりを認

識できるようにするために，効果的な指導ができるよう工夫すること。 

(ｲ) 文法の用語や用法の指導に偏ることがないよう配慮して，言語活動と効果的に関

連付けて指導すること。 

エ 身近で簡単な事柄について，友達に質問をしたり質問に答えたりする力を育成する

ため，ペア・ワーク，グループ・ワークなどの学習形態について適宜工夫すること。

その際，他者とコミュニケーションを行うことに課題がある児童については，個々の

児童の特性に応じて指導内容や指導方法を工夫すること。 

オ 児童が身に付けるべき資質・能力や児童の実態，教材の内容などに応じて，視聴覚

教材やコンピュータ，情報通信ネットワーク，教育機器などを有効活用し，児童の興

味・関心をより高め，指導の効率化や言語活動の更なる充実を図るようにすること。 

カ 各単元や各時間の指導に当たっては，コミュニケーションを行う目的，場面，状況

などを明確に設定し，言語活動を通して育成すべき資質・能力を明確に示すことによ

り，児童が学習の見通しを立てたり，振り返ったりすることができるようにすること。 

(3) 教材については，次の事項に留意するものとする。 

ア 教材は，聞くこと，読むこと，話すこと［やり取り］，話すこと［発表］，書くこと

などのコミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を総合的に育成するため，１

に示す五つの領域別の目標と２に示す内容との関係について，単元など内容や時間の

まとまりごとに各教材の中で明確に示すとともに，実際の言語の使用場面や言語の働

きに十分配慮した題材を取り上げること。 

イ 英語を使用している人々を中心とする世界の人々や日本人の日常生活，風俗習慣，

物語，地理，歴史，伝統文化，自然などに関するものの中から，児童の発達の段階や

興味・関心に即して適切な題材を変化をもたせて取り上げるものとし，次の観点に配

慮すること。 

(ｱ) 多様な考え方に対する理解を深めさせ，公正な判断力を養い豊かな心情を育てる

ことに役立つこと。 

(ｲ) 我が国の文化や，英語の背景にある文化に対する関心を高め，理解を深めようと

する態度を養うことに役立つこと。 

(ｳ) 広い視野から国際理解を深め，国際社会と向き合うことが求められている我が国

の一員としての自覚を高めるとともに，国際協調の精神を養うことに役立つこと。 

〔第７学年から第９学年まで〕 

(1) 指導計画の作成に当たっては，小学校・義務教育学校（前期課程）や高等学校におけ

る指導との接続に留意しながら，次の事項に配慮するものとする。特に第７学年では，

第６学年までの学習内容及び学習活動を十分に踏まえ，基礎的な内容の定着を図ること。

ア 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，具体的

な課題等を設定し，生徒が英語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働
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かせながら，コミュニケーションの目的や場面，状況などを意識して活動を行い，英

語の音声や語彙，表現，文法の知識を五つの領域における実際のコミュニケーション

において活用する学習の充実を図ること。 

イ 学年ごとの目標を適切に定め，３学年間を通じて英語科の目標の実現を図るように

すること。 

ウ 実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合うなどの言語活動を行う際は，

２の(1)に示す言語材料について理解したり練習したりするための指導を必要に応じ

て行うこと。また，第１学年から第６学年までに扱った簡単な語句や基本的な表現な

どの学習内容を繰り返し指導し定着を図り，第７学年の学習に円滑につなげること。

エ 生徒が英語に触れる機会を充実するとともに，授業を実際のコミュニケーションの

場面とするため，授業は英語で行うことを基本とする。その際，生徒の理解の程度に

応じた英語を用いるようにすること。 

オ 言語活動で扱う題材は，生徒の興味・関心に合ったものとし，国語科や理科，音楽

科など，他の教科等で学習したことを活用したり，学校行事で扱う内容と関連付けた

りするなどの工夫をすること。 

カ 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導

内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

キ 指導計画の作成や授業の実施に当たっては，ネイティブ・スピーカーや英語が堪能

な地域人材などの協力を得る等，指導体制の充実を図るとともに，指導方法の工夫を

行うこと。 

(2) ２の内容に示す事項については，次の事項に配慮するものとする。 

ア ２の(1)に示す言語材料については，平易なものから難しいものへと段階的に指導す

ること。また，生徒の発達の段階に応じて，聞いたり読んだりすることを通して意味

を理解できるように指導すべき事項と，話したり書いたりして表現できるように指導

すべき事項とがあることに留意すること。 

イ 音声指導に当たっては，日本語との違いに留意しながら，発音練習などを通して２

の(1)のアに示す言語材料を継続して指導するとともに，特に第６学年までに指導した

リタラシー活動を踏まえ発音と綴りとを関連付けて指導すること。また，音声指導の

補助として，必要に応じて発音表記を用いて指導することもできることに留意するこ

と。 

ウ 文字指導に当たっては，生徒の学習負担にも配慮しながら筆記体を指導することも

できることに留意すること。 

エ 文法事項の指導に当たっては，次の事項に留意すること。 

(ｱ) 英語の特質を理解させるために，関連のある文法事項はまとめて整理するなど，

効果的な指導ができるよう工夫すること。 

(ｲ) 文法はコミュニケーションを支えるものであることを踏まえ，コミュニケーショ

ンの目的を達成する上での必要性や有用性を実感させた上でその知識を活用させた

り，繰り返し使用することで当該文法事項の規則性や構造などについて気付きを促

したりするなど，言語活動と効果的に関連付けて指導すること。 
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(ｳ) 用語や用法の区別などの指導が中心とならないよう配慮し，実際に活用できるよ

うにするとともに，語順や修飾関係などにおける日本語との違いに留意して指導す

ること。 

オ 辞書の使い方に慣れ，活用できるようにすること。 

カ 身近で簡単な事柄について，友達に質問をしたり質問に答えたりする力を育成する

ため，ペア・ワーク，グループ・ワークなどの学習形態について適宜工夫すること。

その際，他者とコミュニケーションを行うことに課題がある生徒については，個々の

生徒の特性に応じて指導内容や指導方法を工夫すること。 

キ 生徒が身に付けるべき資質・能力や生徒の実態，教材の内容などに応じて，視聴覚

教材やコンピュータ，情報通信ネットワーク，教育機器などを有効活用し，生徒の興

味，関心をより高め，指導の効率化や言語活動の更なる充実を図るようにすること。 

ク 各単元や各時間の指導に当たっては，コミュニケーションを行う目的，場面，状況

などを明確に設定し，言語活動を通して育成すべき資質・能力を明確に示すことによ

り，生徒が学習の見通しを立てたり，振り返ったりすることができるようにすること。 

(3) 教材については，次の事項に留意するものとする。 

ア 教材は，聞くこと，読むこと，話すこと［やり取り］，話すこと［発表］，書くこと

などのコミュニケーションを図る資質・能力を総合的に育成するため，１に示す五つ

の領域別の目標と２に示す内容との関係について，単元など内容や時間のまとまりご

とに各教材の中で明確に示すとともに，実際の言語の使用場面や言語の働きに十分配

慮した題材を取り上げること。 

イ 英語を使用している人々を中心とする世界の人々や日本人の日常生活，風俗習慣，

物語，地理，歴史，伝統文化，自然科学などに関するものの中から，生徒の発達の段

階や興味・関心に即して適切な題材を効果的に取り上げるものとし，次の観点に配慮

すること。 

(ｱ) 多様な考え方に対する理解を深めさせ，公正な判断力を養い豊かな心情を育てる

のに役立つこと。 

(ｲ) 我が国の文化や，英語の背景にある文化に対する関心を高め，理解を深めようと

する態度を養うのに役立つこと。 

(ｳ) 広い視野から国際理解を深め，国際社会と向き合うことが求められている我が国

の一員としての自覚を高めるとともに，国際協調の精神を養うのに役立つこと。 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，市民科などとの関連を考慮

しながら，第３章市民科の第２に示す内容について，英語科の特質に応じて適切な指導を

すること。

231



品川区立学校教育要領 

2

第３章 市民科

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

平成 18 年度より実施してきた市民科は，9 年間を通した系統的な指導によって，児童・

生徒に自己のゆるぎない信念と理想をもたせるとともに，社会の一員として義務と責任を

果たし，常に自己変革を図りながら，自らの生き方に意味付けを行うことのできる資質と

能力を身に付けさせることをねらいとして構想されたものである。

 これまでの市民科の授業による児童・生徒の変化として，学校と家庭が連携した取組に

よって，学習規律や基本的な生活習慣に対する意識が向上したことや，9 年間を通した系

統的な単元の指導によって，人権問題をはじめとした社会で起こっている問題や出来事に

対する関心が高まったことが挙げられる。また，よりよい人間関係を築くために必要なス

キルを身に付ける取組が成果を上げており，行事への取組と関連した単元の指導と 9 年間

を通して自らを振り返る活動の充実は，児童・生徒の成就感・達成感を高めている。

 一方で，教科書の単元の学習だけでは，現代社会における課題である国際理解，生命尊

重，自然愛護について，系統的な指導ができないという課題があった。また，一部の授業

では，市民科創設時に示された，「教えるべきことは教える」という指針を過度に捉え，価

値の教え込みや画一的な対処方法トレーニングを偏重する場合も見られた。指導内容を一

律に理解させる授業が展開され，「教える」ことが表面的になっている傾向があり，児童・

生徒が主体的に学び，自信をもって自分の考えを発表したり，その考えに基づいて行動し

たりするための指導に課題が生じている。

２ 課題を克服するための視点 

 これからの社会は，変化が激しく将来の予想が困難である。子どもたちをめぐる環境に

おいても，少子高齢化やグローバル化が急速に進展しており，社会に主体的に関わりなが

ら，自らの生き方を確立していくことが求められている。また，学習指導要領では，いじ

め問題等の課題に対応して，道徳が教科化され，内容項目が新たに整理して示された。

 今後は，正解が一つではない問題や複雑な問題に対して主体的に向き合うとともに，自

他を尊重し，多様な他者と協働してよりよい社会を作る態度の育成がますます求められる。

 そこで，これからの品川区の市民科においては，資質と能力の育成を目標として捉え直

し，児童・生徒の主体的な学習活動を一層重視するとともに，規律・規範や礼儀，伝統文

化や社会認識，福祉など，これまで指導してきたことを引き続き重視しながら，特に，国

際理解，生命尊重，自然愛護（環境）などの内容は，さらに充実した指導ができるように

する。

３ 具体的な手だて 

 市民科における「資質と能力」について構造を整理し，資質，能力の定義を明確にする

とともに，5 領域・15 能力を再構築する。また，5 つのステップで行う学習の進め方につ

いて，主体的な学びを重視し，問題解決や課題解決的な学習を充実させる。

 さらに，児童・生徒や地域の実態に応じて，各学校の特色を生かした教育活動を展開し，

各中学校区が目指す児童・生徒像の実現に向けたカリキュラム・マネジメントに資する時

間として，一貫プランの時間を設定する。

 教科書の改訂においては，生命尊重など，現代社会における課題に合わせた単元を設定

する。
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 第１ 目標 

１ 目標 

 教養豊かで品格ある人間形成を目指し，社会における規律・規範を重んじ，自己抑制力

とそれを支える倫理観・道徳観をもち，自分自身について考え，常に自己変革を図ってい

く資質と能力を育てる。また，社会の一員として自立し，社会に積極的に関わるために，

自らの社会的役割を自覚して発信・行動し，社会の発展に貢献しようとする資質と能力を

育てる。

２ 市民科における資質と能力の育成 

 「市民科」における「市民」とは， 自己実現に向けた自分づくりを目指し，人としての

在り方・生き方を追求していく市民のことであり，同時に，社会の形成者・創造者として

の認識をもち，社会的存在としての自分づくりを目指す人・市民のことである。これらの

自分づくりは，様々な事象や概念を単に知識として知っているだけで成し遂げられるもの

ではない。「市民」としての自分づくりに求められる「資質と能力」を育むことが重要であ

る。 

 そこで，まず，人としての在り様を「個と内面」「個と集団」「個と社会」という視点を

もちながら整理し，社会の一員として自立し，社会に積極的に関わる中で自己実現を図る

ための潜在的な可能性として 7 つの資質を設定した。（表 1）
 次に，この 7 つの資質を高めるためには，具体的な行動実践が必要であるため，日常・

社会生活において資質が発揮される様々な場面・状況・条件として，5 つの領域を設定し

た。さらに，その中で必要となる実践的な態度や行動様式，対処方法等を学ぶことを通し

て身に付ける汎用的な能力について，「個と内面」「個と集団」「個と社会」の視点から整理

し，15 の能力を設定した。（表 2）
 市民科では，上記の自分づくりを，事例として取り上げた領域 (設定した単元)での具体

的対応の仕方とその考え方について，スキルと理論を学び，社会的実践を通す過程におい

て，市民として必要な汎用的な「能力」を身に付け，潜在的な可能性である「資質」を高

めることによって，成し遂げるようにする。  
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表１ ７つの資質 

個と内面 
主体性 自分の考えや立場をはっきりもち，行動するさま 

積極性 他者や集団・地域社会などの対象に進んで働きかけるさま 

個と集団 
適応性 様々な場面や状況，条件，環境にうまく合わせるさま 

公徳性 規範など社会生活の中で守るべき行為の善悪を判断し，善の行動をするさま 

  論理性 問題の本質をとらえ，筋道をたてながら考え解決するさま 

個と社会 
実行性 目的に向かって，正しい方法を選択し実行するさま 

創造性 自分の力で，よりよいものを創り出すさま 

表２ ５つの領域・１５の能力

領域（社会生活における場面等）
能力（各場面において必要となる実践的な態度や行動様式，対処方

法等を学ぶことを通して身に付ける汎用的な能力） 

個
に
関
わ
る
こ
と

自己管理領域 

 基本的な生活習慣

や社会的マナーを身

に付け，個と環境との

調和的関係を構築し

ながら，自らの義務と

責任を果たすことな

ど，自主･自律に基づ

く生活行動を管理す

る領域

自己管理能力 

基本的な生活習慣･行動様式を身に付け，自らの目標達成に向け

て，自立的な判断と責任ある行動を行うために，自分の生活・行動を

管理することができる力

生活適応能力

 様々な環境や状況，条件において，正しい情報を収集･選択し，適

切に活用しながら，柔軟に対応するとともに，日々の生活改善を図る

ことができる力

責任遂行能力

 日常･学校生活の課題を解決するために，自分の役割や仕事を選

び，最後までやり遂げるとともに，結果に対しても責任をもち自己改善

を図ることができる力

個
と
集
団
・社
会
を
つ
な
ぐ
こ
と

人間関係形成領域 

 自己理解を深め，

他者の多様な個性を

尊重し，他者や集団

の中で相互の信頼関

係を築き，自己の個

性を発揮しながら，

様々な人とよりよい人

間関係を構築し共

存･共生を実現する

領域

自他理解能力

 自己を正しく理解するとともに他者の多様な個性を尊重し，互いに

認め合ったり高めあったりしながら共によりよい生活をすることができる

力

集団適応能力

 学校や学級，地域社会などにおける多様な集団や組織に主体的に

関わり，その中で自己の立場を理解し，よさを発揮することができる力

コミュニケーション能力

 様々な場面や状況のもと，自分の考えや判断を効果的に相手に伝

えたり，相手の考えを理解したりしながら望ましい人間関係を築くこと

ができる力
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領域（社会生活における場面等）
能力（各場面において必要となる実践的な態度や行動様式，対処方

法等を学ぶことを通して身に付ける汎用的な能力） 

自治的活動領域

 社会的集団や組織

において，自己の意

思と責任で自治的活

動に参加し，目標に

向けた自己の果たす

役割など，民主的な

コミュニティを創り出し

ていく領域

秩序形成能力

自分が所属する集団や組織及び社会の一員として自覚と規範意識

を高め，そこで直面する様々な場面や状況に対して，善悪を判断し，

誠実に行動することができる力

自治的活動能力 

自分が所属する集団や組織などにおいて，目標に向けた責任や義

務を果たすとともに自分の意思を集団に反映させ，自治的な活動を

推進することができる力

社会的判断・行動能力

 身近な社会で起きている様々な情勢や課題などに対して，正しい判

断に基づく自分の考えをもち，必要に応じて社会的な行動をすること

ができる力

社
会
に
関
わ
る
こ
と

文化創造領域

 伝統文化に対して

興味・関心をもち，文

化的行事に進んで関

わりながら自分なりの

構想や表現方法を身

に付けるとともに，先

人の生き方などから，

普遍的な文化価値を

継承・発展させる領

域

自己修養能力

 普遍的な文化価値を継承･発展させるために，文化創造に関わる自

分自身の在り方や生き方の意義や価値について考え，先人の人生観

などを学びながら，常に自己の精神を鍛えていくことができる力

企画･表現能力

 文化的な行事や活動において，協働的な企画・立案，運営に取り組

むとともに，それらに対する自分や自分たちの思いや願い･考えを適

切かつ効果的に表現･発信することができる力

文化継承能力 

学校や地域，我が国並びに諸外国の伝統･文化についての関心と

理解を深めるとともに，文化的行事に積極的に参加し，価値ある文化

を育むことができる力

将来設計領域

 現代社会における

経済や金融の仕組み

について認識を深

め，自己が果たすべ

き役割を自覚するとと

もに将来の生き方や

職業などについての

目標を立て，自らの

人生設計を行う領域

将来設計能力

 自己実現に向けた将来への希望や目標をもち，自らの意思と責任

による選択･決定を行い，これからの進路計画や将来設計を立てるこ

とができる力

社会認識能力

 自分の将来設計に向けて，体験などを通して望ましい職業観や経

済･金融･流通等の仕組みと社会生活との関わりについて，理解する

ことができる力

社会貢献能力

 よりよい社会の実現のために，家庭や学校，地域社会における自分

の果たす役割を正しく認識し，相互協力のもとで進んで役割を遂行し

たり，社会貢献に取り組んだりすることができる力
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第２ 内容

１ 市民科学習 

以下のことを指導することを通し，「第１ 目標」に掲げる資質と能力を育成すること。

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ａ
自
己
管
理
領
域

ア

自
己
管
理
能
力

・日常生活における基本的な生活習慣を確実に身に

付けること 

・丁寧な言葉遣いや態度の大切さを理解し，場や相手

に応じた言葉遣いで話すこと 

・自分のことは自分で正しく判断し，行動すること 

・学習や遊びなどにけじめをもち，生活すること 

・日常生活をよりよくするための方法を考え，目標を

もって行動すること 

イ

生
活
適
応
能
力

・交通安全のルールを理解し，安全な下校の仕方を

身に付けること 

・不審者にあったときの対応方法を知り，いざというとき

に実行できるようにすること 

・地震，火災などの災害に対する行動ルールを理解

すること 

・一日の生活の仕方を自分で計画的に考え，規則正

しい生活をすること 

・校外学習などで，集団のきまりやその場の状況を判

断すること 

・地震，火災発生時に適切に行動すること 

ウ

責
任
遂
行
能
力

・家庭や学級における自分の仕事・役割に対して最後

まで責任をもち，やり遂げようとすること 

・規則やきまりの大切さを理解し，進んで守ろうとするこ

と 

・自分が担当する仕事や役割を友達と協力しながら最

後までやり遂げること 

・生活，学習の目標を立て，達成するために計画を立

てて実行すること 

・自分が決めたことは最後までやり遂げる態度を身に

付けること 

Ｂ
人
間
関
係
形
成
領
域

ア

自
他
理
解
能
力

・自分の良いところに気付いたり，友達や周りの人の良

いところを見つけたりすること 

・家族や身近にいる人々に温かい心で接し，親切にす

ること 

・礼儀の大切さを知り，だれに対しても真心をもって，

親切に接すること 

・親切にしてもらったり，お世話になったりした人に感

謝の気持ちをもつこと 

・自分の生活を支えてくれている周りの人々に尊敬と

感謝の気持ちをもつこと 

イ

集
団
適
応
能
力

・気持ちのよいあいさつや言葉遣い，姿勢などに心掛

け，だれにでも明るく接すること 

・学校や学級の集団の中で，様々な活動に進んで関

わり，最後まで実行すること 

・よりよい学級づくりのために，集団の一員としての自

分のよさを生かすこと 

ウ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

・基本的な話し方・聞き方を身に付けること 

・あいさつや返事など，人との関わりとして基本的な態

度を身に付けること・正しい姿勢で，相手の話を最後

まで聞くこと 

・相手の話をしっかり聞くとともに，自分の考えや気持

ちを伝えること 

・身の回りの人と気持ちよく活動するために必要な話し

方・聞き方のスキルを身に付けること 
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第５学年，第６学年及び第７学年 第８学年及び第９学年 
・自分の考えに基づく正しい判断力をもち，意思決定をすること 

・自分の生活などを計画的に管理し，学習習慣を身に付けること 

・心身の健康づくりについての知識をもち，適切に管理すること 

・市民としての自覚をもち，課題解決を図りながら自ら生活を改

善していくこと 

・自分らしい生き方を常に考え，個性を発揮しながら自己の在

り方を確立すること 

・心身の健康についての理解を深め,危機への対処方法を知

り，身に付けること 

・家庭・学校・地域，公共の場では，それぞれ応じた行動規範が

あることを知り，状況に合った行動をすること 

・情報の有用性と危険性について理解し，正しい情報収集と選

択をすること 

・日常生活における課題を解決しながら自主的・自律的な生活

を送ること 

・地域社会全体の動きに関心をもち，社会のルールを守りなが

ら社会の変化に柔軟に対応し，自分のできることに挑戦する

こと 

・社会・生活環境を維持・充実するために必要なことを理解し，

意識的に行動すること 

・差別や偏見のない世の中にすることの意義を理解すること 

・市民としての責任や義務についての理解し，自分で考えて判

断すること 

・基本的な人権について理解を深め，偏見・差別をなくすため

に行動すること 

・学校や地域の一員の役割を自覚しながら，人間社会におけ

る自由と責任，権利と義務について正しく認識し，行事や活

動に積極的に参加すること 

・互いに信頼し，学び合う中で友情を深め，男女仲よく協力し助

け合うこと 

・障害のある方やお年寄りと望ましい関わり方をするとともに，こ

れからの福祉や「共に生きる」地域の在り方について考えること 

・自他の命を大切にするとともに，命は多くの人の愛情や力で支

えられていることを理解すること 

・多様な他者とのつながりを積極的に広め，時と場に応じて適

切な言動をすること 

・友情の尊さを理解して信頼できる人間関係を築き，互いに励

まし合い高め合うこと 

・学校や社会の中で守られているルールの意味について理解

し，責任ある行動をとること 

・様々な集団の中で，自らの考えに基づき積極的に人と関わり

合うこと 

・学校や学級，地域の活動において責任ある仕事を受けもち，

進んで実行し，地域の様々な方と望ましい信頼関係を築くこ

と 

・テーマを正しく捉え，賛成・反対の立場を明確にし，意見を言う

こと 

・目的に応じた情報の伝達手段を選択し，適切に伝えること 

・自分の考えを相手に効果的に伝える，対話スキルを身に付け

ること 

・問題を様々な角度から考え，異なる発想法を用いて討論するこ

と 

・自分の考えを明確かつ適切に伝えるとともに，相手の立場や

考えを生かして，互いに納得できる解決策を示すなどの対話

スキルを身に付けること 

・議論，ディベート，意見表明など多様なコミュニケーションの

手法を身に付けること 
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第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

Ｃ

自
治
的
活
動
領
域

ア

秩
序
形
成
能
力

・公共の場所でのルールを守って行動すること 

・うそをついたりごまかしたりしないで，正直に生活する

ことの大切さを理解すること 

・動物や植物などの生き物を大切にすることで，命の

大切さを理解すること 

・基本的マナーの大切さを理解し，身に付けること 

・善悪の判断を正しく行い，自信をもって行動すること 

・謙虚な姿勢，真摯な態度で行動し，感謝や尊敬の気

持ちをもって生活すること 

イ

自
治
的

活
動
能
力

・話合いの基本ルールを知り，きちんと意見を言うこと ・学級の諸問題を解決するために，目標を立てて，互

いに努力し合って活動すること 

・自分たちで物事を公正に決定するための話し合いを

運営すること 

ウ

社
会
的
判
断
・

行
動
能
力

・自分のものだけでなく，みんなが使うものも大切に

し，使い方の約束を守ること 

・生活の中で，みんなのためになることを考えて行動

すること 

・誰とでも分け隔てなく接することの大切さを理解する

こと 

・社会の規則やきまりを守り，公共意識をもって行動す

ること 

・周りの生活や地域の中にある問題に関心をもち，自

分ができることを考え，行動すること 

・他国について関心をもち，他国の人を理解しながら

関わろうとする態度を示すこと 

Ｄ

文
化
創
造
領
域

ア

自
己
修
養
能
力

・自分に自信をもち，よさや得意なことを学習や生活に

生かすこと 

・先輩の話に関心をもち，自分の生活に生かすこと 

・自分の挑戦したいことについて，継続して努力するこ

と 

・先人が残してきたものとその努力について気付き，自

分を振り返るとともに自分の生き方を考えること 

・命の大切さについて理解を深めていくこと 

イ

企
画
・
表
現
能
力

・学級で計画した集会活動や係活動において自分な

りに内容を工夫して活動すること 

・学芸会や学習発表会などの行事について進んで参

画し，自分なりの思いを伝えること 

・学校や学級で計画した集会活動や係活動に進んで

参加し，自分の考えを生かした計画を立て実行する

こと 

・学芸会や発表会などで，ねらいを達成するための表

現を工夫すること 

・情報機器を扱う際の正しいルールとマナーを身に付

けること 

ウ

文
化
継
承
能
力

・季節や文化に応じた行事の意味を理解すること 

・学校や郷土の文化や生活に親しみ，愛着をもつこと 

・日本文化における礼節を重んじる態度を身に付け，

生かすことができること 

・学校や学級の文化的行事や地域の祭りなど，文化的

行事に興味・関心をもち積極的に参加すること 

・郷土の文化や伝統を大切にし，郷土を愛する心情を

もつこと 

Ｅ

将
来
設
計
領
域

ア

将
来
設
計
能
力

・自分の成長したことについて理解し，理想像をもつこ

と 

・自分のよさや得意なことを伸ばし，学習や生活の場

面で進んで役立てること 

・自分の将来について夢や希望をもち，調べたりまとめ

たりして自己の生き方を考えること 

イ

社
会
認
識
能
力

・お金の大切さについて知り，正しく使うこと ・お金の計画的な利用方法を理解するとともに，価値

を理解すること 

・地域の様々な職業について関心をもち，働くことの意

義と社会に役に立つことの大切さを理解すること 

・身近な生活でコンピューターが活用されていること

や，問題の解決には必要な手順があることに気付くこ

と 

ウ

社
会
貢
献
能
力

・家庭を支えている家族や学校生活でお世話になる

人々のために，自分のできる役割を積極的に果たす

こと 

・ボランティア活動の目的について理解し，進んで取り

組むことができること 

・身近な生活や地域の中にある環境問題の解決に向

けて取り組むことができること 
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第５学年，第６学年及び第７学年 第８学年及び第９学年 
・社会の一員としての自覚と規範意識をもち，場に応じた望まし

い行動様式をとること 

・だれに対しても差別することなく，相手を尊重するとともに，人

権について自分の考えをもち，自らの行動や態度で示すこと 

・正義感をもち，常に望ましい行動を心掛けること 

・自律の精神を重んじ，自主的に考え，判断し，正義感をもっ

て，常に公正・公平に対応して，誠実に努めること 

・法やきまりを遵守するとともに，自他の権利を重んじ，義務を

果たしながら社会の秩序と規律を守ること 

・学級会でできることを理解し，自分たちの力で話合いを進める

こと 

・自治的な活動において，責任をもち，主体的に取り組むこと 

・地域の人々が行っている自治的な活動を理解し，関心をもつ

とともに，地域のために役立つことに取り組むこと 

・学校生活を豊かにするために，進んで中心となって活動し，

自己の有用感を高めること 

・学校や地域社会の中で，自治組織の運営方法を考え実践す

ること 

・地方自治に関心をもち，主権者として様々な施策について考

えること 

・社会生活において正しい判断をし，実行していくための行動

指針をもつこと 

・差別や偏見を許さず，だれに対しても常に公正・公平な態度

に努めるとともに，誠意をもって接すること 

・法やきまりの意味を理解するとともに，自他の権利を尊重し，

進んで自己の義務を果たすこと 

・社会の出来事に関心をもち，自分のすべき態度や行動をとる

こと 

・我が国の諸問題に関心をもち，自分たちができることを考えた

り，ボランティア活動などの実践をしたりすること 

・世界的な問題に関心をもち，様々な立場や考え方を尊重し，

国際社会への貢献について自分の考えをもつこと 

・自分のやりたいことを進んで実践し，努力して成果を出すこと 

・先人の生き方から，進取の精神や努力を学び，自分の将来に

ついて考えたり，自分の夢や希望を実現するために今できるこ

とに挑戦したりすること 

・自分の目標や様々な課題に対して，何を学ぶべきかを考えて

計画的に取り組むこと 

・世の中で活躍した先人の生き方を学ぶことを通して，広い視

野から人間の生き方を考えること 

・かけがえのない生命について理解を深め，尊重すること 

・学級や学校の集会活動や行事に進んで参加し，全体を見通

した計画を考えること 

・体験的活動や調べ学習などを通して，分かったことや自分の

思い・考えを効果的な表現方法を用いて発表すること 

・インターネットの有効な利用方法を知り，正しく活用すること 

・プレゼンテーションを効果的に活用し，個性的な表現活動を

行うこと 

・地域の人々や保護者に向けた文化的行事を企画したり，協働

的に運営したりすること 

・自分たちの思いや願い，生き方についての考えを効果的に表

現すること 

・ねらいに応じた発表方法を選択し，効果的なプレゼンテーショ

ンをすること 

・学級や学校，地域の文化的行事に積極的に参画し，自分の

興味・関心，特技を生かして進んで協力すること 

・学芸会，学習発表会などの文化的な活動で自分の思いや考

えを生かした企画・立案をすること 

・郷土や我が国の文化と伝統を大切にし，先人の努力を知り，

郷土や国を愛する心をもつこと 

・様々な国の伝統や文化を知り，尊重すること 

・様々な文化的活動や地域の文化的行事に進んで参加し，活

動すること 

・我が国や世界の文化的活動に興味・関心をもち，我が国の文

化及び異文化に対する理解を深めること 

・様々な職業があることを理解し，自分に合った職種や仕事に

ついて調べたり考えたりすること 

・自分の将来の職業に必要な知識や資格について理解し，そ

のための努力をすること 

・伝統を守り，その技を伝える人々の功績を知るとともに，自分

なりの「人生観」「職業観」をもつこと 

・職業体験等で学んだことをもとに，社会の中での自己実現に

つながる仕事を考えること 

・自分の長所を生かせる職業を考え，これからの進路について

目標を立てること 

・個人の金融体験を通して産業や社会の仕組みを理解するとと

もに，社会人として必要な義務や責任について理解すること 

・消費について，正しい知識と判断力を身に付けること 

・自分の夢や希望と関連がある身近な職業に関心をもつこと 

・経済体験などを通して経済や社会の仕組みについて理解す

ること 

・職業体験などを通して，望ましい職業観と勤労観をもつこと 

・個人の金融体験を通して産業や社会の仕組みやお金と生活

の関係を理解するとともに，社会人として必要な義務や責任に

ついて理解すること 

・学校行事などにおけるそれぞれの役割の大切さを自覚し，進

んで仕事を引き受け，責任をもってやり遂げること 

・地域の一員としてボランティア活動や地域活動に協力し，地

域の一員としての役割を果たすこと 

・学校や地域社会で果たす役割を自覚し，次世代リーダーとし

て常識ある行動をすること 

・多くの人々が役割を分担することで社会が成立していることを

認識し，自分が関われることを見付け，取り組むこと 
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２ 一貫プラン

各学校においては，一貫教育の視点から，各中学校区における児童・生徒の実態や地域

の特色，教育目標を踏まえてテーマや内容等を定め，第１の目標に掲げる資質と能力を育

成すること。

３ 児童会・生徒会活動 

以下のことを指導することを通し，「第１ 目標」に掲げる資質と能力を身に付けること。

(1) 児童会・生徒会の組織づくりと児童・生徒会活動の計画や運営 

 児童・生徒が主体的に組織をつくり，役割を分担し，計画を立て，学校生活の課題 

を見いだし解決するために話し合い，合意形成を図り実践すること。

(2) 異年齢集団による交流 

 児童会・生徒会が計画や運営を行う集会等の活動において，学年や学級が異なる児童・

生徒と共に楽しく触れ合い，交流を図ること。 

(3) 学校行事への協力 

 学校行事の特質に応じて，児童会・生徒会の組織を活用して，計画の一部を担当した

り，運営に主体的に協力したりすること。 

(4) ボランティア活動などの社会参画 

 地域や社会の課題を見いだし，具体的な対策を考え，実践し，地域や社会に参画でき

るようにすること。 

４ クラブ活動（第 4学年，第 5学年及び第 6学年） 

以下のことを指導することを通し，「第１ 目標」に掲げる資質と能力を育成すること。

(1) クラブの組織づくりとクラブ活動の計画や運営 

 児童が活動計画を立て，役割を分担し，協力して運営に当たること。 

(2) クラブを楽しむ活動 

 異なる学年の児童と協力し，創意工夫を生かしながら共通の興味・関心を追求するこ

と。 

(3) クラブの成果の発表 

 活動の成果について，クラブの成員の発意・発想を生かし，協力して全校の児童や地

域の人々に発表すること。 

５ 学校行事 

以下のことを指導することを通し，「第１ 目標」に掲げる資質と能力を育成すること。

(1) 儀式的行事 

 学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，新しい生活の

展開への動機付けとなるようにすること。 

240



第３章 市民科 

11

(2) 文化的行事 

 平素の学習活動の成果を発表し，自己の向上の意欲を一層高めたり，文化や芸術に親

しんだりするようにすること。 

(3) 健康安全・体育的行事 

 心身の健全な発達や健康の保持増進，事件や事故，災害等から身を守る安全な行動や

規律ある集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連帯感の涵養，体力の向

上などに資するようにすること。 

(4) 遠足・旅行・集団宿泊的行事 

 自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあって，見聞を広め，自然

や文化などに親しむとともに，よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆

道徳などについての体験を積むことができるようにすること。 

(5) 勤労生産・奉仕的行事 

 勤労の尊さや生産の喜びを体得し，職場体験活動などの勤労観・職業観に関わる啓発

的な体験が得られるようにするとともに，共に助け合って生きることの喜びを体得し，

ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験が得られるようにすること。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 構成及び標準授業時数

(1) 市民科の構成 

市民科   市民科学習

       一貫プラン

児童会・生徒会活動

       クラブ活動（第 4学年，第 5学年及び第 6学年のみ）

       学校行事（儀式的行事，文化的行事，健康安全・体育的行事，

            遠足・旅行・集団宿泊的行事，勤労生産・奉仕的行事）

(2) 標準授業時数（市民科学習及び一貫プラン） 

学年 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 第7学年 第8学年 第9学年

市民科学習 85 85 105 105 105 105 85 105 105 
一貫プラン   35 35 35 35 35 35 35 
総時数 85 85 140 140 140 140 120 140 140 

 （児童会・生徒会活動，クラブ活動，学校行事は，市民科の授業時数には含めない。）

２ 指導計画作成等における配慮事項 

(1) 各学校においては，市民科全体計画に基づき，各教科との関連に考慮しながら，市民

科学習及び一貫プランの年間計画を作成するものとする。なお，作成に当たっては，次
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の事項に配慮する。 

 ア 市民科学習 

(ｱ) 全学年において，5領域 15 能力をすべて指導すること。ただし，学年段階や学校

並びに児童・生徒の実態に応じて，時数配分など重点化を図るよう工夫すること。 

(ｲ) 指導内容は，「第 1学年・第 2学年」，「第 3学年・第 4学年」，「第 5学年，第 6学

年及び第 7 学年」，「第 8 学年・第 9 学年」の学年区分で構成する。各指導項目につ

いては，一つの学年又は学年区分を通して実施してもよい。各校の児童・生徒の実

態，特色ある教育活動と十分に関連を図りながら，各領域・能力のねらいを達成す

るよう単元構成を工夫すること。 

(ｳ) 各学年段階に示した内容については，原則として当該の学年段階で確実に指導す

ること。ただし，実施学年・時期や各単元の配当時数などについては各校の児童・

生徒の実態に応じて工夫すること。 

(ｴ) 各学年段階に示した内容については，必要に応じて繰り返し指導したり，いくつ

かの内容を合わせて指導したりするなど，弾力的に扱うようにすること。ただし，

常に上下学年との系統性を十分に図ること。 

(ｵ) 第１学年及び第２学年においては，第１章総則の第２の４の(1)を踏まえ，他教科

等との関連を積極的に図り，指導の効果を高めるようにするとともに，幼稚園教育

要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること。特に，

第１学年当初においては，生活科を中心とした関連的な指導や，弾力的な時間割の

設定を行うなどの工夫をすること。 

(ｶ) 教育要領の重点を踏まえ，文化創造領域において，第３学年及び第４学年では茶

道，第５学年及び第６学年では武道の体験を通した学習を行うこと。 

イ 一貫プラン 

(ｱ) 各中学校区で目指す児童・生徒像を定め，市民科学習と関連付けてテーマ等を設 

定すること。 

(ｲ) カリキュラム・マネジメントの中心に位置付け，実施する時期等を工夫し，各学

校の特色を生かした教育活動の充実を図ること。 

(ｳ) 内容の設定に当たっては，各学校において定めるテーマに基づき,児童・生徒の発 

達段階と各学年で設定する内容の系統性を考慮し, 実態に応じた体験活動を行う等 

の工夫をすること。また,市民科において育てる資質と能力を踏まえたものにするこ 

と。 

(ｴ) 第３の１の(2)の表で示した時数で計画すること。 

(ｵ) 各学校における一貫プランの時間の名称については，各学校において適切に定め 

ること。 

(2) 第２の内容の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

ア 各学校においては，校長の方針の下に，市民科推進教師を中心に，全教師による協

力的な指導体制を充実すること。 

イ 多様な見方や考え方ができる事柄について，特定の見方や考え方に偏った指導を行

わないようにすること。 
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ウ 市民科学習又は一貫プランの授業を公開したり，授業の実施や地域教材の開発や活

用などに家庭や地域の人々，各分野の専門家等の積極的な参加や協力を得たりするな

ど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図ること。 

エ 障害のある児童・生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じ

た指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

オ 学校生活への適応や人間関係の形成，進路の選択などについては，主に集団の場面

で必要な指導や援助を行うガイダンスと，個々の児童・生徒の多様な実態を踏まえ，

一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリング（教育相談を含む。）

の双方の趣旨を踏まえて指導を行うこと。特に入学当初においては，個々の生徒が学

校生活に適応するとともに，希望や目標をもって生活をできるよう工夫すること。あ

わせて，児童・生徒の家庭との連絡を密にすること。 

カ 異年齢集団による交流を重視するとともに，幼児，高齢者，障害のある人々などと

の交流や対話，障害のある幼児・児童・生徒との交流及び共同学習の機会を通して，

協働することや，他者の役に立ったり社会に貢献したりすることの喜びを得られる活

動を充実すること。 

キ 第 3学年から第 6学年において，第１章総則の第３の１の(3)のイに掲げるプログラ

ミングを体験しながら論理的思考力を身に付けさせるための学習活動を行う場合には，

プログラミングを体験することが市民科学習の学習過程に適切に位置付くようにする

こと。 

ク 市民科学習と学校行事との関連を図ったり，体験的な活動，調査・分析，発表・討

論など，日常・社会生活の中から課題を発見し，問題解決的な学習を積極的に取り入

れたりすること。また，ねらい・内容に応じて家庭や地域の人々との連携，社会教育

施設等の活用などを工夫すること。 

ケ 学校行事や各教科で学ぶ知識及び技能と，市民科学習の各単元で学ぶ対処方法や技

能を相互に関連させ，相乗効果を高めるよう工夫すること。 

コ 市民科学習及び一貫プランの記録を児童・生徒自ら記録し，蓄積するなど工夫する

こと。 

サ 入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚するとともに，国

歌を斉唱するよう指導するものとする。 

(3) 教材については，教育基本法や学校教育法その他の法令に従い，「第２ 内容」に照ら

し適切と判断されるものであるよう留意する。

３ 内容の取扱いにおける配慮事項 

(1) 市民科学習 

ア 発達に応じた指導のねらい 

 義務教育の９年間で市民としての資質を高め，必要な能力を確実に身に付けるため

に，児童・生徒の実態や発達段階に応じて，適切な指導を行うこと。その際，(ｱ)から

(ｵ)までのねらいを踏まえ，第 1学年から段階的・系統的に指導すること。 
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(ｱ) 「個の自立」 

 主体的な生き方の基盤として，自律的な行為を重視し，基本的生活習慣や自制心

を身に付けること。また，家庭や学級・学校など生活の場で直面する課題に適応す

るとともに，与えられた仕事や役割について理解し，最後までやり遂げること。 

(ｲ) 「他者との関わり」 

 望ましい人間関係を形成するために，自己理解を深め，自己の個性を発揮しなが

ら他者の個性も尊重する態度を育成し，相互に理解し合おうとする気持ちでコミュ

ニケーションを行い，協力・協働しながら物事に取り組むこと。 

(ｳ) 「集団や社会との関わり」 

 個性の発揮や自己実現は，集団や社会の中でするものであることを理解し，社会

の一員としての自覚をもち，望ましい集団やコミュニティの形成に積極的に関わり，

その中での役割を果たしながら，他者と協力してよりよい社会を築こうとする自発

的・自治的活動を行うこと。 

(ｴ) 「自己を生かし高める意欲」 

 自分の興味・関心に応じて，学級や学校・地域の文化活動に積極的に参加し，自

分の思いをよりよく表現する力を身に付けること。また，直面する課題の解決に向

けて挑戦したり，先人の生き方や歴史に学んだりしながら自己を高めること。 

(ｵ) 「将来に対する意志」 

 社会の中での自己の役割と責任を考えて，社会的に有為な存在になるために自己

の進路，将来への方向性をもつこと。その際，基礎的な社会の仕組みや経済社会の

構造とその働きについて理解するとともに，よりよい将来を切り拓くために，生涯

にわたって学び続けようとする意欲をもつこと。 

イ 指導の重点 

 ９年間を３段階（４-３-２）に分け，それぞれの段階に合った内容を厳選し，重点

的に指導する。 

〔第 1学年，第 2学年，第 3学年及び第 4学年〕 

 主として主体性・積極性・適応性を育て，自己管理領域・人間関係形成領域の各

能力に指導の重点を置くこと。 

 自己の内面を見つめ，自己と学校生活上の集団との関わりについて学習する。学

校や学級生活を通して生活適応や集団適応などについて学び，基本的生活習慣や社

会性の基礎を確実に習得できるようにすること。また，セルフ・コントロールや対

人関係能力の基礎を身に付け，自己と集団，自己と地域社会などとの関わりについ

て理解を深めるとともに，よりよい生活を築く技能を習得すること。 

〔第 5学年，第 6学年及び第 7学年〕 

 主として適応性・公徳性・論理性を育て，自治的活動領域・文化創造領域の各能

力に指導の重点を置くこと。 

 自治的活動の在り方について考え，自己と集団・社会との関わりについて学習す

る。家庭や社会における自己の役割を理解し，進んで集団や社会に貢献しようとす

るなど，社会的な行動力の基礎を身に付けられるようにすること。その際，学校や
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地域社会などにおける生活上の問題を見付け，個人や集団・組織で問題解決を行う

など実践的な態度が形成できるようにすること。 

〔第 8学年及び第 9学年〕 

 主として，実行性や創造性を育て，将来設計領域の各能力に指導の重点を置くこ

と。 

 社会の一員として，現代社会で起こっている様々な問題について，解決策を考え

る学習を行う。その際，社会の出来事に関心をもち，問題解決に向けた思考力や判

断力を高められるよう指導方法を工夫する。また，職業体験やボランティアなどの

活動を通して，積極的に社会に参画することの意義を理解できるようにする。また，

個性を生かして自己実現に向けた望ましい職業観・勤労観をもつとともに，将来の

自己の生き方について展望をもてるようにすること。 

ウ 「特別の教科 道徳」「特別活動」「総合的な学習の時間」の統合の考え方 

 小学校並びに中学校学習指導要領（文部科学省）の第 1章総則の第 1の 2の（2）に

述べられている「学校における道徳教育」の理念並びに方針は，品川区立学校教育要

領においても基本原則とする。 

 市民科学習では，指導する内容により，「特別の教科 道徳」，「特別活動」，「総合的

な学習の時間」のそれぞれの目標を踏まえ，統合し，新たな単元を構成し指導する。 

エ 単元の学習過程 

 各学年どの単元においても，5 つのステップで構成し，毎時の指導に当たっては，

指導のねらいを明確にして学習を進める。 

【ステップ１ 把握 課題発見/把握】 

 課題に関わる意識調査や話し合う活動を通して，自己の生活と行動を振り返り，

解決すべき問題点や社会的背景を把握する。 

【ステップ２ 認識 知識/価値/心情】 

 交流・協議しながら，多面的・多角的に各自の判断基準を捉え直すとともに，心

情を深め，解決するための行為・行動の意義や価値について認識する。 

【ステップ３ 習得 スキルトレーニング/体験活動】 

 体験的な学習を通して，認識した価値を実践につなげる態度を養うとともに，課

題解決に向けた具体的な対処方法，技能を習得する。  

【ステップ４ 実践 日常実践/活用】 

 ステップ３までに学習した正しい知識や習得した技能を，学校・家庭・地域で実

践・活用する。授業時数には含まない。 

【ステップ５ 深化 評価/深化】 

 ステップ４での実践を振り返り，単元を通した自己の内面や行為・行動の変容に

ついて評価するとともに，社会的存在としての生き方について考えを深める。 

(2) 一貫プラン 

学習過程は、(1)市民科学習のエに準ずること。 
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(3) 児童会・生徒会活動 

 学校の全児童・生徒をもって組織する児童会・生徒会活動において，学校生活の充実

や改善向上を図るために，協力して諸問題の解決を図るとともに，連絡調整に関するも

のや学校行事への協力，ボランティア活動などを行うこと。主として，自治的活動領域

並びに文化創造領域との関連を図ること。 

(4) クラブ活動（第 4学年，第 5学年及び第 6学年のみ） 

 学年や学級の所属を離れ，第 4 学年から第 6 学年の児童で組織し，共通の興味・関心

を追求する活動をすること。主として，異学年交流における人間関係形成領域との関連

を図ること。

(5) 学校行事 

 各教科並びに市民科学習等における日常の学習の成果を発揮し，総合的に発展させる。

そのため，学校生活に秩序と変化を与え，集団への帰属感を深めながら，人間としての

生き方の自覚を深めるとともに，規律・協働・責任などの集団行動における望ましい態

度を養うことができる効果的な活動を行うこと。また，学校の特色づくりを推進すると

ともに，学校間の連携を図り，一貫教育の主旨を生かした活動を工夫すること。 

４ 評価について 

物事を多面的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深めることについて，児

童・生徒の成長を評価する。児童・生徒一人一人の習得状況を継続的かつ総括的に把握し，

個別指導に生かすこと。  

各単元の指導においては，市民科の資質と能力に示した内容を十分に踏まえ，児童・生

徒の実態に応じて，各単元のねらいと評価規準を明確かつ具体的に示すこと。 

また、一貫プランにおいては，テーマや内容等を設定する際に踏まえた資質と能力につ

いて，児童・生徒の実態に応じて，評価規準を明確かつ具体的に示すこと。 

評価方法については，学習内容・方法・形態に適した複数の評価方法を組み合わせるな

ど多面的な評価を工夫する。 

なお，指導要録等への記載にあたっては，領域毎に児童・生徒の成長を文章で記述し，

数値などによる評価は行わないものとする。 
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第４章 特別支援学級・特別支援教室

１ これまでの課題（小中一貫教育要領に基づく実践から見られた課題） 

 個に応じた学習課題の設定や，評価を適切に行うために，集団による指導上の工夫が求

められる。一方で，生活年齢に促した学習内容を適切に設定するための学年に応じた目安

が設定しにくい。特に，次のような点においては，指導の充実に向け，更なる工夫が求め

られる。

○ 自己肯定感・自己有用感の向上

・ 結果や過去へのこだわりやマイナスイメージ（自分にはどうせ無理だろう等の思い

込み）からくる不安の克服

・ 途中経過・過程に関する客観的な自己評価

・ スモールステップ目標の自己による設定

○ 生活力の向上，定着

○ 体力・持久力・持続力の向上

２ 課題を克服するための視点 

○ 指導者である教員が児童・生徒の実態を細かく把握する。得意なこと，不得意なこと，

学習・生活において困難の要因となること等，一人一人の実態を明らかにする。

○ 当該学年において身に付けさせたい力の習得を目指すとともに，児童・生徒一人一人

の発達段階を考慮し，個に応じた《ねらい》を明確にする。

○ 児童・生徒の実態・ねらいに応じた，効果的な教材・教具の工夫とスモールステップ

による指導方法を確立する。

○ 「できた」「分かった」という成功体験を積み重ね，自己有用感を高めて次の学習へ

の意欲を高める。

○ 体つくり運動等を継続して行い，姿勢保持などに必要な筋力を付ける。

３ 具体的な手だて

○ 教科等の指導に当たっては，特別支援学級・特別支援教室における学習で『育てる力』

を具体的に明示する。

○ 全ての教員が，児童・生徒の個別の課題に応じた手だての工夫や配慮することへのス

キルの向上を図るために，『育てる力』に「自立活動」，「日常生活の指導」，「生活単元学

習」の内容を具体的に例示する。なお，必ずしもここに例示された学年内に達成するこ

とを求めているわけではなく，個々の児童・生徒の状況に応じた段階の目標の目安とし

て例示している。対象とする児童・生徒が現在どの発達段階にあるかを適切に把握し，

個別指導計画の目標設定に活用する。

○ 指導計画の作成に当たっては，年間の単元の指導時間や内容を見通して，その中で育

む資質・能力の育成に向け，具体的な場面で実際的な活動を通して，自分と身近な社会

や自然との関わりについての関心をもたせる。さらに，主体的・対話的で深い学びを実

現するようにする。

○ 自分自身の生活や成長を振り返る活動を通して，自分でできるようになったこと，役
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割が増えたことなどが分かるようにする。

○ これまで支えてくれた人々への感謝の気持ちや，様々な活動に対して意欲的に取り組

む活動を意図的，計画的に実施する。

○ 運動をするための場所と時間を確保し，個々の運動量を確保するとともに，運動量や

取り組んだ回数などを意識したり，確認したりすることができる活動を取り入れる。
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第１節 各教科・市民科

 第１ 目標 

 品川区立学校教育要領第２章各教科及び第３章市民科の指導目標におおむね準ずる。

 障害の程度や実態に応じて，必要な場合には，知的障害者である児童・生徒に対する教

育を行う特別支援学校の各教科の目標を達成する。 

 第２ 各学年の目標及び内容 

品川区立学校教育要領第２章各教科及び第３章市民科の各学年の目標及び内容におおむ

ね準ずる。 

障害の程度や実態に応じて，必要な場合には，知的障害者である児童・生徒に対する教

育を行う特別支援学校の各教科の目標や内容に替えて行う。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 品川区立学校教育要領第２章各教科及び第３章市民科の指導計画の作成と内容の取扱

いにおおむね準ずる。 

２ 指導計画の作成に当たっては，個々の児童・生徒の知的障害の状態，生活年齢，学習

状況や経験等を考慮しながら，各教科の目標及び内容を基に，９年間を見通して，全体

的な指導計画に基づき具体的な指導目標や指導内容を設定するものとする。

３ 個々の児童・生徒の実態に即して，教科別の指導を行うほか，必要に応じて各教科，

市民科及び自立活動を合わせて指導を行うなど，効果的な指導方法を工夫するものとす

る。その際，各教科等において育成を目指す資質・能力を明らかにし，各教科等の内容

間の関連を十分に図るよう配慮するものとする。

４ 児童・生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上，下学年の教科の目標や内容に替

えたり，各教科を知的障害者である児童・生徒に対する教育を行う特別支援学校の教科

に替えたりするなどして，個々の児童・生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方

法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。 

５ 個々の児童・生徒の実態に即して，生活に結び付いた効果的な指導を行うとともに，

児童・生徒が見通しをもって，意欲をもち主体的に学習活動に取り組むことができるよ

う指導計画全体を通して配慮するものとする。

６ 児童・生徒の実態に即して学習環境を整えるなど，安全に留意するものとする。

７ 児童・生徒の実態に即して自立や社会参加に向けて経験が必要な事項を整理した上で，

指導するよう配慮するものとする。

８ 学校と家庭等とが連携を図り，児童・生徒の学習過程について，相互に共有するとと

もに，児童・生徒が学習の成果を現在や将来の生活に生かすことができるよう配慮する

ものとする。

９ 児童・生徒の障害の状態や学習状況，経験等に応じて，教材・教具や補助用具などを

工夫するとともに，コンピュータや情報通信ネットワークを有効に活用し，指導の効果

を高めるようにするものとする。
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第２節 自立活動

第１ 目標 

個々の児童・生徒が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・

克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，心身の調和的発達の基盤を培う。

第２ 各学年の目標及び内容 

１ 目標及び内容 

品川区立学校教育要領における「自立活動」では，「健康の保持」「心理的な安定」「人間

関係の形成」「環境の把握」「身体の動き」「コミュニケーション」の各観点から具体的な指

導項目を設定し，４－３－２の段階別に児童・生徒に育てる力を示している。

なお，これらについては，それぞれの項目が独立した活動ではなく，他の内容と相互の

関連を大切にしながら，個別の児童・生徒の実態に即して，指導内容を適切に設定するこ

とが大切である。 

(1) 主に健康の保持に関する項目 

ア 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること 

イ 病気の状態の理解と生活管理に関すること 

ウ 身体各部の状態の理解と養護に関すること 

エ 障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること 

オ 健康状態の維持・改善に関すること 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力） 

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

生活リズム 

生活習慣 

適度な運動 

決められた時刻に眠り，決めら

れた時刻に起きる。 

睡眠，食事，入浴，適度な運動

など，生活リズムを整え，予定を

実行できる健康状態を保つ。 

翌日の予定に合わせて，就寝／

起床時刻を設定し，予定を遂行

するだけの体力や健康を維持

する。 

衣服の着脱 
自分で正しく衣服の着脱をす

る。 

気温や天候に合わせて，衣服の

調整をする。 

場や状況に合わせた服装を，自

分で準備する。 

登下校 
決められた通学路を，一人で登

下校する。 

困ったことが起きたら，まもるっ

ちを引いたり誰かに助けを求め

たりして，問題を回避する。 

公共交通機関のマナーやルー

ルを守り，目的地に沿って利用

する。 

時間

時計を読むことができ，時刻・時

間が分かる。チャイムや指示を

守り，行動する。 

時間の見通しをもって，自発的

に行動する。 

自分で時間のスケジュールを決

め，それに沿って行動する。 

体調
自分の体調を把握でき，大人に

伝える。 

自分の体調を把握でき，不調の

ときは服薬や安静など，自分で

体調管理する。 

自分の体調を管理するとともに，

病気についての知識をもち，予

防に努める。 
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(2) 主に心理的な安定に関する項目 

ア 情緒の安定に関すること 

イ 状況の理解と変化への対応に関すること 

ウ 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること関すること

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力） 

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

情緒 

家庭環境や交友関係など安心

できる環境の中で，教師からの

励ましを受け入れ，学校や学習

に対する緊張や不安を減らす。 

勤勉性を培う。 

小集団活動に参加し，友達から

の励ましを受け入れたり，友達を

励ましたりしながら，共に活動す

ることを楽しみ，集団生活への

苦手意識や拒否感を軽減する。 

主体性を培う。 

集団生活に意欲的に参加する。 

周りの人の支援を受け入れ，自

分の進路を主体的に考え，行動

する。 

人との信頼関係を培う。 

調整力 
気持ちが高ぶったときに，別室

に移動し，クールダウンする。 

気持ちの高ぶりを感じ，自らクー

ルダウンすることを希望する。 

感情の高ぶりを感じても，深呼

吸するなど，自分なりの方法で

抑え，その場で落ち着ける。 

状況の 

理解 

予定変更を理解し，支援を受け

ながら調整する。 

予定変更の予告を受けて，行動

の見通しをもち対応しようとす

る。 

急な予定変更にも，適切に受け

入れ，対応しようとする。困った

ときは教師に相談する。 

こだわり 

家庭・学校生活において，環境

の調節のもと，不都合なこだわり

を自ら軽減する。 

自分のこだわりの特性を把握

し，コントロールしようとする。 

自分のこだわりの特性を把握

し，コントロールする。 

余暇 

家族や身近な人と公園の遊具

やスポーツ・ゲームなど，好きな

ことや得意なことを共に楽しむ。 

創作活動やスポーツや読書な

ど，文化的なことにも，すすんで

取り組む。 

長期にわたり，楽しみながら取り

組める趣味を見付ける。スポー

ツや文化的なことなどに取り組

み，心身ともに充実感を味わう。 
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(3) 主に人間関係の形成に関する項目 

ア 他者とのかかわりの基礎に関すること 

イ 他者の意図や感情の理解に関すること 

ウ 自己の理解と行動の調整に関すること 

エ 集団への参加の基礎に関すること 

オ 認知や行動の手掛かりとなる概念形成に関すること 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力） 

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

挨拶・返事 
日常的な挨拶を交わしたり，返

事をしたりする。 

自分から相手を見て，相手や場に

応じた挨拶・返事をする。 

相手や場に応じた挨拶をしたり，

断り方・断られ方を理解したりす

る。 

感情への 

気付き

表情や身振りに注目し，喜怒哀

楽の違いが分かる。自分の感

情を理解する。 

相手の言葉や表情，身振りから，

相手の意図や感情を読み取る。 

相手の言葉や表情などから，立

場や考えを推しはかりながら行動

する。 

身だしなみ 
毎朝，鏡を見て身だしなみを整

える。 

相手に不快な印象を与えないよ

う，身だしなみを整える。 

場に相応しい身だしなみを考え，

整える。 

金銭の管理 

決められた買い物をする。 

おつりの計算をする。 

金銭の貸し借りをしない。 

決められた金額の中で，必要なも

のを買い物する。 

おこづかい帳をつける。 

おこづかいの管理をする。 

適切な金銭感覚を身に付ける。 

自己理解 

周囲からの励ましを受け入れ，

自分の良さに気付く。 

自分の得意・不得意を知る。 

自分の良さが分かり，自信をも

つ。 

自分の得意・不得意を理解し，自

分に合う対処方法を獲得し，実行

する。 

自分らしさに自信をもち，失敗や

困難なことがあっても前向きに捉

える。自分の長所や短所を客観

的に把握し，場や状況に応じて

柔軟な対応をする。 

報告・連絡・ 

相談 

教師と一緒に課題に取り組み，

終わったことを一緒に確認す

る。 

課題が終わったら「できました」と

報告する。上手くいかなかったと

き，困ったときにも報告したり相談

したりする。 

課題に取り組む工程を考え，効

率的に解決していく。上手くいか

ないときに相談できる人を見付

け，相談して解決する。 

友達関係 

先生やクラスの友達の名前を覚

え，一緒に遊んだり，グループ

で活動したりする。 

相手の嫌がる言動をしないで，一

緒に活動する。目的のあるグルー

プ活動を一緒にする。 

苦手な相手でも，程よい付き合い

をする。友達関係の悩みについ

て誰かに相談する。 

集団参加 

集団でのルールを知り，守りな

がら活動する。 

決められた係活動を行う。 

集団でのルールを守り，主体的に

活動する。場の雰囲気や相手の

意図を知る。クラブ・委員会活動を

行う。 

場の雰囲気や相手の意図を理解

して自分の行動を調整する。 

部活動を楽しむ。 

集団行動 

合図に合わせて列に並んだり，

歩行したりする。行事に参加す

る。 

集団での自分の立場や役割を知

り，友達とのやり取りを受け入れな

がら活動する。 

公共の場でのルールやマナーを

守って行動する。 

252



第４章 特別支援学級・特別支援教室 

7

(4) 主に環境の把握に関する項目 

ア 保有する感覚の活用に関すること 

イ 感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること 

ウ 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること 

エ 感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に関すること

オ 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力） 

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

触る 

対象物にしっかり触れ，素材の性

質や力加減，痛さなどの皮膚感

覚を取り込む。 

対象物に触れたときの感覚や力

加減の違いを感じたり感覚をイ

メージしたりする。 

今までに触れた対象物の感覚を

想起し，自分の生活と合わせて活

用する。 

見る 
対象物を目で追ったり，視点を移

動させたりして捉える。 

対象物を捉え，形を理解し，自分

の中でイメージする。 

今までに見た対象物を想起させ，

自分の生活と合わせて活用する。 

聞く 

音の鳴る方向を正確に把握す

る。音韻を正確に聞き取る。聞い

たとおりに復唱する。 

言われていることを正確に聞き取

ろうとし，分からないときにはメモ

を書いたり聞き返したりする。 

言われていることを正確に聞き取

り，内容をイメージしたり，大切な

ポイントを押さえたりする。 

話す 
文型や話型を理解し，それに

沿った学習言語で話す。 

様々な言葉とその意味を理解し，

声の大きさを調節したり，分かりや

すい表現を工夫したりして話す。 

相手や場に応じた，適切な言葉を

選び，ふさわしい表現方法で話

す。 

読む 言葉のまとまりを捉えて読む。 
文章を読み，言葉の意味を理解して，そ

の場にふさわしい読み方で読む。 

自分の気持ちや人物の気持ちを反映さ

せて，話の雰囲気に合わせて読む。 

書く 

運筆練習ができる。 

ますに文字を収めようと意識しな

がら，大まかな形を捉えて書く。 

清音・濁音・半濁音を含んだ文字

を正しく表記する。 

ますや枠に収まるように調整しな

がら文字を書く。 

特殊音節を含んだ文字を正しく表

記する。 

書く場所のスペースと仕上がりをイ

メージしながらバランスよく書く。漢

字かな（カタカナ）交じり文を正しく

表記する。 

補助・代行 

手段の活用

ICT 機器などの補助器具の基本

的な使い方を知り，「できた」「分

かった」と思える体験を積む。 

ICT 機器などの補助器具を用い

れば，できることが増えることを理

解する。 

ICT 機器などの補助器具を日常

的に用いて，自力で課題を解決し

ようとする。 

学習態勢 
一定時間，決められた課題に取

り組む。 

必要に応じて，周りの人と相談し

ながら方法を考え，問題を解決し

ていく。 

自分の立場や役割を理解し，正し

く遂行する。 

学習場面の

把握 

学習の場所や自分の靴箱・座席・ロッ

カーなどの場所を，写真や動画，手順

表などを基に理解し，学習に応じた用

具を自分で用意しようとする。 

必要な道具や活動の進め方など

を，写真や動画，手順表などを基

に理解し，自分からすすんで取り

組む。 

視覚や聴覚などから得た情報を

基に，学習に応じた環境を整備

し，自力で学習活動を進める。 

相手との 

適切な距離

具体物を活用しながら，物や人と

の適切な距離を把握し，衝突した

り近付きすぎたりしないようにす

る。

物や人との適切な距離を把握し，

衝突したり近付きすぎたりしないよ

うにする。

日常生活において物や人との適

切な距離感を把握し，相手や場に

合わせて行動する。

地図の把握
上下・左右・前後を理解する。 

隣，何番目が分かる。 

上下・左右・前後などが分かり，人

や物の位置を把握する。 

指示に合わせて並び替える。 

地図の見方を理解し，地図を見な

がら，目的地にたどり着く。 

概念形成 
事物の性質や特徴が分かり，共

通点や違いに気付く。 

体得した概念を基に，新たな事象

の特徴を理解する。 

体得した概念を基に，新たな事象

の特徴を理解し，問題を解決す

る。 
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(5) 主に身体の動きに関する項目 

ア 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること 

イ 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること 

ウ 日常生活に必要な基本動作に関すること 

エ 身体の移動能力に関すること 

オ 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力） 

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

姿勢保持 

授業中，正しい姿勢をしようとす

る。 

モデルの動きを模倣し，補助さ

れながら１０秒間程度，同じ姿勢

を保つ。 

授業中の半分程度，正しい姿勢

を持続できる。 

モデルの動きを模倣し，自力で

１０秒間程度，同じ姿勢を保つ。 

授業の大半を正しい姿勢で過ご

す。 

緊張とリラックスを理解し，自分

で調整する。 

身体の感覚

人と抵抗なく，身体接触をする。 

人に触られた部位が把握でき

る。 

自分の体の幅，高さを把握す

る。 

自分の体の大きさや動きの予測

をし，人との距離などが把握でき

る。 

人と適切な距離を保つことがで

きる。 

作業・協応 

補助具や視覚的支援を用いて，

学習用具（鉛筆・のり・はさみ・絵

の具・コンパス・鍵盤ハーモニ

カ・リコーダー等）の使い方を知

り，操作方法を体得する。 

学習用具を，正しく使う。 

自分にとって必要な学習用具を

求められる段階に応じて使いこ

なす。 

基本動作 

「走」 

走り方の基本動作を習得する。 

立ち止まらずに一定の距離を走

る。 

距離に合わせてペース配分をし

ながら走る。 

途中で立ち止まることなく，一定

の速度で走り続ける。 

様々な「走」の運動に主体的に

参加する。 

基本動作 

「跳」 

片足跳び，両足跳びを使い分け

る。 

短縄で，その場両足跳びが３０

回以上できる。 

長縄跳びで回る縄の中に入る。 

走り幅跳びや高跳びに挑戦す

る。 

短縄の前跳び，後ろ跳びが５０

回以上でき，綾跳びや交差跳び

などの複雑な跳び方に挑戦す

る。 

長縄跳びで回る縄のタイミング

に合わせて自分から跳ぶ。 

様々な「跳」の運動に主体的に

参加する。 

基本動作 

「投」 

的に向かって，両手で足を踏み

出しながら投げる。ボールを両

手で抱え込みながら捕球する。 

的に向かって，片手で足を踏み

出しながら投げる。片手で腕を

伸ばしながら捕球する。 

投げるための一連の動作がス

ムーズに行える。 

様々なボールゲームに参加す

る。 

様々な「投」の運動に主体的に

参加する。 
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(6) 主にコミュニケーションに関する項目 

ア コミュニケーションの基礎的能力に関すること 

イ 言語の受容と表出に関すること関すること 

ウ 言語の形成と活用に関すること 

エ コミュニケーション手段の選択と活用に関すること 

オ 状況に応じたコミュニケーションに関すること 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力） 

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

非言語の 

意思疎通 

言葉だけでなく，表情や態度の

意思疎通があることを知る。 

非言語の意思疎通を読み取ろう

とする。 

暗黙のルールを読み取り，適切

な行動をする。 

気持ちや 

言葉の 

受け止め 

身近な人からの呼び掛けに応

じ，自分なりに反応を示す。他

者への関心を示す。 

所属する集団の中で，自分なり

の方法で意思や要求を伝える。 

所属する集団の中で，表情や身

振り，言葉を交えたやり取りを成

立させる。 

気持ちの 

表現 

自分の気持ちを把握し，具体物

や絵や図，写真や文字を指し示

しながら，自分の気持ちを言葉

で表現する。 

自分の気持ちを正しく理解し，

言葉に加えて，絵や図，写真や

文字などを用いて，受け応えし

たり，場や状況に応じた振る舞

いをしたりする。 

自分の気持ちを客観的に把握

し，場や状況に応じた適切な表

現をする。 

自分に合う表現方法が分かり，

意思や要求を伝える。 

語彙の獲得

絵や写真を見て，言葉で表す。 

仲間分け，関係性などに気付

く。 

学校生活に必要な基本的な語

彙を獲得する。 

抽象的な言葉を理解する。 

学習言語や５Ｗ１Ｈなどの文法

体系を理解する。 

学習の場や相手と，事象や様子

に合わせた適切な言語表現が

できる。 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

手段 

得意な力を活用しつつ，苦手な力は ICT 機器などの補助器具を用

いてカバーすることで，意思や要求が伝えやすくなることを理解す

る。 

（読み上げ機能，録音機能，キーボード入力，その他のアプリケー

ション） 

自分が活用しやすい，様々な機

器を使用して，より良いコミュニ

ケーションを図ろうとする。 

会話 

身近な人と，身の回りのことや興

味のあることについて話す。 

相手によって丁寧な話し方が必

要であることを理解する。 

身近な人と目上の人とでは，話

し方に違いがあることを知り，実

際に使い分けて会話をする体験

を積む。 

慣れ親しんだ人，目上の人，初

対面の人など，相手との関係性

に配慮して会話をする。 

通信・情報 

自分の住所・電話番号が分か

る。 

個人情報の大切さを知る。 

手紙を書く，電話の送受信がで

きる。個人情報を不用意に相手

に伝えない。情報モラルを守り，

通信可能な電子機器を使用す

る。 

電話やインターネットの使い方

やマナーを理解し，正しく使う。 
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第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 自立活動の指導に当たっては，個々の児童・生徒の障害の状態や特性及び心身の発達

の段階等の的確な把握に基づき，指導すべき課題を明確にすることによって，指導目標

及び指導内容を設定し，個別指導計画を作成するものとする。その際，第２に示す内容

の中からそれぞれに必要とする項目を選定し，それらを相互に関連付け，具体的に指導

内容を設定するものとする。 

２ 個別指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 個々の児童・生徒について，障害の状態，発達や経験の程度，興味・関心，生活や

学習環境などの実態を的確に把握すること。 

(2) 児童・生徒の実態把握に基づいて得られた指導すべき課題相互の関連を検討するこ

と。その際，これまでの学習状況や将来の可能性を見通しながら，長期的及び短期的

な観点から指導目標を設定し，それらを達成するために必要な指導内容を段階的に取

り上げること。 

(3) 具体的な指導内容を設定する際には，以下の点を考慮すること。 

ア 児童・生徒が，興味をもって主体的に取り組み，成就感を味わうとともに自己を

肯定的に捉えることができるような指導内容を取り上げること。 

イ 児童・生徒が，障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服しようとする意

欲を高めることができるような指導内容を重点的に取り上げること。 

ウ 個々の児童・生徒が，発達の遅れている側面を補うために，発達の進んでいる側

面を更に伸ばすような指導内容を取り上げること。 

エ 個々の児童・生徒が，活動しやすいように自ら環境を整えたり，必要に応じて周

囲の人に支援を求めたりすることができるような指導内容を計画的に取り上げるこ

と。 

オ 個々の児童・生徒に対し，自己選択・自己決定する機会を設けることによって， 思

考・判断・表現する力を高めることができるような指導内容を取り上げること。 

カ 個々の児童・生徒が，自立活動における学習の意味を将来の自立や社会参加に必

要な資質・能力との関係において理解し，取り組めるような指導内容を取り上げる

こと。 

(4) 児童・生徒の学習状況や結果を適切に評価し，個別指導計画や具体的な指導の改善

に生かすよう努めること。 

(5) 各教科及び市民科の指導と密接な関連を保つようにし，計画的，組織的に指導が行

われるようにするものとする。 

３ 個々の児童・生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し，意欲的な活動を促

すようにするものとする。 

４ 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては，全人的な発達を促

すために必要な基本的な指導内容を，個々の児童・生徒の実態に応じて設定し，系統的

な指導が展開できるようにするものとする。その際，個々の児童・生徒の人間として調

和のとれた育成を目指すように努めるものとする。 
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５ 自立活動の指導は，専門的な知識や技能を有する教師を中心として，全教師の協力の

下に効果的に行われるようにするものとする。 

６ 児童・生徒の障害の状態等により，必要に応じて，専門の医師及びその他の専門家の

指導・助言を求めるなどして，適切な指導ができるようにするものとする。 

７ 自立活動の指導の成果が進学先等でも生かされるように，学校生活支援シート等を活

用して関係機関等との連携を図るものとする。 
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第３節 各教科等を合わせた指導

「各教科等を合わせた指導」は生活中心の総合的な学習活動であると捉えることが重要

であり，生活上の課題を達成するための一連の活動に取り組む過程で，いろいろな領域や

教科の内容を習得するものである。各教科，市民科及び自立活動の全部又は一部について

合わせて授業を行う。 

 領域・各教科等を合わせた指導では，実際的・具体的な内容の指導によって，成功体験

を豊富にし，主体的に活動に取り組む意欲を育てていく。 

 第１ 各学年の「育てる力」及び内容 

日常生活の指導は，児童・生徒の日常の生活が充実し，高まるように日常生活の諸活動

を適切に指導するものである。品川区立学校教育要領における「日常生活の指導」では，

「衣類の着脱」「排泄」「食事」など基本的生活習慣の内容や，「挨拶」「言葉遣い」「礼儀作

法」など日常生活や社会生活において必要で基本的な内容について，９年間を見通した指

導項目を設定し，４－３－２の段階別に「育てる力」を示している。

１ 日常生活の指導（特別支援学級〔知的障害学級〕のみ） 

(1) 基本的生活習慣 

ア 食事 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

配膳 
食器を並べたり片付けたりす

る。 

器を置く場所を考えて配膳す

る。 

挨拶 食前食後の挨拶をする。   

スプーン・箸 スプーン・箸を使って食べる。 
ご飯やおかずが器に残らない

よう箸ではさんで食べる。 

切り分ける，ほぐすなど箸を上

手に使う。 

食べる 良く噛んで食べる。 
主食と副食を取り合わせて食

べる。 

苦手な物も，栄養と考えて食

べる。 

マナー 
口の周りが汚れたら，自分で

拭く。 
口を閉じて噛む。 

周りのペースに合わせて食事

をする。 

献立の名前 
給食の主な献立の名前が言

える。 

給食や家庭の献立の名前が

ほぼ言える。 

外食時の献立の名前が言え

る。
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イ 排泄 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

トイレ 担任に告げてトイレに行く。 

ノックをして入り，便器を汚さ

ずに用をたす。自宅，学校，

和式，洋式などいろいろなトイ

レに行ける。 

便器を汚したら，きれいに拭

いてから出る。 

男の子 
ズボンを膝まで下げて用をた

す。 

ズボンの前だけ下げて用をた

す。 

下着やズボンの前立てから用

をたす。 

下着やズボンの前立てから用

をたす。 

女の子 ズボンやスカートで用をたす。 

スカートでも裾に気を付けて

できる。 

生理の手当てをする。 

生理の後始末がきちんとでき

る。 

大便の始末 肛門にペーパーを当てる。 
ペーパーに汚れがつかなく

なったら終える。 
軟便でもきれいに拭ける。 

身だしなみ 

など 

下着や服装を整えてから出

る。 

出かける時や集会前など，自

分からトイレに行く。 

長時間の外出時は，トイレの

ことを考えて行動する。 

ウ 衣服の着脱 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

衣服の着脱 自分で着脱ができる。 
前後を間違えずに着る。裏返

しにならないように脱ぐ。 

立って，きちんと衣服の着脱

が出きる。 

靴・靴下 

左右を間違えずに靴をはく。 

かかとの位置を間違えずに靴

下をはく。 

立って，きちんと靴や靴下が

はける。 

場所や天気に合わせて，はき

物を選ぶ。 

ボタン・ひも 
ボタン，カギホック，ファスナー

のはめはずしができる。 

ベルトを使える。ひもの１回結

び，かた結びができる。 
蝶結びができる。 

雨具 
傘の開閉ができ，ひもできれ

いにまとめる。 

折り畳み傘の開閉ができ，き

れいにたたむ。 

濡れた傘を人の迷惑にならな

いように処理する。 

身だしなみ 
シャツの裾が入れられる。指

示されると，襟や裾を直す。 

鏡を見ると，着衣の不十分な

所に気付く。 

着衣が乱れたときに自分で気

付いて直す。 

衣服の始末 自分で衣服をたたむ。 
衣服をハンガーにかける。決

められた場所に衣服をしまう。 

活動や天候，寒暖にあわせ

て，衣服を選ぶ。 
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エ 清潔 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

手洗い 

石鹸を泡立てて，手洗いをす

る。 

手の甲も２，３回ふく。 

拭いたハンカチをたたんでし

まう。 

水滴が残っていたらふき直

す。 

公共施設等で，ペーパータ

オルやエアータオルを使う。 

鼻水の処理 

ハンカチを出して使う。 

ポケットティッシュを出して使

う。 

ティッシュで上手に鼻をかむ。 
鼻をかむときは，周囲に配慮

する。 

うがい 
ブクブクうがい，ガラガラうがい

をする。 

外から帰ったら必ずうがいを

する。周りに水をとばさずにで

きる。 

インフルエンザなど社会状況

をみて，うがいをする。 

使ったコップを洗って戻す。 

歯磨き 
磨きやすいところを自分でこ

する。 
裏面，側面も磨く。 全体にむらなく磨く。 

洗面 顔の一部分に水をつける。 全体をこする。 
せっけんも使い，きれいに洗

う。 

髪・爪 
寝ぐせ，爪が伸びていることに

気付く。 
自分で髪をとかす。爪を切る。 

髪が伸びたら，自分から床屋

や美容院に行く。 

起床・就寝 決まった時刻に寝起きする。 
決まった時刻に自分から起き

る。 

布団の上げ下ろしをする。 

ベッドの整頓をする。 

入浴 体や髪の毛を一通り洗う。 
体を拭いてから出る。 

バスタオルで体を拭く。 

入浴後，用具の片付けをす

る。 

(2) 健康・安全

ア 健康

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

症状を 

知らせる 

けがや体調の悪いときに，大

人に知らせる。 

けがや体調の悪い状態を，大

人に説明する。 

１人で保健室を利用する。友

達の体の異常を大人に伝え

る。 

健康診断 
指示された健康診断や予防

接種を受ける。 

健康診断や発育測定の結果

がわかり，体の成長に関心を

もつ。 

進んで健康診断や予防接種

を受ける。 

検温 自分で体温計を使える。 
体温計の数字（メモリ）が読め

る。 
体温と健康の関係が分かる。 
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イ 安全

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

危険認知 
「危ない」と注意されたら止め

る。 

危険なことをしない。危険な場

所に行かない。 

電気器具，ガス栓，ライター，

刃物を安全に取り扱う。 

道路歩行 道路は，右側，歩道を歩く。 信号に従って行動する。 
道路の横断は，横断歩道や

歩道橋を渡る。 

交通ルール 
道路への飛び出しや道路で

遊ぶことをしない。 

交通ルールを守って自転車

に乗る。 

横断禁止，通行止めなど，い

くつかの標識が分かる。 

避難訓練 指示に従って，避難する。 放送の指示で，避難できる。 
放送の指示で，速やかに避

難できる。 

(3) 人や社会との関わり 

ア 遊び

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

友達遊び 
大人と一緒に友達といろいろ

な遊びをする。 
友達を誘って遊ぶ。 

仲間に入れない友達を誘っ

て遊ぶ。 

種類 

遊具で遊ぶ。じゃんけんを

使った簡単なルールの遊びを

する。 

フルーツバスケット，いすとり

ゲームなどの集団遊びをす

る。 

自分で遊びを選んだり，考え

たりする。 

友達や全体のことを考えて，

遊ぶ。 

イ 人との関わり 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

名前 
自分や家族，クラスの先生や

友達の名前を言う。 

自宅の住所，電話番号を言

う。 

交流学年の先生や友達の名

前を言う。 

校内の先生，親戚の人の名

前を言う。 

挨拶 
身近な人に「おはよう」「さよう

なら」などを言う。 

身近な人に，簡単な日常の挨

拶をする。 

日常の挨拶を，自分から適切

に言う。 

伝言・応対 
見たこと，聞いたこと，遊んだ

ことを話す。 

見たこと，聞いたこと，遊んだ

ことを友達や大人と話し合う。 

電話の応対ができる。 

来客があったときは，取次を

する。 

自他の区別・ 

貸し借り 

自他の区別ができ，人の物を

むやみに触らない。 

指示されて，人に物を貸す。

物を借りたらきちんと返す。 

頼まれたら進んで自分の物を

貸す。自分で物を借りに行

き，きちんと返す。 

対人関係１ 
「ありがとう」「ごめんなさい」を

言う。 

「ありがとう」「ごめんなさい」を

適切に言う。 

人の過ちをむやみにとがめな

い。 

対人関係２ 「いや」「～したい」と言う。 約束を守る。 
相手のことを考えて自分の気

持ちを伝える。 
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ウ 役割

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

役割 
学校行事などに参加し，簡単

な役割をする。 

大人と一緒に地域の行事に

参加する。 

大人と一緒に地域の行事に

参加し，簡単な役割をする。 

係活動・作業 クラスの係や当番をする。 
運動会，学芸会などで簡単な

係をする。 
様々な作業を分担し，行う。 

エ 手伝い・仕事

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

そうじ・洗濯 
ほうき，雑巾，ちりとりを使い，

教室の掃除をする。 

決められた場所の掃除をす

る。 

洗濯機を操作する。 

正しい方法で掃除をする。 

洗濯を干し，取り込んでたた

む。 

道具・仕事 
草花や飼っている動物の世話

をする。 

仕事で使う道具や器具の扱い

に慣れる。 

道具や器具を大切に扱う。 

修理の手伝いをする。 

片付け 学習道具の片付けをする。 仕事の後片付けをする。 仕事が済んだら報告する。 

オ きまり

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

学校生活１ 
始業，終業のチャイムに従っ

て行動する。 

集合，整列，着席を自分から

する。 

学校の日課に沿って生活す

る。 

学校生活２ 
みんなで使う物は，大切にす

る。 

火災報知器や非常電話など

をいたずらしない。 

貴重品や書類に触れたり持

ち出したりしない。 

登下校 通学路を歩く。 一人で登下校する。 
時間の見通しをもって，登下

校する。 

校外学習 

指示に従って行動する。 

乗り物の中では，静かに過ご

す。 

集団行動のきまりを守る。 

バス料金を出したり，電車の

切符を買ったりする。バスや

電車で交通系カードを使え

る。 

公共施設などのきまりを守

る。 

目的地までの往復の日程を

把握する。 
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カ 金銭

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

お金 
お金が大切な物であるあるこ

とが分かり，粗末に扱わない。 

もらったお年玉や小遣いを大

切にする。生活にはお金が必

要なことを知り，無駄遣いをし

ない。 

自分で考えて小遣いを使う。 

すぐ使わないお金は，貯金す

る。 

買い物１ 

コインの金種が分かり，買い

物をする。 

「ください」など買い物に必要

な言葉を使う。 

１０００円が分かり，少額の買

い物をする。 

「おつり」「いくらですか」など

買い物に必要な言葉を使う。 

５０００円，１００００円が分か

り，「高い」「安い」など買い物

に必要な言葉を使う。 

買い物２ 自動販売機を利用する。 
スーパーなどのレジで簡単な

買い物をする。 

スーパーなどのレジで，おつ

りのある買い物をする。 

買い物３ 
学用品などのおよその値段が

分かる。 

旅行などしたときに，自分で

考えて土産を買う。 

よく使う日用品や食品の値段

が大体分かる。 

キ 自然

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

天気 
晴，雨，曇りなど天気が分か

る。 

天気予報で，その日や翌日の

天気を知る。 

週間天気予報や，目的地の

天気を知る。 

季節 
冬は寒く，夏は暑いなど季節

の特徴に関心をもつ。 

春夏秋冬のことばを知り，四

季の変化に関心をもつ。 

四季それぞれの主な特長が

分かる。 

ク 社会のしくみ

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

職業 

「おまわりさん」「郵便やさん」

「○○やさん」などに関心をも

つ。 

いろいろなお店の名前が言え

る。 

いろいろな職業の名前が言

える。 

公共の物 

学校や家の近くの交番，停留

所，駅の名前や場所が分か

る。 

警察署，消防署，郵便局のお

よその仕事が分かる。 

病院，区役所などのおよその

仕事が分かる。 

地域・国 
自分の住む「品川区」「東京」

の名称が言える。 

都道府県名・地名等を，いく

つか言える。 

日本と外国の違いについて分

かる。 

世界の国・都市の名称等をい

くつか言える。 

社会の 

できごと 

テレビなどを通して，社会ので

きごと（スポーツ・芸能含）に関

心をもつ。 

テレビなどを通して，社会の

大きなできごとに関心をもつ。 

テレビや新聞で，社会の大き

なできごとを知る。 
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２ 生活単元学習（特別支援学級〔知的障害学級〕のみ） 

生活単元学習は，児童・生徒が生活上の目標を達成したり，課題を解決したりするため

に，一連の活動を組織的に経験することによって，自立的な生活に必要な事柄を実際的・

総合的に学習するものである。品川区立学校教育要領における「生活単元学習」は，自立

的・主体的に生活する力を高めるため，「行事単元」「季節単元」「課題単元」「制作活

動や作業活動中心の単元」「遊びを中心とした単元」「特定の教科と関連した単元」につ

いて，それぞれに９年間を見通した具体的な指導項目を設定し，４－３－２の段階別に「育

てる力」を示している。

(1) 行事単元 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

遠足 遠足の楽しさを知る。 いろいろな場所を知る。 
自分たちで計画を立て，出掛

ける。 

宿泊学習 
家庭を離れた生活に慣れ，宿

泊学習を楽しむ。 

身辺の活動を自分で行いな

がら，宿泊学習を楽しむ。 

身辺の活動を自分で行うとと

もに，友達と協力して活動す

る。 

学習発表会 
学習したことを，みんなの前で

発表する。 

自分の役割を意識して発表

する。 

発表会の流れの中で，係の仕

事などの役割を果たす。 

文化祭 
自分たちでやりたいことを考

え，活動を楽しむ。 

やりたいことを考え，みんなで

楽しめるように工夫する。 

運動会 
みんなと一緒に，伸び伸びと

元気に競技や演技をする。 

運動会の流れの中で，係の仕

事など，たくさんの人と関わり

ながら，意欲的に取り組む。 

運動会をよりよいものにする

ための工夫を考えながら，自

分の役割を果たす。 

学芸会 
自分の台詞や出番を理解し，

大きな声で発表する。 

自分の役割を理解し，それに

合った表現をする。 

展覧会 
テーマに合ったものを楽しく

作る。 

テーマに合ったものを工夫し

て作る。 

みんなで協力して，１つのもの

を作り上げる楽しさを知る。 

自分や友達の作品を見て，

それぞれの良さに気付き，認

め合う。 

音楽発表会 
歌や楽器をみんなで合わせる

ことを楽しんで，発表する。 

自分のパートや役割を意識し

て，楽しく歌や演奏を行う。 

自分や友だちの良さに気付

き，楽しく歌や演奏を行う。 
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(2) 季節単元 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

季節行事 

正月，豆まき，こいのぼり，こ

どもの日，七夕，お月見など

の季節行事を楽しむ。 

かざり作りや行事参加を通し

て祝い方を知って楽しむ。 

主体的に季節行事を企画し

て楽しむ。 

季節の自然 

校庭や公園を探検し，季節ご

との違いに気付き，季節の草

木等を使った遊びを知る。 

季節の草木等を使って，工夫

してものを作ったり遊んだりす

る。 

季節の草木等を使って作っ

たり遊んだりすることを活用し

た活動を企画して楽しむ。 

(3) 課題単元 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

衣替え 

暑さ寒さに合った服装を知

る。 

気温に合わせた衣服の調整

をする。 

衣替えの時期を知り，衣服を

入れ替える。 

衣替えの時期を意識し，衣服

を入れ替えようとする。 

外出 

交通ルール 

道路の端を歩くこと，信号機な

ど，道路のきまりを知る。 

施設の利用の仕方などを知

る。 

並んで歩く。 

交通機関の利用の仕方，目

的地での楽しみ方を知る。 

標識や信号機の意味を理解

し，自ら決まりに合った行動を

する。 

自分たちで校外学習の計画

を立て，実施する。 

住所から地図を見て大体の

位置が分かり，自分たちで計

画を立てて出掛ける。 

話合い 

自分の思ったことを言ったり，

思いに合うものに手を挙げた

りする。 

自分の思ったことについて理

由を述べる。 

支援を受けながら司会や記録

をする。 

司会台本を見ながら話合い

を進めたり，その内容に合っ

たことを発言したり，決まった

ことを記録したりする。 

買い物 

買いたいものを自分で選ぶ。 

お金を払ったり，おつりをも

らったりする。 

買いたいものや目的に合った

ものを選ぶ。 

買うために必要なお金を自分

で支払う。 

目的に合った買い物計画を

立て，必要なお金を用意して

買い物をする。 

交通機関の 

利用 

身近にどんな交通機関がある

かを知る。 

乗車，利用の仕方を知る。 

身近な目的地を決め，計画を

立て，交通機関を利用して出

掛ける。 

交通系 IC カードを自分で使

う。 

遠い目的地を決め，様々な

交通機関を乗り継いで出掛

ける。 

外食 

食事のマナーを身に付ける。 

好きなものを選んで注文す

る。 

いろいろなお店の注文の仕方

を知り，自分で注文する。 

好みや目的に合わせてお店

を決め，食事をする計画を立

てる。 
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(4) 制作活動や作業活動中心の単元 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

調理 

自分でもいろいろなものが調

理できること，そのために材料

を揃えることなどを知る。 

いろいろな調理法があることを

知り，自分で計画を立てる。 

自分たちで作る物，買い物，

調理の仕方，片付けまで計

画を立てて行う。 

手芸 
刺しゅう等のやり方が分かり，

一定時間取り組む。 

使用目的（作品の利用法）を

理解し，意欲的に取り組む。 

使用目的（作品の利用法）を

理解し，完成までの計画を立

てて意欲的に取り組む。 

装飾作り 
季節の草木，紙，箱等を使っ

て簡単な飾りを作る。 

行事等目的に合った飾りを考

えて，工夫して作る。 

行事等，目的に合った飾りの

種類や作り方を考えて，工夫

して作る。 

カレンダー 

カレンダーについて知り，枠

に月日の数字を書いたり，そ

の月に合った絵を描いたりす

る。 

いろいろな種類のカレンダー

を作る。（版画，パソコン，１年

分，月ごと等） 

使ってもらうという目的を持っ

てカレンダーを作り，作製か

ら配布までの計画を立てて作

る。 

(5) 遊びを中心とした単元 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

子ども 

まつり 
遊びや雰囲気を楽しむ。 

自分で遊びを企画し，役割を

果たす。 

友達と協力しながら遊びを企

画し，下学年の友達を楽しま

せる。 

作って遊ぶ 

季節の草木，紙，箱等身近に

あるものを使って，簡単な遊

び道具を作り，楽しく遊ぶ。 

行事やゲームなど，目的に

合った遊び道具を，いろいろ

な材料を使って作り，遊ぶ。 

友達と遊ぶ 
複数でできるいろいろな遊び

を知り，楽しむ。 

自分たちでやりたい遊びを決

め，みんなで楽しむ。 

○○ランド 

で遊ぶ 

遊び場作りや遊ぶことを，夢

中になって楽しむ。 

みんなで楽しめる遊び場を考

え，遊び場作りや遊びを夢中

になって楽しむ。 
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(6) 特定の教科と関連した単元 

指導項目
第 1,2,3 及び 4学年 

（第 4学年までに育てる力）

第 5,6 及び 7学年 

（第 7学年までに育てる力）

第 8及び 9学年 

（卒業までに育てる力） 

学校探検 
学校にはどんな物があり，ど

んな部屋があるのかを知る。 

学校にある物や部屋には，そ

れぞれ用途があることを知る。 

学校の施設を有効に利用で

きるようにする。 

町探検 
いろいろな場所や施設に興

味をもつ。 

見学した場所や施設の特徴

や役割を知る。 

探検を通して，役割や歴史を

知り，生活に役立てる。 

地図の 

見方 

身近な地域を知り，学校や自

分の家の位置関係などを，理

解する。 

品川区や，東京都の地図を見

て，身近な地域のことに興味

をもつ。 

日本地図，世界地図などを

見て，国や地域の位置関係

を知ったり，海外の地理や出

来事に興味をもったりする。 

実験 
物の変化や特性に興味をもっ

て楽しむ。 

身近な物の変化や特性を知

る。 

物の特性が生活の中にどの

ように生かされているかを知

る。 

図 書 館 の

利用 

図書館でのマナーを知り，好

ましい態度で利用することが

できる。 

好きな本を見付けて読む。 

図書館の利用の仕方を知り，

読みたい本を借りたり返したり

する。 

目的に合った本を選び，活用

する。 

第２ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 日常生活の指導に関しては，以下のような点を考慮することが重要である。 

(1) 日常生活の自然な流れに沿い，その活動を実際的で必然性のある状況下で行うもの

であること。 

(2) 毎日反復して行い，望ましい生活習慣の形成を図るものであり，繰り返しながら，

発展的に取り扱うようにすること。 

(3) できつつあることや意欲的な面を考慮し，適切な援助を行うとともに，目標を達成

していくために，段階的な指導ができるものであること。 

(4) 指導場面や集団の大きさなど，活動の特徴を踏まえ，一人一人の実態に即した効果

的な指導ができるように計画されていること。

２ 生活単元学習の指導計画に当たっては，以下のような点を配慮することが重要である。 

(1) 単元は，実生活から発展し，児童・生徒の障害の状況や興味・関心などに応じたも

のであり，個人差の大きい集団にも適応するものであること。 

(2) 単元は，必要な知識及び技能の獲得とともに，生活上の望ましい習慣・態度の形成

を図るものであり，身に付けた内容が生活上に生かされるものであること。 

(3) 単元は，児童・生徒が目標をもち，見通しをもって，単元の活動に積極的に取り組

むものであり，目的意識や課題意識を育てる活動を含んだものであること。 
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(4) 単元は，各単元における児童・生徒の目標あるいは課題の成就に必要かつ十分な活

動で組織され，その一連の単元活動は，児童・生徒の自然な生活としてのまとまりの

あるものであること。 

(5) 単元は，豊かな内容を含む活動で組織され，児童・生徒が様々な単元を通して，多

種多様な経験ができるよう計画されていること。 

(6) 生活単元学習を指導するに当たっては，一つの単元が数日間程度で終わる場合もあ

れば，学期や年間を継続して実践する場合があるため，年間における単元配置，単元

の構成や展開について十分検討すること。 
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